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は し が き

ここに漸 く 「実定信託法研 究 ノー ト」 を まとめ るこ とが で きた。「実定信 託法研究会」

なる名称 の もとに、信託法の研究 さらには教育 に関心 を寄せ る者11名 が参加 し、原則 とし

て毎月1回 の研究会 を開催 し、わが信託法 を対象 に して解釈論、立法論 、比較 法的考察 を

試みてか ら早 くも4年 を経過 した。 四宮和夫 「信託法」[新 版][有 斐 閣、1989年]を 分

担報告 した前半、松本 崇 「信 託法」[第3刷](特 別 法 コン メン ター ル)[第 一法 規、

1977年]を 或 る意味では当然だが一 条文 ごとに分担報告 した後半 、いずれの場合 に

も、毎 回、実 に活発 な討論が展開 され、年長 とい う理由 で進行係 をつ とめただけの私 とし

て も、 この研究会 を もてた ことは よかった と顧 みて思 ってい る。

研究会が進行 してい くにつれ、四宮、松本両先生 をは じめ、諸先学 の蓄積 の大 きさ、 き

び しい研 さんぶ りにはただ圧倒 され るのみ とい う感 にひたった反面 において、わが信託法

には残 され た問題 が きわめて多 くあ るこ と、諸先学 の御議論 の中には、 説明不 足、混乱、

矛盾 も少なか らずあるよ うに私 どもには思 えた こと、何 よ りもテ クス トがわか りに くく、

もう少 し文章 に意 を用 いて いただ きたい と痛 感 したこ とが一再 な らずあ った こ と(「 『解体

新書』 の翻訳!」 と叫んだ参加者 あ り)、研 究会 の来 し方 を振 り返 ってみて、ぜ ひこれ ら

の ことを記 してお きたい。

ところで、諸先 学に教 え られ ることばか りに終始 しないで、私 どもの方か ら も疑問の表

明、 問題提起 、私 どもな りの問題の整理 、で きることなら問題解決 の提案 をしたい ものだ

と参加者一 同考 えるように なった。参加 者のほ とん どは信託法 の研究、教育 に さほ ど長 く

携 わって きたわけではないが、4年 間の研究会参加 を通 じて、各 人な りに少 な くとも問題

意 識 を抱 くに いたったこ とは確 かで あ る。 そ こでその問題意識(で きればプ ラスアル フ

ァ)を 学徒 ら しく、論述の形 を とって提示 す ることによって、諸先学 のお教 えを受 けるよ

すが とす る とともに、 自分 自身の将来の研 究の出発点 としたい と考 え執筆 したものが、 こ

こに まとめ られ た諸論稿 なのである。わが信 託法の研究上、 ここが問題 だ、 この問題が未

解決 だ と思 う、 とい う各人 な りの覚書 とい った ところであろうか。 まさに 「研 究 ノー ト」

と呼ぶべ きもの と私は思っている。

上 述 した ところか ら御推察 いただけ るように、 ここにま とめ られた作 品はいずれ も文字
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どうりの試論 であって、将来 の発 展 を各人 な りに期 してい るものなの であ る。 「研究 ノー

ト」 であ るか らには、各 人に内発す る問題意識 に支 えられた作品 であるこ とが重要である

か ら、信託法 の全領域、全 条文 をカバー す る必要 はない と私 は考 え、 テーマ選択には(論

述 の内容 につ いて も)半 強制 的な 「統一」 な どは一切企てていない。研究会 で とりあげ ら

れ たけれ ども、本書 には収め られて いないテーマ も少 なか らずある。 それ らの公表につ い

て は、将来、 しか るべ き機会 もあ ろ う。 ともあれ、本書が信託 法研究 者 のお眼 に とまっ

て、議論 を触発 し、私 どもがお教 えを受け るきっか けになることを切望す る。

4年 の長 きにわたって研究会の設営 をは じめ、細部 の事務処理 につ いて、財 団法人 トラ

ス ト60の 献 身的 なお世話 を受け た。私 ども一同、心 より謝意 を表す る次 第である。

1995年11月8日

研究会を代表して

米 倉 明
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信託における信託的譲渡の特徴

小賀野 日
日日





1は じめ に

本稿は、信託法1条 の 「信託行為」、 とりわけ信託行為 の必要要件である信託的譲渡 を

とりあげ、その特徴 を覚書的にまとめるものである。

信託法1条 は、以下74条 までの基本 となる定め をし、信託 とはA(委 託者)がB(受

益者)の ために財産権の移転その他の処分をすることによりC(受 託者)を して一定 目的

に従い財産の管理又は処分 をさせ る法的仕組であること、を明 らかにする。信託は財産管

理のための制度であり、民法の代理、委任などの制度と共通するが、民法の諸制度 と異な

り財産権の名義が委託者から受託者に移転す る。そして、信託財産は受託者の名義に属 し

受託者によって管理されるが、それは委託者によって指示された目的のもとでの管理であ

り、実質的に制約されたものである(1)。

信託における財産権譲渡は終局的移転ではな く、信託 目的が終了すると信託財産は信託

行為に定められた帰属権利者、あるいは、元の権利者に復帰する(信 託法62条参照。以下

信託法は括弧内では条文のみ記す)。一般的に、一定 目的を追求するために財産権 を移転

するが、 目的が終了すると財産権の復帰等が予定 されているような財産権移転 を、単純 な

(典型的な)信 託的譲渡という(本 稿ではこのように定義する)。単純な信託的譲渡では、

譲受人がその財産権の完全権 ② を取得す るため、譲渡人(信 託の場合は受益者 を含む)

の譲受人に対する権利は債権に とどまる。 したがって、譲受人がその財産権を勝手に第三

者に処分 してしまっても、譲渡人はその第三者に対し返還請求権を有しない。これに対 し

て、信託法は譲受人である受託者に一定の義務を課すことによ り、信託 目的に反する処分

を許さないとし、かか る処分がなされた場合は一定条件の もとに受益者は追及権 を有す る

と定めている(31条)。 信託法は単純な信託的譲渡の効果 を修正 し、受益者保護 を図って

いるのである。

信託法1条 が規定する信託的譲渡は信託設定行為の必要要件であり、信託の諸効果が導

かれる源である。信託は信託的譲渡から始まる。しか し他方で、信託のほかにも、信託法

制定の前後を問わず信託的譲渡は行われている。信託的譲渡の典型例 として譲渡担保 を挙

げることができるが、それに限 られない。信託における信託的譲渡 とその他の譲渡 とで

は、その効果はどのように違うか。それはなぜか。以下では、この問題につき 「目的拘束
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性」 と 「法的構成」を中心に検討する。

ここに目的拘束性 とは、取引上の目的がどのような強さで実現 されるか、すなわち、 目

的の実現に向けた働 きかけがどの程度の強さかに着眼している。 これは契約(又 は関係)

の継続性 と関係する。当事者の外に対 しては当事者が第三者に対 しても目的追求のための

働 きかけができるか、内に対 しては当事者がどのような場合に解除できるかを主たる内容

とする。目的拘束性 と法的拘束性とは同一概念ではないであろうが、重なっている。法的

拘束性とは一般に法的関係からの離脱の自由度 を指 し、それは契約当事者間の問題 として

現れた。書面によらない贈与はいつでも取 り消し得る(民 法550条 参照)が 、これは法的

拘束性の弱い例である(一 層弱いもの として徳義的債務、 自然債務がある)。他方、目的

拘束性については、「信託財産は、すべての関係当事者から独立 した信託 目的による拘束

を受けることによって、内部的統一 と独立性 とを与えられている」 と説明される(3)。以

下では、両概念を区分せず法的拘束性をも含め 目的拘束性 という。

目的拘束性 と法的構成 とは相互に密接に関係す る。法的構成 とは目的拘束性を法的に説

明 したものであ り、法的仕組あるいは法的性質 ということもできる。法的構成は法的判断

の理屈づけにとどまる面 と、それを越えて制度設計を構想する面 とがあり、両者を分ける

ことが有益である。なお、 目的拘束性 と法的構成 とが全体 として社会的承認 を得 る場合

は、これを制度 としてみることができる。本稿では、制度という枠 をいったんはずし、当

事者の目的を中心に、 目的拘束性 と法的構成について考察するものである。これは、当事

者がその取引においていかなる目的の実現を望んだか、法はどこまでその実現に寄与でき

るかが法解釈論の基礎 となると考 えるか らである。

本研究がめざす ものは信託法1条 など信託法解釈の視点を明らかにすることにあ り、本

稿では概要の把握に努めたい。具体的な信託法解釈論に至 らないことをお断 りしなければ

ならない(4)。

II信 託 にお け る信 託的譲渡 と目的拘 束性 ・法 的構

成

1.目 的拘束性

信託の 目的 は財産 の管理又 は処分 を行 うこ とであ る(1条)。 信託 が設定 され る と、信
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託はその目的達成をめざし、途中で終了しないで最後 まで継続するように工夫がなされて

いる。これが信託の目的拘束性(あ るいは継続性)で ある(5)。信託が設定 され ると、受

託者は信託 の趣旨にそって目的の実現に向けた努力をなすべ きである。四宮博士 は、信託

の特色は、①特定 された財産を中心とす る法律関係であること、②受託者が財産権の名義

人となること、③受託者に財産の管理 ・処分の権限が与 えちれること、④受託書の管理 ・

処分の権限は排他的であること、⑤受託者の権限は自己の利益のために与えられたもので

はなく、それは他人のために一定の目的に従って行使 されなければならないこと、⑥法律

行為によって設定 されることにある、 と述べ られた(6)。

この目的拘束性 を保障す る第1は 、受託者に課せ られた諸義務である。受託者は信託行

為の定めるところに従い(受 益者のために)信 託財産 を管理、処分する義務 を負 う(4

条)ほ か、次のような義務 を負 う。すなわち、①信託の本 旨に従った善管注意義務による

事務処理(20条)、 ②信託財産 を固有財産 として取得 してはならず、また、信託財産 につ

いて権利を取得 してはならない忠実義務(22条)、 ③信託財産 と自己の固有財産等 とを分

けて管理すべ き分別管理義務(28条 、29条)、 ④信託事務 を自ら執行すべ き自己執行義務

(26条)、信託違反のときの損失補償義務(27条)、 などである。第2に 、 このような受託

者の諸義務は裁判所又は主務官庁の監督に服するとされる(41条 、67条)。 また、帳簿 ・財

産 目録の作成、設置義務(39条)と 利害関係人等の書類の閲覧(40条)、 などの規定 もあ

る。

以上のように、信託における所有権その他の財産権の移転、すなわち信託的譲渡は、受

託者に課せ られた各種義務 と監督 とによって信託 としての衣をまとい、その目的拘束性が

強固に保障される。 また、信託法は 「単純な信託的譲渡」における内部関係 を強固にする

とともに、外部関係に対 しても重大な修正 を加える。前述 した忠実義務、分別管理義務の

ほか、信託財産の独立性(15条)、 執行等の禁止(16条)、 違反処分の取消 し(31条)な ど

の規定がそれである。 このように、信託の目的拘束性は信託法から導かれるのである。

成文法主義のわが国では、英米法圏の諸国 ・地域 とは異な り、実定法の存在が圧倒的に

大 きな意味をもつ。わが国では民事信託が普及せず、そのこともあって信託紛争が極度に

少なく判例法がきわめて貧弱であるため、信託法解釈が観念的、固定的に陥る危険性があ

る。信託では目的拘束性が強いが、これを厳格にとらえ受託者の義務や監督を厳格にする

と、かえって 目的達成に支障が出、又は事務処理の好機 を逸する場合がある。 しかし他方
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において、好機 と思 って した事務処 理が信託財産に損害 を与 えて しまうこ ともあ る。 ここ

に 「信託 のディレンマ」が存在す る(7)。

このデ ィ レンマ に ど う対処 す るか。信託 法は 「信 託 の本 旨」 を掲 げ(20条 、27条 、31

条、但書70条)、 「任務 に背 く」行為 を規制す る(34条 、47条)。 他方、 「信託行為 の定め」

を尊重 し(4条 、7条 本文 、8条1項 但書、19条 、23条 、25条 、26条2項 、44条 、52条 、

56条 、62条)、 「信 託行為 に よる別段 の定 め」(7条 但書、24条2項 、26条1項 、43条 、49

条3項 、59条)や 、「や む を得 ない事 由」 に よる処理 を認 め る(22条1項 但書、26条1項 、

46条 、58条 、71条)。 そ こでは当事 者の意思 を重視 し、個 別状況 に応 じた弾力的解釈 が許

容 され る余地が ある。信託法解釈 の基本 的あ り方につ いて、四宮博士 は、信託 法の解釈 に

は限界があるが、信 託の機 能の推移 を視 野に入れつつ、 可能なか ぎ り現代社会 の需要 に応

ず るよう努め ることが必要で あ り、本来柔軟性 を特色 とす る信託制度 としてはかか る解釈

を許容 す ると指摘 された ⑧。 適切 な指摘 であ り異論 はないであろ う。

例 えば、信託 目的(1条)の 変更につ いては、ケー スに応 じて弾力的 に考 えられるべ き

であ る。受託者の諸義務や、47条 の解任事由 を形式的に とらえ ることは適切 とは思 われ な

い。23条 を柔軟に解 す るこ とも必要であ る。 また、かか る視 点か ら、信託法上 の強行 規定

(と いわれ るもの)の 実質 的根拠が問われ るべ きであ る(9)。 この問題 は、信 託法秩序 の う

えで求 め られるべ き強行規定 とは何 か を問 うものであ るとともに、 より広 く私法秩序 のあ

り方 を問 うものであ る。 ここでは 「信託法理の類推」 の機能 と限界 を明 らかにす るこ とが

理論 的に も実際的に も意味 を もつ(10)。

2.法 的構成

信託における目的拘束性 を法的に表現するもの、すなわち法的構成はどのように考 えら

れるべ きか。信託の受益者が取得する権利(受 益者)の 法的性質について、学説は債権 と

解するものと、物権又は物的権利 と解す るものとに二分され、さらに、第三の見解がみ ら

れる。

①債権説

債権説は、信託は委託者が財産権の完全権を受託者に与え、受益者のためにその財産を

信託目的に従って管理 ・処分する債務を受託者に負わせ る仕組であると説明す る(11)。債
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権説は、「信託は、委託者が財産権の完全権 を受託者に与え、受益者のためにその財産を

信託 目的に従って管理 ・処分すべ き債務 を、受託者に負わせる制度」であ り、受託者の完

全権 と受益者の債権 とで信託 を構成す る説である(12)。これは 「かつての通説(13)」であ

った。

②実質的法主体説

四宮説は伝統的見解(債 権説)に 対する批判か ら成っている。すなわち四宮説は、信託

は、一方では受託者への信頼を基礎 としこの者に財産権の名義(と 管理権)を 委ねる個人

的関係であるが、他方では信託 目的によって統一性 と独立性を与えられた信託財産がすべ

ての関係当事者から(名 義帰属者たる受託者からさえも)独 立 した存在 をもち(信 託財産

はnobody'spropertyで ある)、 この信託財産を中心 として客観的・超個人的関係が形成さ

れると説明する。また、「信託法の信託の構造 に見 られる特色は、実質的法主体 として独

立化 した信託財産 を中心 とする超個人的要素と、受託者を信頼 してこれに名義 を与えると

いう個人的要素 とを構成原理 とする、その 《二重性格》に存す る」 とし、その二つの要素

が互いに作用 し合 う結果、「信託は、受益権 と受託者 との双方 を媒介する信託財産を中心

として、特定の受託者の更迭に関係な く存続する法律関係である。」と説明す る(14)。こ

れが実質的法主体説であ り、今 日の有力説である(15)。

③第三の見解

前記①② とはやや視点の異なる第三の見解がみられ る。第1に 、大阪谷説は四宮説を出

発点 としつつ も、信託は当事者の企図する一定の経済的目的を達成させる法律効果を創造

するために、既存の実定法概念から演繹される法律効果を一定 目的に従って修正する点に

その本能(本 質)が 存在 し、その修正の原動力は、信託 目的について存す る当事者の意思

内容の実現 とその実現されるべ き効果の対世的効力をいずこにとどめるべ きかについて、

正義 と衡平の理念をもって調和 させ ようとする自然法的理念に存す ると説明す る(16)。ま

た、信託受益者の性質を何 らかの権利概念で割 り切 ることはできないと述べ る(17)。

第2に 、新井説は債権説に立ちつつも、英米の トラス トの特徴 を考慮 し、他益信託 と自

益信託 とを区別する。また、受託者が所有権者 とな りながら、その所有権の利益 を実質的

に享受するのは受託者とは別人格である受益者であるという法的構成、すなわち法的帰属

9



と経済的利用可能性との分裂 こそが、民法上の完全権たる所有権ではなく、受益者に属す

る実質的所有権を委託者によって設定された目的拘束性(信 託 目的)に 服させることを可

能にす ると説明する(18)。さらに同説は、受益者の消滅時効、受益権譲渡の対抗要件など

信託法に規定のない問題については議論の実益があるとす る(19)。

3.小 括

学説には信託の独 自性 を信託の構造に求めるもの、あるいは、英米法制度の特徴か ら導

くものがある。信託の特徴 といわれる受託者に対する信頼について、四宮博士は信託法49

条2項 ・72条、49条1項 ・72条を引用し、信託における信頼は、個人 と個人 との関係を基

礎づける個人間の心理的事実ないし原理 と考えるべ きではなく、受託者の更迭にかかわら

ず存続する信託財産 とその機関たる受託者 との関係 を規律する原理 として理解 しなければ

ならないと説明される(20)。四宮説は信託における信頼 を人ではな く物に対するもの とし

てとらえるものである。 また、 これと関係すると思われるが、信託設定が契約か関係か と

いう問題につき木下教授は、大陸法系では 「意思」を重視するが、英米法系では 「関係」

とか 「地位」を重視すると指摘される(21)。

信託における財産権移転の意味について、大阪谷博士は、信託の本質は受託者が財産権

の移転 を受けること、一定 目的ならどんなものでもよいこと、ただし自分の利益 を図るこ

とだけはやめなさいということであ り、 自分の利益 さえ図 らなければ、また脱法的でなけ

れば何 をやってもよく、それには完全権を持つ必要があると指摘される(22)。

信託の仕組を独 自の視点か ら再構成する実質的法主体説に対 しては、米倉教授が問題点

をほりおこし、債権説を再評価されている(23)。

III信 託以外 の取 引 にお け る譲 渡 と目的拘束性 ・法

的構成

信託 と異なる取引として、次の3区 分・6例 をとりあげる。(1)「単純な信託的譲渡」、(2)

「単純な信託的譲渡」の有する元来の効果が変質 したと考えられる 「担保のための信託的

譲渡」(譲渡担保、仮登記担保)、 ㈲ 「終局的な所有権移転」(売 買、負担付贈与、及び買

戻)の 各例である。以上6例 と、信託のための信託的譲渡 との比較を行 う。いずれも所有
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権の譲渡を対象にする。検討の素材 として判決例を用いるが、事案の紹介は簡略にする。

比較の対象とな り得るその他の取引類型(譲 渡を伴わない委任を含む)は 割愛する。

1.「 単純な信託的譲渡」

取引が 「単純な信託的譲渡」にあたるか どうかが争点 となった比較的新 しい事案 とし

て、大阪高判昭56・3・13判夕459号108頁 をとりあげる。本件は控訴人が 自らが本件物件の

所有権 を有することを前提 として本件差押登記の抹消 を請求 した事案 である。判決は、A

(訴外会社)は 本件物件につ き自己が所有権 を有するとしてこれを担保 にして融資を得た

のであ り、本件物件につ き控訴人か らAへ 所有権が移転 していない もの とすれば、Aが

本件物件につ き有効に担保権 を設定することはできず、それは控訴人及びAの 真意に反

するものと考えられること、その他の事実を認定 し、「A名 義の所有権移転登記に先立っ

て控訴人とAと の間で成立した合意は、Aが 控訴人のため本件物件 を担保 として融資 を

受け ることを目的とし、かつ、Aが 右 目的以上に権利 を行使 しないとの債務 を負った、

控訴人か らAへ の本件物件の所有権の移転、すなわちその信託的な譲渡であると解す る

のが相当である。」 と述べ、その請求を失当であると認めた。また、判決は、「およそ信託

的行為によって所有権の移転がなされた場合、譲渡当事者間における譲渡目的の制限は第

三者に対抗することができず、対外関係においては、所有権は譲受人に帰属するものとい

うべ きところ、前判示の とお り、被控訴人は、Aに 対する国税滞納処分 として本件差押

処分 を登記原因として、Aの 所有名義 となっていた本件物件につ き本件差押登記 を経由

したものであるか ら、前記の認定及び判断によれば、本件差押登記の当時、控訴人は、第

三者たる被控訴人に対 し、Aと の内部関係に基づ き本件物件が実質的には控訴人の所有

に属する旨の主張をなしえない地位にあったものといわなければならない。」 と述べた。

① 目的拘束1生

第三者に融資を受けさせ るという本件取引の目的は、当事者の内部的、主観的なもので

あって、第三者にそれを強行できない。 また、客観的に追求 され るべ き合理性 も認められ

ない。

判決は、対外関係では所有権 は譲受人に帰属し、譲渡人は第三者に対 して、「内部関係

に基づ き本件物件が実質的には自己の所有に属す る旨を主張 し得 ない地位にあった」、 と
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判断 した。すなわち、本件譲渡が信託的譲渡であることが判断の根拠 とされた。このよう

に、内部関係では実質が考慮 され るものの、外部関係では形式(財 産権移転)が 貫かれ

た。これは一般の譲渡における状況 と基本的に同じである。

②法的構成

「単純な信託的譲渡」では目的拘束性は当事者の内部にとどまり、第三者を拘束するも

のではない。信託における信託的譲渡の効果が第三者にも貫かれるの と比べ、異なる点で

ある。

「単純な信託的譲渡」は、対外的には 「譲渡」であり、「信託的」譲渡の効果は内部的

なものにとどまる。譲渡人の譲受人に対す る目的物返還請求権は債権 としての性質がその

まま貫かれる。いわば、信託的譲渡の効果が修正 されずに裸のまま存在す る。「単純な」

信託的譲渡 といわれる所以である。

2.「 担保のための信託的譲渡」

(ア)譲 渡担保

第1に 、譲渡担保の例 として、大阪高判平元 ・6・20判時1328号46頁 、判 タ713号261頁 を

とりあげる。本件は建物の譲渡担保権設定者が火災保険契約締結の被保険利益 を有するか

どうかが争点となった事案である。判決は、「譲渡担保の経済的機能に着 目すれば、一個

の物の所有権が譲渡担保権者と設定者の間に分属しているものということができ、その結

果、所有者 としての被保険利益 も右両者聞に分属 し、そのいずれもが自ら所有者 として火

災保険契約 を締結 しうるものと解するのが相当である。このように解 したとして も、被保

険者が不当な利得 をす る等公序良俗に反す る事態が起こるものとは考えられず、むしろ、

現実の経済的利益の帰属する者に生じた損害を填補する保険制度の目的に合致するものと

いうべきである。」と述べた。

(イ)仮 登記担保契約

第2に 、仮登記担保契約の例 として、名古屋高金沢支判昭61・9・8判 時1221号59頁 をと

りあげる。本件はその取引が買戻特約付売買なのか、仮登記担保契約なのかが争点となっ

た事案である。判決は、「Yは 、即時にも始期付 にも本件不動産の所有権 を被控訴人に移
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転ずる意思な く、せいぜい銀行借入れが不能に帰し借替えを断念せ ざるを得ない事態にな

った状況下で始めて本件不動産の所有権 を被控訴人に移転する旨の停止条件付売買契約の

意思しか有 していなかったと認めるのが相当である」 と述べ、本件契約は買戻特約付売買

契約名下に締結されているが、その実態は買戻特約付ではな く、債務不履行 を停止条件 と

する売買契約であり、さらに、4要 件(当 該契約が金銭債務 を担保するものであること、

担保の目的をもってなされたこと、債務不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に

属する所有権 その他の権利の移転等をす ることを目的としてされた契約であること、その

契約による権利について仮登記又は仮登録のできるものであること)を 満たすことを理由

に、仮登記担保契約であると認めた。

① 目的拘束性

(ア)譲 渡担保

譲渡担保における当事者の目的は担保 であ り、信託的譲渡はその手段にとどまる。そし

て、その目的には合理性が認められるため、判例、通説は目的拘束性を与えている。譲渡

担保法の展開例が実証するように、譲渡担保における信託的譲渡の効果は、「単純 な信託

的譲渡」の効果 とかなり違ってお り、他方において、譲渡担保は信託における信託的譲渡

と類似 している。

判決は、譲渡担保における所有権移転の効力は、債権担保の目的に必要な範囲内におい

てのみ認め られるとした。かかる判断にあたり、公序良俗に反 しないこと、保険制度の目

的に合致することが考慮された。

(イ)仮 登記担保契約

判決は、本件取引では当事者の意思は所有権移転にではなく、担保 目的にあることを重

視 した。

②法的構成

(ア)譲 渡担保

担保権者に完全権はいらない。譲渡担保の担保権者は必要な範囲を越え不要な権利を形

式上取得 してしまっているところ、かかる不要な権利を行使 してはならない義務を負うべ
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きである。 これを法的にどのように構成するかが問題 となる。

この問題について、判例 はかつて所有権が第三者 との関係 でのみ移転する 「外部移転

型」 と、当事者の内部でも移転す る 「内外部共移転型」 との区別をした。最近では実質を

端的に表現するものが多く、例 えば、譲渡担保 にかかる前掲大阪高裁事件の第一審判決

(京都地判昭63・2・24)は 、「譲渡担保は、債権担保のために目的物件の所有権 を移転する

ものであるが、右所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内において

のみ認め られるのであって、担保権者は、債務者が被担保債務の履行を遅滞 したときに目

的物件 を処分する権能 を取得 し、この権能に基づいて目的物件を適正に評価された価額で

確定的に自己の所有に帰せ しめ又は第三者に売却等することによって換価処分 し、優先的

に被担保債務の弁済に充てることができるに とどまり、他方、設定者は、担保権者が右の

換価処分 を完結するまでは、被担保債務 を弁済して目的物件についての完全な所有権を回

復することができるもの と解する(最 高裁昭和57年9月28日 判決裁判集民事137号255頁 参

照)」 と述べた。

学説 をみると、 まず 「信託説譲渡説」が、 目的物の所有権は完全に担保権者に移転する

が、担保権者は取得 した所有権を担保 目的以外に利用 してはならない債務を負担するとと

らえる。これは 「単純な信託的譲渡」の効果 をあてはめたものである。これに対 し我妻博

士は、所有権は担保権者に移転するが、目的物の価値は担保権者 と設定者 とに分属 し、所

有権の価値的分属がみ られると指摘された(24)。この見解 は、その後の学説(担 保的構

成)の 基礎 となった(25)。

以上のように、ここでの信託的譲渡は、担保権設定者の保護 を図るため、同人の権利は

判例法 ・慣習法において物権又は物的権利 として強化された(物 的権利 とは、物権ではな

いが、物権の効力の全部又は一部に有す る権利をいう)。すなわち、所有権移転 という形

式を重視する考 え方から、担保 としての実質 を重視す る考え方へ変化 してきた(所 有権 を

財産権 として も同様)。 法的構成におけるこの変化は、「所有権的構成か ら担保(権)的 構成

へ」、 ととらえられる。譲渡担保では、「単純な信託的譲渡」の効果が修正 され、制度化が

進められているということができる。

担保的構成 といわれるものには、所有権移転の形式を考慮する見解 と考慮 しない見解 と

がある(26)。そして、この点について今 日で もなお学説上議論が分かれる。
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(a)所 有権移転の形式を考慮するもの

譲渡担保の法的構成 として主張される授権説、二段物権変動説、物権的期待権説は、所

有権移転の 「形式」 を考慮するとともに目的を追求するもの、 ととらえることができる。

このうち二段物権変動説や物権的期待権説を所有権移転 タイプ ととらえることは、それ ら

が担保的構成の 「一方の雄」(「他方の雄」は抵当権説)に 属す ることか らやや奇異に思わ

れるかもしれないが、両説の立脚点は所有権移転にある(27)。

同じく所有権移転の形式を考慮するが、上記諸説 とは異なるものとして四宮博士の唱え

られた信託法理類推適用説がある。同説は、将来の判例法を予見すること、信託行為の理

論をできるだけ利用し、同時に、信託法理をわが国の譲渡担保判例法について実証するこ

とをめざした ものであ り、解釈論 として信託法31条 や、同16条 類推適用説などを提唱す

る。

四宮説は担保的構成 としては位置づけちれていない。信託的譲渡は財産権譲渡の一種で

あること、 また、 自説を担保的構成 として明確に打ち出していないことがその理由として

考えられる。 しか し、同説は信託的譲渡説に立ちつつ、譲渡担保 にみられる当事者の信頼

を前面に出すことにより、信託法への結びつ きを考慮す る。 また、「譲渡担保の目的物は

実質上担保供与者の財産に属するのであるから、信託法の認める信託財産の独立性や受託

者の不法処分に際 しての受益権の追及権などは、担保権 としての性質 を没却 しないかぎり

(例、12条 ・13条 ・15条は除外 される)類 推適用すべ きであろう。」 と指摘するものである

(28)。これは担保的構成にほかならない。

(b)所 有権移転の形式を考慮 しないもの

抵当権説(米 倉説)は 、所有権移転の形式 を考慮せず担保権者の取得すべ き権利内容 に

着 目しており、この点で理屈づけに主たる関心があった従来の学説と根本的に異なる。同

説は解釈論 として提示されているが、譲渡担保法のあ り方を追求 しており、制度論 との接

糸売力寸雪虫し、(29)。

(イ)仮 登記担保契約

ここでも譲渡担保 と同様の実質的考慮がなされている。判決は、本件取引では買戻の形

式が とられたが、実質は停止条件付売買契約であ り、かつ、仮登記担保契約であると認め
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た 。

3.「 終局 的な所有権移転」

(ア)売 買

① 目的拘束性

売主は買主 に対 して 目的物 の所有権(財 産権)を 買主 に移転 し、買主は売主 に対 して そ

の代金 を支払 うべ き債務 を負担す る(555条)。 各債務 を任意 に履行 しない ときは、債権者

は債務者に対 して、(1)債 務 の強制 的実現、(2)債 務 の強制実現 に代 えあ るいは強制実現

とともにす る、損 害賠償 、(3)契 約解除に よる原状 回復(損 害があれば損害賠償 も)の 三

つの方法 をとるこ とが で きる(541条 ～543条)。 契約が解 除 され ると、一旦 は買主 に移 転

した所有権 が遡及的に売主に復 帰す る(民 法545条1項 、最判 昭34・9・22民集13巻11号1451

頁)。

②法的構成

売買では一定の異常状況において解除が行 われることにより、所有権が買主から売主に

復帰する。これは、財産権の復帰が通常予定されている信託的譲渡 とは異なるものであ

る。

売買契約において目的物の所有権はいつ売主から買主に移転するか という問題がある。

特定物売買における所有権移転時期について、判例は、「売主の所有に属する特定物を目

的 とす る売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべ き約旨に出たものでな

いかぎり、買主に対 し直ちに所有権移転の効力を生ずるもの と解するを相当とす る。」(最

判昭33・6・20民集12巻10号1585頁)、 と解する。これに対 し、鈴木説は、「売買のプロセス

での所有権の帰属をきめる必要 もなく、またきめることもできない」と指摘す る(30)。同

説は、所有権移転時期 において 「一個の所有権」の移転が自明のことではないこと、所有

権の全機能が売主から買主に一定時期に直ちに移転す るのでな く、危険負担、果実収取

権、費用負担義務、損害賠償請求権等の個別的機能ないし負担義務等が個別的に処理 され

ることを明らかにした。この考え方は、一般の財産権譲渡の効果 を一律にとらえずに相対

化 し、それ と信託的譲渡における諸効果 との連続性を認めることにつながる。
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(イ)負 担付贈与

負担付贈与は受贈者が一定の義務 を負担するものであ り、贈与の規定のほか双務契約に

関する規定が適用される(553条)。 受贈者が義務(負 担)を 履行 しないときは、贈 与者

は、契約 を解除でき(541条 、542条 の準用)、 また、受贈者の不履行の意思が明らかな事

情があるときは、即時に解除できると解 されている。判決例 を三件とりあげる。

第1に 、最判昭53・2・17判 タ360号143頁((1)判 決)。 養親(一 審の途中で死亡、その

包括受遺者が訴訟 を承継)か らその財産のほぼ全部の贈与 を受けながら、養親に忘恩的態

度をとり貧窮に陥れた養子に対し、贈与契約の解除に基づ く受贈財産の返還が求められた

事案(養 親子関係 は訴提起後に解消)。贈与に付 された負担の内容は、養親の扶養、平穏

な老後の保障、及び円満な養親子関係の維持を図 り、同人か ら受けた恩愛に背かないこと

であった。判決は、「負担付贈与において、受贈者が、その負担である義務の履行 を怠る

ときは、民法541条 、542条 の規定 を準用 し、贈与者は贈与契約の解除をなしうるもの と解

すべ きである。そして、贈与者が受贈者に対 し負担の履行 を催告したとしても、受贈者が

これに応 じないことが明 らかな事情がある場合には、贈与者は、事前の催告をす ることな

く、直ちに贈与契約 を解除することができるもの と解すべ きである。」 と述べ、本件につ

いて贈与の撤回を認めた。

第2に 、東京高判平6・7・19判 タ870号189頁((2)判 決)。 父親が長男Kに 農地 を負担

付贈与 したが、その後Kが 死亡 し、その相続人である妻及び娘が贈与の負担 を履行 しな

かったため、父親が贈与を解除し、所有権移転登記抹消登記手続を請求 した事案。判決

は、本件贈与は、Kの 家族による長年にわたる家業への貢献に対す る報償 の趣 旨が含 ま

れてお り、また、Kへ の贈与 とはいえ、Kの 家族の生活 を維持することをも目的 として

お り、Kの 急死によってそのような家族の生活維持の必要は増大 してお り、かか る贈与

の趣旨 ・目的を考慮すると、贈与の負担が履行されない原因が被控訴人らのみの責任に帰

すべ きでない場合には、贈与契約 を全面的に解除することを認めるのは相 当ではな く、解

除の効力が生じるのは、贈与物が負担の履行に利用されるべき範囲を限度 として、双方の

今後の生活を考慮にいれて決定すべ きもの と考えられると述べ、贈与の解除の効力は一部

についてのみ生 じたと認めた。

第3に 、東京地判平5・5・7判時1490号97頁((3)判 決)は 、負担付死因贈与契約の効力

等が争点 となった事案につき、「原告 と被告との間には本件負担付死因贈与契約 を締結、
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維持するための信頼関係が培われていた」と述べ、同契約を取 り消すことができないと認

めた。

① 目的拘束性

裁判所は、受贈者が負担義務 の履行 を怠るときは贈与者は契約の解除 をなし得 るとし

((1)判 決)、 また、負担義務の履行がなされない原因が受贈者のみにあるとはいえない場

合には全部解 除は許 されず一部解除のみが許 されると判断した((2)判 決)。 他方で、信

頼関係が存在することを理由に負担付死因贈与契約を有効 とした((3)判 決)。 これを、

目的物の譲渡の視点からみると、贈与による 「譲渡」は、受贈者による負担義務の履行 を

信頼 して行 われ、そこに目的拘束性の実質的根拠が認め られる。 したがって、受贈者の信

頼に応えないという異常状況においては、その応えない状況に応じた範囲で契約の解除が

認められる、 とするものである。そこでの財産権復帰は、通常予定 されている信託的譲渡

とは異なるものであるが、信頼関係の存在に注 目すると、一種の信託的譲渡 といえなくも

ない。

②法的構成

負担付贈与が対外的、対内的 ともに 「譲渡」であることは異論がない。 この 「譲渡」に

は前述のような目的拘束性が認め られるところ、それを表現するための法的構成について

は、信頼関係をどう考えるかが要点 となる。

学説上は、忘恩行為を理由とす る贈与の解除(解 約)権 を認めるべきであるとする見解

が有力である(31)。また、負担が継続的に行われるような場合は、継続的契約関係である

ことを考慮 し、当事者の信頼関係が破壊されたと認め られ る場合には解除(解 約)が でき

ると解 される。信義則の適用又は事情変更の原則を適用す ることも可能である。

(ウ)買 戻

買戻は、後に解除による所有権の復帰が予定 されている点で前2例 と異なる。すなわ

ち、売主は売買契約 と同時になした買戻の特約により、買主が支払った代金及び契約費用

を返還 して、その売買の解除をなすことができる(民 法579条 本文)。不動産の買戻権者が

不動産の転得者に対 して買戻権 を行使できるかどうかが争点 となった事案につき、大判明
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33・2・2民録6輯2巻12頁 は、「買戻権は不動産上の売買契約 を解除する権利であることは原

判決の説明す るとお りだが、民法605条 規定の とお り賃借人が賃貸借の契約締結後の買主

に対し賃貸人の義務 を行わせ るときは契約当事者以外の者に契約上の義務 を行 わせる場合

がないことは断言し得ない。605条 と581条1項 の文言は同一で、581条1項 の第三者に転

得者を包含することは勿論であ り、類推解釈により買戻権を有する売主は、転得者に対 し

てもまた買戻の訴権 を行使することができる」旨述べ、これを肯定 した。

① 目的拘束性

判決は、本件取引 目的が担保であるこ とを重視 し、不動産買戻権 は一種の債権である

が、買戻権を有する者は不動産の転得者に対 して直接買戻権を行使することができると判

断した。これは、 目的拘束性が第三者に対 して も及ぶことを明 らかにするものである。そ

こでは、買戻の元来の規定の趣旨を変えて、 目的拘束性が追求されている。

②法的構成

買戻権の法的構成につ いては、契約解除権説、物権取得権説、期待権説など諸説があ

る。買戻の有する担保 目的をどのように考 えるかが要点であるが、それは譲渡担保におけ

る議論 と基本的に変わらないとい うべ きであろう。

4.小 指

私的取引における財産権譲渡は一定の取引目的のもとに行われるが、財産権譲渡の効果

と目的追求 ・実現 との関係を実質的に解明す ることが有益である。前述 した財産権譲渡の

態様 を図式的にいえば、一方極に売買等における終局的な財産権移転があ り、他方極に対

内的に財産権の復帰等が予定 されている信託的譲渡がある。さらにその先には、譲渡を要

しない取引形態(委 任など)が ある。

「単純な信託的譲渡」では、取引目的を第三者に対し貫 くべ き合理性がなく、そのため

制度的保障の必要 もなく、制度化が進め られていない。そして、単純な信託的譲渡の形式

が重視され、そこか ら問題処理が行われている。

譲渡担保に関する判例法 ・慣習法及び学説は、担保的構成が主流 となってお り、いわゆ

る譲渡担保法が形成されている(32)。譲渡担保法では、信託的譲渡における信頼は判例法
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によって強化 された。判例法 としての発展をみたのは、それが担保 という合理的 目的を有

するからであ り、担保 目的の重視は、担保権設定者の保護 とい う実際的効果 をもたらし

た。譲渡担保における紛争処理は、譲渡担保の設定形式である信託的譲渡の効果を形式的

に適用することではな く、その取引目的が重視 された。すなわち、そこには譲渡担保取引

の目的拘束性が明確に認め られる。譲渡担保設定における所有権移転を実質的にみると、

財産権の復帰が予定された信託的譲渡である。ただし、他制度における利益状況の考慮、

譲渡担保の公示制度の限界などからその実質 を貫徹できない場合がある。このような譲渡

担保の実質 を実体法的にさらにつきつめると、所有権は移転 しないという結論に至 り、抵

当権、その他の制限物権 と同じ形式が採 られる(抵 当権説、担保権説)。 以上の担保 目的

重視の考 え方は仮登記担保契約の事例においても認め られる。譲渡担保法は仮登記担保 と

異なり立法化されていないことか ら、当事者の目的追求をどこまで保障す るか、換言すれ

ば、設定者保護 と第三者保護 との調整をどのように行 うか という技術上の細目がなお残さ

れているように思われる。

終局的な所有権移転をみると、売買では所有権移転が目的 とされるが、買主の債務不履

行など異常状況において解除がなされる場合には、目的物は売主に復帰する。負担付贈与

は、負担義務が履行されない という異常状況では、契約の解除が認め られる。そこでの譲

渡は 「信託的」譲渡 としての側面を有する。買戻は当初 より解除による所有権の復帰が予

定されている。ただし、買戻の形式をとりつつ、当事者の担保 目的が重視 される場合があ

る。

最後に、信託は、譲渡法の視点か らみれば、「単純な信託的譲渡」における対外的効力

を、信託法が強化(物 権化)し ている点に最大の特色がある。

IV展 望

本稿は、信託における信託的譲渡の特徴 を明らかにするため、各取引における目的拘束

性 と法的構成をながめ、財産権譲渡に関する法理の一端をかいまみようとした。これは信

託法の解釈論の基本作業 として要求されるもの と考える。

所有権譲渡が行われた場合、いかなる基準で所有権の帰属 を判断し、また、所有権移転

の効果をどのように考えるかが論点となる。前記各取引を横断的に貫 く法理(譲 渡法の通

一20一



則)を 明 ちかにす ることが求 め られ る。 さ しあた り本稿(覚 書)か ら示 唆 され るところを

以下に要約 しよう。

信託的譲渡 は、財産権譲渡 の一 態様 であ るが、一般の財産権譲渡 が終局的 な財産権移転

を 目的 とす るのに対 し、財産権 の復 帰等 を予 定す る 「信託的」 な譲 渡 である という点で、

一般の財産権譲渡 と区別 され る。 しか し留意すべ きは、第1に 、一 般の財産権譲渡におい

て も、(1)他 方 の債務が履行 され ない場合 な ど一定状況(異 常状況)に おいては、契約 の

解 除によ り一 度移転 した財産権の復 帰等が あ り得 ること、(2)買 戻で は、異常状況の場合

ではな く、 当初 よ り解除 による返還が予定 されてい るこ とである。第2に 、信託的譲渡 が

行 われるの は、その当事者 間に何 らかの原 因関係 あるいは信頼関係が存在す るか らであ る

(信託 的譲渡 に よって信頼 関係が生ず る場合 もある)が 、 この ような信頼 関係 は、信託 的

譲渡に特有 の ものではない。一一般 の財産権譲渡 にお いて も、取 引類型 に よ りその濃淡は あ

る ものの、信頼関係は認め られ るのであ る。

効果の面 か らみ ると、 当事 者には当該取 引 目的を実現す るために必要かつ十分 な法的権

限が授与 され るべ きである。法的権 限は過剰 であって も過小 であ って も妥 当で ない。 これ

は信託 法理 の重要 な性質 で あ り、 イギ リス法 のエ クイテ ィ法理 に根 ざす もの で あろ う

(33)。また、 かかる信託法理 は、所 有権 を一個 の所有権 とみない で管理 と利益享受 との分

離 を認め るア メ リカ信託 法の仕組 の中に、現 われて いる(34)。一般 に、過剰 な法的権 限が

授与 され る仕組みの もとでは、 しば しば強者 と弱者 とが現れ るため、法的 にはこれ を修正

す るための工夫が求め られ る。例 えば、譲渡担保の場合 は、一方 当事者 に対 し目的 を越 え

る過剰 な法 的権 限が授与 されたため、 これに対す る修正が なされて きたが 、 これは市民法

として普遍性 をもつべ き法的要請 で あった とい うこ とが で きる。譲 渡 担保 設定者の 「保

護」の意味は ここに求め られ る。 これは社会法的保護 とは区別 され るものであ る。信託の

場 合 も財産権移転 は信託 目的達成のために され るのであって、財産権移転 じたいが 目的 で

ない(35)。

信託 的譲渡の効 果は、以上 に述べ たこ とを越 えるもので も、それ以下 で もない。 こ う考

えると、信託的譲渡 といって も、一般の財産権譲渡 と質 的に異 なるもの ではな く、それ と

連続性 を認め るこ とがで きる。 これ をさ らに進め、信託 をわが私法制度 の特異物 としてで

はな く、その他制度 と同 じ土俵 に位置づ けるこ とがで きるのではないか。 この点 を今後 の

課・題 としたい。
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信託をわが私法秩序の一つとして認めることは、民事紛争処理について信託法規定又は

信託法理の類推(適 用)が 実質的に進め られる契機 となる。 また、個別各取引について、

目的及び法的構成を考慮し、わが私法秩序の全体 に配慮 した公正かつ妥当な対応が可能 と

なるのである。

財産権譲渡法におけるこのような考え方は、財産権譲渡を伴わない取引についても妥当

する。法の解釈にあたっては、財産権譲渡の有無に拘泥せず、当事者の意思を最善に実現

させるべ きであろう。これに関 して、最判平4・9・22金 融法務事情1358号55頁 をとりあ

げ よう。本件は委任者Aが 、受任者Yと の間で、自己の入院中の諸費用の病院への支

払、自己の死後の葬式を含む法要の施行 とその費用の支払、入院中に世話 になった家政

婦 ・友人に対する応分の謝礼金の支払を委託する委任契約を締結 したところ、その後Aが

死亡し、その相続財産を継承 した相続人Xか らYに 対 して、預金通帳など寄託金返還請

求及び友人への謝礼金の支払は不法行為にあたるとして損害賠償請求がなされた事案であ

る。判決は、自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとYと の間に成立 し

た との原審の認定は、当然に、Aの 死亡によって もその契約 を終了させ ない旨の合意 を

包含する趣旨の もの というべ く、民法653条 の法意がかかる場合の効力を否定するもので

はない。 しか るに、原判決がAの 死後の事務処理の委任契約の成立を認定 しなが ら、こ

の契約が民法653条 の規定によりAの 死亡 と同時に当然に終了すべ きもの としたのは、違

法であ り破棄 を免れないと述べ、当事者間に成立した契約が、委任者の死亡によって当然

には終了す ることのない委任契約であるか、あるいはY主 張のような負担付贈与契約で

あるかなどを含め、改めてその法的性質につき審理せ よとして差 し戻 した。判決が、当該

取引が負担付贈与契約が委任契約かを明らかにす るように求めたことは、当事者の意思や

目的の実現 という側面と、採用された契約の形式 との関係を考えさせるものであり、裁判

所による判断が注目される(36)。

一般的にいうと
、当事者がどのような取引目的を設定 したか、 目的を達成させるために

どのような方法(形 式)が とられたか、 目的や方法は合理的かどうかを、私法秩序全体の

なかで判断す ることが重要である。そして、可能な限 り当事者の 目的 を実現 させるよう

に、最 も適切な法的効果が与えられるべ きである。また、既存制度を固定的、観念的にと

ちえることは、制度の機能を萎縮 させるものであり、ダイナ ミックな法秩序の形成を阻む

ものである。わが国において信託 を特別の制度 と位置づけ他の制度 とは異質の もの として
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区別することは、民事信託の発展、普及を妨げ続け、信託法秩序の形成を不十分なものと

させるであろう(37)。このような考え方は、当事者が選択 した実定法上の各規定 を中核 に

して問題処理 を行 う従来のや り方 と違 うようにみえるが、意思の尊重は伝統的に強調され

て きた法学上の原則であることを考 えると、それか らはずれるものではない と考 え る

(38)。

以上は説明不足があ り、信託 の独 自性の意味をさらに具体 的に解明す る必要があ る

(39)。1条 に加え、心臓部分 となる信託法上の規定 を一つずつ具体的に検討 しなければな

らない。当事者の意思(契 約)と 制度 との関係、目的拘束性 と法的構成との関係など基本

概念の検討が残されている。これらの検討により、信託法の個々の解釈論に資 し、また、

信託法理を的確に他制度に応用す ることが期待 される(40)。

〔注〕

(1)田 中実 『信 託法 入 門』4頁 ～5頁(有 斐 閣、 平成4年)。

(2)四 宮和 夫 『信 託 法(新 版)』60頁 注2参 照(有 斐 閣、平 成 元年)。

(3)四 宮 ・前掲 書70頁 。

(4)例 えば、 信託 行 為 の性 質 、特 に処分 行為 と原 因行為 との関 係、 信 託 行為 は債 権 行 為 か物 権 行 為

か 、信託 と譲 渡 担保 ・売 渡担保 との 関係 な どの問題 が あ る。 これ らを考 察す る初期 の論 文 と して入

江真太 郎 「信 託行 為論 」 法学論 叢39巻6号41頁(昭 和13年)が あ る。処 分行 為 と原 因行 為 との関係

につ いて、 田中実 「信 託行 為 の 一 考察 」法 学研 究37巻2号1頁(昭 和39年)、 中沢 進 「信 託 契約 の

性 質」 信託 復 刊63号114頁(昭 和40年)は 単一 行為 説 を と り、 四 宮 ・前掲 書94頁 は複 合行 為 説 を と

り、信 託 に対 す る基本 的 考 え方 が分 か れ る。

(5)信 託 の継 続性 は完 成 義務(管 理 継 続義 務)と して説 明 され る こ とが あ る(四 宮 ・前 掲書263頁 、

264頁)。 なお、 信託 の継 続性 は仏 法 の信 託 的継伝 処 分(山 口俊 夫 『概 説 フ ラン ス法 上 』539頁 以下

(東京 大学 出版会 、 昭和53年)、 大 島俊 之 「信託 的継 伝処分(後 継遺 贈)(1)」 大阪府 立大 学経 済研

究36巻1号93頁 以下(平 成2年))、 英 法 の継承 的 財産 設 定(継 承 的不 動 産処 分)(英 米 法辞 典 旧版

436頁 、新 版772頁)、 受益 者 連続(四 宮 ・前掲 書128頁)、 永 久権 禁 止等 に お いて も問題 とな る。

(6)四 宮 ・前掲書7頁 ～10頁 。

(7)信 託の デ ィ レンマに つ いて は、樋 口範雄 「信 託 的関係 と受 託 者 の責 任一 ー ア メ リカの議 論 を参考

に」信 託170号107頁(平 成4年)参 照。

(8)四 宮 ・前掲 書37頁 。

(9)大 宮 克 巳 「信 託 法上 強行 規定 とされ てい る ものにつ いて一 一 信託 法 第22条 を中心 とした実務 上 の

問題 点」信 託 法研 究14号3頁(平 成2年)は 、 実務 家 に よる注 目すべ き試 みの一 つ であ る。

(10)信 託 法 理 の 類 推 は 末 弘博 士(末 弘厳 太 郎 『民 法雑 記 帳(下)』(日 本 評 論 社 、昭 和28年)所 収
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(「信 託 法 外 の信 託 」、 「団体 財 産 と信 託 法理 」、 「一 般 信 託 法 形成 の必 要 とその 方 法 」))、谷 口博 士

(谷 口知 平 『民法論(第 一巻)』(有 斐閣、 昭和63年)所 収(「 日常生 活 におけ る信託 法理 」、 「信託 法

理 の わが法 解釈 へ の導 入 を望 む」)に よって 主張 され 、 『信 託法研 究 』 で も繰 り返 し強 調 されて い る

(例 えば、水 島廣雄 「信 託 法 の世 界 的統一 法 を望 む」7号1頁(昭 和58年)、 近 藤 英洋 「信 託法理 と

その周 辺 をめ ぐる諸 問題」11号105頁(昭 和62年)、 海 原文 雄 「信託 者精神 」14号1頁(平 成2年)

な ど)。 近 時 の研 究 と して、米倉 明 「信託 法 の わが 国に おけ る素地(4・ 完)」 信託164号23頁(平 成

2年)。

(11)例 え ば、 池 田寅 二 郎 『担保 附社 債信 託 論』(清 水 書 店、 明 治42年)130頁 以 下 、214頁 以下 、青 木

徹 二 『信 託 法論(全)』300頁 ～301頁(財 政 経済 時報社 、 大正15年)な ど。

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

四 宮 ・前掲 書59頁 。

四 宮 ・前掲 書59頁 の表 現。

四 宮 ・前掲 書79頁 ～80頁 。

松本 崇 『特 別 法 コンメン ター ル信 託法 』(第 一 法規 、 昭和47年)。

大 阪谷 公雄 『信 託 法 の研 究(上)』567頁(信 山社 、平 成3年)。

大 阪谷 公雄 「壁 の ない受益権 」信 託168号52頁(平 成3年)。

新井 ・前掲 書57頁 、新 井誠 「公益 信託 の法 的構 成 」 田中実 編 『公益信 託 の理論 と実 務 』31頁(有

斐 閣、平 成3年)。

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

新 井誠 『財 産 管理 制度 と民法 ・信 託法 』48頁 以下(有 斐 閣、平 成2年)。

四宮 ・前掲 書66頁 ～67頁 。

木 下毅 『英 米 契約 法 の理論(第2版)』35頁(東 京大 学 出版会、 昭和60年)。

大 阪 谷公雄 『信託 法 セ ミナ ー(講 義録)』40頁(信 託研 究会 、平 成2年)。

米 倉 ・前掲 「信託 法 のわ が国 にお け る素 地(4・ 完)」18頁 以下 。

我 妻 栄 『新 訂 担保 物権 法(民 法 講義III)』(岩 波書 店、 昭和43年 新訂 第1刷)。

諸 説 の分 析 は、 米倉 明 『譲渡 担保 の研 究 』43頁 以 下(有 斐 閣、 昭和51年)、 同 「譲 渡 担保 の法 的

構成 」 金融 ・商 事 判例737号11頁(昭 和61年)。

(26)こ の よ うな理 解 は通 説 と必ず し も一致 しな い。 道垣 内弘 人 『担保 物権 法』252頁(三 省 堂、 平 成

2年)参 照 。 同書254頁 の二 段物 権変 動 説 の見 方(所 有権 は移転 しな い とす る見 方)は 、 実質 を と

らえる もの であ る。

(27)米 倉 明 『譲 渡担保 』53頁(弘 文 堂 、昭和53年)参 照 。

(28)四 宮 ・前掲 書10頁 。

(29)拙 稿 「民法 に おけ る弱者保 護 理 論 の展 開」 『民 法学 の 新 た な展 開』(高 島平 蔵 敷 授 古稀 記 念)794

頁(成 文 堂、 平成5年)。

(30)鈴 木禄 弥 「特定 物 売 買 にお け る所有権 移 転 の 時期 」 『契約 法 大 系II』98～99頁(有 斐 閣、 昭和37

年)。

(31)加 藤 一 郎 「忘 恩行 為 と贈 与 の効 力」法 学 教 室16号69頁(昭 和57年)。 な お、独 民519、528～534

条、 仏 民955～966条 は、履 行後 に おいて も、贈 与 者 の窮 乏、受贈 者 の忘恩 行為 に よ る贈 与 の失効 を
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認 め る。

(32)米 倉 ・前 掲 「譲 渡担保 の法 的性質 」11頁 、 米倉 ・前掲 「信託 法 の わが 国に おけ る素 地(4・ 完)」

26頁 。 か か る研 究 ・とらえ方 に よ り、従 来 の解 釈 論上 の 問題 点 の核 心部分 は決 着 した もの と考 え ら

れ る。

(33)メ イ トラン ド著(ト ラス ト60・エ クイテ ィ研 究全 訳)『 エ ク イテ ィ』(有 斐 閣、 平成3年)、RW.

Turner,TheEquityofRedemption,Cambridge(1986)参 照 。

(34)樋 口 ・前掲 「信 託 的関係 と受託 者 の責任一 一 ア メ リカの議 論 を参 考 に」108頁 。

(35)信 託法 の起 草過 程 で は財産 又 は財 産 権 の移 転 につ い て特別 の 関心 は寄 せ られて い なか っ た よ うで

あ る(山 田昭編著 『日本 立法 資料 全集2信 託 法 信 託 業法 』(信 山社 、平 成3年)参 照)。

(36)同 判決 に対す る評 釈 は、 高齢化社 会 、相 続、 遺言 、 契約 の解 釈、 債権 者保 護 な どの諸論 点 を掲 げ

る。 松本 崇 「自己の死後 事務 の委 任 契約 が委任 者 の死亡 に よって終 了 しない とされ た事例 」 金融 法

務事 情1366号4頁(平 成5年)、 円 谷峻 「委 任者 の 死亡 と委 任 契約 の終 了」NBL539号53頁 、 岡孝

「委任者 死 亡後 の委 任 契 約 の効 力」 判例 タ イム ズ831号38頁(平 成6年)、 中 田裕 康 「委 任 者 の死 亡

に よ る契約 の終 了」金 融法務 事 情1384号6頁(平 成6年)な ど。

(37)こ れ は信 託法 の諸 規定 を強行 規 定 で な く、 で きるだ け任 意 規 定 と解 す る姿勢 につ なが る。 た だ

し、信 託 の本 質 に関す る規 定 につ いて は強行 規定 と解 す るのが伝 統 的学説 で あ る。新 井教 授 は 、信

託法 を可 及 的に任 意法 規化 して理解 す るの が大 阪谷信 託 学説 で あ り、忠実 義務 につ い て もその傾 向

は顕 著 であ る とし、 かか る任 意規 定化 は信 託実務 に おけ る多様 なニ ー ズに応 え るこ とがで きるが 、

信託 の本 質 を希薄 に し信託 と他 の財産 管理 制度 との相 違 を喪 失 させ て しま うこ とにな らないか と述

べ 、「任 意法 規化 を積極 的に承 認 す る大 阪谷 説 を信託 学 説 の1つ の あ り得 るべ き典 型 とと らえつつ 、

それ を慎 重 に吟 味 して い くこ とが 後進 の課題 」 と指 摘 さ れて い る(新 井 誠 「〔文献 紹 介〕 大 阪 谷 公

雄著 『信 託 法 の研 究 〔上 巻〕、 〔下 巻〕、 〔別 巻〕』」信 託法 研 究17号127頁 ～128頁(平 成5年))。

(38)か か る視 点 は、制 度 の比較 にお いて その まま妥 当す る もの で あ る。 この点 につ き、 米倉 明 『プ レ

ップ 民法』17頁(弘 文堂 、 昭和61年 、第2版 平 成5年)参 照。

(39)信 託 の独 自性 を解明す る、各 制度 を比 較検 討 す る近 時 の研 究 として、道 垣 内弘 人 「紹介:K.W.

Ryan『 大 陸法 に お け る信 託 の 受容 』 大 陸 法系 に お け る信 託 法 研究序 説(上)(下)」 信 託176号

4頁(平 成5年)、 同177号19頁(平 成6年)、 同 「イ ン グ ラ ン ド法 にお け る信 託 受託 者 の義 務 一 一

信 認 関係 を生ぜ しめ る諸制 度 の 中に お け る 「信 託 」 の位 置づ け」 『財 産管 理 にお け る受 託 者及 び そ

れ に類す る者 の行 動 基準 』61頁(ト ラ ス ト60研 究 叢書 、 平成7年)、 同 「救 済面 か ら見 た信託 」 信

託法 研究19号23頁(平 成7年)が あ る。

(40)「 信託 法理 の類 推適 用」 の議 論 は、 これ までそ の拡 大 に 主 眼が 置 か れた が、類 推適 用 すべ き場 合

を吟 味 すべ きであ る とす る指 摘 が な され て い る。 米倉 ・前掲 「信 託 法 の わが 国 にお け る素 地(4・

完)」23頁 以下。 また、信 託機 能 の謙抑 を説 く道 垣 内弘 人 「紹介:K.W.Ryan『 大 陸法 に おけ る信

託 の受 容 』 大 陸 法系 にお け る信 託 法 研究 序 説」(下)」 信 託177号19頁(平 成6年))、 機能 拡 大

に よ る問題 点 を示 唆 す る 「講 演 ・信託 法 第三 次 リス テ イ トメ ン トの 展望 」信 託180号83頁(平 成6

年)、 が あ る。 米倉 教授 は研 究会 で、 「私法秩 序 の平準 化 」 の可 能性 を追 求す るこ との重 要性 を示 唆
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さ れ た 。
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遺 言 の 解 釈 と信 託

信託法2条 の適用 をめ ぐって

大 村 敦 志



1 は じめ に

信託 法2条 は、遺言に よって信託が設定 で きることを定めてい る。遺言 と信託 に関す る

従 来の議論 は、 この規定 を前提 にすすめ られて きた。す なわち、信託設定 のために遺言が

な された とい うこ とを前提 として、 そこか ら生 じる諸 問題に関す る議論が展開 されて きた

(1)。しか し、遺 言 と信託 について は、 それ以前 に別 の問題 が存在 す る。 それ は、 ある遺

言に よってなされ た意思表示 がはた して信託 設定 の意思表示であ ると見 られ るか とい う問

題 で ある。 そのよ うな遺言解釈 がなされ て初 めて信託法2条 の適用 が可能 とな る。本稿 で

は、 この前提 問題、すなわ ち、信託法2条 の適用 される遺言 とは どの ような遺 言か という

問題 を検討す るこ とにす る。

ところで、遺贈 に関す る判例 の中には、 当該処分が遺贈 として可能か どうか が争 われた

ケー スが い くつか 存在 す る②。 これ らのケー スでは、信託 に類似 す る機 能 を有す る処分

が なされてい るが、 それ らの処分 が遺言 によって可能 であるか が問題 とされて い る。 しか

し、発想 を変 えて、 当該処分 は信託設定 にほかな らない と性質決定す るこ とはで きないか

とい う問題 を立て ることはで きない であろ うか。 もしそ う考 える こ とが可能 な らば、次

に、信託 とい う制度が あるに もかかわ らず、 それ と類す る処分 を遺 言で行 うこ とを認め る

必要 はあるか とい う問題 が出て くる。本稿 は実践 的には、 これ らの 問題の解決 の指針 を与

えるこ とを目標 とす る。

具体 的には本稿 の議論は次 の ような順序 で展 開され る。 まず、検討 の素材 とな る2つ の

最高裁判決 を掲 げ(II1)、 これ をめ ぐる議論 の状況 を紹介す る(II2)。 その上 で、本稿

の視点か らの試論 を展開 し(III)、2つ の判決 に対す る考 え方 を提示 したい(IV)。

II前 提 2つ の最高裁判決

1.判 決の紹介

本稿 で検討 の素材 として取 り上げ るの は、次 の2つ の最 高裁判決 である。1つ は、最判

昭58・3・18家 月36巻3号143頁 で、いわゆ る 「後継 ぎ遺贈」の可 否にかか わ る判決 であ

る。 もう1つ は、最判平5・1・19民 集47巻1号1頁 であ り、 こち らは、遺言執行 者 に対す
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る受遺者選定の委託の可否にかかわる判決である。まず、これらの判決の内容 を簡単に紹

介 しよう。

①最判昭58・3・18家 月36巻3号143頁

事案 は次 の よ うな もので あっ た。訴外A(昭 和51年12月24日 死 亡)は 、 自筆証 書遺言

を残 して お り、そ れには、 甲、乙の不 動産 は妻Yに 遺贈 す る、乙 につ いて はB材 木店

(Aが 経 営 してい た)が 経営 中は 「必要 付一 応基儘 して」、Yの 死 後 は弟X、 、甥X、 、妹

X3そ の外の者 に より分割取得 す る、 と記 して あった。Aの 死亡 後、Yは 乙不動産(=本

件不動産)に つ き、 これ を自己の単独名義 とす るために遺贈 を理 由 とす る移転登記 を行 っ

た。 これ に対 して、X、 らは 自己の持分 を主張 してYの 登 記の抹 消 を求 めた。 また、予備

的請求 として、Aの 遺言 の うち乙に関す る遺贈部分 はAの 意思が不 明瞭であ る として、

この部分 の無効確認 を求め た。

原審 はX、 らの請求 を退け たが、 その理 由は、現行法の もとでは本件 のよ うな後継 ぎ遺

贈 は認め られ ないの で、X1ら に対す る第二次遺贈 はAの 希望 を述べ た ものに過 ぎない と

解 すべ きである とい うものであ った。X、 らの上告 に対 して最 高裁 は破 棄差戻 の結論 を示

したが、 その理由 として次 の ように述べ た。

「右遺 言書 の記載に よれば、Aの 真意 とす るところは、第一次遺贈 の条項 はYに 対す る

単 純遺贈 であって、第二次遺贈 の条項 はAの 単 なる希 望 を述べ たに過 ぎない と解す る余

地 もないではないが、本件遺 言書 によるYに 対す る遺贈 につ き遺贈 の 目的の一部 であ る

本件不動産 をX、 らに対 して移転すべ き債務 をYに 負担 させ る負担付遺贈 で ある と解 す る

か、 また、X、 ちに対 しては、Y死 亡時 に本件不動産 の所 有権 がX、 らに移 転す る との趣 旨

の遺贈 であ ると解 す るか、更に は、Yは 遺贈 され た本件不動 産 の処 分 を禁止 され実質 上

は本件不動産に対す る使 用収益権 を付 与 され たにす ぎず、X、 らに対す るYの 死亡 を不確

定期 限 とす る遺贈 である と解 す るか、 の各余 地 も十分 にあ りうるの であ る。 原審 として

は、本件遺 言書の全 記載、本件遺言書作 成当時の事情 なども考慮 して、本件遺贈の趣 旨を

明 らかにすべ きであ った といわなければ な らない。」

② 最判平5・1・19民 集47巻1号1頁

事 案 は次の ような もの であ った。訴外A(昭 和60年10月17日 死亡)は 、複数 の遺言書
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を残 したが、その うちの後二者は、Xに 遺言執行を委託する旨の遺言 と 「遺産は一切の

相続 を排除 し全部公共に寄付す る」 という遺言(い ずれ も自筆証書遺言)で あった。A

の死亡後、Xは 両遺言書の検認を受けた上でAの 相続人Y(Aの 妹)ら に遺言執行者に

就職する旨を通知 した。 しか し、Yら がAの 遺産に含 まれる本件不動産 について相続を

原因とする所有権移転登記 を経由したので、XはYち に対 してこの登記の抹消を求めた。

原審は、Aの 遺言は遺産全部 を、国、地方公共団体に包括遺贈す る意思 を表示 した も

のであり、受遺者の選定 をXに 委託する趣旨を含む ものであるとし、本件遺言は有効で

あるとして、Xの 請求 を認めた。Yら が上告 したが最高裁は上告 を棄却 した。その理由

は次のようなものであった。

「本件遺言書の文言全体の趣旨及び同遺言書作成時のAの 置かれた状況からす ると、同

人としては、自らの遺産 をYら 法定相続人に取得 させず、これをすべて公共 目的のため

に役立てたい という意思を有 していたことが明らかである。そ して、本件遺言書におい

て、『公共に寄付する』として、遺産の帰属すべ き主体 を明示す ることなく、遺産が公共

のために利用 されるべ き旨の文言を用 いていることからすると、本件遺言は、右 目的を達

成することができる団体等(原 判決の挙げる国 ・地方公共団体 をその典型とし、民法34条

に基づ く公益法人あるいは特別法に基づ く学校法人、社会福祉法人等 を含む。)に その遺

産の全部を包括遺贈する趣 旨であると解す るのが相当である。 また、本件遺言に先立ち、

本件遺言執行者指定の遺言書 を作成 してこれをXに 託 した上、本件遺言のためにXに 再

度の来宅を求めたという前示の経緯 をも併せ考慮すると、本件遺言執行者指定の遺言及び

これを前提 とした本件遺言は、遺言執行者に指定 したXに 右団体等の中か ら受遺者 とし

て特定の者を選定することを委ねる趣旨を含むものと解するのが相当である。このように

解すれば、遺言者であるAの 意思に沿 うことにな り、受遺者の特定にも欠けるところは

ない。

そして、前示の趣旨の本件遺言は、本件遺言執行者指定の遺言と併せれば、遺言者自ら

が具体的な受遺者を指定せず、その選定 を遺言執行者に委託す る内容 を含むことになる

が、遺言者に とって、このような遺言をする必要性のあることは否定できないところ、本

件においては、遺産の利用目的が公共 目的に限定されている上、被選定者の範囲も前記団

体等に限定され、そのいずれが受遺者 として選定されても遺言者の意思 と離れることはな

く、 したがって、選定者における選定権濫用の危険も認め られないのであるから、本件遺
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言は、 その効 力 を否定す るいわれはない もの とい うべ きであ る。」

2.議 論状 況

次に、以上の2つ の判決 をめ ぐって展開 されてい る議論 を検討 しよ う(3)。

まず、①判決 について。後継 ぎ遺贈 に関す る学説の状況 は、稲垣論文 に詳 しい。 それに

よると、 これ を有効 とす る見解 は、戦前 は有力で あったが(穂 積 、和 田、近藤。 ただし、

後二者 は特定遺贈 につ いてのみ認め る)、 戦後 は必 ず しも支配 的な見解 とは言 えない(有

泉、水 本)。 む しろ、 これ を疑問視す る見解 が有 力 にな ってい る(中 川=泉 、阿部)。 特

に、①判決 の評釈 は2件 と数 は少 ない ものの いずれ も、これに否定的 であ り、A

の遺贈 は単 純遺贈 に過 ぎない と考 え るべ きだ との理解が示 されている(国 府、泉)。 また、

厳密には評釈 ではないが、①判決 を論 じた久 貴教授 もまた、後継 ぎ遺贈 に消極 的 な立場 を

とって いる。 その理由は、大略、次の2点 であ る。す なわち、後継 ぎ遺言の効 力 を認め る

な らば第一次受遺者の権 利が空虚 な もの となる、 少な くとも長期 間にわたって不安 定な状

態におか れ るこ ととなる。他方、第二次受遺者の地位 もまた不安定 な もの とな る。特に、

第一次受遺者 の処分 を有効 に阻止 しうるか とい う問題 が指摘 されてい る。前者 は ともか く

として、後 者は もっ ともな指摘であ ると言 えよ う。後継 ぎ遺贈に否定 的ない し消極的 な見

解は、 この ように、不確実 な法律 関係 を生 じさせ るよ うな遺贈の効 力 を認め るべ きではな

い とい うのであ る。

この点 ともかか わ り、本稿 に とって重要 な指摘 は、稲垣助教授 によって なされてい る。

それは、後継 ぎ遺贈 と同様 の効果 は遺言に よる信託 で も達成可能 であるの で、 これにつ い

て も検 討す る必要 があ る とい う指摘 で ある。ア メ リカ法 では、残 された妻や 子の生活保

障、財産管理、節税 な どの 目的のために、「Yforlife,thentoX」 として、遺 言による信

託 の設定がな され るこ とが あるとい うが、 この よ うな ことが可能ではないか とい うのであ

る。ただ し、同助教授 も言及 してい るように、英米法 と全 く同 じことが可 能であ るか とい

う問題 は ある。 それに して も、信 託の利用 は検討 に値す ると言えよう。

次 に②判決 につ いて。 この問題 については、来栖教授の論文が論 じて いるほかには、 ま

とまった学説 はなか った。 しか し、②判決 が現 れたのを受けて多数 の判例 評釈 が書かれた

(筆者が参照 しえたのは6件)。 以下、 それ らの評釈 で述べ られた見解 を整理 してみ よう。

判決 に対 す る賛否 の意見分布か ら見 る と、積 極的な賛成が3件 と半数 に達 している(泉 、
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半 田、星野豊)。 これ に対 して、批判 的 な立場 に立つの は伊 藤教 授 のみであ るように思 わ

れる。他 に、枠組み には賛成だが事案 の解決 に疑問 を呈す る もの(新 井)や 賛否 につ いて

特に述べ ない もの(野 村豊弘)も あ る。

次に、各評釈 によって指摘 されて いる論 点の うち、本稿 に とって興味のある もの を拾 っ

てお こう。3つ ある。

第1に 、 日本法は、「受遺者選 定委任遺 言」(泉 教 授の表現。以下、 これ を用 いる)を 有

効 とも無効 とも明言 はしていない。 これは星野豊評釈 の述べ る通 りで ある。 しか し、 同評

釈 も指摘す るよ うに、 日本法の遺言執行者 はフランス法の流れ を汲む ものであ り、余 り大

きな権 限 を持つ もの とは考 えられて いない。 また、野村豊弘評釈 に よると、 フランス法 で

は、 この ような遺言 は無効 とされて いるとい う。 そ うだ とす る と、実際の必要性が高 く、

かっ、十全 な濫用防止策が講 じられ るのでない限 り、受 遺者選 定委任遺言は原則 として認

め られない と解す るのが素 直な ように思われる。

しか し、第2に 、 その ような解釈論 を採用す る と、被相 続人の意思が実現 され な くなる

とい うこ とが 言われてい る。それ ゆ え、 この よ うな遺 言に は危険性 が伴 うこ とは認め つ

つ、 これ を有効 にすべ きであ る とい う主張 がなされてい る(泉 、半 田)。

だが、第3に 、 はた して、被相 続人の意 思はこの ような遺言 を認め ることに よって しか

実現で きないの だろ うか。 この点につ き、 た とえば、星 野豊評釈 は、いったん誰かに遺贈

し再 度遺贈 させ るとい うこ とも可能だが、規制 ・監督 ・制裁 が大 変だ ろうとしてい る。 こ

れは先に見 た後継 ぎ遺贈 を用い る可能性 を示唆 した ものだ ろう。 これに対 して、信託 の利

用の可能性 に言及す る見解 もあ る。 た とえば、新井評釈 は、遺言信託に よる裁量信託 が可

能 なはずだが 日本 では余 り用い られていない という指摘 をして いる。 これは、一般論 とし

ての可能性 を指摘す る ものだが、 さらに進 んで、伊 藤評釈 は、 そもそ も②事件では信託 の

設定がな されていた と解す るこ とがで きないか とい う注 目すべ き問題提起 を してい る。 こ

の考 え方 を採用す るため には、伊 藤教 授 自身が、 また、新井教授 が指摘 しているい くつか

の問題点 を克服す る必要が ある。 しか し、 それにして も、検討 に値 す る議論ではあ るよう

に思 われ る。
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III検 討 信託法2条 の適用可能性

1.序

IIに おけ る紹介 に よって、問題 の所在 は一応 明 らかに なった と言 えるだ ろ う。す なわ

ち、1で も述べ た ように、後継 ぎ遺贈、受遺者選定委任 遺言 とされてい る遺 言においてな

されたのは、信託設定 の遺言 であった と考 えるこ とはできないか とい うのが、 ここでの問

題であ るわけであ る。遺言信託 であるとい うこ とになれば、すなわち、信託 法2条 が適用

可能であ るとす れば、 これ らの遺言には信託法の定め る効果が発生す ることにな る。 そ う

だ とす ると、 以下 、検討すべ き問題は次の ようになる。 まず、 これ らの遺言に よって意 図

され た ところが、信 託法の レジー ムの中で実現可 能か を明 らか にす るこ とが必要 だ ろ う

②。信託 の利用 可能 性を示 唆す る見解は、 この点 を肯定的 に解 してい るか らその ように言

うの であろ うが、念のために確認 してお く方が よい。次 に、効果の方 はよい として、はた

して要件 は どうか、信託法2条 の信託にあた ると言え るためには、何が必要か を明 らかに

す る必要 があ る(3)。そして、その上 で、問題の遺 言ははた して そこでい う信託に あた るか

とい う問題 これが 中心問題 につ いて考 えるとい うこ とにな る(4)。

2.効 果:信 託による処理の可能性

後継 ぎ遺贈 あるいは受遺者指定委任遺言において被相続人が意図していることは、信託

によって達成されるだろうか。

便宜、順序 を逆転 させて、受遺者指定委任遺言の方か ら考 えてみよう。信託の場合に

は、②に対応す る問題は次のようなものとする。すなわち、遺言信託を行ったが受益者の

指定が欠けている、または明瞭でないという場合、それでも信託は有効 といえるかという

問題 となる(受 益者指定問題)。 この問題については、た とえば、大阪谷教授は次のよう

に述べている(4)。まず、受益者がまった く欠けている場合には相続人を受益者 とすると

いう考 え方で補充するとされている。これはわれわれの当面の問題ではない。次に、受益

者の指定はあるがあいまいな表現でなされているという場合であるが、この場合には、で

きる限 り受益者の存在が可能なように解釈すべ きであるという。

このように、受益者の指定は何らかの方法で補充 ・特定が可能な程度になされていれば
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よい と解 されてい る。 しか し、完全に受託者 に委 ねて よい とされているわけではない こ と

に注意が必要 であろ う。 とはいえ、特定の程度が 足 らず信託 で さえ有効 としえないケース

につ いて まで、受遺者指定委任遺言 ならば有効 であ るとすべ き理 由は見いだせ ない。両 者

を比較す るな らば次 の ように言 うべ きだ ろう。信託 の場合 には受託者に大幅な裁量権 の付

与され る信託(裁 量信託)が 認め られ る可能性 もあ るので、受遺者指定委任遺 言一 一仮 に

これを認め るとして を承認す るに は不十分 な程度 の特定度 であって も遺 言信託 として

は有効 だ とい う場合 はあ りうるだろう、 と。繰 り返 しにな るが、信託では特定性 の点で問

題が あるが、受遺者指定委任遺 言ならば この点 をク リアで きる とい うことはないだろ うと

い うことを確認 してお く。

次 に、後継 ぎ遺贈 の方 に移 ろ う。①に対応す る問題 は、信託 の場合 には、受益者連続 の

可否 とい う問題 にな るだろ う(受 益 者連 続問題)。 この点 につ いては、問題 を2つ に分 け

て考 えることが必要 であ る。2つ の問題 とは、A=信 託法 は受益者連続 をあ る場合 に認 め

ているか、B=信 託法 は受益 者連 続 を無制限に(あ るいは原則 として)認 めて いるか、 の

2つ であ る。

Aに 対 す る解 答 は 「黙 り」で あ る。信 託法 は、受益 者連 続 といって よい事 態が生 じる

ことを許容 して い る。信託 法62条 、63条 の規 定が これ にかか わ るもので あ る。信 託法62

条、63条 は次 の ように定 めてい る。

62条 信託終了ノ場合二於テ信託行為二定メタル信託財産ノ帰属権利者ナキ トキハ其ノ

信託財産ハ委託者又ハ其 ノ相続人二帰属ス

63条 信託終了ノ場合二於テ信託財産力其ノ帰属権利者二移転スル迄ハ伍信託ハ存続ス

ルモノト看倣ス此ノ場合二於テハ帰属権利者ヲ受益者 ト看倣ス

これ らの規定か ら明 らかな ことは、第一 に、信託法 は、信託 継続中の受益 者(X)の 他

に信託終了後 に残余財産 が移転 させ られ るべ き帰属 権利者(Y)を 予定 して いる とい うこ

とである。残余財産 が残 るこ とを想定す る以上 はこの処理 はほぼ必然的 な ものであ ろ う。

第2に 、信託法 は、信託 継続 中の受益者(X、)の 他 に、信 託終 了後残余財 産移転 完 了 ま

での間の受益 者(X,)を 認めて いる とい うこ とであ る。 これ は、この期 間 中 もな お受託

者の義務 を観 念 し受益者 に よるコン トロー ル をかけ る とい う必要が あ る とい うこ とだ ろ
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う。 そ して、以上 の二つ の場合 は、いず れ も、受益 者連 続 を認めた ものであ ると言 うこ と

がで きる(5)。 それゆ え、Aに 対す る解答は 「然 り」 なの である。

しか し、 この こ とか ら直 ちに、Bに 対 して 「然 り」 とい う解答 を導 くこ とはで きない。

先に触 れたように、 これ ら2つ の場合 はそれな りの必要性が あるので、受益者連続の よ う

な事態が生 じるこ とが認め られ ているとも言 えるか らである。すなわち、第1の 事実 だけ

か ら(6)、 また、 第2の 事 実 だけか ら(7)、Bに 肯定的 な解 答 を導 くのに は論理 的 な飛 躍が

あるのであ る。

だが、実は、Bま で認 め るか どうか は、いまここで論ず る必要の乏 しい問題 であ る。重

要 なのはAは 確 かで ある とい うこ とで あ り、 この点 を確 認 しておけば足 りる。 とい うの

は、①事件 で問題 にな ったの は、信託 に置 きか えて言 えば、無 限の受益者連続 では な く

て、受益者 と帰属権利 者 とを定 め るこ との可否だったか らである。

以上の ように、信託 の場合 、一定程度の特定があれば受託者が受益者 を指定す るとい う

信託は不可能では ない、 また、信託終 了後の残余財産 の帰属者 を決めてお くこ とは当然 に

可能であ る。信託 では可能 である として、 その先には、だか ら遺 言で も可能 とすべ きだ と

いう議論 と、だか ら遺言 で可能 とす る必要 はない という議論 とがあ りうる。 この点 はIVで

再 び論 じるこ ととして、 いまここでは 「信託 では可能 である」 とい うこ とを確認 してお く

に とどめ る。

3.要 件:信 託法2条 の 「信託」

それでは、本稿 で問題 に してい るよ うな遺言 による財産処分が信託 であるといえ るため

には何が必要 か。 まず、信託 の設定が遺言に よって も可能 なこ とは信託法2条 が定 め る通

りであ る。同条は次の よ うに定めている。

2条 信託ハ遺言二依 りテ之 ヲ為 ス コ トヲ得

この規定 は遺言信託 の根拠規定 として重要 であ る。 この ような明文 の定 めが ある以上

は、遺言信託が可 能 な こ とに疑義 は生 じない。 問題 は、 その先 に ある。 この規定 にい う

「信託」 とは何か とい うこ とであ る。信託法 のイ ロハ の よ うなこ とが らだが、以下の考 察

に とってこの点 を確 認 してお くこ とは不可欠であ る。煩雑 さを厭わずに検討 を加 えておこ
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う。

信託法2条 に い う 「信託」 の定義 は、周知の通 り、 同1条 に よって与 え られ てい る。 同

条 は次 のよ うな規定で ある。

1条 本法二於テ信託 ト称スルハ財産権ノ移転其他 ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的

二従 ヒ財産 ノ管理又ハ処分 ヲ為サ シムルヲ謂フ

信託 の定義(概 念)に ついては多数 の解説が なされているが、ここではその詳 細には立

ち入 らず、 この規定 の文 言に即 して考 えて み よ う。1条 に よれば、 「信託」=A「 財産権

ノ移転 其他 ノ処分 ヲ為 シ」+B「 他 人ヲシテ一定 ノ 目的二従 ヒ財産 ノ管理又ハ 処分 ヲ為 サ

シムル」 とな る。Aは 委託者 の行為(=処 分行為 が必要)、Bは 受託者 の権 利義 務(=信

託 目的に そった管理 ・処分 の権 限を持 ち義務 を負 う)を それぞれ定めてい るわけで ある。

以上は繰 り返す まで もないこ とであるが、 ここで大事 なのは、あ る行為 ない し法律関係

が 以上の要素 を備 えていれば(P)、 それは 「信託 法」でい う信託にあた る(Q)と い うこ

とである。「Pな らばQで あ る」 とい う構造 を持つ この命題 については、次 の2点 を付 け

加 えておいた方が よいだ ろう。す なわち、第1に 、Pに あた るために は(A、Bの 要素 を

満 た してい るとい うため には)、 当該行為 ない し関係が まさにA、Bを 伴 う もので あれば

よい。 当た り前 のよ うに聞 こえるか もしれないが、次の よ うに言えば、 この こ との意味は

明 らかにな るだろ う。 それは、 当事者 が 「信託」 とい う表現 を用 いて いるか どうか は決定

的 な意味 を持 たない とい うこ とである。A、Bの 要素 を伴 う ものであれ ば、 「信 託」 とい

う表現 が用 い られていな くとも、それは信託に ほか な らない。第2に 、Qで ある とい うこ

との意味であ るが、 それ は 「信 託法」が適用 される とい うこ とである。信託法 の適用の な

い信託 が可能か どうか とい う議 論 はあ りうる議論 では あるが、 ここでは、P(信 託)で あ

ればQ(信 託法の規定が作動す る)と い うこ とを確認 しておけば よい。別の言 い方 をす る

な らば、Pは 信託法 に規定 の置か れた 「信託」 という類 型の要素 であ る とい うこ とで あ

る。

4.適 用:遺 言解釈の方法

以上は前提問題にすぎない。中心的な問題は、後継ぎ遺贈や受益者指定委任遺言を信託
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に帰着させ ることができないか という点にある。これは一般には 「遺言の解釈」と言われ

ている問題の一環 をなす ものであると言える。

遺言解釈の一般論についてここで立ち入ることはしないが(8)、一般論 としては、たと

えば、次のように言われている(9)。「判例は証書の解釈は使用 された文字に拘泥 しないで

当事者の真意を探究すべ きであるが、遺言書の解釈にあたっては特に此の点に注意して解

釈 しなければならないと説示 している。それを敷桁すれば、遺言の解釈は遺言者の意思の

確定を目的 とし、遺言者の意思は遺言書の個々の文言に拘泥 しないで、遺言の全趣旨より

確定すべ く、その際遺言書作成当時の一切の関係事実および遺言者の置かれた状況を考慮

しうるし、遺言者の意思の直接的証言 も証拠 とす ることが許されるということになろう。」

本稿の問題に即 して言 うならば、以上のうちで重要なのは次の点である。第1は 、遺言

解釈において特に、当事者の真意の探究を行 う必要があるが、そのためには 「個々の文

言」に拘泥せずに 「全趣旨」 を重視すべきであるという指摘である。第2に 、遺言解釈に

際 しては、「一切の関係事実および当事者の置かれた状況」を考慮 しうるという指摘であ

る。第1の 点か らすると、②事件において、「遺言執行者」 という文字に拘泥 しないとい

う解釈 も可能 となろう。他方、先に述べたように、「信託」 という文字が用いられていな

くとも信託は成 り立つのだから、①事件や②事件の事案(以 下、同種の事案を含めて定型

的なものとして とらえ、①ケース、②ケースと呼ぶ)を 信託 と見る余地も出て くる。つ ま

り、②事件の遺言は遺言信託であると解せるとの示唆をする伊藤評釈の前提は満たされる

のである。第2点 もまた、 このように考えることをサポー トするもの となる。いま仮に、

後継ぎ遺贈や受遺者指定委任信託は無効であるが、これらに対応する信託は有効であると

しよう。そのような実定法の状況は、遺言をする 「当事者の置かれた状況」に他ならない

だろう。そうだとすると、 このような法状況 も考慮に入れて、被相続人の意思は信託の設

定であったとする解釈 をすべ きだということになるのではなかろうか。

以上のように、①ケース、②ケースを遺言信託の事案 として理解するのはそれほどおか

しなことではない。確かに、新井教授の指摘するように、遺言執行者 と信託受託者 とでは

「法形式上あ くまでも別異のものであ り、 とりわけ、遺言執行者は遺産の処分権限 と管理

権限を持つだけで、遺産の処分権限 と管理権限を持つだけで、遺産の所有権は相続人 ・受

遺者に帰属 しているのに対 して、受託者は遺産の名義人となり、受益者は受益権 という請

求を持つに過 ぎない」。両者 を安易 に同一視 してはいけないとい う文脈では、この議論は
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正 当 なもの であ るといえ るだ ろう。 しか し、 こ こでの問題 は、② ケー ス でXが 与 えられ

た権 限はいか なる ものであったか とい うこ とであ る。個 々の文言 に拘泥せ ずに全体 の趣 旨

を見 るな らば、Xは む しろ受託者 に選任 され た とい うこ とはで きない だろ うかが問われ

てい るのであ る。

以上の ような法適用が可能であ るとして も、 もう1つ ク リア しなければな らない問題が

あ る。 それは方式 の問題であ る。① ケー スには この問題 は生 じないが、② ケースの場合 に

は、 これ を公益信託 とす る必要 があ るとす れば、公益信託に固有 の要件 主務 官庁の許

可 を得 ることが必要 とな る(正 確 に言えば、信託法67条 に よって許 可にかか らしめ ら

れて いるのは公益信託の引受であ るが、 引受 が許 されない以上 は信託 は成 立 しえないこ と

に なる)。 そして、 その許可 を得 るため には、受益者 の特定 がか な りの程 度 までなされて

いるこ とが必要だ と思 われ る。新 井評釈 は、 「公益財産 法人の寄付行 為 また は公益信託の

設定 には具体 的記載 が必要で あ り、公益 的包括遺贈 にはその ような記載 が一切必要ないの

はなぜ だろ うか。」 とい う疑問 を発 してい るが、おそ ら く正当な指 摘であ る と言 えよう。

それ では、信託 法上 の 「公益信託 」た り得 ない 「信託」は無効 となるので あろ うか。 こ

の点 で も公益法人 と同様 に許可主義 が とられて い るとい う理解 もあ るが(10)、 はた してそ

の ように考 えなければな らない必然性はあ るのだ ろうか。すでに述べ た よ うに、信託法1

条 の要件 をみ たす以上 は、 当該行為 は 「信託」 とな り信託法 を適 用 され る。 その 中でさ ら

に主務官庁 の許可 を得 た ものは 「公益信 託」 としての処遇 を受け る。 そ う考 えることはで

きないだ ろ うか。 この点 は、実 は、法 人 につ い て も類似 の関係 が認 め られ るの であ る。

「公益」法 人 としての処 遇 を受け るためには確 か に許可 を受 ける必要 が あ るだろ う。 しか

し、許可 が得 られ ないか らといって、あ る団体が、公益 を目的 とす る団体 として活動す る

こ とまで も阻止 され るわけではない。 この場合 には、公益 「法人」 ともな りえないわけで

あるが、一般法 による法人格 のない団体 としての処 遇(組 合 としての処 遇か 「権利能力な

き社 団」 として の処遇か はここでは問題 で はない)を 享 受す る こ とは妨 げ られ ないだ ろ

う。同様 に、公益信託 た りえない信託が公益 を 目的 として設定 され るこ とは可能 だといえ

るのではないだろ うか。

そ うであ るとす るならば、許可 を得 られる程度 には特 定された記載 を備 えていないが、

一般の信 託 としての成立要件 は満 た した 「信託」が あ りうるのはないか。 このよ うな信託

は、信託法上 の 「公益信託」にはあた らない。 それゆ え、信託法上 の 「公益信託」にあた
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るこ とを前提 とす る様 々な措 置(特 に税制上 の措置)を 享受す ることはで きない。そ うだ

とす る と、信託設定の メ リッ トはか な りの程度 まで失われるだ ろう。 しか し、② ケースの

よ うに、被相続人が法定相続 人には相続 させ た くない と考 えて いた という場合 には、た と

え税制上 の措置 を享受で きな くとも、信託 を成立 させ るとい うのが被相 続人の意思に合 致

した取 り扱 いである とい うことにな るもの と思 われ る。

以上 の ように考 えるこ とがで きるな らば、① ケース、② ケー スを、遺言信託 と解釈す る

(性質決定す る)こ とは可能であ ると思 われ るのである。

IVお わ りに

IIIで述べ たのは、① ケー ス、② ケースの事 案な らば、 そこで行 われた遺言 を遺言信託 と

解釈(性 質決定)し て、 これ を有効 とす ることがで きるとい うことであった。 あ くまで も

議論の対象 は①② ケー スであ り、お よそ一般 に、受益者連続が可能 だ とか、受益者指定が

可能 だ と述べ たわけではない。 これ らが どの程度 まで認め られ るかは信託法 の問題 であ る

が、 その限界 をどこに置 くにせ よ、①②ケースは有効 と認め られ る範囲に含 まれるのでは

ないか と述べ ただけの ことである。

もう1つ 、HIで 述べ ていないこ とを確認 してお きたい。 それは、遺言信託 としてならば

有効視 で きるのだか ち、遺贈 ない し遺言 として も有効 と解す るべ きだ とい う主張 はしてい

ない とい うこ とである。遺贈 ・遺 言 として も有効 と して信託類似 の コン トロー ルをかけれ

ば よい とい う方 向に向か う見解 もあ るが(星 野豊)、 信託に よって 目的 を達 成で きる以上

は、他 の処分 を認め る必要 はない とい う立場 もあ りうる。 そ して、本稿 は後者の立場 を是

とす る。

この点は、相続法(遺 言法)の 基本 的な理解 にかかわっている。一般 に遺言につ いては

遺言 自由の原則があ ると言われ るが、その 自由 とはいったいいか なる 自由か。本稿 はこれ

を、民法 その他の法律が用意 してい る遺言事項 の中か ら必要 な項 目を選択 し、 その事項 に

つ いて 自分 の望む内容 の遺言 をす る自由であ ると解す るべ きだ と考 える。法律が掲 げ る各

事項 には、 それ ぞれ受 け皿が あって、遺言がな された場合 には どうす るかが決め られてい

る。信託 の場合 もそうである。 しか し、 その ような受け皿が用意 されていない事項 を自由
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に遺言事項に付 け加 え る自由は原則 として は認め られていない とい うべ きだろ う。 もっと

も、判例 によって新 たな事項が付加 され る とい う可能性 はある。 しか し、それ もまた実定

法 に よって認め られた事項 とい うべ きであ り、個 人が遺 言 自由を根拠 に遺言事項 を自由に

決 めてよい とい うこととは別 のこ とである。

以上 の立場の是 非はそれ 自体検討 を要す るところであ るが、少 な くとも、 この ような立

場 が成 り立 ちえない立場 であ るとアプ リオ リにい うことはで きないだ ろう。①②ケース に

つ いては、信託に よる処理 を行 い、それ以外 に、 内容 の不確か で濫用 の危険の大 きい処分

を認め ることは しない。 その ような立場が あ りうる立場 であ るこ とが確 認 されれば、ひ と

まず本稿 の 目的は達成 され るのであ る。

最後に なお残 されてい る問題 に触れ てお こ う。1つ は、①② ケー ス を遺言信託 と解釈

(性質決定)し て信託法 の適用 をした場合、具体 的な帰結 は どの よ フにな るか とい フこ と

である。遺言法の枠 内では不安定 な状 態に置かれ る可能性があ ると見 られ た当事者の地位

は、本当に信託法 によって安 定的な もの とな るのか どうか。 この点 をよ り精密に検討 して

み る必要があ る。 この作業 によって、①② ケー ス とは異な る事案 の どこまでを信託 として

認めるこ とがで きるか も明 らかに なるこ とだろ っ。

もう1っ 考 えて よいのは、本稿 で取 り上 げた問題以外に、信託 としての性質決定 を行 う

ことが可能であ り、 そのこ とによって他 の法律構 成に ともな う問題 点 を回避で きるよ うな

問題はないか を調べ てみ るとい うこ とである。ただ、何度 も繰 り返すが、 ここで述べ てい

るのは、信託法の適用領域 を拡張 しよ うとい うことではない。信託 とす るにふ さわ しい も

の を信託 とし、 それに信託 としての解決 を与 えようとい うだけの こ とである。カエサ ルの

ものはカエサルに、信託法 の ものは信託法 に。それ以上 で もそれ以下 で もない。

〔注〕

(1)松 本 崇 ・信 託法(1972年)26頁 以下 、大 阪谷公 雄 「遺 言信託 の問題 点に つ いて」 龍谷 法学10巻4

号(1978年)、 杉 浦 史於 「遺 言 と信 託 」信 託 法研 究6号(1982年)な ど。 なお、 遺 言信 託 とい う用

語で信 託銀行 が行 って い る遺 言 ・相続 に関 す る業務 全般 の こ とを指 す こ ともあ るが(竹 下 史郎 「遺

言信託 をめ ぐる問題 」講座 現 代家 族法 第6巻 遺 言(1992年))、 これは本 稿 の 問題 とは別 の問題 であ

る。

(2)本 稿 で取 り上 げ るの は 、後継 ぎ遺贈 に関 す る最判 昭58・3・18家 月36・巻3号143頁 と受 遺 者選 定 の

委託 に関 す る最 判平5・1・19民 集47巻1号1頁 の2つ の判決 。
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(3)主 として これ らの判 決 に対す る判例 研 究 を取 り上 げ る。 判例 研究 としては 以下 の よ うな ものが あ

る。 昭和58年 判決 につ いて、 國府剛 ・民商89巻4号 、泉久 雄 ・ジュ リ昭和58年 重 判、 平成5年 判決

につ い て、 野村豊 弘 ・法数156号 、新 井 誠 ・民商109巻3号 、半 田吉信 ・ジュ リ1042号 、伊 藤 昌司 ・

ジュ リ平 成5年 重 判、 泉久 雄 ・リマ ー クス1994〈 上 〉、星 野豊 ・法協111巻8号 。 また、 関連す る研

究 として次 の もの も参 照。 来栖 三郎 「遺 言 の解 釈 〈そ の2>一 一受 遺者 の選定 の委任 」 民商78巻5

号(1978年)、80巻2号(1979年)、 稲 垣 明博 「い わゆ る 『後 継 ぎ遺贈 』 の効 力」判 タ662号(1988

年)、 久 貴忠 彦 「後 継 ぎ遺贈 の可 否」 判 タ688号(1989年)、 植 田淳 「わが 国に お け る連 続受益 者 型

信 託 」信 託180号(1994年)。 なお、 大 島俊之 「い わゆ る後継 遺贈 につ いて」 谷 口追悼3(1993年)

もあ るよ うだが 未見。 以下 、本稿 での 引用 は、 注(1)所 掲の文 献 も含め て、本 文 中 の括弧 書 きで著

者 名 で のみ行 う。

(4)大 阪 谷 ・前 出注(1)437頁 以 下。

(5)杉 浦 ・前 出注(1)15～16頁 、植 田 ・前 出注(3)10頁 。

(6)杉 浦 ・前 出注(1)16頁 。

(7)植 田 ・前 出注(3)10頁 。

(8)来 栖 ・前 出注(3)に 先行 す る同 「遺 言の解 釈 」民 商78巻5号(1978年)が 代 表 的文 献 だ ろ う。

(9)来 栖 ・前 出注(8)20頁 。

(10)た とえ ば、 田 中実 「公 益 信 託 の公 益 性 と許 可 主 義」 法 学研 究(慶 応義 塾大 学)57巻12号(1984

年)19～20頁 。
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詐害信託 に関す る一・考察

角 紀代恵



1は じめ に

信託法12条 は、債権 者 を詐害す る信託行為に対 して、債権 者 に取消権 を与 えて い る。本

稿 においては、 まず、四宮和夫博士 が、 この詐害信 託につ いて、その御著書 『信 託法(新

版)』 にお いて、展開 されて いる見解の紹介、お よび、 それに対す る筆 者の疑 問 を提示 す

ることにす る。 そ して、最後 に、信託法12条 の定 め る詐 害信託取消権 の民法424条 が定 め

る詐 害行為 取消権 に対 す る特殊 性、お よび、 その よって きた る理 由 につ いて、一 言 した

い 。

II詐 害信託取消権 と詐害行為取消権 の違 いにつ い

て

詐害行為取消権(民424条)

債務者(A)

詐害信託取消権(信12条)

債務者=委 託者(D)

受益者(B) 転得 者(C)受 託者(E)一 ー一受益者(F)

まず、最初 に、詐 害行 為取消権(民424条)と 詐 害信託 取消権(信12条)に つ いて、便

宜上 、上 に掲 げた図 に沿 って、条文上 の機械 的な比較 を行 うことにす る。なお、上 に掲 げ

た図は、詐 害信託取消権 におけ る受託者(E)、 受益 者(F)を 、詐害行為取消権 におけ る受

益 者(B)、 転得者(C)と 、 それぞれ、パ ラレル な地位 にあ る もの として書 いて い る。実

は、両 取消 に係 わ る利害関係人の地位 をこの ようにパ ラレルに書 くこ とそれ 自体 、問題 で

はあるが、 それにつ いて は、改めて、述べ ることにす る。

詐害行 為 取消権 と詐害信 託取消権 につ いては、条文上 、次 の ような違いがあ る。

第一に、 詐害行為取消権 の場 合には、取消 を行 うためには、受益者(B)あ るいは転得 者

(C)は 、詐 害の事実 につ いて悪意 でなければな らない。 これに対 して、詐害信託取 消権 の

場合 には、 受託者(E)、 受 益者(F)は 、善意であ って も、取 消がで きる。

第二に、 詐害信託取消権 の場合 には、信託法12条2項 は、 特に、受益 者(F)保 護規 定 を
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おいている。すなわち、受益者(F)は 、受益 の当時、善 意無重過失であるな らば、取消権

が行使 された として も、履行期 にお いて受 け取 った分 につ いては、既得権が保 護 される、

と。 ただ し、 この規定 が、詐害行為取消権 と比較 した場合 に、本当に、受益者(F)を 保護

す る規定 とな ってい るか どうかにつ いては、後 に、再び検討す るこ とにす る。

III詐 害信託取消権 に関す る四宮博士の見解

ここでは、詐害信託 取消権 に関す る四宮博士 の見解 を紹介す るこ とに したい。 まず、最

初に、確認 してお きたい ことは、博士 は、詐 害信託取消権 につ いて論ず るに際 して、詐害

行為 取消権 につ いての通説 ・判例 である相対的効 力説 を前提 に してお られ るとい うことで

ある。

さらに、詐害信託取消権 の被 告適格 につ いては、詐害行為取消権 についての通説 ・判例

に したが って、債務 者で ある委託者(D)に は被告 適格 はない とされ る。 さて、詐害行為 取

消訴訟の場合 には、債権者は、受益 者(B)あ るいは転得者(C)を 被告 として訴えるこ とに

な る。 そこで、詐害信託取消訴訟の場合 に も、 これ とパ ラレルに考 えて、受託者(E)あ る

いは受益者(F)を 被告 として訴 えるこ とにな ると考 えてお られ る。す なわ ち、博士 は、先

に掲げ た図の ように、詐害信託取消権におけ る受託者(E)、 受益 者(F)を 、詐害行為取消

権 にお ける受益者(B)、 転得者(C)と 、それぞれ、パ ラレルな地位 にあ るもの として考 え

てお られるようであ る。 それでは、次に、博士の考 え方に よる と、債権者が、受託者(E)

あるいは受益 者(F)を 被告 として取消権 を行使 した場合 に、具体 的にいか なる結果が もた

らされ るか について説明 したい。

① 債権者が受託 者(E)を 被告 として取消権 を行使 した場合 には、Eは 、 自分 の手元 に

ある信託財産 を委託者(D)に 返還 す る義務 を負 う。 ところで、債 権者取消権 にあっては、

受益者(B)が 、取消権 の対 象 とな った法律行為 に よって取得 した財産 を、既 に、転得者

(C)に 移転 して しまって いる場合 には、Bは 、当該財産 自体 の返還 にかわ って価格賠償 を

義務づ け られるこ とに なる。 さて、 この結論 を詐害信託取消権 にそのままあてはめ ると、

Eは 、信託行為 に基づ いて、受益 者(F)に 対 して、す でに、信託財産 を給付 してしまって

い る場合 には、信 託財産 の返還にか えて価格賠償 を義務づ け られ るこ とに なるはず であ
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る。 しか し、 この場合、博士は、信託法12条2項 を根拠 に して、Fが 既得権 を保 障 されて

いる程 度で、Eも 返還義務 を免れ ると考 えてお られ る。 この間の事 情につ いて、博士 は、

「法が受益者 に 「既 二受ケ タル利 益」 を保 有 させ る以上、取消は その よ うな限度 における

相対 的取消 と考 えるべ く、 したがって、受託者が 当然 に損害賠償責任 を負 う必要 はない。」

(四宮 ・信託法(新 版)151頁)と 述べ られ てお られる。 ところで、 この引用箇所 における

「相対 的取消」 は、債権者取消権 において取 消 の効 果は、取消訴訟 におけ る原告 たる取消

債権者 と被告の間 でのみ生 じ、他 には影響 を及ぼ さないとい う意味 で用 い られ ているので

はな さそ うであ り、 その意味す る ところは不 明である。 それは ともか く、博士 は、詐害信

託取消権 にお いて は、詐 害行為取消権 とは異 な り、信託法12条2項 に よって定 まる受益者

(F)の 返還義務の範囲に よって、受託者 を被告 とした場合 の取消の範 囲が定 まる と考 えて

お られるよ うであ る。すなわち、博士 に よれば、詐害信託取消権 の場合 には、受 益者(E)

と受益者(F)は 、詐害行為取消権 におけ る受益 者(B)と 転得者(C)の ように、互 いに完全

に独立 した地位 にはないよ うである。

② 債権 者が受益 者(F)を 被告 として取消権 を行使 した場合には、本来 な らば、Fは 、

以後の受益が禁 止 され るだけ ではな く、既 に受 けた利益 について も返還 しなければな らな

いはずであ る。 しか し、信託法12条2項 は、既 に受 けた利益 につ いて は、Fは 返還す る義

務 を負わな い との特 則 を定め て いる。 ただ し、例 外 として、Fは 、弁 済期 前 に受 けた利

益、お よび、弁 済期 において受 けた利益 であって も、利益 を受 けた当時、詐害の事実につ

いて悪意あ るいは善意重過失であった場合に は、既 に受けた利益 であ って も、返還 しなけ

れば ならない。

IV四 宮博士の見解 に対す る疑 問

(1)四 宮博士 は、何度 も繰 り返す ように、詐 害信託取消権におけ る受託 者(E)、 受益

者(F)を 詐害行為 取消権におけ る受益者(B)、 転得者(C)と パ ラレルな存在 として考 えて

お られ る。 しか し、 この考 え方に対 しては、以下 の よ うな疑 問が あ る とともに、博 士 自

身、III① で述べ たよ うに、 この考 え方 を維持 す るにつ いて破綻 を示 してお られ るのではな

いだろ うか。
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① まず、受託者(E)が 、信 託行為 に基づ いて、すでに、受益者(F)に 対 して、信託財

産 を給付 して しまってい る場合 につ いてであ る。 この とき、債権者が受託者(E)を 被告 と

して取消権 を行使す る と、博士 は、受益者(F)が 、信託法12条2項 によって、既 に受けた

給付 の保 持 を許 される場合 には、Eは 、価格賠償 の義務 を免 れ る とされ る(III① 参照)。

さて、博士 は、前述 した ように、詐 害信託取消権 においては、取消 の範囲 自体 が、信託法

12条2項 に よって定 まる受益 者(F)の 返還義務 の範囲によって定 まる と考 えてお られ るよ

うなので、Fが 既 に受けた給付 の保持 を許 されない ときには、Eは 、価格賠償 の義務 を負

うとの結論 をとられるの では ないか と推測 される。 しか し、 その ように解す る と、Eは 、

自らの関与 しないFの 主観 的態様 の如何 に よって、価格賠償義務 の有無が決せ られるこ と

に なって しまう。 この場合 、受益 者(F)は 、信託法12条2項 に よって、既に受けた利益の

保 持 を許 され ない以上、価 格賠償 に応 じたEは 、Fに 対 して、求償権 を行使で きるとい う

考 え方 も成 り立たないではない。 しか し、本来、債権者取消権 における相対的取消 とい う

考 え方 によれば、取消の効 果 は、取消訴訟の当事者以外 には及ばないはず である。 したが

って、詐害信託取消権 におけ る受託者(E)、 受益者(F)を 詐割 下為取消権 におけ る受益者

(B)、 転得者(C)と パ ラレルに考 える限 りは、Eか らFへ の求償 はで きないはずである。

② 受益者(F)を 被告 として取消権が行使 された場合 には、過去 の利得分 については、

信 託法12条2項 に よって、返還の有無が定 まるが、Fは 、いずれに しろ、将来 におけ る受

益 は禁止 され ることになる。 さて、詐害行為取消権におけ る相対 的取消 とい う考 え方 によ

れば、取消 の効 果は、取消訴訟 の当事 者以外に及ぶ ことはない。 したがって、Fを 被告 と

して取消権が行使 された場合 には、受託者(E)・ 委託者(D)間 の信託 設定行為 は影響 を受

け ることはな く、Eの 下 に存在 して いる信託財産 は、依 然 として、Eの 下 に とどまるこ と

に なる。 す ると、Eと しては、今後、信託財産 をどの よ うに処理 していいのか とい う問題

が生ず る。

以上、博士の見解に対する疑問を述べた。筆者の博士の見解に対する疑問は、要に、詐

害信託取消権における受託者(E)、 受益者(F)を 詐害行為取消権における受益者(B)、 転

得者(C)と パラレルな存在 としてとらえること、換言すれば、詐害信託取消権における受

益者(F)を 詐害行為取消権における転得者(C)に 擬することに無理があるのではないかと
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い うことにある。

信託 にあっては、信託 が設定 され る と同時 に、委託者 ・受託者 ・受益者 とい う三者間の

関係が形 成 され る(信7条)。 そ して、信 託財産 の帰属主体 は受託 者 であ るけ れ ども、信

託財産 の利益 を享受 す る者 は受益者 であるこ とか ら、譲渡担保 の担保 目的物 についていわ

れ るの と同 じ く、信託財産 の所有権 は、受託者 と受益 者に分属 してい る状 態にあ る。 これ

に対 して、通常の詐 害行為取消権が 問題 とな る状況 にあっては、 まず、債務者(A)と 受益

者(B)の 二者 の間の関係 が形成 され、 このAB間 で形成 された法律関係 を基礎 として、新

たに、転得者(C)が 登場 す るとい う関係 にあ る。 そこで、債務者(A)の 下 か ら流出した財

産 は、 まず、受益者(B)に 帰属 し、次 いで、転得者(C)が 登場す ると、転得者(C)に 帰属

す る というこ とにな り、受益者(B)と 転得者(C)と の間で、当該財産 の所有権 の分属 とい

う状態は生 じていない。 したがって、詐害行為取消権の場合 には、受益者(B)あ るいは転

得者(C)を 被告 として取消権 を行使 して、Bあ るいはCか ら債務者 に対 して財産 を戻 させ

れば、債務者 の下か ら流出 した財産 の回復 を図 るこ とがで きる。 これに対 して、信託の場

合 には、前述 したよ うに、債務 者であ る委託者(D)の 下か ら流 出 した財産 は、 流出 と同時

に、受託者(E)と 受益者(F)に 分属 してい ることになる。 そのため、詐害信託 取消権 の場

合 には、詐害行為取消権 とは異な り、受託者(E)あ るいは受益者(F)の 一 方か らのみ財産

の返還 を受けて も、債務 者で ある委託者(D)の 下か ら流 出した財産 の回復 を図 るこ とはで

きない。Eお よびFの 両者か ら財産 の返還 を受 けて、 は じめて、Dの 下か ら流出 した財産

の回復が できる。 したが って、詐害信託 取消権 における受益者(F)は 、詐 害行為取消権 に

おけ る転得者(C)と パ ラレル に扱 うこ とはで きない と解すべ きであろ う。 この点、Fは 、

第三者 のためにす る契約(民537条)の 第三者に類似 した地位 を有す ると考 え られる。

(2)(1)に おいて、詐害信託取消権 におけ る受益者(F)は 、詐害行為 取消権 におけ る

転得者(C)と パ ラレルに扱 うこ とはで きない との結論 を得 た。 それでは、 この結論 は、信

託法 自体 と矛盾す ることはないの だろ うか。

信託 法12条1項 は、債務者 がその債権 者 を害 す るこ とを知 って信 託 を設定 した場合 に

は、債権 者は、 た とえ、受託者 が善 意で あって も、取消権 を行使 で きる として、民法424

条の例外 を定め てい る。 そ して、 同条2項 は、善意 の受託者に対 して も取 消権 を行使 で き

る とい う1項 の規定 をうけて、「前項 ノ規定 二依 りテ為 シタル取消ハ受益 者力既二受 ケ タ
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ル利益 二影響 ヲ及 ホサス」 と定めて いる。 ところで、 この規定 に よれば、信託法 は、債権

者が受託者 を相手 として取消権 を行使 した場合 には、取消の効果 は、受益者 に も及ぶ との

立場 を とって いる と解 す るこ とが で きる。す なわち、取消の効果 が受益者 に及ぶ以上、本

来 な らば、受益者は、既 に受け た利益 につ いて も返還義務 を負 うことにな るが、信託法12

条2項 とい う明文 をもって、特別 に、既得権 については保護 した、 と。 この ように、信託

法 も、 また、詐害信託 取消権 におけ る受益者(F)は 、詐害行為 取消権 におけ る転得者(C)

とパ ラ レルな地位に はない とい う立場 を とってい ると解す ることがで きる。

そ こで、詐 害信託取消権 の場 合、 まず、受託 者 を相手 として取消権 を行使 した場合 に

は、 その効果 は、受益 者に も及ぶ と解すべ きである。 したが って、信託 設定行為が取 り消

され ると、受益権 は遡及的に消滅す るこ とか ら、受益者 は、将来の受益 はで きな くなると

ともに、信託法12条2項 の規定が ない場合 には、過去 の利得 も、 また、全部 、返還 しなけ

ればな らないこ とになるはずであ る。 ところで、前述 した ように、信託 財産 は、受託者 と

受益 者に分属 した状 態に あるので、信託 の設定 によって債務者(委 託 者)の 下か ら流出 し

た財 産の返還 を考 え るに際 しては、受託者、受益者の両者が あいまって、詐害行為取消権

におけ る受益 者(B)の 地位 にあ ると考 え るべ きである。す なわち、 もし、受託者が、信託

行為 に基づ いて、す でに受益者に対 して信託財産 を給付 して しまって いる場合には、 その

分 につ いては、受益者か ら返還 を受 け るべ きであ り、受託者 は返還義務 を免れ ると解すべ

きである。 そして、 この受益者の返還義務 の範 囲 を定めているのが、信 託法12条2項 とい

うわけ である。

以上 をま とめ る と、詐害行為 取消権 にあっては、 その効 果は相対的取消 であるとの前提

にたつ と、受益者(B)を 相手 として取消権 を行使 した場合 には、取消の効果 は転得者(C)

には及 ばないために、債権者 は転得 者(C)に 対 して、財産の返還 を請求す るこ とはで きな

い。 これに対 して、詐害信託取消権 にあ っては、債権者 は、受託者(E)を 相手 として取消

権 を行使 した場合であ って も、 その効 果は、受益者(F)に も及 び、 ため に、受託者だけで

はな く受益者 に対 して も、財産の返還 を請求す ることが できる。 また、受託者 は、詐害行

為取消権 におけ る受益者(B)と は異 なって、信託行為 に基づ いて、す でに、受益者に対 し

て信託財産 を給付 して しまったため に、 もはや、信託財産 を所有 していない場合 には、信

託財産 の価格賠償義務 を負 うこ とはない。受益 者に給付 された分 につ いては、信託法12条

2項 に したがって、受益 者に対 して、 その返還 を請求すべ きであ る。
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ところで、詐害信託取消権 にあっては、債権者は、受益者(F)の みを相手 として取消権

を行使することができるだろうか。この点については、以下の理由か ら否定的に解すべ き

であろう。すなわち、信託は、そもそも、受益者のために存在す る制度である以上、信託

にとって、受益者の存在は必要不可欠である。 したがって、受益者から受益権 を剥奪す

る、換言すれば、信託か ら受益者の存在は消滅させなが ら、受託者は、信託財産を、信託

財産 として保持 し続けるという事態は、信託の存在意義か らは許されることではない。ま

た、実際上も、受託者にとって も、受益権は消滅したに もかかわらず、信託財産を信託財

産 としての性格 を維持 したまま、管理・処分するということは不可能である。したがって、

信託設定行為は、受託者 ・受益者両者の関係において、取 り消すべ きであって、受益者 と

の関係でのみ取 り消すことは許されない。さらに、受益者の地位は、信託設定行為から派

生的に生 じたものであ り、受益者は、その積極的な意思的関与なしに、その地位 を取得 し

たものである。そこで、信託を消滅させる一一信託設定行為 を取 り消す ためには、受

益者ではなく、受託者を相手 として取消権 を行使 しなければならない と解すべ きであろ

う。

このように、詐害信託取消権にあっては、受益者のみを相手 として取消権を行使す るこ

とは許 されず、受託者 を相手 として取消権を行使す ると、取消の効果は受益者にも及ぶ。

そして、債務者(委 託者)の 下か ら流出した財産の返還を請求す る場合には、信託法12条

2項 による制限はあるものの、受託者 ・受益者の両者相 まって、詐害行為取消権における

受益者(B)あ るいは転得者(C)の 地位にあると考えるべ きである。なお、詐害信託取消権

の詐害行為取消権に対す る特殊性は、債権者が、取消権 を行使 して、受託者あるいは受益

者に対 して、財産の返還 を請求す る場合に限られる。 したがって、詐害財産が、第三者に

譲渡された場合、当該第三者は、 まさに、詐害行為取消権における転得者(C)に 該当し、

その者との関係は、民法424条 によって律せ られることになる。

V詐 害信託取消権 の特殊性の理 由について

ここでは、詐害信託取消権の詐害行為取消権に対する特殊性およびそのよってきたる理

由について考えてみたい。なお、 まず、確認しておきたいのは、前述 したように、両者の

差異が表れるのは、債権者が、受託者 を相手 として取消権を行使す る場合に限られるとい
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うことであ る。信託財産 に利害関係 を有す る第三者が登場 した場合 には、 この第三 者 との

関係 は、 民法424条 に よって律せ られ ることになる。

さて、詐 割 テ為 取消権 の場合 も、詐 害信託取消権 の場合 も、取消権の行使 に際 しては、

債務者 に詐 害の意思がなければな らない ことは共通 している。 しか し、前者の場合 には、

取消の相 手方は悪意でなければな らないのに対 して、後者の場合 には、取消 の相手 とすべ

き受託 者は善意 であって もよい。 したが って、債務 者が詐害の意思 をもって信託 を設定 し

た場合 には、 この信託 は、常に、取 り消 され る可能性 があるこ とになる。 そ して、筆者の

立場 に よれば、受託者 を相 手 として取 り消す と、取消の効果 は受 益者 に も及 び、 その結

果、受 託 者お よび受益 者は、それ ぞれ、両者 に帰属 して いた信 託財産 を、債務 者(委 託

者)に 対 して返還 しなければな らな くなる。 なお、受益者 は、 その主観 的態様 にかかわ ら

ず、将来 にわたって受益権 を失 うことには変 わ りは ないが、受益の当時、善意無重過失で

あ る場合 には、既得権 は保護 され る(信12条2項 但 書)。 以上 よ り、詐害信託 取消権の詐

害行為取消権 に対す る特殊性は、第一 に、受託者 を相手 とす る取消の効果 は受益者 に も及

ぶ こと、第二 に、債務者 に信託の意思が ある以上、受託者 ・受益者の主観 的態様 にかか わ

らず、信託 は取 り消 され るこ とにな るので、詐害行為取消権 に比べて、受託 者お よび受益

者に とって厳 しい もの となっていることにあ る。

この うち、第一の特殊性 は、 まさに、信託 とい う法形式に よって、論理 的に もた らされ

た結果 とい えよ う。 これに対 して、第二の特殊性 は、第一の特殊性 とは異 な り、信託 とい

う法形式か ら説明す るこ とはで きない。それでは、 なぜ、 同 じく債権者 を害す る行為 であ

って も、信 託 とい う法形式 をとった場合 には、他 の法形式 を とった場合 よ りも、受託者 お

よび受益者 に とって、厳 しい結果が もた らされ るのであろ うか。 この点につ いて、四宮博

士 は、 まず、信託法 が、受託者 が善意 であ って も取消 を認め た点につ いては、「受託者 は

信託財産 の名義者かつ管理権 者にす ぎず、取消の効 果 をつねにかれに及ぼ して もその利益

を害 しないか らで ある。」(『信託法(新 版)』148頁)と され、 また、受益者 につ いては、

「受益権 の取得 が無償(贈 与)で あ るの を通常 とす るので、受益者の利益 を害す るこ とが

少 ない と考 えたためであ る」(同149頁)と され る。 しか し、博士の理 由付 けには、以下に

述べ るように疑 問があ る。すなわち、詐害行為取消権 の場合 には、無償行 為であ る贈与契

約 を受贈 者 を相 手 として取 り消す ときであって も、受贈 者の悪意 を必要 とす る。 したが っ

て、受益者につ いて、受益権の取得 が無償 であ るこ とを理由 として、詐害信託 取消権 の特
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殊性 を説明す るのは、説得 力に欠け ると言わざるをえない。

さて、筆 者の立場に よれば、 前述 した ように、詐害信託 の場合 、受益者か ら受益権 を剥

奪 す るためには、信託 を、受益 者 との関係のみ ならず、受託 者 との関係 で も消滅 させ る必

要がある。特に、受益 者に対 して、将来 にわたる受益 を否定 す るためには、 その前提 とし

て、受託者の下 にある信託財産 を債務者 に返還 させ るこ とが必要 になる。 ところで、信託

法 は、受益者 に対 して は、 その主観 的態様 にかか わらず、将来の受益 を否定す る とい う立

場 を とっている(信12条2項)こ とか ら、詐害信託の場合 には、受託者の主観的態様 にか

か わらず、受託者 を相手 とす る信託の取消 を認め る必要が あ る。す なわち、信託法12条1

項が、受託者が善意 であって も、信託 を取 り消す こ とが で きるとす る理由は、 まさに、 こ

こにあると解 され る。 したが って、詐害信託取消権 の特殊性 を考 えるに際 しては、問題 の

核心 は、受益者 は、なぜ、善意 であって も、受益権 を剥奪 され るか にある。この点 は、無

償性 を理 由 として挙 げて も、 説得力 に欠け ることは前述 した通 りであ り、 まさに、信託法

立法当時におけ る立法府 の信託 に対す る不信 感 を表 してい るとしか いいようがない。 しか

し、通常の贈 与の場合 には、贈与 の対象 となった財産 は、受贈者 の責任財産 とな る。 これ

に対 して、信託 の場合 には、信託財産 は、信託法16条 の例外 はあ るものの、受託者 の債権

者か らも、委託者の債権 者か らも、差押 えを免れ るこ とにな る。 換言すれば、信託 の設定

に よって、私人間 で差押禁止財産 を、 いわば、財産 の聖域 を作 ることが可能にな る。信託

に対す る法の厳 しい態度は、単に信託 に対す る不信 感だけではな く、 この間の事情 も反映

してい るのではないだろ うか。 さらに、前述 したように、信託 法12条 に よって、詐害信託

は、債務者(委 託者)に 詐害の意思があれば、受託者 ・受益 者の主観的態様にかかわ らず、

債権者に よって取 り消 され る可能性がでて くる。 その結果、受託 者は、信託 を引 き受 け る

に際 しては、 当該信託が、詐害信託に該 当す るか否か を慎重 に調査 す るように なるこ とが

考 え られ る。 その意味で、信託法12条 は、信託 の悪用 を避け る という機能 を担わ されて い

るとも考 えられ る。

一53一



信託法13条1項 の適用範 囲 に関す る

2、3の 疑 問

沖 野 眞 已



1は じめ に

信託は、受託者への財産権の移転 と受託者による当該財産の管理 ・処分 を内容 とする

(信託法1条)。 そして、財産 を管理 ・処分す るには占有を必要 とするか ら、 占有の移転が

信託関係の成立に必要であると解されている(1)。一般に、 占有の移転があった場合、占

有の承継人は自己の占有のみを主張す ることも前主の占有を併せて主張す ることもできる

が、後者の場合には前主の占有の暇疵 を承継す る(民 法187条)。 これに対 し、信託法13条

1項 は、受託者は信託財産の占有について委託者の暇疵を承継す ると規定 し、受託者が自

己の 占有のみを主張する場合においても前主である委託者の占有の暇疵を承継することを

定めている。

同項の適用範囲については、これを実質的な自益信託に限定するのが現在の通説的見解

である②。 しか し、この点については学説の変遷があるうえ、 さらに近時、別の角度か

ら同項を意義づける見解 も出されている。 したがって同項の適用範囲についてはなお検討

の余地があると思われる。そこで、以下では、13条1項 の適用範囲およびそれ と関連する

同項の意義 について考察 したい。具体的には、まず同項の制定過程 を見、次にその後の学

説の展開を概観 し、最後に問題の整理 と若干の検討 を行 う。(な お、以下では、特に断 ら

ない限り、「13条」 と言う場合は 「13条1項 」 を指す ものとする。)

II立 法 過程

立法段階 では13条 の適用範囲 につ いて どの ように考 え られていたのか。以下 では、13条

の制定過程 を概 観す る。

13条 に該 当す る規定は、大正8年8月16日 付草案 第12条 として登場 してい る。 その1項

は、 「受託者ハ信 託 ヲ受ケ タル財産 ノ占有 二付委託 者 ノ占有 ノ暇疵 ヲ承継 スル」 とい うも

ので あ り、現行13条 とほぼ同様 である(3)。 この よ うな規定 が設け られ た背景 に は次 の事

情が ある。す なわ ち、 これに先立 って、大正7年10月 か ら11月 にかけて、執行免脱や財産

隠匿のため の信託の利用 といった信託の濫用 の防止・抑制が、一つ の大 きな課題 となった。

その観 点か ら、信 託 目的に制 限が加 えられ、具体 的には、脱法信託 の禁止、債権者詐害信
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託 の禁止、訴訟信託 の禁止 に関す る規定が置かれた。 いわゆ るダー ク・サ イ ド対策であ る。

そ して、 この対策の補完 として追加 され たのが、委託者の暇疵承 継に関す る12条(現 行13

条)で あった(4)。

12条 は「『委託者二対 シテ行 フ以上 ノ権利 ヲ受託者 二行 フ能ハ サル主 旨』 を定め たもの」

であ ると言 う(5)。 山田教授 に よれば、 この記述 の趣 旨は 「受 託者 を委 託者 以上 には保護

す る必要が ない」 とい うこ とであ り、 このよ うな規定が設け られたのは 「物の暇疵 ある占

有者 であ る委託者が、その物 を善 意の受託者 に移転 して善意 占有の保護 を受 けよ うとす る

ような、信託制度 を利用 して 占有 の暇疵 を不 当に消 滅せ しめ よ うとす る企 てがなされ るこ

とをおそれたためであ ろう。つ ま り、 自益信託の形 を利用 して暇 疵 ある占有 を暇疵 なきも

の とし、不 当に無暇疵 占有 の保護 をうけ る弊害 を警戒 しての もので あ り、 ダー ク ・サイ ド

対策 の一つ と見なすべ きものであ る。」 と解説 され る(6)。

12条 は、 その規定 の文 言上 その適用範 囲 を特 に 自益信 託 に限定 して はいな い。 ところ

が 、信託 法案(未 定稿)13条 では、「委託 者 力同時二受益 者ナル トキハ受託 者ハ信託財産

ノ占有 二付委託者 ノ占有 ノ暇疵 ヲ承 継ス」 との定めになってお り、 その適用範 囲は明示 的

に 自益信託 に限定 されてい る。他 方で、大正8年12月9日 付草案(司 法省信託 法調査会委

員会議決)15条 、大正10年12月23日 付草案13条 は、いずれ もその ような限定のない形にな

ってい る。以上の経緯で注 目され るのは、信託法草案(未 定稿)で は、明文で 自益信託 に

限定す る案 が考 え られ なが ら、最 終的にはそのよ うな立場が とられ なか ったことである。

これがいかな る理 由に基づ くのか、 自益信託 に限定す るこ とを否定す る趣 旨であったのか

は明 らかではない。 しか し、少 な くとも、立法過程 において、 明示的 に自益信託 に限定す

る ということが選択肢の一つ として念頭 に置かれ なが ら、その選択肢が採用 されなか った

こ とは確 かであ る。

そ して、衆議院 での趣 旨説明に よれば、13条 の趣 旨は、①受託者 は民法上は完全 に財 産

権 を取得 す るとはいえ結局 自 らその財産 に よ り利益 を受 け るものではないか ら、委託者以

上 に これ を保護 す る必要 は ない、② この規定 がなければ、例 えば、民法192条 に関 し、悪

意 の委託者が 自ら受益者 となって その動産 を受託者に信託 し真 の権利者 を害 し不当に利益

を収 め る弊 害が生 じる、 とい うこ とであ る(7)。上記の説 明の うち、② は 自益信託 を例 と

して挙げ てお り、濫用 の危険が高 いのは 自益信託 の場合 であ るとの認識 を示 してい るが、

他方、① は他益信託 に もあて はまる。適 用範 囲の限定に関す る言及 がないこ とと合 わせみ
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れば、立法段階 では、少 な くともその趣 旨説明においては、13条 は 自益 ・他益 の区別 な く

適 用 され るもの と考 えられていたかの ようであ る。

III学 説 の展 開

1.従 来の 多数説

当初 、学説は、13条 の適 用範囲 につ いて、特 に論 じていなか った ⑧ 。一方 で、 これ ら

の学説は、13条 の趣 旨について、①受託者 は信託財産 を取得す るが、 自己のために管理処

分 す るものではないか ら、委託者以上の保護 ・一一般の取得者 と同一 の保護 を与 える必要 も

理 由 もな く、② この ような規定が ない と却 って財産の 占有 につ き暇疵 あ る者が信託 を濫用

し真実 の権利者の権利 を害す る虞 れが あ る、 とい う、衆議院 での説明 を踏襲 した解説 をし

ている。 この解説か らすれば、13条 は 自益信託 のみな らず他益信託 に も適用 されるとの帰

結が導かれやす い。 なぜ な ら、前述 の ように① の点は他益信託の場合 も同様 であ り、 また

② につ いて も、濫用の危 険が 高いのは 自益信託 の場合 であ ろ うが(9)、 か とい って他 益信

託の場合 も濫用の危険な しとは言 えないか らである(10)。

13条 の適用範囲 について明示的 に論 じたのは、適用 を限定 とす る立:場か らの、細矢教授

の見解 であ る。す なわ ち、同項の適用範 囲は委託者の利益 のための場合 に限 られ、第三者

の利益 の為 の場合 には適用 がない との主張 である(11)。

これに対 し、青木教授 は、 第三者 を一定期 間受益者 として委託者 を期 間終 了時の帰属権

利者(元 本受益者)と す る場合 のよ うに、第三者が受益者 となって いるけれ どもなお濫用

され る場合 があ るこ とを理 由に、受益者が誰 であるか を問わず広 く適用す るのが法の趣 旨

であると論 じた(12)。

以上 か らす れば、 自益信託 ・他益信託 の両方 に13条 の適用が ある とい うのが従来の多数

説 であ り、青木教授の主 張は多数説 の側か らの反論であった と言 えよ う。

2.四 宮説 とその通説化

青木教授の批判をそのままいれ、なお細矢教授のように適用範囲を限定 しようとするな

らば、一つの途は、同項の適用範囲 を濫用の危険のある場合に限定す るという立場 をと

り、自益信託のみならず委託者 自らが実質的に利益を得 る場合 をもとりこむことであろ
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う。 まさに、 この途 を選択 したのが 四宮教授 であ る(13)。 四宮説 は、同項 の適用範 囲 を自

益 信託お よび委託者 と受益者 との通謀 の場合 ないし実 質上 自益信託 と同視 すべ き場合に限

定す るこ とを主張 す るq4)。 その理 由は次 の とお りである。す なわ ち、第1に 、信託財産

は委託者 および受益者か ら独立 した存在 であ るが、 自益信託の場合 には、信託 は委託者個

人の財産 管理機構 であ り、委託者=受 益者 の利益か ら独 立 した独 自の利益 を有 す るわけで

はないか ら、信託財産 の独 自の地位 を認めてそれを保 護す る必要 は存 しない。第2に 、 こ

の ような場合 に まで信託財産に独 自の地位 を認 め ると占有の暇疵 を消滅 させ無暇疵 占有の

保 護 を受け るために信託制度 を利用す るとい う弊害 が生ず る(15)。

以降の見解 はほ とん ど四宮説 を採用 して お り(16)、13条 の適用 範囲 をこの ように限定す

る見解 は、現在の通説 と言 って よい(17)。 信託法改正 試案13条 、13条 の2も また この立場

を採用 してい る(18)(19)。

3.四 宮説 の もう一つの主張

占有 の暇疵 の判 断に関 して、四宮説はさ らに特徴的な主張 をして いる。 それは、 同説に

よれば同項の適用 が排 除され る他益信託 の場合 に、受益者の悪意 ・有過失 とい った受益者

につ いての 占有の暇疵 を考慮す るとの主張であ る。 その理由 としては、暇疵 を対抗 されて

もやむ をえない事 情が受益者 にある場合 には、た とえ受託者が善意 ・無過失 であって も、

受益者 を保護すべ きではない とい う実質的判断のみが示 されてい る(20)(21)(22)。

四宮説 の 「実質上の 自益信託」が、 その例 に示 されているように、委託者が 同時 に受益

者 とな る場合 を意味す るのであれば(23)、 他益信託 の場合に受益 者の 占有 の暇疵 を考慮す

るとの四宮説の主張 は、結局、 自益信託 ・他益信託 を通 じて、信 託関係 にお いて 占有の暇

疵 は基本的には受益者 につ いて判 断す る とい う考 え方 に通ず る(24)。 さ らに また、 四宮説

の理 由中の信託におけ る 「利益 」 を強調す るな らば、受益者 こそが常 にその利益 主体 であ

るか ら、や は り同様 の考 え方に連な りうる。その旨 を表明す るのが三菱信託銀行信託研究

会 および新井教授の見解 である(25)(26)。

4.別 方向からの解説

以上のような学説の流れとは異なる方向か ら13条を理解するのが、次の大阪谷教授の見

解である。すなわち、同教授によれば、13条 は、信託において受託者が必ず委託者の占有
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を引き継 ぐこ と、それ故委託者の 占有の暇疵 を受託者が承け継 ぐこ とを定めたものであ

る。受託者の占有は受益者のための占有であり他主占有であるとの精神がこの背後に存在

する。13条 の意義は、端的にそれを示す表現こそとっていないものの、受託者の自主占有

を否定 し受託者は他主 占有 しか もたないことを明確にす る点にある。具体的には、受託者

の占有が他主占有である以上信託財産を時効取得することは原則 としてありえない という

帰結がここから導かれる(27)。

従来の学説は、13条 を論 じるにあたって、受託者(あ るいはそれを介 しての委託者)が

信託関係外にある第三者に対 して無暇疵 占有 を主張す る場面 を想定 してきた。これに対

し、大阪谷説は、受託者が受益者に対 して無暇疵 占有 を主張す る場面 を念頭に置いてい

る。その点で従来 とは別の観点からの議論 ということにな り、大阪谷説は、「13条はどの

ような局面を問題 としているのか」 という、従前ほとんど問われず曖昧なままにされてき

た問題を提起 している。

IV整 理 と検 討

1.総 説

IIIで見たように、 占有の暇疵については受益者にスポットをあてるべ きだとの考え方や

13条は受託者の占有が他主占有であることを示す規定 と捉えるべ きだ との考え方が表明さ

れてはいるものの、13条 の適用範囲を実質的な自益信託に限定するのがなお現在の多数 で

あ り通説であるといってよい。 しか し、この通説には、様々な疑問がある。すなわち、

「委託者個人の財産管理機構」 とは何 を意味するのか、濫用の危険 というが濫用の危険は

実質的な自益信託の:場合に本当に限定されるのか、自益信託のほか委託者と受益者が通謀

した場合 ・実質上 自益信託 と同視すべ き場合を加えるがこれを加える理由は、そうすべ き

だという以上に示されていないのではないか、等々である。

そこで、以下では、通説の理由とする 「委託者個人の財産管理機構」および濫用の危険

について検討 し、その際に受益者 を基準 とする見解に触れ、最後に、大阪谷説から導かれ

る13条の想定局面 という問題について簡単に言及す る。

2.「 委託者個人の財産管理機構」
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(1)信 託が 「委託者個人の財産管理機構」である場合は委託者の占有の暇疵が承継さ

れることを13条 は示 しており、他益信託の場合は 「委託者個人の財産管理機構」とはいえ

ないので13条 の適用は排除され民法の原則に戻 るというのが、通説の基礎である。

(2)「 委託者個人の財産管理機構」 とい う概念は明確ではない。「委託者の地位の延

長」 といった表現が用いられることもあるが、 これもまた同様に不明確である。これを分

析するにあたって、占有の暇疵に関することであるから、まず、その占有の性質を考 えて

みよう。自益信託における占有はどのように理解 されるのか。委託者が唯一の受益者 とな

る単純な自益信託について考えてみると、そこには3つ の可能性がある。第1に 、受託者

は独立の占有を取得する。第2に 、受託者は委託者の占有代理人 となる。第3に 、受託者

は占有代理人です らな く占有補助者にす ぎない。第1の 場合、受託者は委託者から独立の

占有を取得 しているか ら、 占有の暇疵は受託者について定めることになる。第2の 場合、

代理占有の一般論からは占有の暇疵は直接 占有者について定めるので、この場合 もまた、

直接占有者である受託者について定めることになる。第3の 場合、受託者は 占有補助者に

す ぎないので、 占有の暇疵は委託者について定めることになる。したがって、「占有」 と

いう側面から、委託者の 「財産管理機構」ないしその 「地位の延長」であり、ゆえに委託

者の暇疵を常に承継すると言うためには、受託者の占有 を第3の 意味で理解す ることにな

る。 しか し、この理解は1条 との関係で問題があるのではないか。通説は信託の場合の受

託者の占有は一般に代理 占有であると考えているので、この局面だけ異なる理解 をするに

はもう一段の説明が必要である。仮に、この局面では占有補助者 とするなら、他益信託の

場合は受益者の占有補助者 となるのか、そうではなく他益信託の場合は受託者の独立の占

有ないし代理 占有 となるのだとすると、少な くとも物理的な握持の移転では同 じに見える

のに自益信託と他益信託 とで区別されるのはなぜか、 も問われる。また、信託の占有関係

はこの局面でも代理 占有であるとす るならば(28)、代理 占有の一般論 との関係が問題 とな

る。

さらにまた、 占有の点で委託者の 「財産管理機構」あるいは委託者の 「地位の延長」で

あるということと、 自益信託と他益信託の区別 とは必然的には結びつかない。一方で、他

益信託でも、委託者が同居の配偶者を受託者 とし子供を受益者 として実際には自ら管理を

継続する場合のように、委託者の占有の延長 といえる場合があるし、他方、 自益信託で
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も、物理的な握持 という点で、委託者の支配から完全 に独立させることは可能だからであ

る。通説の立場では、前者の場合 については 「実質上の 自益信託 と同視すべ き場合」 とし

て取 り入れるという途が用意されているが、後者については手当がないように思われる。

(3)占 有の観 点か ら、通説 を理 由付 けるには この よ うに大 きなハー ドルが あ る。 自益

信託 ・他益信託の 区別 と整合 的に説明す るには、利益 の帰属 に着 目す る方が容易 であろ う

(29)。実際、通説 は、物 理 的 な握持 では な く、む しろ、利益 の帰属 を強調 してい る(30)。

しか し、 これに対 しては、利益 の帰属 を基礎 として 占有 の暇疵 を判断す るのは一般の 占有

の場合 と抵触す るのではないかが問題 となる。 占有 は物理 的 な支配 を外形的 ・抽象的に判

断す るのが基本 と考 えられ るか らであ る(31)。ただ し、信託 の場合は別 であ る と言 うこ と

は可能であ ろ うが、 その場合 は、 なぜ信託 の場合 は別 なの かが さ らに問われ るこ とに な

る。また、利益 の帰属 を基礎 とす るな らば、それは結局、 自益信託か他益信託 かにかか わ

らず、受益 者 を基準 として 占有 の暇疵 を判断す るとい う考 え方に到達す るのではないか と

い うこ とが考 えられ る。

受益者 を基準 とす るとの考 え方 に対 しては、 い くつか の問題 を指摘す ることがで きる。

第1は 、13条 の文 言 との整 合性 であ る。「受託者ハ …委託者 ノ占有 ノ暇疵 ヲ承 継 ス」 を 占

有 の暇疵については受益者 につ いてこれ を決す る との意味 であ ると読むのは、 いさ さか 無

理 がある。第2に 、 ここで も、 占有関係 をどの ように理解す るかが問題 である。受託者 を

受益者の 占有補助者 とす るな らば 占有 の暇疵 は受益 者につ いて決す るとい う結果 を説 明 し

や すいであろ う。 しか し、受益 者は委 託者 と異 な り物 理 的 な把持 を一 度 た りと も取得 せ

ず、 また管理 に関 して指示 をす るな ど管理面 で支 配 を及 ぼす とい うこ ともない とい うの

が、信託の場合 の通常例 と思 われ、 この ような場面に、受託者 を受益者 の占有補 助者 と言

うのは難 しいであろ う。 また、代 理 占有 とす ると、代理 占有 の一般論 との関係 が問題 で あ

る((2)参 照)。 第3に 、細かい点であ るが、受益者 を基準 とす るとなると、受益 者が不

特定 ・未存在(8条 参照)の 場合 をどう処理す るか とい う問題 も生 じる(32)。第4に 、 公

益信託につ いては、受益 者の存在 自体争 いがあ るため、 これ も問題 となろう。

(4)「 委託者個人の財産管理機構」 という概念は曖昧であるが、通説がこの概念か ら

さらに、委託者 と受益者の通謀ないし実質上 自益信託 と同視すべ き場合 をも含む との帰結
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を導 くに至って、この概念はいっそう漠 としたものとなる。特に、委託者と受益者が通謀

した場合を 「委託者個人の財産管理機構」に含 ませ るのは、 占有 という議論枠組みでこれ

を理解する限 り、その言葉の上から無理がある。通説は、いわば不当な場合 をすべてここ

に含ませるために概念操作 をしているのであ り、「委託者個人の財産管理機構」とい う概

念は、自益信託における占有関係を表現するというより、むしろ、委託者による信託の不

当利用を指 して使われていると考 えざるをえない。つ まり、通説は、自益信託の場合 は

「委託者個人の財産管理機構」であるから占有の暇疵について当然委託者のそれを承継す

るという表現 をしており、一見、 自益信託における占有関係が 「委託者個人の財産管理機

構」 と評価 されるものであ り、その占有の性質から当然に暇疵承継 という帰結が導かれる

かのようである。 しかし、 占有の性質から当然の帰結 というためには、なお説明が必要で

あ り、「委託者個人の財産管理機構」という表現は、むしろ、占有の性質以外の、政策的

な判断 を基礎 としているように思われる。そして、その政策的判断こそが、濫用の防止で

ある。

3.濫 用の防止

では、通説 の、濫用 の防止 とい う理 由付け は説得 的だ ろ うか。

第1に 、通 説に対 しては、濫用の危険が生ず るのは実質的 な自益信託 に限 られない との

批判が考 えられ る。他益信託 の場合 であ って も、例 えば、配偶者 を受託者 とし子供 を受益

者 としなが ら、実 際には委託 者が利益 を享受す るこ とは容易 にで きる(33)。信託宣 言に よ

って 自ら受託 者 とな り管理 まで行 う場合 には いっそ うで ある(34)(35)。通 説の立場 か ら、

この ような場合 を通謀の場合 ない し実質上 自益信託 と同視すべ き場合 であ るとして13条 の

適用範囲に含 ませ るこ とも可能だが、 その場合 には、13条 の適用範囲 を 「限定」す る機 能

は失われ よう。 したが って、濫用の危険 とい う13条 の趣 旨か ら、実質的な 自益信託 にその

適用 を限定す る とい う帰結 は必然的には導かれ ない(36)。

第2に 、逆 に通説 の側か らは、全 く限定 を しなければ濫 用の危険がない場合 に も13条 を

及 ぼす こ とにな るとの批判が考 え られ る。顕著 なの は公益 信託の場合 である。公益信託 の

場合 は、特にその公益性 ゆえに、受託者の 占有 を委託者 の占有 と切 り離 し、受託者が暇疵

なき占有 を選 択す る権能 を奪 うべ きではない とい う実質 的判断が予想され、 この実質 的判

断 を汲 むこ とので きない見解 はその妥当性 を疑 われ るのではないか とい うこ とであ る。 し
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かし、公益信託の場合、この実質的判断が支持されるのは、その他益性ゆえではなく、そ

の公益性ゆえである。そうであるならば、公益性に着 目して13条の適用範囲を画すれば足

り、公益信託の場合 を理由に、他益信託全般を13条か ら排除するとの帰結を導 くことは妥

当とは思われない。

4.13条 の趣 旨 民法 との関係

(1)通 説 は、 その根 底において、民法 との関係で13条 について特定の理解 を している

ことが うかがわれ る。す なわち、13条 は民法187条 の例外規定 であ り、例外 的取 り扱 いは

限定すべ きで あ り、特に その よ うな例外 的措 置 をす るだけの理由のあ るの は、 「濫用 の危

険」が高 く 「委託者個 人の財産管理機構」 であ る自益信託 の場合 であ るか ら13条 の適用は

原則 として この場合 に限 るべ きであ る、 とい う考 え方 であ る(37)。

13条 が民法187条 の例外規定で あ り、例外的取 り扱 いは慎重 になされ るべ きだ として も、

問題 は、 その例外 的取 り扱 いが何 に着 目してなされてい るか である。

そもそ も信託 に民法の一般の譲渡等 の場合 と同様 の保護 を与 えるかは一つ の 問題 であ

る。信託 の場合、受託者へ の財産移転、受益者の受益 はいずれ も無償 であ り、 しか も、13

条が問題 とな る即 時取得 や時効 取得 の局面 で は(13条 の局面 について は、5.で 後述す

る)、 民法 の原則 に よれば、受託者 お よび受益 者 は真 の権利 者の犠牲の下に保護 を受 け る

こ とにな る。民法424条 が信託法12条 によって修正 されて い るように、 この場合 に も、信

託の無償 性に鑑 み保護 を薄 くして よ く、一般の譲受人 と同様 の保護 を与 える必要 はない と

いう考 え方 はあ りえ よう。現 に、通説 も、12条 に関 しては、「取 消の結果 必要 な限度 で受

益者 は受益権 を失 うこ とになるが、 それは、受益権 の取得 が無償(贈 与)で あ るの を通常

とす るので、受益者の利益 を害す るこ とが少 ない と考 えたためであ る。」(38)、 「受託 者の

善意 の ときに も取消権 を認め るの は、受託者は信託財産 の名義者かつ管理者 にす ぎず、取

消の効果 をつ ねにかれに及ぼ して もその利益 を害 しないか らであ る。」(39)と 説 明 してい

る。 この説 明は13条 に も適合 的で ある(40)。 民法 は有償 ・無償 を問わずすべ て を包含す る

ものであ り、 しか も通常 は有償の場合 をモデルタイプ として規律が作 られてい る。信託 の

場合 は、民法 と異な り、無償の ものに限 られ るため、 この信託の特殊性 に着 目して、信託

法 は民法 と異 なる規定 を置いたの であ り、13条 は確か に民法 の例外 を定め ているが、 それ

は、信託が民法のモデル タイプ とは異な るタイプ だか ちである。 この理解 にたてば、信託
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である以上 自益 ・他益 を問わず例 外的性質 を備 えてい るか ら、13条 は信託一般に適用 され

るこ とにな る。

(2)仮 に、13条 は信託 の無償性 に着 目して、信託一般 につ き民法 と異な る扱い を定め

たのだ と理解 す る と、 この理 解 に対 しては、 さ らに次 の疑 問が投 げかけ られ よう。 それ

は、13条 の実効性に関わ るものであ る。す なわち、信託 を利用 して暇疵 占有 を無暇疵 占有

に変 えるとい う方法は、13条 に よって塞がれ るが、暇疵 占有 を無暇疵 占有に変 更 したい者

は、贈 与等他 の手段に よって容易 に 目的 を達成す ることがで きる。 とす る と、信託 の場合

だけ をブ ロックす るこ とに どれ程 の意義が あ るのか。贈 与等 の他 の手段 の悪用 につ いて

は、 民法上やは り手 当が されてい るのだ とす ると、信託 とい う手段 をとる場合 も、 それ ら

と同様 民法で用意された方法 に よればよ く、敢 えて信託につ いて特別 の規定 を置 く必要 も

理 由 もない。

この延長上 には、信託 自体 の評価 の問題が ある。13条 は、信託 の暗黒面の強調 を背景 に

入れ られた規定 であ り、 その意味で、信託 の利用 を抑止す る機能 を持 ち うる。現在におい

て、信託は、不 当利用の恐れが あるのでな るべ く使 われない ようにすべ きであ ると考 える

な ら、 これは13条 の適用範囲 を広 げる方向へ とつなが りや すい し、そ うではな く信託の利

用 を活発にすべ きだ と考 え るな ら、13条 の適用範 囲 をよ り限定す る方 向へ と向かいやす

い。 これ らの結びつ きは もちろん必然 ではないが、 この点 に関す る政策判 断は13条 の適用

範囲の議論 に反映 しうるものであ る。

5.13条 の想定する局面

13条は、誰 と誰 との関係を規律 しているのか。換言すれば、13条 はどのような局面に及

ぶのか。占有の暇疵およびその承継が問題となる局面 として、取得時効を例にとると、13

条の及び方にはい くつかのものが考えちれる。従来は、信託外に真の権利者たる第三者が

存在し、この第三者に対 して受託者(さ らには受託者を介 して委託者)が 時効取得 を主張

するという局面が専 ら想定 されていた。これに対 し、大阪谷説は、受託者が受益者に対 し

時効取得 を主張するという局面 を想定 している。

従来の理解は、委託者による濫用の防止という13条の出発点を背景 とするものである。

13条の趣旨の理解が どうであれ、従来想定されてきた局面が13条 の及ぶ場面の一つである
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ことには異論はないであろう。では、受託者か ら受益者に対する時効取得 の主張はどう

か。「受託者の占有が権原の性質上他主占有であ り、 したがって受託者が受益者に対 して

信託を否認する旨を表示 しない限 り、完全権 を時効取得することはあ りえない」 という帰

結は、通説も認めている(41)。したがって、通説 と大阪谷説の違いは、その帰結 を13条か

ら導 くか否かにある。時効取得がないという帰結に関しても疑問がな くはないが(42)、そ

の帰結を認めるとしても、大阪谷説のように、これを13条か ら導 くには、「受託者ハ…委

託者ノ占有 ノ暇疵 ヲ承継ス」という文言が大 きな障害になると思われ る。

以上は、いずれも受託者による権利主張であるが、13条 の働 きうる場 としてはさらに、

受託者から信託財産 を譲 り受けた第三者が真の権利者たる第三者に時効取得 を主張す ると

いう局面(信 託外の第三者間の争い)が 考えられる。例えば、悪意の委託者が不動産を5

年間占有 し、それに信託を設定 して善意の受託者が8年 間占有 した後、受託者から善意で

譲 り受けた第三者が3年 間占有 しているというとき、譲受人たる第三者が時効取得 を主張

する場合、13条 が及ぶ とすれば、受託者の 占有は悪意 占有とな り、第三者の時効は完成し

ていないが、13条 が及ばないとすれば、第三者は受託者の善意 占有 と自己の善意 占有を併

せ時効の完成を主張することができる。13条 がこのような場合をもカバーするのか どうか

は、13条 の趣旨の理解に関わる(43)。ここでは、このような問題 もあることを指摘するに

とどめる。

VI終 わ りに

以上 では、13条 は実質的な 自益信託に限 って適用 され るとす る通 説に対す る疑問 を述べ

た。通説 は、理論的 に詰め るべ き点 を残 してお り、少 な くとも現状 では、 その論ず るとこ

ろは十分 に説得 力 とは言い難 い。本稿は、 立法過 程お よび学説の展 開 をふ まえて、13条 の

適用範 囲に問す る従 来の議論の不完全 さを指 摘す るとい う観点か ら、 い くつかの問題 を示

したにす ぎない。13条 の適用範囲 につい ては、 なお以下 の分析 も必要 であ る と考 えるの

で、最後 にその項 目をあげて、稿 を閉 じたい。

まず、 自益信託 に限定 され るか否か とい う、伝統 的な問題につ いては、 さらに、具体的

な帰結 の検討(例 えば、委託者が悪意であ り受託 者が善意の場合 は どのよ うに扱 うのか)、
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信 託におけ る占有 の概念の考 察、二者 ない し三者 あるいはそれ以上 が関与す る場合 の民法

の諸制度(代 理 占有、代理 、第三者の ためにす る契約(受 益者 が物権 を取得す る場合 とそ

れ以外の場合)、 権利能力 なき社 団・財団、法人、委任(財 産権 の移転 を伴 う場合)、 共有、

負担 附贈 与)に おけ る占有 の暇疵 の判 断 とその比較、等の作 業が有 益 であ り必要 であ ろ

う。

次 に、13条 の適用範 囲 とい うと、従来専 ら、 自益信託 に限定す るか否かが論 じられて き

たが、13条 の適用範囲に関 しては、他 に も問題があ り、 それ を検 討す ることに よって、 よ

り13条 の趣 旨を詰め ることがで きると思 われ る。

いずれにおいて も、民法 との関係 で信託法 をどう位 置づけ るか、信託制度につ いて どの

ような姿 勢 をとるかが、少 な くとも理論 的には、一つの重要 な鍵 となる と思われ る。

〔注 〕

(1)四 宮和 夫 『信 託法(新 版)』(1989年 、有 斐 閣)111頁 。

(2)四 宮 ・前掲 書196頁 、 田 中實=山 田昭 『信託 法』(1989年 、 学 陽書房)63頁 以下 、 田中實 「信 託法

講義(5)」 信託111号67頁 、 田 中實 『信託 法 入 門』(1992年 、有 斐 閣)83頁 以下 、三 菱信 託 銀行 信

託研 究会 『信 託 の法務 と実務 』(1990年 、 きん ざい)50頁 以下 、 松本 崇 『信託 法』(1972年 、 第一法

規)96頁 以下 。

(3)13条 の 法案 の経 過 は次 の とお りで あ る。(山 田 昭 『信 託 立法 過 程 の研 究』(1981年 、勤 草書 房)

332頁 以下 の資料 に よる。 元 とな っ たのは いず れ も 『池 田寅 次郎 関係 文 書』 で あ る(山 田 ・同書336

-367頁)
。 また、 山 田昭編 著 『日本 立法 資 料 全 集2信 託 法 ・信 託 業 法 』(1991年 、信 山社)(以 下 、

「日本 立法 資料全 集」 と引 用 す る。)80頁 参 照。)

1大 正8年8月16日 付 草案12条

受 託者 ハ信 託 ヲ受 ケ タル財 産 ノ 占有 二付 委 託者 ノ占有 ノ暇 疵 ヲ承 継 ス

前項 ノ規 定ハ 手形及 商法 第282条 ノ有 価証券 ノ取得 二之 ヲ準用 ス

2信 託 法案(未 定稿)13条

委託 者 力同時 二受益 者ナ ル トキハ 受託 者ハ 信託 財産 ノ 占有 二付 委 託者 ノ 占有 ノ暇 疵 ヲ承 継 ス

前項 ノ規 定ハ 手形及 商法 第282条 ノ有 価証 券 ノ取得 二之 ヲ準用 ス

3大 正8年12月9日 付 草案(司 法 省信 託法 調査会 委員 会議決)15条

受益 者ハ 信託 財産 ノ占有 二付 委 託者 ノ 占有 ノ暇 疵 ヲ承継 ス

前項 ノ規定ハ 金銭 其 ノ他 ノ物 又ハ有 価証 券 ノ給付 ヲ 目的 トスル有 価証 券 二付 之 ヲ準用 ス

4大 正10年12月23日 付 草 案13条

受託 者 ハ信 託財産 ノ 占有 二付委 託 者 ノ 占有 ノ暇疵 ヲ承 継 ス

前項 ノ規定 ハ金 銭其 ノ他 ノ物 又ハ有 価 証券 ノ給付 ヲ 目的 トス ル有 価 証券 二付 之 ヲ準用 ス
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

山田 ・前 掲書140頁 、120頁 以下。

山田 ・前 掲書140頁 。

山田 ・前 掲書140141頁 。

前掲 ・日本立 法 資料 全 集252頁 。

栗 栖魁 夫 『信 託 法 ・財 団 抵 当法 の研 究 』(1968年 、 有斐 閣)25-26頁 、 三 淵 忠彦 『信 託 法 解 釈 』

(1926年 、 大 岡山書店)90-92頁 、遊 佐慶 夫 『信託 法制 評論 』(1924年 、 巖松 堂)73-75頁 。 なお 、

信 託 法の制 定 に先 立 ち、 遊佐 慶夫 『信 託 法提 要』(1919年 、 有斐 閣)142-144頁 は、 「管理信 託」 の

場合 は受託 者 は委託 者 以上 の保 護 を受 け ない が、 「保 証信 託 」 の場合 は そ うで な い と し(具 体 的 に

は例 えば 、動産 の即 時取得 は前者 には適 用 が な く後者 には適 用 が あ る とす る)、 その 旨の 規定 を置

くべ きこ とを提言 して い た。 自益 信 託 ・他 益 信託 の 区別 とは一 致 しな いが 、 この提 言 か らは、13条

について 適用 の 限定 の解 釈 が 出 されそ うであ るが、上 に述べ た よ うに、 同 ・ 『信託 法 制評論 』 は そ

の よ うな解 釈 を明示 して いな い。

(9)三 淵 ・前掲 書91-92頁 。

(10)青 木徹 二 『信 託法 論』(1926年 、財 政 経 済 明報 社)169-170頁 は、 第三 者 が 受益 者 とな って い る

けれ ど も、実 質 的に は 自益 信託 と同視 し得 る場合 が あ る と指摘 す る。

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

細谷祐 治 『改訂 増補 本邦 信託 論』(1925年 、 宝文館)252頁 以下。

青木 ・前掲 書169-170頁 。

四宮 ・前掲 書196頁 注(三)参 照 。

四宮 ・前 掲書196頁 。

四宮 ・前 掲書195頁 以下 。

田中=山 田 ・前掲書64頁 、 田 中 ・前掲 論 文67頁 、 田 中 ・前掲 書85頁 、三 菱信 託 銀行 信託研 究会 ・

前掲書50-51頁 、松本 ・前 掲書97頁 。一 方 、新 井教授 は、「他益 信託 には ほ とん どス トレイ トに は適

用 され ない規定 」(同 「財 産管 理法 学 の課題 」 ジュ リス ト1000号145頁)と され る。

(17)こ れ に対 し、新 井教 授 は、13条1項 を 「自益 信 託 にお い ては 自己 の利 益 の ため に信 託 が 設定 さ

れ、信 託財 産 の独 自性 を認め る必 然性 は ないか ら、 同条 は 自益 信 託 に はほ とん ど意 味 の ない規 定」

(新井 誠 『財 産 管理制 度 と民 法 ・信 託 法』(1990年 、有斐 閣)26頁)と す る。 こ の記述 か らは、 自益

信 託 の場合 は、 信託 財産 の独 自性 が な いか ら13条1項 は 当然の こ とであ り、 む しろ同項 の意義 は他

益信 託 の場 合 に ある と読 め そ うで あ るが、 しか し、 その後 の 「財 産 管 理 法 学 の課 題」 で は、 「同項

は 自益 信 託に は その ま ま適用 され」、 「他益 信 託 にはほ とん どス トレイ トに は適用 され ない規定 」 で

あ り、 「ここまで は近 時 の有 力 説 と同一 主張 」 で あ る とされて い る(同 「財産 管 理 法学 の課 題 」 ジ

ュ リス ト1000号145頁)。

(18)信 託法 改正 試 案(第4次)13条 お よび13条 の2は 次 の とお りで あ る。(信 託 法 研究10号125-126

頁)

13条(占 有 の暇 疵 等一 一 自益信託 の 場合)

委 託 者が信 託 の利益 を受 け る場合 に は、受 託 者は、信 託 財産 の 占有 につ き委託 者 の 占有 の暇疵 を

承 継 し、第三 者 が委託 者 に対 して対 抗す るこ とがで きた事 由の対 抗 を受 け る。
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13条 の2(占 有 の暇疵 等一 一他益 信 託 の場合)

① 委託 者 以外 の者 が信託 の利益 を受 け る場 合 に は、受託 者 が取得 す る 占有 の暇 疵 は、受 託者 につ

い て定 め る。 た だ し、 その暇疵 につ き受益 者 に悪 意 又 は過 失 が あ る と きに は、受 益 者 及 び受 託 者

は、 受託 者 の善 意又 は無過 失 を主張 す るこ とが で きな い。

② 前 項の規 定 は、委 託者 の権 利又 は信 託行 為 に理疵 が 存 し、相手 方が そ の暇 疵 につ き悪 意又 は過

失 が あ るか ど うか に よ って、信 託行 為 に よ る財 産 の帰 属 が影響 を受 け るべ き場 合 につ いて 準用 す

る。

(19)木 下毅 「信託 財産 お よび受益 者(信 託 管理 人)の 地位 」信託 法研 究10号49-50頁 。

(20)四 宮 ・前 掲書196頁 、200頁 。

(21)13条 に関 して、 四宮説 の この主張 に言及 ・支 持す る もの は少 ない。数 少 な い例 として 、三菱信 託

銀行 信 託研 究会 ・前 掲書50-51頁 、新 井 ・前掲 論文145-146頁 が挙 げ られ る。 また、 信 託法改正 試

案13条 の2は 、 この点 で も四宮説 を採 用 して い る。

(22)こ の主張 が13条 の適用 範 囲そ の もの を論 じる ものか、 それ とも一 般 条項 に依 拠す る記 述 なのか は

明確 では な い。 前 者で あ るな らば 、受 益者 の 占有 の暇疵 を考慮 す るとい う帰 結 と 「委 託 者 ノ 占有 ノ

暇 疵 ヲ承継 ス」 とい う13条1項 の文 言 との整合 性 が問 われ よ う。

(23)第 三 者 を収益 受益 者 とし、 そ の収 益 が終 了 した ら信託 財産 を別 の第 三者 または委託 者 に帰属 させ

る場合 、 この 「別 の第三 者 また は委 託 者」 は元 本受 益者 な のか、 それ とも帰属権 利 者 なのか、 そ も

そ も、62条 、63条 に い う 「帰 属権 利者 」 とは何 か は、両 条 の解 釈 をめ ぐる一 つ の 問題 であ るが、 こ

こ では 立 ち入 らな い。13条 の局 面 で は、 この 「別 の第三 者 また は委 託 者」 は 受益 者 で あ る と捉 え

て、論 を進 め る。

(24)四 宮説 自体 は、 本文 で述べ た ような、 占有 の暇疵 は受 益者 につ い て決す る とい う統一 命題 を立 て

るもの では な く、他 益信 託 の場合 は、 あ くまで受託 者 につ いて 占有 の暇疵 を判 断 し、 ただ、悪 意 ・

有 過 失 とい う主観 的態様 の み受益 者 につ い て考 慮 す る との趣 旨の よ うで あ る(四 宮 ・前掲書200頁)

(もっ とも196頁 は、 「受 益者 が悪 意 ・有 過 失 であ るな ど、暇疵(広 義)を 対 抗 させ て もや む をえない

事 情 が受 益 者に あ る場合 」 と記 され、 それ 以外の 占有 の暇疵 も考 慮 され うる余 地 が あ りそ うな記 述

とな って いる。)。四宮 説 を採用 した と思 わ れ る信 託法 改正 試案13条 の2は 、 この 点 を明確 に してい

る。

(25)三 菱信 託 銀行 信託研 究会 ・前 掲書5051頁 、新 井 ・前掲論 文145-146頁 。

(26)四 宮 説 と受 益 者 を基準 とす る見解 とでは、 受益 者 が善 意 、受託 者 が悪 意の場 合 に は、帰 結が異 な

りうる。 四宮説 に よれば、 原則 と して受 託 者につ いて決す るか ら、悪 意 者 とな るの に対 し、受益 者

基 準説 で は、善 意者 としての保 護 を受 け るこ とに なる。 もっ とも、 間接 占有 者の 占有 の態様 は直接

占有者 の それ に よって決す る とし、かっ 、受 益者 一間接 占有者 、受託 者=直 接 占有者 とす る と、 受

益 者 を基準 とす る見解 に よって も、 その場合 は善 意 者 として の保 護 を うけ ない こ とに な る。

(27)大 阪谷公雄 『信託 法セ ミナー 』(1990年 、信 託 研究会)280-282頁 。

(28)四 宮 ・前 掲書197頁 、松 本 ・前掲 書97頁 、参 照 。

(29)通 説 が 「実質 的 な」 自益 信託 と定 式化 せ ざる を得 な い ところか らわか るよ うに、 利益 の帰属 を問
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題 と して も、 自益 信託 ・他益 信 託 の 区別 と完全 に は適 合 しな い。

(30)例 えば、 「委 託者 一受 益者 の 利益 か ら全 然独 立 した独 自の利益 」(四 宮 ・前掲 書195頁)、 「実 質 的 な

価値 支配 」(田 中 ・前掲 論文67頁)、 「究極 の利益 主体 」(松 本 ・前 掲書97頁)に 着 目 して の説 明が そ

れ で あ る。

(31)委 託者 あ るい は受益 者が 、受 託 者 に対 し相 当 な指 図権能 を もって い る場合 は 、 そこに物 理 的 な支

配 を認 め るこ とがで きよ うが、 これ は利益 の 帰属 とは別 で あ る。

(32)信 託 管理 人につ いて決す る とい う方法 もあ りえ よ うが 、信 託管 理 人が 常 に選 任 され るわけ で はな

い 。

(33)こ れ は、 信託 宣言 の解釈 論 的可 能 性の 議論 の ところで論 じられ てい た こ とで ある(米 倉 明 「信 託

宣 言 の解釈 論的 可能 性 と くに執行 免 脱 の懸念 に対 して 」 加藤 一 郎 ・水 本浩 『民 法 ・信 託 法

理 論 の展 開』(1986年 、 弘文堂)347頁)。

(34)信 託宣 言の場 合、 占有 の暇 疵 の うち、 悪意(有 過 失)に つ いて は委託 者 と受 託 者が 同一人物 であ

るか ら変 わ るこ とはな いが、 非 公然 ・非 平穏 とい う点 につ いて は これ に よ って公 然 ・平 穏 な 占有 と

す る こ とが可能 であ る。

(35)信 託 宣言 は、立 法過程 で、 当初 の原案 に収 め られ てい たが、 執行 免 脱 の懸 念 を理 由 に削 除 され る

こ とに決 し、 成案 とな るこ とはな か った(米 倉 ・前掲 論文344頁)。 信 託宣 言 を利 用 した濫用 に つ い

て は、 これ に よって無限 疵 占有 とす る とい う点 を含め 、信 託宣 言 自体 を否 定 す る こ とに よって 防止

して い るの が、現行 法 で あ り、 した が って、 この法 の手 当に よ り、13条 に関 して も、信 託宣 言 を利

用 した濫用 につ いて は考慮 の 必要 は ない との 反論が考 え られ る。 しか し、 現在 にお いては 、信 託宣

言の解 釈論 的可 能性が 論 じられて お り、信 託宣 言 は全 く否定 され る とい う前 提 自体 が 問題 とな って

い る(学 説 の状 況 につ いては、 米 倉 ・前掲 論文340-342頁)の で、 「信 託 宣言 の場 合 は ど うか」 とい

う問 いか け は意 味 を持 ち うる もの と思 う。

(36)一 方、13条 が 濫用 の 防止 に十分 な成果 をあげ るか も疑 問 で ある。信 託 で は な く、意 を汲 ん だ者へ

の譲 渡 に よって、 占有 の暇 疵 を ク リア し無理疵 占有 とす るこ とが簡単 にで きるか らであ る(遊 佐 ・

前掲 書(信 託法 制評論)75頁 、参 照)。

(37)例 えば、松本 ・前掲書97頁 。

(38)四 宮 ・前掲 書149頁 。

(39)四 宮 ・前掲 書148頁 。

(40)信 託 法の 立法過 程 におい て、13条 は 、12条 等 に よって始 め られ た ダー ク ・サ イ ド対 策 を補完 す る

もの であ った こ とが想起 され よ う。

(41)四 宮 ・前 掲書304-305頁 。

(42)受 託 者が 取得 時効 を主張 す る相 手方 は二 通 り考 え られ る。 第1は 、 受益 者 に対 し、信託 の制 約 の

な い完 全 な所有権 を主張す る場 合 で あ る。 しか し、 この場合 、受託 者 の権 利 の性質 か ら客 観 的 に判

断す るとそれ は 「信 託の制 約 のつ い た所有 者 としての所持 」 で あ るか ら、 これ によ って 「信 託 の制

約 の な い完 全 な所 有権 」 を取得 す るこ とには な らない であ ろ う。 第2は 、 第三 者 に対 し完全 な所 有

権 を主張す る場合 であ る。 例 え ば、善 意 の委託 者 が他 人 の土 地 を所 有 の 意思 を もって8年 占有 し、
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その土地に信託を設定し善意の受託者が3年 管理をした場合、真の所有者たる第三者との関係で、

受託者は(信 託の制約のついた)所 有権の時効取得を主張しうるのではないか。この場合に、委託

者が時効取得 しているとの説明が考えられるが、委託者は受益者でも帰属権利者でもなく、もはや

何ら管理に関与 していない(も っとも、信託法上いくつか委託者の権能は認められているが)と き

に、そのように言うのは困難である。受益者が時効取得しているとの説明も考えられるが、受益者

が短期の収益受益者であるような場合にはやはり説明が難しい。また、例えば、委託者は当該財産

の賃借権者であったが、受託者は所有権だと信じそのように行動してきたという場合、所有権の時

効取得は全 くないのだろうかこれらについては、取得時効の制度趣旨と信託の評価を抜きにして語

ることはできないが、少なくとも、所有権の時効取得の余地はおよそありえないと即断することは

できないであろう。

(43)例 えば、占有の性質に13条の理由を求めるなら、この場合にも13条は及ぶとの帰結が導かれやす

い。濫用の防止という政策的判断に重きを置くならば、第三者間の争いとなるこの場合には13条は

及ばないという判断が可能である。また、無償性に着 目した規定であるとすると、信託でない以上

民法の一般原則に戻るとも考えられるし、逆に何であれ前主が悪意と扱われる以上、その下での保

護を受けられれば一般の譲受人の保護 といえるとしてなお13条は及ぶとも考えられる。
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受益者の取戻権に関する一考察

問屋関係 との比較を中心に

神 作 裕 之



1は じめ に

信託法は、受益者等に対 し、受託者個人の債権者による信託財産に対する強制執行 を排

除する権利を認めてお り(信 託法16条)、 明文の規定はないものの、受託者破産の場合に

もそれが認められると一般に解されている。信託法の最 もスタンダー ドな体系書である四

宮教授のテキス トにおいては、以下のように述べ られている。「受託者の破産 によって受

託者の任務は終了し、 したがって信託財産の名義者でもな くなるから、破産財団に属 しな

いというべ きである。 また、たとえ信託行為によ り、受託者の破産によっても任務は終了

しない旨を定めたとしても、信託法自身すでに信託財産に対 し受託者個人の債権者の差押

を禁止していて、受託者の一般債権者に対する関係で信託財産が債務の引当財産 となるこ

とが、否定されていること、それになによりも、信託法の諸規定から帰納される信託財産

の独立性か ら、信託財産は破産財団に属せず、取戻権 に服するものと考 えるべ きである

(1)。」。

ここで注目され るのは、四宮教授が、強制執行等の排除および取戻権を主張す るために

は、公示すべ き財産権については信託の公示を必要 とす るというのが確立 した対抗理論で

あるとされなが ら、括弧書 きで 「(もっとも、本来的には、受託者の債権者の強制執行等

からの排除の場合同様、公示とかかわ りなく取戻権を認め るべ きものであるが。)」 と述

べちれている点である(2)。信託のごとき事務処理関係にあっては、財産帰属者 を権能帰

属者からできるだけ保護 してや る必要があるからである。なぜなら、受託者の一般債権者

は信託財産について一般的 ・抽象的な利害関係 しか有 しないのに反 し、受益者は具体的 ・

実質的な利害関係 を有するか らである(3)。債権者の一般的担保 となるべ き債務者の財産

の範囲の画定は、原則 として、その経済的実質的所属によるべきであるとも説かれるω。

受益者等が物権的 もしくは準物権的救済を受けるためには、公示すべ き財産権について

は公示がなされなければならないのであろうか。たしかに、信託法第1条 により、信託を

設定するためには、「財産権の移転その他の処分」 をなす ことを要 し、公示 を必要 とする

財産権についてそれを欠 くと、信託を第三者に対抗できない(同 法3条)と されているこ

とに鑑みるならば、通説の理解は素直な解釈であると言える。 しかし、信託(法)の 構造

および受益者保護 という観点から見た場合、そのような解釈に全 く問題がないか どうかに
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ついて、十分に再検討す る必要があるように思われる。公示すべき財産権についてのみ信

託の公示が必要であると解する場合には、公示する術のない財産権については公示なしに

強制執行の排除や取戻権が認められると解されていることとの間に、一見不合理な非対称

性が発生するといった問題点も生ずるように思われる。

以下では、経済実質的な利害状況がかなり似ていると考えられるいくつかのケースを採

り挙げて、判例 ・学説の状況を紹介 し、信託の場合 と比較検討するとともに、 ドイツ法の

状況を概観することによって、受益者の取戻権 と対抗理論 との関係について検討 を行 うた

めの視座 を設定 したい。また、同時に、信託財産の中に債権や金銭が含 まれている場合、

それについて取戻権 といった準物権的保護 を観念 しうるかどうか という問題についても、

簡単に触れたい。

II信 託関係類似 の状況下における法的取扱い

1.緒 論

受益者等が取戻権 という(準)物 権的救済を主張す るための要件 として、公示すべ き財

産権について公示を要求する理由は、民法第177条 の 「対抗」に関する判例 ・学説の確立 し

た理論に依拠 しているためであると思われる。 ところが、受益者の取戻権 を認めるべ きか

どうか、という問題の解決にとって、信託の公示の有無が唯一かつ絶対的な基準たりうる

かどうかは、検討の余地があるように思われる。か りに、取戻権 を行使す るためには信託

の公示が必要であると解す るならば、公示す る手段のない財産権については、一律に受益

者の取戻権を否定す るのでなければ一貫性を欠 くようにも思われるのである。

たとえば、通説に対 しては、以下のような疑問を提起 できるように思われ る。すなわ

ち、受託者には分別管理義務が課されているから、信託財産は受託者の固有財産からは分

離されて管理されているはずであって、公示なしに信託財産であることを主張させても、

受託者の一般債権者の合理的期待 を害することはないのではないか。さらに、受託者個人

の債権者 も信託法第40条 にいう 「利害関係人」にあたると解す るならば(5)、信託事務の

処理および計算を明らかにした帳簿および財産 目録 を閲覧できるはずであるから、信託財

産について間接開示がなされているという解釈 も可能であろう。そうであるとすれば、公

示すべ き財産権について公示がなされていない場合でも、帳簿および財産 目録 を通 じて信
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託財産であるか どうかを確認できるはずであるか ら一一受託者が業 として信託の引受を行

っている場合に限るというような限定を加えるべ きか どうかは別途検討の余地があるとし

ても 、受益者の取戻権 を頭か ら否定す る必要性は乏 しいのではないか とも考えられ

る。 しかし、やや細かい問題 となるが、受益者の取戻権の実質的根拠を分別管理義務 に求

め、かつ、分別管理義務は当事者の合意によって排除できる任意法規であると解す る場合

には、特約によってそれが排除されたケースにつ きどのように解すべきか難問が発生 しよ

う。 もっとも、当事者聞の契約によって、受託者の分別管理義務が排除されている場合で

あっても、帳簿および財産 目録作成義務 まで免れるものではないと解するならば、上述し

た意味における準公示的機能は果たされているとみることも不可能ではないと言えよう。

分別管理義務の意義および機能、それと受託者の書類設置義務 との関係についての本格的

な研究が望 まれ るところである。

さらに一歩進めて、受託者の分別管理義務や書類設置義務 を通 じた準公示的機能を介在

させ るまでもな く、そもそも信託関係においては、公示の有無にかかわりなく受益者の取

戻権は認められる、 と解することはおよそ不可能なのであろうか。四宮教授は、冒頭に引

用したテキス トか ら判断する限 り、そのような考え方に強い共感を示されなが ら、現行信

託法の解釈論 としては無理であると判断されているように思われる。すなわち、経済実質

的には、信託財産は受益者の物であって、受託者はたんなる名義人一一信託 目的に従った

管理権は付与されているが一 にすぎない、 という観点を強調するならば、公示を問題に

しないことも不可能ではない。 もちろん、そのような議論が法律論 として成 り立ちうるの

かどうかは、慎重な検討を要する。 しか し、たとえば、受託者が信託財産 を取得 したから

といって、それに対 し受託者の固有財産か ら対価が支払われるわけではないか ら、受託者

の債権者にとってもそもそも信託財産は自己の債権の引当 として期待すべ き財産ではない

のではないか、 といった見方を徹底すれば、経済的観点を法的議論 と接合できる可能性が

あるように思われる⑥。

商法の領域に目を転 じると、信託 と類似の状況下 すなわち、法律形式的な所有者と

経済実質的な所有者 とが分離する場合一一において、公示の有無を問題にすることな く、

取戻権の主張や強制執行の排除が認められ るケースが存在する。問屋破産の場合の委託者

の法的地位および損害保険代理店倒産の場合の既払保険料の帰趨をめ ぐる問題 は、受益者

の取戻権について考察するにあた り、比較の対象 として格好の素材を提供 して くれるよう
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に思 われ る。

2.問 屋の破産における委託者の法的地位

問屋 とは、委託された物品の売買 を、委託者の計算で、しかしながら自己の名をもって

行 う者である。したがって、法的には、当該売買契約によって生ずる権利義務関係の主体

は問屋であると言わざるをえない。法的形式 と経済的実質 とが分離している点において、

信託に類似 していると考えられるわけである。委託者に物品が引渡される前に問屋が破産

した場合、当該物品は問屋の一般債権者の引当財産となるのかどうか という形で、問題は

もっとも先鋭に現れる。証券会社が、株式の買入委託に基づ き取得 した株式を自己の名義

に書換え、委託者(原 告X)に 裏書譲渡す る前に破産した事案において、昭和43年の最高

裁判決⑦はつ ぎのように判示 し、委託者(X)の 取戻権の行使 を認めた。「問屋が委託の

実行 として売買をした場合に、右売買によりその相手方に対 して権利を取得するものは、

問屋であって委託者ではない。 しかし、その権利は委託者の計算において取得されたもの

で、これにつき実質的利益を有するものは委託者であり、かつ、問屋は、その性質上、自

己の名においてではあるが、他人のために物品の販売または買入 をなす を業 とするもので

あることにかんがみれば、問屋の債権者は問屋が委託の実行 としてした売買により取得 し

た権利についてまでも自己の債権の一般的担保 として期待すべ きではないといわなければ

ならない。」。判旨は、委託者の取戻権が認められる理由として、第1に 他人の計算による

ものであ り委託者が実質的利益 を有する点、第2に 聞屋の債権者は委託の実行により取得

した権利を一般的担保として期待できないという2つ の理由を挙げている。本判決後も、

問屋破産の場合の委託者の取戻権 を認め る判例が出されており、その射程については論ず

るべ き点が多々残 されていると考 えられるものの、判例法理 としては確定 したものと評価

できよう。

委託者に取戻権が認め られるか どうかについて、学説は、肯定説 と否定説 とに分かれて

いる。肯定説は、以下に述べ るように理由付けは区々であるが、結論的に委託者の取戻権

を肯定する。第1は 、買入委託の場合の取次物品は、経済的実質的に委託者の ものである

から、問屋の破産又は問屋債権者による強制執行の場合は、取次 という異例的な法律的形

式と経済的実質の分離はそのまま通用せず、経済的実質によってその帰属が定められると

する見解である(8)。第2は 、商法第552条 第2項 は、問屋 と委託者の関係 を代理法理に服
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せ しめているが、そこに言 う 「問屋 ト委託者 トノ間」というのは、外部関係すなわち問屋

相手方の関係に対する内部関係 を意味し、いわゆる問屋は問屋自身のほか、これをめ ぐっ

て存在する債権者群をも包含するものと解することにより、問屋の債権者 との関係でも委

託者は所有権 または債権 を主張で きる とする見解である(9)。問屋の債権者は問屋の人格

の延長または問屋 と一体 をなす と表現 され ることもある(10)。第3は 、取次が信託に類似

している点か ら、信託法第16条 を類推適用 して、委託者の取戻権 を肯定する見解である

(11)。いずれの見解においても、実質的経済的には買入委託に基づいて問屋が取得 した物

は委託者の物であるという実質論が重視 されてお り、前述 した最高裁判所のふたつの理由

づけのうち前者すなわち 「他人の計算」による取引である点を全面に打出す ものと言えよ

う。利益衡量がむき出しの形でなされていると批判される所以である。

これに対 し、否定説は、委託者が第三者に対 して債権 または所有権を主張するために

は、必ず問屋からこれを譲 り受けることを要 し、手続がなされる前に問屋が破産 しても委

託者の取戻権は認め られない とする。学説では、否定説の方が通説的見解 と言って良いの

ではないかと思 う。

3.損 害保険代理店の破産における既払保険料の帰趨

損害保険代理店が収受 した保険料を募取法に基づ き専用口座に保管 していた事案におい

て、右預金債権は保険会社に帰属するとして保険会社の取戻権 を肯定 した注 目に値する裁

判例が存在する(12)。もっとも、このケースは、問屋の取次のケースと異なり預金債権の

帰属が問題になっている点 と、専用口座の設置 ・管理について旧幕取法による規制がなさ

れていた点に特徴がある。判旨は、保険会社 に取戻権が認められる理由として、以下の3

点を挙げている。すなわち、第1に 、本件預金は保険会社に代理 して収受 した保険料を保

管す るための専用口座であり、代理店の一般財産から区別 されていたこと。第2に 、専用

口座からの引出しは制限されてお り、代理店は自己の資金繰 りに流用できず、 またその事

実 もないこと。第3に 、その原資は保険料であることである。代理店委託契約に基づ き収

受 した保険料は、金銭の場合は、 占有者が所有者であるとの一般に認め られている原則に

従 うならば、代理店の所有に帰す ると言わざるをえない。そこで、本件預金契約の当事者

がそもそも保険会社 であると言うことができなければ、預金債権も代理店の所有に帰すこ

とになろう。それにもかかわらず、なぜ保険会社に取戻権が認められるのか。本判決に対
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する評釈においては、判旨は、法的には預金債権の所有権は代理店にあることを前提にし

なが らも、前述 した問屋の倒産のケースにおける委託者の保護に関する最高裁の判例法理

に近い考え方 をとったものであるとの分析(13)と、本件専用口座は実質的に保険会社に帰

属すべ きばか りか名義も保険会社そのものを表示していると解 したものであるとする分析

(14)とがなされている。また、本件預金債権は破産財団に属することを認めるべ きであっ

たけれども、破産管財人は募取法および規則上の公法上の義務に基づ き、保険会社の指示

にしたが ってそれを管理 しなければならず、その際代理店は手数料相当分 を破産財団に組

み込むべ きであるとの主張もある(15)。いずれにせ よ、学説は、概ね本判決の結論に対し

て好意的である。

IIIド イ ツ にお け る議 論

1.問 屋の破 産 におけ る委託 者の法 的地位

ここで、 ドイツに 目を転 じて、問屋お よび信託 関係における委託者お よび受益 者の保護

に関す る法制度 ・法解釈 について簡単 に見てみ よう。 ドイツにお いて注 目され るべ きは、

問屋関係 については、商法典 に委託者保護 のため の特別 の規定が置かれてい る点である。

す なわち、商法 第392条 は、つ ぎの よ うに規定 す る。「問屋が締結 した取引 に基づ く債権

(Forderungen)に っ き、委託者 は、その移転(Abtretung)を 受 け た後 で なければ債務

者に対 しそれ を主張で きない(第1項)。 ただ し、移転 されていな い債権 であ って も、委

託者 と問屋 または その債権者 との関係 においては、委託者の債権 である と主張 できる(第

2項)。 」 同条 は、委託者保護 を目的 としてプ ロイセン草案 においては じめて 出現 し、一般

ドイツ商法典 に引継がれた規定 であ るが(16)、 その立法 趣 旨に対 しては、 当初か ら批判が

ないわけ ではなか った。す なわ ち、問屋は 自己の名 で契約 を締結 しているの であるか ち、

法的 には問屋が 当該債 の債権者(EigentUmerderForderung)で ある といわざるを得ず、

委託者 を問屋 の他の一般債権者 よ り有利 に扱 う理 由はない とい うのであ る(17)。 しか し、

一般 に、 同条 はつ ぎの2つ の理由 を もって正当化 されている。す なわち第1は 、 当該取 引

は他 人 の計算 でな されて いる とい う点 であ り、 第2は 、 その こ とにつ き周知 性(Offen-

kUdigkeit)が 認め られ るとい う点で あ る(18)。 もっ とも、周知 性 を もちだすべ きか どう

かにつ いては、必ず しも見解の一致 を見 ているわけではな く、 そのこ とは解釈論に も具体
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的 な影響 を及ぼ してい る。す なわ ち、周知性 を強調す る説は、 同条第2項 に よ り委託者 が

保護 され るのは、問屋が業者 であ る場合 に限 られ る と縮 小解釈 す るのに対 し(19)、 それ に

反対す る説は、文 言 どお りすべ ての問屋 に適 用 され るべ きであ る と主張 す る(20)。周知性

を強調す るこ とに懐 疑的 な見解 の 中には、問屋 による権 利の取得 に は信託的性格が あ るこ

とを、商法第392条 第2項 の基礎 とすべ きであ るとの主張 もあ る(21)。

もっ とも、 そもそ も同条の適 用範囲はかな り広範囲であ り、商人が 自己の名前 でかつ他

人 の計算で行 った問屋類似の取引について も、 それが当該 商人の営業の部類に属す る取 引

である限 り適用 され るこ とには注意 を要す る(22)。判例 にお いては、AがBの 名前 で コン

ピュー ターを リー ス し、Bが 倒産 した ようなケースにお いて も、商法第392条 第2項 に基

づ く保護 がAに 対 し与 えられて いる(23)。

なお、問屋が代 金 を支払 ったけれ ども物 品の引渡 を受け る前に倒産 した場合 には、問屋

に課せ られた通常の商人の注意義務(mitderSorgfalteinesordentlichenKaufmanns)

に違反 した として、委託者に は問屋 に対 す る損害賠償 請求権が発 生す る(24)。 しか しなが

ら、 この損害賠償 請求権 は、破産債権 として割合的弁 済 を受 け るに とどまる。他方、売主

に対す る物 品の引渡請 求権 は取戻権 を基礎づ け る結果、 当該 物 品の破 産財 団か ら除外 さ

れ、破 産 管財 人は 委託 者 に物 品 を引渡 す義務 を負 うこ とに な るの で あ る(BGHZ104,

123)。

商法第392条 第2項 におけ る最大 の論 点は、 同条 同項 が債 権の代替物(Surrogat)に も

適用 され るか どうかで ある。判例(25)・ 通説(26)は 、 これ を否定 す る。 た とえば、買入の委

託 を例 に とれば、契約相手が問屋に物 品 を引渡 して しまえば、委託者 は当該物 品が問屋 の

債権者の一般的担保 になるこ とを甘受せ ざるをえない、 と解 す るのであ る。 この よ うな解

釈 は、立法理 由 とも合 致す る(27)。 もっ とも、① 自己契約 に よる所 有権 移転 の合意 お よび

占有改定、 もしくは②先行 的所有権移転 ・占有改定に よ り、委託 者は取戻権 を行使 しうる

こ とには異論が な く、問屋契約 については定型的に② の先行 的所有権移転 ・占有 改定 につ

いての黙示 の合意が認め られ ると解 す る説 もある。 この ように当事者 の(隠 れた)意 思 に

根拠 を求めるのではな く、代替 物が問屋 の財産の なかで分別 して管理 されている限 り、 同

条 同項の保 護 は引続 き与 え られ て しか るべ きであ る とす る少数 説 も存在 す る(28)。 しか

も、分 別管理 の程 度 は、必 ず し も客観 的 な区別 可能性(gegenst加dlicheUnterscheid-

barkeit)で あ る必要 はな く、量的な区別可能[生(mengenmaβigeUnterscheidbarkeit)
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で足 りる とい う。 その よ うに解す るこ とによ り、 問屋が受領 した代金について も、商法第

392条 第2項 に基づ き委託 者 を一 般的に保護す る可能性 が聞かれ るわけで ある。ふ る くか

ら、問屋が有す る、支払 のために振出 された手形 お よび小切手上 の債権 については、商法

第392条 第2項 を適用 し委 託者の取戻権 を認 め るのが確定判例 である(29)。 支 払の道具 に

同条同項 を適用 しうるのであれば、支払 その ものに対 して も、客観 的な区別可能性 を要 さ

ずに適 用で きるはずであ るとい うのであ る(30)。

2.受 託 者の破 産 における受益者の法的地位

信託 にお いて も、受 託者が破産 した場合 には、受益 者に取戻権が認め られ、受託者個 人

の債権 者に よる信託財 産に対す る強制執行 に対 しては異議 を主張 できるとい うのが確定 し

た判例 法理 である(31)。連邦最高裁判所(BGH)は その根 拠 を慣習法(Gewohnheitsre-

cht)に 求め るに至 ってい る(32)。 もっ とも、連邦 最高裁判所 は、 ライヒ最 高裁判所 時代

か ら繰 り返 し述べ られて きた理 由、す なわち信託財産 は経済的には受託 者の財産 とは見 ら

れないこ とも引続 き挙 げている。

注意すべ きは、判例 は 「直接性の原則(Unmittelbarkeitsprinzip)」 を採用 して お り、

受益者が 第三者 異議や取戻権 を主張 しうるのは、信託財産が受益者の財産か ら受託者 の財

産へ直接 に移転 す る場合 に限 られ るとしてい る点である。 リーディングケー スであ る1914

年の ライヒ最 高裁判所 の判決 は、銀行 が不動産屋 に委託 して不動産 を賃貸 させ ていた とこ

ろ、当該不動産 屋の債権 者が賃料債権 を差 し押 さえたため、銀行 が第三者異議 を申 し立て

た事案 に お い て、信 託 関係 の存 在 を否 定 し、以 下 の よ うに 判示 した(33)。 「信 託 関係

(Treuhanderverhaltnis)が 認め られ るのは、 あ る者(委 託者)が その財産 の中か ら他 人

(受託者)に 対 し目的物 を 『信託 的に譲渡(AnvertrauenzutreuenHanden)』 す る

すなわち、受託者 はその権利 を自己の名 にお いて行 使す るが、 自己の利益 のため に用 いて

はな らない 場合 に限 られ る。 この場合 に、信託財産は、経済的 にはそ うではないが法

的には委託者 の財産か ら離脱す る。 しか しなが ら、 この 『信託 的譲渡』 とい う要件 を完全

に無視 し、 あ る者が他 人の委託 を受 け、他人 の計算かつ 自己の名 で取引 を行 う場合 には一

般的に信託 関係 が認め られ ると解す る場合 には、 その概念は極 めてあいまいな もの となろ

う.」

「直接性の原則」の結果、受託者が第三者 か ら信 託財産 を取得 した ときや、 当初 の信託

一82一



財産の代位物 として取得 した財産 につ いては、受益者 の取戻権や 第三者異議権 は認め られ

ないわけであ る。 これは、委託者 か ら受託者へ の所有権 の移転 を本質 とす るローマ法上 の

fiduciaの 概念 の影響 を受 けた ものであ る と指摘 され てい る(い わゆる、 ローマ法 的信 託

理論)(34)。 その実際的 な意 図は、信託 を間接代理 か ら区別 す るこ とにあった。す なわ ち、

物権的救済が与 え られ るの は、 「他人の計算」 でなされ たすべ ての取引についてではな く、

財産権 が委託者(受 益者)か ら受託者 に直接 的に移転 した 「真正 な信託」に限 られ る とい

うわけで ある。 ところが、学説 は 「直接性の 原則」 に批判 的 で、物権 的効果 が生 ず るの

は、財産 の移転 の直接性 に かか るの では な く、特 定性(Spezialitat)と か 公示 性(Pu-

blizitat)と いった他 の要素 にかか るのである とか(35)、 信託 とは受託者の個 人財産 か ら分

離 された特別財産(Sonderverm6gen)で ある として(36)論 難 してい る。前者 の批判 に よ

れば、む しろ、 問題解決の指針 は公示性 の原則 によるべ きであ り、 どの程度の公示 で十分

か であるか を詰め るべ きで ある、 というのである。 これ に対 し、後者の批判は、公示 は問

題 ではな く、信託財産 として十分 に特 定で きるのであれば、 それ 自体 を根拠 として物権 的

保護 を与え ようとす る もの である(37)。

ここで注 目され るの は、 第三 者か ら支 払 を受 け るため の 口座 として信 託 口座(Treu-

handkonto)が 開設 され た場合 には、委託者か ら受託者 に対 し財産が直接移転す るわけ で

はないのに、近年 の判例 は、受益者の取戻権お よび第三者異議 権 を認める傾 向に あるこ と

であ る(38)(39)。 さらに、信託 口座 を通 じた有価証券 の売却 に基づ く債権 に もこの保護 が

与 えられてい る。 前述 したよ うに、商法第392条 第2項 について は判例 は代 替物へ の類推

適用 を否定 していたわけで あるが、信託 口座が周知性 あ る(offen)も ので あるが ゆ えに、

代 替物禁止原則が廃棄 されて いるもの と考 えられ る。すなわ ち、受託者が業 として信 託の

受託 を行 ってい るこ とに結 び付いて生 ずる周知性 がポイ ン トと考 えられるのであ る。 この

よ うな考察か ら、 問屋 お よび信 託の いず れにお いて も、 「他 人の計算で行 って いる こ と」

お よびそれにつ いて 「周知 性」が あるこ とが、委託者 お よび受益 者の物権 的保護 の実質 的

根 拠であ るとの分析がな されてい る。 この説に よれば、受益者 の法 的地位 は原則 としてす

べての間接代理 に妥 当す る問題 であ る と喝破 され る(40)。 もっ とも、 これに対 し、信託 と

間接代理 をあ くまで区別 しようとい う考 え方 も有力 に主張 されている(41)。
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IV結 び にか えて

受益者 の取戻権 につ いて、 わが 国の信託法 には明文の規定は置かれていないけれ ども、

受託者の債権者 による強制執行 に対 し異議 を述べ る権利が与 えられてい る(信 託法16条)

こ とか らすれ ば、 それ を否定す る理由はないであろ う。 問題 は、通説の言 うように、取戻

権 を主張 しうるのは、公示すべ き財産については公示が なされてい る場合 に限 られ ると解

す るべ きか どうか で あ る。考 え方 としては、大 き く3つ に分 かれ うる。第1は 、通説 同

様、信託の公示 が必要 であ るとす る考 え方。第2は 、信託 の公示 までは必要 ないが、なん

らかの公示性 または周知性 が必要 である とす る考 え方。 第3は 、 なん ら公示 を必要 としな

い と解す る考 え方であ る。

信託法におけ る 「直接 性の原則」な らびに問屋関係 におけ る 「代替物禁止原則」に対 す

る ドイツの有 力な学説の批判 を参 照すれば ドイツでは信託 の公示が一般的 にはで きな

いことを無視 で きないの は もちろんであ るが 、 わが信 託法の解釈 として も、「信託 の

公示」 がなされて いる必要 は必ず しもな く、 それ に代 替 しうるような何 らかの公示 ない し

準公示 、さ らには周知性 といったレベ ルにまで、対抗理 論 を緩和す るこ とがで きないのか

どうかが問題 にな る。 わが 国にお いて も、問屋関係におけ る委託者 の取戻権 に関す る判例

法理は、その ような問題 をす でに クリア しているのであって、頭か ら排斥 され るべ き議論

ではないよ うに思 われ る。 この場合、 さ らに2つ の方 向が考 え られ るよ うに思 う。第1

は、信託の構造か ら、公示機能 ない し準公示機能 を営 む ものが存在 しうるのか どうか を検

討 するアプ ロー チであ る。英米法 では、受託者 の負ってい る分別管理義務、 さらに計算義

務 とその開示 が準公示機 能 を果 た していると解 されてい るとの指摘があ り、興味深い論 点

とな りえよう。第2は 、信託 の引受 を業 として行 ってい る場合 には、受託者の下にあ る財

産 の中に信託 財産 が含 まれ ている ことが周知 の事 実 にな ってい る とい うアプ ロー チで あ

る。 この ときは、 問屋 に関す る判例法理 のアナ ロジー が妥当す る余地があ りうる。

上述 した2つ の観点 とは違 って、公示性や周知 性 をまった く問題 としない考 え方、す な

わち、信託関係 または信託財産 の特別財産性か ら、端 的に受益 者の取戻権 を認め る考 え方

も、論理 的には十分成 り立ち うるように思われ る。前述 した ドイツ信託法 における判例法

理 によれば、「直接性 の原則 」 とい う制約 の下 で、すな わち、財 産権が委託者か ら受託者
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に直接移転 しさえすれば、公示性の有無にかかわ りな く、受益者の取戻権が認め られると

解されている。 この場合、 ドイツの判例法理が採用 したような 「直接性の原則」およびそ

の一内容である 「代替物禁止原則」を併用す ることによって、何 らかの限定 を加 える必要

があるのか どうか、その範囲をどこまで認めるのが妥当か どうか、民法の一般対抗理論と

の整合性 をいかに図るかなど、検討すべ き課題は山積 している。さらに、この問題の背後

には、信託 と間接代理 とを法的概念として峻別すべ きか どうか、換言すれば、受益者の取

戻権 も信託固有の法理によって導かれるわけではな く、間接代理の一般法理か ら演繹され

るものなのか どうかという難問が控 えているのである。本稿は、問題提起の域にとどまる

ものではあるが、私 としては、さしあた り、第2説 の方向、すなわち公示性の原則は維持

しつつ も、それを信託の公示に限定して解するのではな く、準公示機能や周知性 をそこに

含ましめて、より緩やかに考 える方向で今後検討を進めることが有意義かつ現実的ではな

いか、 と考えている。

なお、既払保険料 を原資 とする預金債権(II章3節)や 、問屋の第三者に対す る物品引

渡請求権(ド イツ商法第392条)に 対 し取戻権が認められることが示唆す るように、いか

なる要件の下で、債権さらには金銭 自体が取戻権の対象 となるかどうかを再検討する必要

があると思われる。
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信 託 法 弟22条

強行規定の妥当範囲について

米 倉 明



1 は じめ に

信託法第22条 に関 しては、 これ までの ところ、強行規定 説が通 説 といって よい。 同説 に

よる と、問題 の 「自己取引」(受 託者 に よるそれ、以下 同 じ)を 受益者 も希 望 し、かつ、

その 自己取引が受益 者の利益 にな る場合 であって も、他 方でい ささか で も受益 者が損害 を

こ うむ る可能性が あるのであれば、 その 自己取 引は許 されない。 これ では硬 直に過 ぎ、現

代の信託(利 殖追求型のそれ を想起 され たい)に 適合 しないのでは あ るまいか(1)。 元来、

信託法 なるものは硬直的な一般法 を緩和 し、社会の需要 に応ず る手段、 フレキシブルな手

段 たる ところに、 その本命 があ るはずであろ う。 そうだ とすれば、仮に強行規定説 を採用

す るに して も、少 しで もその硬 直性 を緩和す る工夫、解釈 論が試み られ て しか るべ きであ

る。本稿 の 目的はここにあ る。

実は私 としては任意規定 説 を採用 したい。私 としては従 来の同説 とは異な るアプ ローチ

によ り、同説 を根拠づ け うると考 えるけれ ども、 その詳細 な展 開は別稿 に譲 り、本稿 で は

一歩譲 って、 強行規定説 を前提 に して作業 を進めてい くことにす る。

なお、本稿 において 「受益者 の同意」 とは、受益者 自身の同意 のほか、受益者が無能力

者の場合 には、 しか るべ き法律上 の保護者 の同意、又はその同意 の下に受益者 自身の した

同意 をさ し、「同意」 は事後の それ(追 認)を 含む もの とす る。 また、 問題 の 自己取 引の

「有効」「無効」 とは、 それぞれ、 その 自己取 引の効果 が信託財産(実 質 的には受益 者)に

帰属す る、帰属 しないこ とをさす もの とす る。

II予 備 的考察

さて本論 に入るに先立 ち、い くつ かの事項 について考 え方 を確 認ない しは整理 してお き

たい。「予備 的考察」 と題す るゆえんであ る。

強行 規定説 を前提 にす るとして、 その下 で一致がみ られ るのは、次 の2点 にお いてであ

る。す なわち、(1)受 益者の利益 を害す る自己取引は、 その同意 の有無 を問わず無効 であ

り、(2)受 益 者の利益 を害 しない 自己取 引は、 その同意 の有無 を問わず有効 である。

そこで第1に 、 「害す る」「害 しない」 を判断す る観点 につ いていえば 問題 の 自己取
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引 を抽象 的、類 型的に考察 して、 その取 引行為 の性質(客 観 的性質)に 照 らして決すべ き

で ある。 反面 か らい うと、 その自己取引 をす るにあたっての受託 者個人の意識、動機、 意

図 いかに、利益 の最終 的帰属者が結局 は受託者 ではなかったか否か等々 の主観的、個別特

殊的事 情 を考慮 すべ きでない。 もしこれ らを考慮 に入れ るとすれば、 あ まりに個別的にな

ってき りがな く、法的予測=法 的安定性 を損 な うか らであ る。従 って、抽象 的、類型的に

考察 し、お よそそのよ うな 自己取 引をす るの であれば、害す るこ とにな るとか、害す るこ

とにはな らない(害 しない)と か判断すべ きである。

第2に 、「害す る」 「害 しない」の判断 は上 に述べ た観 点か らすべ きであって、 自己取引

の客体 を物権か債権か で区別 して、前者 な らば害 し、後者な らば害 しない とい うような、

権 利の性質 に拘泥 した硬直的 な考 え方 は とられ るべ きで な く、 より広 い視 野にた った考察

が され るべ きであ る。 この点 にお いて、私 の旧稿(2)を 改め る。

第3に 、 問題 の 自己取引が委託者の指 図に よってされ たか ら といって、 その 自己取 引が

当然に有効視 され るべ きだ とはならない。確 かに委託者 の指図に よって 自己取引が された

場合 には、受 託者の専断に よるわけではないので、忠実義務違反 を問 うこ とはで きず(信

託法第22条2項 を一根拠 にほぼ通説 であ る)、 その 自己取引 は有効 と解 され るべ きものの

ように見 える。 しか し、 ここでい う 「指図」は同条に違 反 しない自己取 引 を前提 に してい

るとい うべ きで、 同条 に違反 した 自己取引 を想定 してい るのではないであろ う。強行 規定

た る同条が一片 の指 図によって くつが える と解釈す るのは、 同条 を軽視 し過 ぎるものであ

る。 そ もそ も委託者 は同条違反の 自己取引 を指 図すべ きではな く、 その ような指 図 を万一

受けた受託 者は、同条違 反を指摘 し、 その指 図には従 わない ようにすべ きで ある(そ うす

ることこそ善管 注意義務 を尽 くす こ とにな る。 同法 第20条)。 要す るに委託者 の指 図(そ

れが法律上 与 えられた権 限に依拠 して され ようとも)の 存在は、それ 自体 としては決め手

にはな らない。 同法第22条 に違反 しない 自己取 引が された場合に、 それが指 図によってな

された もの であれ ば、 それだけ よけ いに、 同条 に違 反 しない という判 断が強 ま るこ とには

な る。か くして問題 の中心は、委託者に よる指 図の存在 ではな くて、 同条 に違 反す る自己

取引、違反 しないそれ、 いいかえ るな ら、受益 者の利益 を害す る自己取 引、害 しないそれ

は何 かに帰着す るのである。

第4に 、 ここで 自己取引 をご く形式的 にではあるが三つに分類 して、それぞれに命名 し

てお こう。 以後 の叙述に とり便宜 だか らである。
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まず(a)有 害専一型一一受益者の利益を害するだけで、受益者には利益を与えること

がない自己取引。たとえば、信託財産 を受託者個人に無負担で贈与するような場合 を想定

せよ。

次に(b)リ スキー型一一受益者の利益を一方では害するけれ ども、他方においては受
＼

益者に利益 を与 える自己取引。た とえば、信 託財 産に対 してす る、受託者 の銀行勘定か ら

の利息付貸付 を想定 され たい。

最後 に(c)利 益専 一型一一受益者 に利益 を与 えるだけで、受益者 を害す るこ とが ない

自己取 引。 た とえば、受託者の個 人所有 の財 産 を信託財 産に無負担で贈与す るよ うな場合

を挙げ るこ とが できる。

以上 の三型つ ま り(a)(c)を 両極 に、(b)を その 中間にお く三型 の うち、信 託法弟

22条=強 行規定が カバーすべ きはいず れであるのか。 同条の妥当範囲はいか に。 これ こそ

本稿 の重大 ポイン トの一つで あるのみな らず、任 意規定 説の下で も同様 のこ とは問題 に さ

れ るべ きなので ある。そ こで その問題 に入 ってい こう。

III信 託法 弟22条=強 行規 定 の妥 当範 囲の限定 につ

い て

信託法第22条=強 行規定 の妥当範囲(同 条 の禁 止の及 ぶ範 囲)は 、 同条の立法趣 旨にか

んがみて決め ちれ るべ きであ る。 その立法趣 旨は受益者 の利益保護 である。 この趣 旨にか

んがみ、既に これ まで も、(a)有 害専一一型が同条 の妥 当範 囲に入 り、(c)利 益専一型 が

入 らないことにつ いては一致 があ る。問題は(b)リ スキー 型であ る。 この型は同条 の妥

当範囲の中に入 るべ きなのか。

この(b)型 の 自己取引は一方 で受益 者 を害す るに して も、他方 で受益 者に利益 を与 え

るものであ るか ら、 その 「害す る」 とい う側面 だけ をとらえて、(a)型 と同一 に処理 せ

よとい うのにはち ゅうち ょせ ざるをえない。(b)型 につ いては、総合 してみ ると結局 の

ところ受益者の利益 になってい る、 といえる場合 が多いのではあるまいか。先述の立法趣

旨にかんがみれば、それな らむ しろ(c)型 と同様の処理 をすべ きだ、 とさえいえな くは

なかろ う。そ こで同条 の妥当範 囲は(a)型 にだけ限定 され る、つ ま り、先述の立法趣 旨
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にかんがみ て異論 の ない型((a)型)に つ いてだ け同条 の禁 止が及び、(c)型 は もと

よ り、(b)型 に も同条 の禁止 は及 ばない。先述 の立法 趣 旨にかんがみ て同条の禁止 が及

ぶ か否か不確実 な型((b)型)に はむ しろ及ば ない、 と解釈すべ きであ る。上 にい う不

確実 な型に まで同条の禁 止 を及ぼす こ とはそれだけ無理 をおかす ことにほか な らず、で き

るこ となら無理 を避 けて別 の処理 をはか るとい うのが筋 とい うものであ る。

同条 の禁 止が(b)型 に及ぶか 及ば ないか につ いては、同条 の文理、 同条 の立法趣 旨

(受益者の利益保 護)か ら直 ちに答 えは出て こない。 これ らか らは、 同条 の禁止 は及 ぶ と

も及ばない ともい える、 とい うのが素直 な解釈 であろ う。 とすれば、同条 の禁止が及ぶ と

い うべ きか及ばない とい うべ きかは、 目的論 的立場 か ら決め るほか ない。つ ま り、現代 の

信 託 を視野 にいれ た ときはいずれ を とるべ きか とい う観 点か ら、 こ とを決め るべ きであ

る。そ うだ とすれば、同条の禁止は及ば ない とい うべ きであ る。

換言す ると、 同条の妥 当範 囲 を(a)型 に限定す る こ とに よって、(b)型 につ いて、

問題 の 自己取引が有効 であ る とい う結果 をもた らす 可能性 が生 じて くることにな り、 その

こ とは現代の信託の需要に応ず る道に連 なる。 い ってみれば、信託法第22条=強 行 規定 を

(a)型 だけ に封 じ込め、強行規定 の支配か ら解放 され た領域 をそれだけ広 げ よう とい う

のであ る。同条が(b)型 に も及ぶ と前提 してい る立場(通 説)か ら観察 すれば、一種 の

縮小解釈 を行 うもの ととらえ られ ることになるであ ろう。時代 の要請に適合 しえな くなっ

たルールに対 して は、縮小解釈 を行 うこ とに よって対処 す るとい うのが解釈 の常道 であっ

て、他 に例 が い くらで もみ られ るので ある(3)。 当面の場合 もその一例 であ る とい うこ と

が できる。

IVリ ス キー型の処 理方法

上述 したところによると、(a)有 害専一型については、信託法弟22条=強 行規定が適

用 される。より具体的には、問題の自己取引は受益者の同意の有無を問わず、さらにいう

と、問題の信託が財産保全型(信 託 目的が受益者の扶養、療養、教育にある信託)か 利殖

追求型かを問わないで無効 とされる。これに対 して(c)利 益専一型については、同条は

適用 されない。より具体的には、問題の自己取引は受益者の同意の有無 を問わず、問題の
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信 託が財産保全 型か利殖追求型か をも問わな いで有効 とされる。(c)型 につ いては、そ

れが利益専一型 である以上は無効 とす る理由に欠け るか らである。

問題 は(b)リ スキー型であ る。 これをいかに処理すべ きかについて、信託法上 には直

接の規定 を見 出せ ない。だか らといって、直接 の規定が ない うえに、先述 した ところに よ

れば同条=強 行規定の妥当範囲外 であ るとい うの であれば、解釈論上 は有効視 され るに決

まってい る、 といい きれ るだ ろうか。信託法上の一種 のす き間を解釈 論に よって埋 め る必

要があ るわけ だけれ ども、 ことは さほ ど単純では ある まい。

(b)型 の処理 に際 して念 頭にお くべ きこ とは、 そ こでの 問題の実質が次 の点 にあ ると

いうことであ る。す なわち、一一方 で受益者 を害 す るに して も(つ ま り リス クを伴 う)、 他

方では受 益者 は利益 を受 け るの だか ら、 その リス クは受益 者 において甘 受すべ きで あ る

(従 って、 問題の 自己取 引は有効 と扱 うべ きであ る)と いえ るか どうか。 この実 質 を考慮

しつつ、 以下考察 を進め よ う。

まず(イ)受 益者の同意があ る場合 には、問題 の 自己取 引は有効 とい うべ きで あ る。(b)

型は同条=強 行規定の妥当範囲外 である うえに、利害関係 者 たる受益者が 同意 してい る以

上、有効視せ ざるをえない。問題 の信託が財産保 全型か利殖追求型か を問 わな い。財産保

全型において も受益 者の 自己決定権 は尊重 され るべ きであって、ただ その信 託 の性質上、

同意の認定 につ いていやが上に も慎重 を期 すべ きで ある といえるに過 ぎず、財 産保 全型 だ

か ら、た とえ受益者の同意があって も、 その 自己取引 は無効扱いにすべ しとは いえない。

次に(ロ)受 益者の同意がない場合 はどうか。問題 の信 託が財産保全型の場合 には、問

題の 自己取 引は無効 と解 すべ きである。問題 の 自己取引は 同条=強 行 規定 の妥 当範囲外ゆ

え、同条 に依拠 して無効 とい うので はな く(妥 当範 囲外 で あればむ しろ有効 視 に傾 く)、

財 産保全 型信託の性質にかんがみて無効 と解 すべ きで ある。 この種の信託 は信託財 産 を し

っか り保持す るこ とに主眼があ るのだか ら いかに他方 で利益 を受 け るに して も た

とえ一時 的か も知れ ないにせ よ(場 合 によっては永続的に損害 として残 るか も知 れない)

害 され ることを甘受 しえない、甘受す ることは この種 の信 託にはな じまない とい うべ きだ

か らであ る。

それな ら、 それ以外の信託につ いてはどうか。本稿 では利殖追求型信託 をと りあげ るこ

とにす る。利殖追求型信 託についてはまさに 「ハ イ リス ク ・ハ イ リターン」 とい うこ とが

いえて しかるべ きで、財 産保全型信託 と同 日には談 じられない。 さ りとて、利殖追求 型に
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おいては問題の自己取引を無制約に有効に扱 うべしとはならない。 というのは、立法論を

展開するならまだしも、解釈論を試みようというのだか ら、現行法か ら読み取れるポリシ

ーに適合することを心がけねばならないか らである。 より具体的にいえば、現行法から読

み取れるポリシーにかんがみて設定した以下の4要 素 を考慮に入れて、これらの要素 を満

たしたからには、なお残るリスクは受益者において甘受するのが相当(問 題の自己取引は

有効)で あるというべきである。続いてその4要 素 を列記しよう。

(1)必 要性=一 受託者が問題の 自己取引をすることが、受益者に対 し受託者が信託法

上又は信託行為上負担する債務を履行するために必要な場合であって、かつ、必要な限度

においてすること。この 「必要性」の要素は信託業法弟10条2項 に表れている。受託者が

以下に述べ る他の要素を満たす としても、上の意味での必要 もない場合に、又は必要はあ

っても、必要な限度 を超えて自己取引をすることを許すのは適当とは思えず、このような

場合には問題の自己取引は無効 というべきである。

ここに 「受益者に対 し受託者が信託法上又は信託行為上負担する債務 を履行するために

必要な場合」 とは、受益者に対す る信託法上又は信託行為上の特定の債務 を履行するため

に必要な場合(同 条同項はこれを想定 している)に 限らず、より広 く一般的に、信託事務

の円滑な処理のために必要な場合 をも含む と解すべ きである。たとえば、信託財産に関し

て費用支出(現 金支出)の 必要が生 じたけれども、信託財産が一時的な現金不足に陥って

いる場合に、受託者個人が信託財産に対 して必要な額を貸付けることを想定せ よ。信託法

第36条1項 は受託者が費用を立替えた場合を直接には規定 しているけれども、立替えない

で必要な額を貸付けて、信託財産 自身に支出させ ることを排除するものではないというべ

きである。なぜなら、順序が前後する関係になるだけで、実質において相違はないからで

ある。そうだとすれば、信託法第36条1項 は、広 く一般的に、信託事務の円滑な処理のた

めに必要な場合には自己取引 も許されることを示唆しているというべ きである。

また、「必要な限度」というか らといって、 自己取引の期間が短 くあるべ きだ とは必ず

しもならず、土地信託における信託財産たるビルの一室に対する借家権設定のように、比

較的長期にわたって自己取引が続 くことも排除すべ きではない。要は 「必要性」の判断に

かかる。

(2)客 観性一一信託法第22条1項 但書は 「裁判所 ノ許可」を、信託業法第10条2項 は

「取引所ノ相場アルモノナル トキ」を、それぞれ 自己取引を許す要件の一つ としている。
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前者は公平な第三者の極 というべ き裁判所の判断を通 して、その 自己取引によっても受益

者は害されないということを担保するわけであり、後者は 「取引所ノ相場」 という客観的

基準に依拠することによって、同じく受益者が害されないことを担保 しようとするのであ

る。これを通覧すると、現行法は自己取引を許すにあたり、受益者が害されないことにつ

いての客観的保障を要請 していることが うかがえる。この要請 を無視することは適当でな

い 。

この客観的保障(こ れ を受益者保 護の客観性 と呼ぼ う)の 要請 は、 た とえば利 息につい

てい うな ら、 その利息が法定利率 による とか、又 は、そ こまでいか ないに して も、公に さ

れていて経済界において指標的 な意義 を有す るこ とにほぼ異論の ない利率 によ るとかす る

場合 には、満 たされてい るとい うべ きで ある。利息については上述の とお りであるが、 た

とえば不動産売買 にな ると、 「適正価格 」 を算定す るこ とは必ず しも容 易 ではな く、同売

買 においては、受益者保護の客観性は満 たされ えない とい うべ きである。

(3)損 害額の客観 的算定 の可能性 た とえ問題 の 自己取引に よって受益 者が損害 を

こ うむるこ とが あって も、 その損害額の算定方法が法定 されてい た り(金 銭債 務の不履行

の場合 につ き定 め る民法第419条1項 。 ほか に利息制 限法 第1条 、第4条 に も似 た機能 を

期待 しうる)、 そこまでいかな いに して も、損 害額 を算定す る間接的方法 が法定 されてい

た りして(適 正 賃料 を判定す る客観 的 メル クマー ル を法定 す る借地借 家法 第11条1項 本

文)、 損害額 が比較 的算定 しやす く、ひ いては受託者の 「管理 ノ失 当」 を理 由に(信 託法

第27条)、 受益者が受託者 に賠償 を請求す るこ とがそれだけ容易 に なって いること。

反面 か らい うと、損害額の算定が必ず しも容易 でな く、 た とえ賠償 を受 けて も必ず しも

十分 な填補 を受け たとはいいが たい可能性が ある場合(た とえば信託財産 た る不動産が受

託者個 人によって買受 け られ た場合 の ご とし。不動産 につ いて 「適正価格 」 を算定 す るこ

とは往 々困難だか ら)は 、 この(3)の 「可能性」 を満 たす とはい えない。なお、 民法第

419条1項 に依拠 した ところで、お よび、 その他の方法 に依拠 したに して も、 それ によっ

て実損額 の賠償が保障 される とは限らないけれ ども、 そのこ とは当面の 自己取 引の局面だ

けの問題 でな く、広 く一般的 な問題であ っていた しかたないこ とであ る。

以上(1)～(3)の 関係 は ど うか とい えば いってみれば(1)は 必須 の要 素 で あ

り、(2)も どち らか といえば必須の要素 とい うべ きだが、た とえ(2)が 欠 けていて も、

せ めて(3>が 満 たされている場合 にはなお、受益者 は一方で害 され るに して も、他方で
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は利益 を受 け るのだか ら、差 引残 る損害 は甘受すべ し、 というべ きであ る。上記 のような

仕方 で(1)～(3)が 満 た された うえで(も はや これだけで十分 と私 は考 えるけれ ども)、

次 に述べ る(4)が 満た されてい る場合 には、問題の 自己取引の有効 性 をそれだけ一層肯

定す る方に傾 く。

(4)公 的監督 の実効性7公 的監督 が実効性 を伴 って及 んでいるこ と。

営業 信託 については信託業 法第17条 ～19条 、兼営法第4条 および第8条 が、非営業信託

につ いては信託 法第41条 が、 それ ぞれ用 意 されている。非営業信託が普及 していないわが

国の現状の下では、 この(4)に つ いては、 さしあたってτま営業信託 を念頭 におけば足 り

る。営業信託 に関す る限 り、 主務 官庁 の監督 が貫徹 してい るこ と周知 の とお りで あるか

ら、 このこ とは、営業信託 に関 して は自己取引の有効性 を肯定 す る方 向に作用す るといっ

て よい。

以 上 で(1)～(4)の 要素 につ いて の説明 を終 え る。 こ こで しめ く くって お く。以上

(1)～(4)の 要素 を考慮に いれて問題 の 自己取引 を考 察 し、 これ らの要素 が満た された

と判 断 され る場合 には(そ の満 た され方 につ いては先述)、 受益 者が損 害 をこうむ るに し

て も、 それ はか な り限定 され るはず であ るが、 それ で もなお損害 をこ うむ る可能性 は残

り、実際に損害 をこ うむ るにいた るか も知 れない。 しか し、受益者 は他方では利益 を受け

るのだか ら(少 な くともその可能性 を与 えられ るのだか ら)、 その よ うなこ と(リ スクの

引受)は 甘受せ よとい うのが相 当 である。

リス クの可能性が文字 どお りゼ ロにな らない限 り自己取 引 を認め ない とは、現行法 は定

め てお らず、む しろ逆 である。 リスクの可能性 を極力押 さえ るように要件 を定めてはいる

ものの、 その可能性 をゼ ロ とは しきれず、そ うであって も問題 の 自己取 引 を有効 と扱 う。

これが現行法の ポ リシー といえよ う。 とい うのは以下の とお りであ る。信託法第22条1項

但 書についていえば、 ここでは 自己取引 を許すにつ いて裁判所 の許 可が求 め られてい るけ

れ ども、裁判所 であるか らには判 断を絶対誤 らない とはいえない。やは り判断を誤 って、

結 果的には受益者 を害す ることにな る可能性 を秘めているのであ る。その可能性がゼ ロだ

か らとい うので、 自己取引 を認め るとい うのではない。 また、信 託業法弟10条2項 につい

てい うと、受託者が た とえ 「取引所 ノ相場」 で信託財産 を買取 ってみて も、その代金 を支

払 う前 に倒産 な どして支払 えな くなれば、や は り受益 者は害 され るこ とになる。このよ う

な次第 で同条同項において も、受益者が害 され る可能性 は決 してゼ ロではない。
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もっ とも、 これ ら2つ の場合(信 託法 弟22条1項 但書の場合 と信 託業法 弟10条2項 の場

合)は 当面問題 の リスキー型ではな く利益専 一型に属す るのだか ら、 同 日には論 じえない

といわれ るか も知 れない。 しか し、利益 専一 型に属す る場合ゆ えに問題 の 自己取引は当然

許 され るとい う、 その場合 に して も、受益 者が害 され る可能性が皆無 ではないこ とを前提

に しているのであ る。 とすれば、 リス キー型に属 す る場合について受益者が害 され る可能

性ゼ ロを要求 す るのはいかがな ものか。 利益 専一型 とリスキー型 とにお ける上記の可能性

の差 は程度の差 で しか な く、 リス キー型について上記 の可能性がゼ ロでないこ とだけ を理

由に、問題の 自己取 引を無効 と扱 うのは相 当ではない。 その ような理由が通 るのは、せ い

ぜ い、財産保全型信託 で、かつ、問題の 自己取引につ いて受益 者の同意が ない場合 だけで

あろ う。

V具 体的処理の若干例

以上述べ た ところを踏 まえて、 問題 の 自己取 引の有効 、無効 をいか に して決め るべ き

か。 その手順 と して は、 まず 問題 の 自己取 引 が(a)有 害 専 一 型、(b)リ ス キー 型、

(c)利 益専一 型のいずれに属す るか を判 断す る。(a)型 、(c)型 の場合 の処理につ い

ては先述 した(IVの 冒頭)。(b)型 の場合 の処理 につ いては、受益 者の 同意が ある場合 と

ない場合 とに分 け る。 同意が ある場合 の処理 については、 これ また先述 したので くり返 さ

ない(IVを 参 照)。 同意がない場合 につ いては、問題 の信託 が財 産保全 型か どうか を吟味

して(信 託行為 の解釈 に よ る)、財 産保全 型で あれば問題の 自己取 引 を無効 とし、 それ以

外 の信託、特 に利殖追求型 であれば、IVで 先述 した四要素が、や は り先述 した仕方 で満 た

されているか否かに より、有効、無効 を決め ることになる。

以下数例 について、上 の手順 をあてはめて、問題 の 自己取引の有効 、無効 を判断 してみ

ることに したい。 問題 の信託 は利殖追求 型であ ると前提 してお こう。 とりあげ る順序 に深

い意味はない。

(1)信 託財産 に対す る自行勘 定か らの借 入(利 息付消費貸借 契約)こ れは営業信

託 を前提 にした リスキー 型の典型で ある。一方では受託者の一存でた とえば高利率 を決め

て しまうか も知れず、受益者 を害す る可能性があ る。 しか し他 方では、他行 か ち借入れ る
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場合 と比べてコス ト(時 間を含む)が かからず、資金が必要な場合にそれだけ安 く調達で

き、受益者に利益を与える。

か くて リスキー型だとして、受益者の同意があれば借入は有効 とすべ きであるが、その

同意がない場合にはどうか。無条件に有効になるわけではないこともちろんである。たと

えば、受益者が信託契約の解除、受益権の買取 りを受託者に請求 したときは受託者は応ず

る義務がある旨信託行為上取決め られていた場合に、受益者による上記の請求がなされた

ので、受託者 としてはその義務を履行するため、その払戻 しに必要な金額 を必要な期間に

限って、また、利率を法定利率又は経済界において指標 としての意義 を有することにほぼ

異論のない、公にされた利率 を採用するというのであれば、問題の借入(自 己取引)は

「必要性」、「受益者保護の客観性」いずれの要素 をも満た して、 しか も営業信託ゆえに

「公的監督の実効性」 という要素 をも満 たす というので、結論 として有効 というべ きであ

る。仮に受託者の一存で利息制限法に違反する高利率を決めて、その とお りの利息が信託

財産か ら支払われた場合には(に も)、「損害額の客観的算定の可能性」 とい う要素にかん

がみて、問題の借入はやは り有効 というべ きである。

(2)金 利スワップ取引、自行の資産についての変動金利と信託財産についての固定金

利 とを交換する契約(そ の逆の場合 もあるが、 ここでは度外視する)こ れまた営業信

託 を前提 したリスキー型の典型である。 ここでは金利スワップ取引にっいてだけふれ、通

貨スワップ取引についてはふれない(両 者 とも同様の考 え方で処理で きるもの と思 う)。

一方では受託者の一存で信託財産についての固定金利を自行の資産についての変動金利 と

交換 したばか りに、かえって信託財産の金利収益が減ることがあるが、他方では、金利が

上昇傾 向にある時期には、金利スワップ取引をすることで信託財産の減価 を阻止すること

ができる。

そこでどう考えるべ きか。問題の金利スワップ取引について受益者の同意があれば、そ

の取引は有効である。受益者の同意がない場合には、先に挙げた要素 を検討 しなければな

らない。 まず、金利スワップ取引は、いつでも随時にしてよいというのではな く、金利が

上昇傾向にあると見込まれる時期において、信託財産の減価を阻止するためにする場合で

(信託財産の管理に任ずる受託者 としてはむ しろ当然すべ きである)、かつ、期間を比較的

短期 に限定するものであれば(以 上が 「必要1生」の要素に対応する)有 効扱いされてよ

い。「比較的短期」 といっても文字 どお り短期 という意味ではなく、「必要性」 との関係に
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おいて決まるべ きであるから、信託財産(た とえば債券)の 満期 をもって 「比較的短期」

と解すべ き場合が多いであろう。次に、変動金利の見込みを受託者が誤った結果、固定金

利と交換 したために受益者が損害 をこうむった場合には、金利の算数計算によって損害額

の ミニマムを算定す ることができる(こ れは要素、「損害額の客観的算定の可能性」に対

応する)。最後に、「公的監督の実効性」 という要素の充足 をも期待 しうる。以上の次第

で、金利スワップ取引は、む しろ有効視 されてしかるべ きである。

(3)土 地信託における信託財産たるビルの一室に対する受託者の借家権設定 これ

もリスキー型であるこというをまたない。一方では受託者の一存でたとえば低賃料 とする

ことによって、受益者を害する。他方では、問題の受託者のような信用のある企業がテナ

ン トになることによって、その地域の良質の企業ないしは個人をテナン トとして招 き寄せ

る効果が生じ、その結果、ビルの賃料収入が増えて受益者が利益 を受けることにもなる。

受益者の同意がある場合 には借家権設定は有効である。その同意がない場合 について

は、受益者に対 し高額の賃料収入 を確保するという信託行為上の債務 を履行するために必

要がある場合であれば(こ の必要があるか どうかは問題の受託者のその地域社会における

信用度、その他その地域の経済事情等から判断するしかない)、有効祝してさしつかえな

い。期間については借地 と異な り制約はないから、適当な長さの期間を決めてよい。土地

信託の存続中と定めてもよい。むしろ土地信託の存続中は必要性が認め られるからである

(4)。以上の次第で 「必要性」の要素は満たされる。

借家権設定にあたって、たとえば賃料の客観的適正を確保す ることは必ずしも容易では

ない。しか し、受託者が一存で低賃料 を定め、一定期間増額請求しない旨を取決めた場合

でも、受益者 としては、借地借家法第11条1項 本文に挙げられている客観的メルクマール

を参考にして、当然収取すべき賃料(そ の額は上記のメルクマールを参考にして算定 しう

る)を 収取しないのは、「管理 ノ失当」として、受託者に対 し賠償請求することができる

(信託法第27条)。 これは 「損害額 の客観的算定の可能性」 とい う要素の充足を意味する。

ちなみに、受託者が一存で借家権の譲渡、借家の転貸をして、それらをこれまた一存で承

認することがあ りうる。 しか し考えてみれば、それらのことをすればするほど、 自己取引

による借家権設定の結果(自 分が 自分か ち賃借するという結果)か ら遠 ざか ることにな

り、むしろ望 ましいというべ きであって、それらのことが一存でされる可能性があるか ら

といって、自己取引による借家権設定が無効視されるべきことにはなるまい。なお、営業
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信託においては、「公的監督の実効性」 という要素 も満 たされ るといってよい。以上の次

第で、土地信託における信託財産たるビルの一室に対す る受託者の借家権設定 は有効 とい

うべ きである。

(4)信 託財産たる金銭を受託者が借受けること この場合には信託財産の受託者に

よる固有財産化が問題になるけれ ども、 もし借受取引(金 銭消費貸借契約)が 有効視 され

るのであれば、その履行 として固有財産化が されるのはむ しろ当然のことであるから(民

法第108条 但書参照)、 中心問題は上記のような借受取引が有効かどうかである。

上記のような借受取引は リスキーであることむろんである反面、もし借受けた受託者が

信託財産が他に貸付けられた場合よりも高い利息を支払 うことを約するのであれば、その

限 りでは受益者にとって利益 をもたらす。そこで、受益者が同意 している場合には(「 同

意」は委託者 一受益者の 「指図」 という形式 をとってもよい。同意の認定には慎重を要す

る)、有効祝 してよい。受益者の同意がない場合に も、受託者が信託行為上受益者に対 し

て負っている債務(信 託財産の高利率による運用)を 履行するために必要であれば有効祝

してよい。そして他に貸付けたのでは低利しか得 られな くて、受託者に貸付けた場合には

高利を支払うことが約 されるときには、この 「必要」があり、かつ、それに応ずることを

意味するのである。公的監督の実効性が期待できる場合には、有効視になおさら傾 く(公

的監督の一つの方法 として、借受額の限定、 しかるべ き担保提供を命ずることが考 えられ

る)。上記のような取引の結果、損害が生 じた として も、問題の債務が金銭債務 またはそ

の不履行 ということであるか ら、民法第419条 にかんがみて、その損害額の算定は客観的

にできる(「損害額の客観的算定の可能性」の要素 は充足される)。 このようにみて くる

と、一概に無効祝することはできない。

(5)信 託財産たる金銭を自行預金とすること ここでも固有財産化の問題があるけ

れども、中心問題 はそこにはな くて取引(当 面の場合は預金契約)に あることは、(4)

で述べたの と同様である。

上記のような預金取引が リスキーであることはいうまでもないが、もし他行に預金する

に比べて有利な利率が約されるのであれば、受益者は利益 を受ける。そこで考 えてみる

に、(4)と パラレルに処理できると思 う。すなわち、受益者の同意があれば、有効祝し

てさしつかえない。受益者の同意がない場合についても、(4)で 述べたのと同様に、「必

要性」「損害額の客観的算定の可能 性」「公的監督の実効性」という要素が満たされるので
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あれば(満 たされるのだか ら)、 有効祝 す るこ とが で きる。か くて上記 のよ うな預 金取 引

は有効視 され るけれ ど も、公的監督の立場 か ら、相 当程 度 の抑制 をはか って、万一 の場合

におけ る受益者保護 に十全 を期 す るこ とはあ りうるこ とであ り、 む しろ望 ましい とす らい

える(た とえば、預 金額 に限度 を設けた り、担保 提供 を命 じた りす ること、事情 の変 更 に

応 じてそれ らの措置 を緩急 よろ しきを得 て変更す るこ とが考 え られる)。

VI結 び

本稿 の基本 的発想 は、 自己取 引の類型 を(a)有 害専一 型、(b)リ スキー型 、(c)利

益専一型の三 つに分 けた うえ、信託法第22条=強 行規定 の妥当範 囲は(a)型 のみに限 ら

れ ると解 し、(c)型 は もとよ り(b)型 も同条 の射 程外 であ る とす る ところにあ る。一

種 の縮小解釈 を施す もの といえ よう。 この結果、従来何 とな く同条 の適用 を受 け るもの と

想定 されて きた(b)型 が 同条 か らいわば解放 され、解釈 に よる処理 を工 夫す る可能 性が

開かれ た。

本稿 の中心は特に(b)型 につ いて、上記にい う解釈 に よる処理 を工夫す ることに置か

れ、受益者に よる同意の有無 、問題 の信託が財産保全 型か利殖 追求型か を顧慮 しつつ、 同

意がない場合 の処理 方法 として、現行法 に表れてい るポ リシーに示 唆を得 て考 慮 され るべ

き要素 を挙げ、 それ らの要素 が満 たされるか否かに よ り、問題 の 自己取引の効 力 を決す る

べ きである と論 じた。同条か らいわば解放 されたか らとい って、解釈論 であ る以上 は、現

行 法にで きるだけマ ッチ した論 旨を展 開す ることが必要 であ り、 その意味では上 記の要素

は重要 であ る。 よろし く御批 判 あ りたい。

ちなみに、(b)型 の 自己取引についてみ た場合 に、そ して信 託実務の観 点か らす る と、

受益 者の同意 を得 るこ とには大 きなメ リッ トがあ るには相違 ない。なぜ な ら、同意が あれ

ば、財産保全型か利殖追求型かの区別 も不要 とな り、後 者につ いて も、 もはやIVで 挙 げ た

要素の吟味 を必要 としな くなるか らであ る。 しか しなが ら、同意 を得 るに際 しての説明 の

程度 などに配慮 しなければ な らないこと、受益者が複数 いて意見が まとま らない場合 の処

理 のこ とを考 え ると、受益者の 同意が な くても自己取引が有効視 され る場合 が認め られ る

こ との方が、 よ り大 きなメ リッ トなのではあるまいか。
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なお付 言す ると、信託行為 において(b)型 の 自己取 引 をす ることが許 され る旨取決 め

たか らといって(そ の取決め の仕 方は具体 的特 定的 にすべ きであ る)、 自益信託 は別 とし

て他益信託 におけ る受益 者が当然に同意 した ことにな る、 同意 しないな ら受益者 を辞退 す

るはずで、そ うしないでい る限 りは同意 した とみなされ るべ きだ、 とはいえない。 とい う

わけは、 こうであ る。す なわち、受託者 は(b)型 の 自己取引 しか しないわけではな く、

む しろそ もそ も自己取 引 をしないで、他の種類 の取 引 をす るこ とによ り信託財産 を運用 す

るこ との方が多い。受益 者は(b)型 の 自己取 引には同意 しないが、他 の種類の取引に よ

る運用 を期待 して受益 者に とどまっている というべ き余地 があ る。 また、 もし(b)型 の

自己取引はIVで 挙 げた要素 を常に満 たす ものであ るといえ るのであれば、この型の取引は

同意が た とえな くて も有効視 され るのだか ら、同意の有無 な どは重要でな く、従 って、当

然に同意 した もの と扱 って しまって もよか ろ うが、 「常 に満 たす」 とは必ず しもいえない

のだか ら、同意の有無のせ ん さ くは どうで もよい、 同意あ りと扱 えばよい とはいえな い。

ここではこの程 度の こ とを述べ るに とどめ る。

最後 に付表 を掲げ、本稿 の内容 の御理解 に供 したい。任 意規定説 を採用 した場合 との相

違 点は、(a)有 害専一 型 で受益者 の同意が あ る場合 に、付 表の ×印が○印に変 わ るだけ

であ る。 この こ とか ら読者 は、両説の差 はほ とん どない こと、任意規定説の下 で も同条の

妥当範囲 を(a)型 にの み限定 し、(c)型 は もとよ り(b)型 も射程外 に置 く必要、実

益 が あるこ とに気づ かれ るであろ う(5)。私 は今 日では任 意規定 説 を とり、従 来 ともす る

と用い られ た手法(た とえば外国法援用)と は異 なるアプ ロー チによ り同説 を根拠づ け る

こ とが できる と思 って い る。 しか し、 そこに立 入 るの は別 稿 に譲 り、筆 をお くこ とにす

る。
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(付 表)強 行 規 定 説 を前 提 に した場合

受益者の 同意

自 己取 引の 種類

(a)有 害 専 一 型

(b)リ ス キ ー 型

(c)利 益 専 一型

同意 あ リ

X

O

O

同意 な し

X

財産保全型

×

利殖追 求型

x又 はO

O

O=自 己取 引有効

×=同 無効

〔注 〕

(1)Moffat,TrustLaw,TextandMaterials,2nded.Butterworths,1994,pp.342-343.

(2)「 信託 法22条1項 本文 の解釈 につ いて 受 託 者 に よ る固有 財 産化 お よび権 利取 得 の 可 否 」

信 託160号(1989年)19頁

(3)た とえば民法 第534条1項(危 険負 担の債権 者 主義)に おけ る 「支 配移転 説 」 を挙 げて お く。

(4)も っ と も、借 家権 の存 続期 間 は、長期 で も20年 を限度 とす るとい うこ とに留 意す べ きで あ る(民

法 第604条)。 従 って、 この こ とか ら由来す る借 家権 の消 滅 更新 とい うこ とはあ る。

(5)念 の ため一 言 してお こ う。 任 意規 定 説 を採 用す る と して、受 益 者 の 同意 が な い場合 に、(b)型

に まで信 託 法 第22条 をお よぼ して よいか どうか(こ れ.を肯定 す ると、付 表 で い う と、利 殖 追求 型 に

つ い て も ×が付 され る ことに な ろ う)。 同条 の 妥 当範 囲 を(a)型 に限定 して は ど うかが 考 察 され

ねば な らない。 同条 の妥 当範 囲 を(a)型 に 限定 し、(b)型 、(c)型 には 同条 はお よぱ ない とし

た うえ で、 これ ら二型 につ いて は同条 とは離 れた解 釈 に よって処 理す るの が適 当 であ り、 その結論

は付表 の とお りであ る とい うの が私見 な ので あ る。
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信 託 法 弟22条1項

本文違反の行為の法的効果 について

竹 下 史 郎



1は じめ に

信託法22条1項 の規定 は忠実 義務 とか誠実 義務(1)と かい われ(以 下 にお いて、便宜

上、 たんに忠実義務 とい う)、 信託 法の 中で もっ とも重要 な規定 の ひ とつ とされ る ところ

か ら、 また、実務 的に もさまざまな問題があ るところか ら、 この規定 の性質については こ

れ までに多 くの学 者や実務 家 に よって論 じられて きた(2)。 に もか かわ らず、私 があ えて

この問題 をここで取 り上 げたのは次の理由に よる。す なわ ち、第1に は、 これ までの議 論

で論 じられて きた問題 は、 この規定が強行 規定 か任意規定か、 あるいは、 この規定 の射程

範 囲は どこまでか、 とい うところにあって、 いわば、忠実義務 違反が 当然 に無効 であ るこ

とを前提 として、 その義務 の要件 に関心が あ った、 とい うこ とが で きるか と思 う。 しか

し、実務上 さまざまな問題が ある とい うこ とは、義務違反の効 果 を一律 に無効 とす る とこ

ろにあ り、実情に即 して違 反の効果 を実質的 に考 えてみた ら、 また別 の見方が できるので

はないか、 と考 えた こと。 また、第2に は、 い うまで もな く、 四宮教 授 の法主体(性)説

が信託法学 に与 えた影響 は大 きく、昨今 のこの条文 の解釈 をめ ぐる議論 も四宮説 を意識 し

た もの となっている。 しか し、 この米倉教授 を主宰者 とす る 「実定信託法研究会 」は、い

わゆ る債権説 では いけないのか、 とい う問題意識があった。 そのこ とか ら、 四宮説が英米

の信託法 を念頭に置いて、 まず、忠実義務 として三つの原則 を上 げ、 そ こか ら本条の解釈

論 を展開す るのに対 し、 ここでは、 それを一応おいてお き、条文 その ものか ら出発 して議

論 を展開 した ら、実務上 の問題 を上手 に処理す ることがで きるのではないか、 と思 ったか

らである。

そこで、以下 にお いて、 まず、債権 説における22条1項 本文 の理解 の仕方 をみ るこ とと

し、次に英米法 の忠実義務 を概観 して、 四宮説 とその位置づけ を明 らかに してみ る。 その

うえで債権 説的考 え方に立 ち、新 たな視 点か ら22条1項 本文 の解釈 を試みて、 それが必ず

しも無効 とはいえないこ とを述べ 、その延長 か ち22条1項 本文が 強行規定か任意規定 かの

問題 にも触 れてみるこ とにす る。
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II立 法経緯 お よび戦前の主な学説

立法者や戦前の学者 たちが忠実義務違反の効 果 をどの ように考 えてい るか を以下 にみ る

こ ととす るが、 それ には彼等が受託者名義に なった信託財産 と固有財産 との関係 について

どのよ うに観念 していたか、につ いて遡 ってみて い くことが必要 となる。 それは、 四宮説

以前 の学 説が どうであったか とい うこ とばか りではな く、債権説の立場 か ら考 え る本稿 の

目的か ら、債権説 の観念 をお さえてお くこ とが どうして も必要 となるか らであ る。

1立 法経緯

この22条 の規定 が当初 の案にはな く、信託 のダー クサ イ ドを排除す る配慮か ら、立案の

途 中で規定 され た ものであ るこ とはす でに指摘 されてい るとお りで あ るが(3)、 この規定

の位 置付 け を 「信託 法案説明書」でみ る と(4)、受託者の分 別管理義務(信28、29)、 受託

者 の損失補填 ・信 託財産 の復 旧義務(信27)、 信託違 反の処分行為 の取 り消 し(信31)は 信

託財産 の独 立性(信15)、 信託財産 に対 す る執行 等の禁 止(信16)な ど とともに 「信託財

産 の保護」 の章 で説明 されているのに対 し、 この忠実義務(信22)は 、受託者 の職務(信

4)、 善管注意義務(信20)、 帳簿具備義務(信39)、 書類 の閲覧に供 す る義務(信40)な ど

とともに 「受託者 の義務、権利及 び責任」 の章 で説 明 して いる(5)。 そ して貴族院 におけ

る審議 に際 し、立案 の中心 となった政府委員 であ る池 田寅次郎博士 は、「信 託財産」な ら

びに 「信託財産 の保護」の規定 の置か れた意義 につ いて次のよ うに説明 してい る。す なわ

ち、「信託 ト云 フモ ノハ、財産上 ノ権利 マデモ受託者二移 シマ シテサ ウ シテ委託者が指定

シタ目的二従 ッテ、受益者 ノ為 二之 ヲ管理 セシメル,ト云 フ方法 デア リマス カラ、………受

託者其モ ノが其権利 ヲ濫用致 シマ シタ時、即 チ財産権 ノ名義ハ 自分ニナ ッテ、法律上ハ 自

分 ノ権 利デアルケ レ ドモ、 コノ権 利 ヲ濫用 シマ シテ、サ ウシテ信託 ノ目的二反スル ト云 フ

ヤ ウナ コ トヲヤ リマ シタ場合 二於テ、法律 デ受益者 ノ権利 ヲ保護 スル ト云 フコ トハ是ハ頗

ル必要ナ コ トニナル ノデア リマス、又之 ヲ保護 スルが為 二取引 ノ安全 ヲ害 スル ト云フ コ ト

ニナ リマ シテハ、是亦大変 二受益者二偏 シテ居 ル ト云フヤ ウナ批 難ハ免 レナ イノデア リマ

ス、其他 ノ関係 ヲ考慮 イタシマシテ、適 当二権 利 ヲ保護 スル ト云フ コ ト八極 メテ必要ナモ

ノデア リマスカラ、 ソレデ其位信託法 ノー ツノ重要 ナル条項 ト致 シマシテ、信託財産、拉
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ビニ信託財産 ノ保護 ト云フモノハ是ガーツノ重要ナル事項ニナルノデアリマシテ、デ之二

関シテ幾多ノ規定 ヲ設ケマ シタ次第テ[デ]ゴ ザイマス、………」 という(6)。そして、

このような前置 きの次に 「信託財産」ならびに 「信託財産の保護」について詳細な説明を

しているのであるが、ちなみに、受託者の権利 ・義務、責任については、その箇所のおわ

りで一言、 「其他受託者 ノ権利義務、資金[責 任?筆 者]、 等二付キマシテモ詳細ナ

規定 ヲ設ケマシタ次第デア リマス」(7)と述べているに過 ぎない。もっとも、上記説明書

においては説明があり、忠実義務を設けた趣 旨を 「是 レ受託者カソノ責務二違反スルノ弊

ヲ誘致スル ノ虞アルヲ以テナ リ」(8)と述べている。これをみるか ぎり、そのこと自体 は

受託者の義務違反にはならないと考 えていたように とれる。

さて、信託違反の効果については特に説明はなされなかったが、審議の段階で、菅原通

敬氏による受託者たる法人の信託違背とは何か、が質疑の口火 となって、そこか ら信託一

般の受託者の信託違反 とは何か、そしてその効果は何かについて議論が展開された。すな

わち、信託法34条 の受託者が法人の場合に法人である受託者がその任務に背いたときにそ

の法人の理事またはこれに準ずる者が連帯 して責任 を負うとする規定について、なぜ この

ような重い責任 を負わせ るのかが問題 とされた。これに対 して政府委員の山内確三郎氏は

要約すると次のように答弁 している。信託違背 とは、 自己の用途に使 うとか、横領すると

か、あるいは信託 目的に反して信託財産を処分するとか、の場合の他、管理の失当、善管

注意義務違反もこの中に入る。そのような場合に、それによって損害が生 じたる場合の規

定である。信託違反の責任は個人の受託者 も法人の受託者 も同様であ り、信託違反の行為

には固よりその責任 をもたさねばならないが、信託は信用 を基礎 に置いたものであるか

ら、その責任程度は 「極限」 しなければならない。のみならず、株式会社においてはやは

り商法の規定において財産を減少させた場合に連帯責任をもたしている。信託については

ことにこのことを明らかにして置 きたいから、という⑨。

また、同氏による質疑で 「法人力其ノ任務二背キタル トキ」 ということの意味が非常に

漠然 としている、 として問題になったとき、池田寅二郎博士はその答弁の中で、信託違反

の効果を次のように述べている。この任務に背 くか否かを判断することは、別にむつか し

い問題は毫もなかろうとして、「民法二於テモ、債務者が其債務ノ返済二方 ッテ履行 ヲシ

ナケレバ、即チ債務 ノ不履行 ノ場合ニハ損害賠償ノ責任ガアル、其債務 ト云フコ トハ契約

法二依テ定マル所二依 リ、拉二法律ノ規定二準ジ、之二付テ損害賠償二任ズルノデア リマ
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ス、其債務 ノ不履行 二方 ッテ損害賠償 ノ責任 ガアル ト云 フコ トハ、民法二於 キマ シテ別段

問題 ナ ク適用 セラ レテ居 りマ ス、信 託二於 キマ シテモ度々他 ノ政 府委員 ヨリ述べ マ シタ通

リニ、其信託行為 二依 ル債務 デアル、其債務ハ信託行為 デ決マル、斯 ク斯 クノ財産 ヲ管理

イタス ト云 フ コ トデ以テ決マ ル、而 シテ法律 ノ規定 二依 リマシテ、更ニソノ債務 ト云フモ

ノヲ命ゼ ラレル ト云フ コ トハ、法律デ以テ大体 明確 ニサ レテ居 りマス、斯 ノ如 ク信託行為

二責任が生 ズル ノデアル、是 が定 ッテ居ル、是ハ受託者 ノ債務デアル、此債務二背 ク ト云

フ コ トハ、即 チ此任 二背 ク ト云フ コ トニナ ラウ ト思フ ノデア リマ ス、従 テ此場合二賠償 ノ

責 メニ任 ズル信[受]託 者 タル法人 トシテハ、其賠償 ノ責 メニ任ゼナケ レバナ ラヌ ノデア

ル、即 チ民法 ノ規定 ノ、債務 不履行 ノ規定 ノ損害賠 償 ノ責任[、]損 害賠償 ノ責 メニ任 ズ

ル コ トニナ ル、是 ハ 別段 適用上 ムツ カシ イ問題 ハ生 ジナ イ ト思 ヒマ ス」 と述 べ て い る

(10)。す なわち、信託行為違反お よび信託法違 反 に よ り信託財 産ない しは受益 者 に損害が

発生 した ときは、債務不履行 として損害賠償 で処理す るこ とを原則 的に考 えていた ことが

うかがえ るのではなかろ うか。

なお、 山田博士 の研 究に依 れば、本条項 は 「信託法案(未 定稿)」 におけ る 「反ス レハ

無効 トス」 との書 き入れか らみて、立法者が強行規定 の意 図で立案 したこ とはあきらかで

である、 と結論 して いるが(11)、 立法者 であ る政 府委員の上述 の説明や答弁か らみ る と、

直 ちには うなづ け ない ものが あ り、 その点は後に検討 す る。

2学 説

(1)池 田寅二郎博士の学説

池田博士の学説を 『担保附社債信託法論』(清 水書店、初版、明治42年)で みることと

する。この書物は、担保附社債信託法の要義 を概説 したものであるが、この書物の序文に

もあるように、併せて信託法一般原理 を論究 したものでもある(同 序文)。信託法の制定

以前であるが、池田博士の信託法についての基本的考え方を知るうえで貴重である。信託

の本質について、「信託ハ受託者力受益者 ノ為二基礎権 ヲ領有スル制度ナ リ然ルニ此特質

二関スル法理上ノ説明ハ英米ノ学説上未タ一定セス ト錐モ吾人 ノ是ヲ以テスレハ受託者 ト

受益者 トノ間 ノ法律関係八一ノ債務関係ニシテ即チ受託者ハ信託基礎権 ヲ受益者ノ為二領

有スルノ債務 ヲ負担シ受益者ハ之ヲ要求スルノ債権 ヲ有スル ト云フヲ以テ最モ好 ク其性質

二合スル ト信スルナ リ此 ノ如ク論スル トキハ受託者ハ負担付 キニ財産権 ヲ有スルモノト云
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フヲ得ヘ シ」(119頁)と いう。受託者の基礎権の取得は信託 目的遂行の手段に過 ぎぬ もの

であり、受託者は適法の手段により公平誠実に基礎権 を実行 し受益者の利益 を全 うする義

務を負担す るものである。 したがって受託者の権利の行使は信託上の義務により制限され

るもので、この制限すなわち義務 は信託の特質 として注 目を要す るものである、 とい う

(216頁)。

法律は、当事者の意思に反 しない限度 をもって受託者に各種の義務 を命 じているが

(219頁)、 それを積極的義務 と消極的義務に分け(221頁)、 本条に相 当する義務 を消極的

義務 と位置付け、次のように説 く。「受託者ハ信託 ノ目的以外二信託基礎権 ヲ行使 スヘカ

ラス自ラ之ニョリテ利得スルカ如キハ法 ノ厳禁スル トコロナ リ是レ受託者ノ負担スル凡テ

ノ消極義務ノ基本タリ受託者若シ此義務二違反シテ自ラ利益ヲ取得スル トキハ之ヲ受益者

二帰属セシメサルヘカラス」 と(225頁)。

そして、「受託者力其義務二連反 シテ受益者二損害 ヲ蒙 ラシメタル トキハ彼二十分 ノ責

任ヲ負ハシムル ト共二受益者ヲシテ相当ノ救済ヲ得セシメサル可カラス是即チ信託違反 ノ

問題ニシテ受益者 ノ受託者二対スル信託上ノ債権ハ叱 責二於 テ法律上特別 ノ保護ヲ受クル

モノ トス」 とする(220頁)。 すなわち、本条違反について、それを無効 とは考 えてお ら

ず、その効果については本条違反の利益が受託者に帰属 して受益者に帰属 させ ることがで

きないか ら、受託者に損害賠償 させ るべ きであ り、そのために信託法上特別の保護が必要

であると考えたもの と思われる。

(2)青 木徹二博士の学説

青木博士の学説を 『信託法論 全』(財政経済時報杜、初版、大正15年)で み ることと

する。本条を信託財産の固有化 といい、信託財産の処分の問題 として位置付けている。固

有化 を禁止 した趣旨について、「縦令一ツーツノ場合二於テ其取得力有償ナルニセ ヨ將其

支払フヘキ対価力相当ナルニセヨ概括的二者フレハ往々受託者 自ラ信託 ノ利益 ヲ享受スル

ニ至ル嫌アルノミナラス延テ種々ノ弊害 ヲ醸成スル基 ト為ルヘシ」(228頁)と 説 き、更に

信託財産の固有化 とい うことについて、「受託者力代価 ヲ支払 ヒテ信託財産ヲ固有財産 ト

スル事ハ経済的二見レ八一 ノ売買二外ナラス ト難モ法律上二於テハ受託者ハ信託財産 ノ所

有者ナレハ自己ノ権利 ヲ自己二移転スルニ由ナク従テ売買ノ観念ヲ認ムルヲ得ス此点ハ物

品販売ノ依託 ヲ受ケタル問屋力自ラ買主 ト為ル トハ関係ヲ異ニス問屋 ノ場合ニハ売主名義
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ハ問屋ナレトモ物ノ所有権ハ委託者二在 リ従テ権利力委託者ヨリ問屋二移転スル関係ヲ認

メ得ルニ反シ信託財産ハ受託者ノ所有ナレハ同一人間二権利ノ移転 ヲ認ムルヲ得ス故二受

託者力信託財産ヲ固有財産 トスル事ハ売買二非スシテ其当該信託財産二付キ信託関係ヲ離

脱セシムル処分行為ナ リ法律ハ其離脱処分 ヲ禁セン トスルニ在 リ」という(230頁)。

次に、受託者に信託違反の法律行為があったときに、信託財産はどのようにして保護さ

れ るかに付いて、受益者は債権者 として民法424条(詐 害行為取消権)に よりその取 り消

しを裁判所に請求できる外、受託者に対 して信託法27条 または民法425条(債 務不履行)

等により救済が求め られ るが、受託者の資力が十分でないときは有名無実 となるので、信

託法は信託財産の保護 を全 うするために受益者が直接に外界 と交渉をもつべ き対世的権利

を認め、受益者は受託者が信託違反の処分 をした相手方または転得者に対 しその処分 を取

消 し得る権利を認めた(信31)(234頁)、 と説いている。

本条違反のことには直接触れていないが、受益者の救済ないしは信託財産の保護は民法

424条 または信託法27条 によるべ きもの とし、信託財産が一たび受託者の手 を離れ第三者

に渡ったときにはじめて、処分の取消 しによる救済、すなわち物権的救済を認めたと考て

いたのではなかろうか。

(3)入 江真太郎博士の学説

入江博士の学説を 『全訂 信託法原論』(大 同書院・厳松堂書店、初版、昭和8年)で み

ることとする。本条を 「信託財産に関し権利を取得せ ざる義務」 といい、受託者の義務の

中に位置付けている。

この規定の趣旨について、「我信託法ハ受託者 ヲシテ誠実二信託財産二付 キ管理又ハ処

分 ヲ為サシメ受託者ノ義務ノ履行 ヲ確保シ受託者ノ信託違反ノ動機ヲ未然二防止センが為

メ」 と説いている(306頁)。 そしてこれに違反 して為 された行為は、無効 なるのみな ら

ず、信託法27条 により受託者に対 し損失の補填または信託財産の復旧を請求することがで

きるとしている(307頁)。 もっともこれには例外があ り、受益者の同意あるときは受託者

は信託財産を固有財産 としまたはこれにつき権利を取得することができるという。その理

由として、「蓋し信託法第22条 第1項 は主 として受益者の受益権を保護せ し規定なれば、

受益者が本条に基 く利益 を抽棄する以上は最早受益者 を保護す る必要なきを以てなり」

(312頁)と いう。すなわち、債権説をとる立場で本条違反の行為 を効力の問題 として捉

一114一



え、無効 と明言 しているのは珍 しい例 であるが、 同時に無効 としなが らも本条 を任意規定

と解 していたこ とは注 目すべ きであ る。

III英 米法 の忠実義務

米国信 託法 リステイ トメン トに よれ ば、信託 を次 の ように定 義 してい る。す なわち、

「本 リステイ トメン トにおいて使用 され る用語 としての信託 とは、 「公益」 「復帰 」 または

「擬制」 とい う文言がつ け られない限 り、或 は財産権 を保有す る人に、そ の財産 権 を他 人

の利益 のため に処理すべ き衡 平法上の義務 に従 わせ る財産権 に関す る信任(認)(原 文は

任 とある)的 法律 関係(fiduciaryrerationship)で あって、当事 者の意 思表示 に も とづ

き発生す る もの を言 う(第2条)」(12)。 この ように受託 者 と受益者 の間に認め られ た信認

的法律関係 につ いて、同条 の コメン トに は次 の よ うに説明 している。 「他 人 と信 任(認)

的法律関係に あるものは、その関係範囲内の事 項 に関 して、 その者の利益 のため に行 動す

る義務 を負 う。受 託者が他 の者(そ の者 め と取引す る場合、 その取 引に関す る事情 を、

自己の知 り得 た限 り全部 を相手方 に示 さない場合 、その取引は相手方 に よって取 り消 しう

るもの とな る」 とす る。信 認関係 は受託者 と受益 者 との関係 にのみ存在す る もの ではな

く、代理人 と本 人、弁護士 と依頼人な どに も存在 す るが、義務の程度 はそれぞれが全 く同

じとい うわけではな く、信託受託者の義務 はその他 の関係 に比べ ると、 よ り徹 底 した もの

であ るとい う(13)。

信託受託者には様々 な義務が課 されているが、 そのなかで特に重要 な ものは、 忠実義務

(dutyofloyalty)、 自己執行 義務(dutynottodelegate)、 善管注意義務(dutynot

exercisereasonablecareandskill)と され る(14)。 ここでは、本稿 と関係 のあ る忠実義

務の規定のみ をみ るこ ととす る。

米国信 託法 リス テイ トメン トは第170条 で忠実義務(15)を 規定す る。す な わち、 「(1)受

託者は、信託事務 の処理 にあ たっては、 もっぱ ら受益 者の利益 のため になすべ き義務 を負

う。(2)受 託者 は、 自己の計算において受益 者 と取引 をなすにあたっては公正 を旨 とし、

かつ取引に関 し受託者が知 りまたは知 り得べ か りしすべての重要 な事実 を告知 す る義務 を

負 う」(16)。

同 リステイ トメン トは170条(1)の コメン トにおいて、「受託者は、受益 者に対 して信 認

一115一



関係にあり、受益者の損失において自らの利益 をうけてはならない義務 を負い、受益者の

同意なしに、受益者 と競争関係に入ってはならない義務を負 う。但し、それが信託条項ま

たは適法な裁判所によって認め られた場合は、その限 りではない。」(17)とされている。す

なわち、受託者には、受益者 と競争関係に立たないという義務を負わせているが、受益者

の同意を得ればよく、また信託条項によって認められていればよく、それがない場合で も

裁判所によって認められればよい とされているわけである。さらに(2)の コメン トにお

いて、受託者が受益者の同意な しに信託財産に対する利益 を得 ようとした場合の効果につ

いて述べ、そのような場合、「たとえその行為が公正なものでも、受益者はその行為 を取

消す ことができる。」 としている。また、た とえ、受益者の同意があっても、受益者が無

能力者である場合、受託者が知 りまたは知 り得べか りしすべての重要な事実を告知 しなか

った場合、不当威圧または不法な手段によって取引に入 り、その取引が公正 ・妥当でない

場合には受益者はその取引を取消すことができるとしている。このようにアメリカ法では

忠実義務は受益者の同意によって排除できる、すなわち、忠実義務の規定は任意規定とさ

れているのである。

受益者の救済方法についてみると、その救済方法の性質は、特別の場合を除き衡平法の

ものに限定されるとされてお り(18)、受益者の衡平法上の救済方法 としては、次の目的の

ために訴訟を提起することができるとされてお り、その目的 というのは、①受託者 として

の義務の履行 を受託者に請求するため、②受託者が信託違反を犯すのを防止するため、③

信託違反の救済を受託者に請求するため、④信託財産の占有 を取得 してその管理にあたる

べ き信託財産管理人を指名するため、⑤受託者 を解任す るため、であるとされてい る

(19)。忠実義務違反の際の受益者の救済方法をみると、その際の受託者の責任は、信託違

反に対す る際の規定が適用され、受益者は次の三つの救済方法について選択権 を有する。

その方法というのは、①その違反によって生 じた信託財産の積極的損失または価格の低下

(コメン トa.に よれば受託者が義務違反をなす前の状態に受益者の立場を戻す原状回復、

と説明されている)、②その違反によって受託者が得た利益、③その違反がなかったなら

ば信託財産に生 じていたはずの利益の救済である(20)。この際の受託者に課される責任は

大変厳 しいものがあり、受託者の利益の吐き出させた事例 と懲罰的損害賠償が課された事

例が樋口教授により紹介されている(21)。

イギリス法でも受託者が裁判所の許可を得 る場合などを除き、受託者が信託財産を購入

116一



す るこ とは禁止 されてお り、 その義務違反 の効果 については、受託者 のその よ うな購入 を

受益者 は取消す ことがで きる(voidable)と されている(22)。 そ して、 この 自己取引の禁

止は義務 の問題 ではな く、む しろ受託者の無能力の問題 だ としている判決 もあ るとされて

い る(23)。 しか しなが ち、 この よ うな禁 止義 務 も、信託 証書にお け る明示 の規定 に よって

変更す るこ とが可能であ り、特 に遺言執行 など、遺言者の親族の複数 が受託者 となる場合

にお いては、実 際上、 この義務 を緩和 しなければ うま くいか ない場合 が ある と指摘 されて

い るし、判例 に も諸般 の事 情 を考慮 して取消 しを認め なか った もの もあ る とされて い る

(24)。いずれにせ よ、忠実義務 は受益 者 の同意に よって排 除で きる と理解 して よいであろ

う。

IV四 宮説 とその検 討

22条1項 本文 の規定 を強行規定 とし、 これに違 反す る行為 を無効 とす る四宮説 を検討す

るこ とにす る。 四宮説 は、忠実義務 を受託 者が信託行為 の要求 す る本来 的職務権 限を遂行

す る際に、 守 らなければな らない五つ の行為基準、す なわち、① 忠実義務、② 自己執行 義

務、③ 合 手的行 動の義務 、④ 善 管義務、⑤ 公平 義務 のひ とつ、 と位 置付 け る(25)。 そ し

て、忠実義務 とは、受託者 は もっぱ ら信託財産(受 益 者)の 利益 のため にのみ行動すべ き

であ る とす る義務 とし、その 「根本原則 の コロラ リー として、」次 の三つ の原則 を導 いて

くる。す なわち、第一原則 は、「受託 者 は信託財 産(受 益者)の 利益 す なわ ち受託 者の義

務 と受託者個 人の利益 とが衝突 す るよ うな地位 に身 を置いては ならない、 とい う原則」、

第二原則 は、 「受託者は信 託事務の処理 に際 して 自ら利益 を得 てはな らない とい う原則」

第三原則は、 「受託者は信託事務 の処理 に際 して第三者の利益 をはか って はな らない とい

う原則」 であ る㈱ 。 そ して、 わが信 託法は忠実義務 を正面か らは規 定 してないが、22条

1項 本文 が規定 して いることは、忠実 義務 の第一原則 を前提 した もの である とす る(27)。

さて、 この忠実義務 は、す でにIIIで述べ たよ うに、英米法 では受 託者の もっ とも重要 な

義務 とされ、 しか も、 きわめ て広 い範 囲 にわたって厳 しい義務 が認め られてい る(28)。 こ

の忠実義務 はいわゆる信認 関係(fiduciaryrelation)の 効 果 として、信託 受託者 のみ な

らず受認者(fiduciary)一 般 に認 め られ る義務 であ るが、 この信認 関係 は、近代 に なっ

て顕著 となった財産 の所有 とその管理 との分化 を含 む法律 関係 であ り、忠実義務 は、 その
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所有 と管理 とのギ ャップを埋め よ うとす る法の努力 の現れにほかな らない ものである。 こ

の ように考 え ると、各受認者 に認め られ る忠実義務 の強度はそれぞれの信 認関係 におけ る

このギ ャップの大小 に依存す る とい うことにな るが、 この ギャ ップは信託 において もっ と

も大 きい ところか ら、信託受託 者には受 認者中 もっ とも厳 しい忠実義務が 負わされてい る

のであ るとす る(29)。

この ように忠実義務 は信託関係の本質 に根 ざす義務 であるところか ら、忠実義務 の第一

原則 を認めた22条1項 本文の規 定はで きるだけ拡張解釈 されるべ きであ るとす る。そ して

さらに、他 の受 認者(代 理人 ・法人の理事等)に 認め られた忠実義 務が あるな ら そ し

て現 にそ れ は認 め られ てい る[民 法108,826,860,57商 法254の2,261の2,264,265,269

等]場 合 に よっては、それ を受託者 に類 推す るこ とも可能 なはず であ る とす る(30)。

そ して第二原則 お よび第三原則 については、信託法 に規定 を欠 くけれ ども、信託受託者 は

受 認者 のなかで最 もきびしい忠実義務 に服す るので、第二原則お よび第三原則 も要求 しな

ければな らない(第 三原則は民108条 に手がか りが ある)、 とす る(31)。

この忠実義務違反 の効果につ いては、 第一原則違反すなわち、22条1項 本文の規定 に反

す る行為 は無効 である とす る。 その根拠 として、立法論 としては、信託行為や受益者 の同

意があれば受託者 は信託財産 を取得す ることが できる、 との線 を打 ち出すべ きである とし

なが らも、信託 法22条1項 但 書が、「已ム コ トヲ得ザ ル事 由アル場合 」に例 外 を認め なが

ら、なお 「裁判所 ノ許可」 を要求 し、信託業法10条2項(兼 営法4条)が 、信託行為 で例

外 を定 め る場合 に も、 なおい くつか の条件 を加 えてお り、業法10条 違反 を罰 している事実

か ら、現行法 の解釈 としては、信託法22条 業法10条 を強行規定 と解 す るほかはない、 とす

るのであ る(32)。第二原則違反 は、大体 において受託者個人の行 動 に関す る もので あるが

(33)、受託者が信託事務 の処理 の結果 として第三者か ら割 り戻 し・わいろ ・手数料等 を与 え

られた場合 には、 それ らは信託財産 に帰属す るべ きであ り、 それ らが受 託者個 人に与 えら

れたのであればそれは贈 与であ り、 それ らが社 交的礼儀 の程度 を越 えて贈 与 された もので

あれば、 第二原則違反に当た るとす る。 そ して その場合 の効果は、 その 目的物 自体 は、受

託者 に帰属す るけれ ども、公平 の見地か ら不当利得 として信託財産 に返還 すべ きであ り、

また、 「管理 の失 当」 として、受託 者 によって生 じた損害につ き当然 に損害賠償責任 を負

うことになろ う(信27)と す る(34)。 第三原則違 反の効果 は、受託者 は、受託 者に よって

生 じた損害 につ き当然に賠償の責めに任 じなければな らず、 また受益者 の取消権(信31)
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に服する場合 もある、 とす る(35)。さらに、受託者が同時にい くつかの信託財産の受託者

を兼ねている場合に、甲の信託財産またはそれに対す る権利を乙の信託財産のために取得

することも原則 として忠実義務違反になるとし、この場合の違反の効果は損害賠償に とど

めるべきであろう、 とす る(36)。

以上のように、忠実義務の三つの原則に関する違反行為の効力 ・効果は必ずしも一様で

はない。それは英米法の信託について認め られている忠実義務 をわが信託法22条が全てを

カヴァー していないか らである。すなわち、22条 は第一原則を規定 したものとするが、第

二原則、第三原則については22条の規定す るところではないとし、管理の失当や不当利得

ないしは31条の取消権 を根拠 としているか らである。それでは、何故わが信託法の解釈指

針として英米法の忠実義務 をもってきたのであろうか。それは、いうまでもな く、英米法

では忠実義務が受託者の義務のなかで重要な義務を占め、 しかも信託受託者に課される忠

実義務は他の受認者に課 される忠実義務のなかでも最 も厳 しいとされているところから、

わが信託法の解釈に当たって、22条(第 一原則)の 適用範囲 を拡張し、第二原則および第

三原則 をも受託者に要求 しようとしたことによるものと思われる。

さて、それでは、その厳 しいということの内容は何 を意味す るのであろうか。忠実義務

が課される範囲をどこまで拡張す るか という意味(要 件の面)と 、義務違反の損害の範囲

をどこまで拡大するかという意味(効 果の面)と 二つが考えられる。四宮博士は忠実義務

の課される範囲を厳しく拡大す る解釈 を試みているので(37)、忠実義務違反の要件の面を

念頭に置かれているように思われるが、厳 しく拡大するのが信託にふさわしいかどうかは

問題のあるところであろう。受託者が銀行業務や証券業務 を兼業 している実態を踏まえれ

ば、信託 目的が利殖の場合には運用の弾力化 も必要であるし、見方によってはその範囲を

縮小する方向も考えられ、それはそれぞれの利益状況のなかで、不当利得、善管義務 ない

しは管理の失当という基準で個々具体的にに判断すべ きなのではないか と考えられる。他

方、効果の面はどうであろうか。22条 違反、すなわち受託者が信託財産 を取得 した場合お

よび信託財産について権利を取得 した場合の効果を、信託行為や受託者の同意があっても

無効(絶 対無効)と しているのは確かに厳 しいものを要求 している(38)。しかし、そのこ

とは、わが信託法22条 をそのように解釈 した(強 行規定)こ とによるものであって、英米

の忠実義務がその点で厳しいというわけではない(英 米法は任意法規)。 また、忠実義務

違反で不当利得による利得の返還 を認める場合に、四宮博士が受託者に厳 しい忠実義 務を
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課 しているとはいえ、英米において前述の樋口教授が例 としてあげた程度まで受託者の得

た利益 を吐き出させたり、損害賠償において も受託者に懲罰的な損害賠償 を課すというこ

とは、おそらく考えておられなかったのではなかろうか。このように、効果の面では、英

米法はわが信託法の解釈の指針にはなっていないようである。

以上みてきたように、英米法の忠実義務は任意規定であ り、かつまた、英米法の忠実義

務が契約信託のみならず、擬制信託など広 く適用される原則であることをみると、これを

わが信託法の解釈基準にするについては慎重 を要す ると思われる。22条 違反の行為の効

力 ・効果を考えるについて、四宮説の再検討が必要であるように思われる。

V私 見

22条1項 本文 をどの ように理解 す るか。受託者が この規定 に違反 して信託財産 を取得 し

た ら、 またはそれに権利 を取得 した ら、 その効果 を どの ように解すべ きで あろ うか。 その

ような行為 の効 果は一般 に無効 とされ てい るが(39)、 その無効 とは どの よ うなこ とであろ

うか。 はた して無効 とす るのが妥当なのか、信託財産の管理 の実態に則 して考 えてみ るこ

とにす る。

ところで、受 託者が信託財産 を取得 す ることが無効 ということは、信託財産 を拘束 しな

い とい うこ とであ る とされ る(40)。信託財産 を拘 束 しない とは巧み な表現 であ るが、信託

財産 を拘束 しなければ固有財産 に帰属 しない とい うこ とになる。 しか しよ くみ る と、信託

財産 は実質 的 には受益者 の ものであ り、受 託者 の固有 財産 とは別個 の存在 であ るに して

も、信託 財産 は形式的には受託者に帰属 してい るわけであるか ら、信託財産 と固有財産 と

の主体 の間に は権利の移転 とい う観 念は存在 しないはずである。 とはいえ、信託財 産は固

有財産 と分離 され、特別財産 として存在 してい るわけであるか ら、受託者 はそのよ うな も

の として信託 財産 を管理 す る必要が あ り、信 託法 は一方 で分別 管理 を要 求 しなが ら(信

28)、 他 方 この22条 ではこの分別 管理 が疎か に されない ように信 託財産 が 固有財産へ移転

されるの を禁止 した もの と解 される。す なわち、その ような管理 の状 態 を作 りだす こ とを

禁止 した受託者 の信託財 産管理上の行 動基準 を定めた もの と解す ることが で きよう。 した

がって、 この禁止 に違反 して も、 もともと権 利は受託 者に帰属 してい るのでそこに権利の

移転が あ るわけではな く、受益者か らすれば分別 管理 が正 しく行 われていない とい うこと
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であって、そこには、そのような行為の有効 ・無効の問題は発生す る余地はないのだ、 と

いうことがいえるのではなかろうか(41)。

さて、信託財産が受託者によって取得 された場合に、受益者はどのようにしてその回復

を図ることができるか、その方法を考えてみる。その取得された信託財産がまだ受託者の

手元にある場合(受 託者より第三者に処分されるに至 らずに受託者により費消 ・滅失 した

場合を含む)と 、一旦受託者に取得されたのちに第三者に処分された場合 とに分けて考え

てみる。なお、直接第三者に処分された場合は31条の問題であって、22条 の問題ではない

ので除外する。 まず、信託財産が受託者の手元にある場合、受益者がその財産の回復 を図

るためには、受益者は信託財産が受託者によって取得されたことを認識できなければなら

ない。それはどのようにして認識 しうるであろうか。受益者が現実に信託財産の管理され

ている状況をみて(信 託財産は分別管理 されていなければならないから管理 されている状

況をみれば分かるはずである)、また登記・登録することができる信託財産については公示

(信3)が なされているか どうかをみることによって可能である。 しかし、実際にはその

ようなことは行いに くいか ら、結局は受託者によって作成された帳簿または財産 目録(信

39)に よって認識す ることになろう。さて、そこで信託財産が受託者によって取得されて

いることが認識された場合、受益者はどのようにしてその回復 を図ることができるであろ

うか。信託であることの性質か ら、その回復は信託財産への回復 ということになるが(信

14)、 それには、その信託財産の管理の状況により、分別管理 をきちんとせ よとい うこと

もできるし、代替物により復 旧せ よ、 もしくは復旧を諦めて損害の填補(損 害賠償)を せ

よ、などの方法が信託法に用意されている(信29、27)。 この場合信託財産に受益者が所

有権 をもっているわけではないから、信託財産について所有権者の立場から権利 を行使す

ることはできない。そこで法は受託者による信託財産の取得 をもともと受託者に帰属 して

いたという意味で有効 としたうえで、法が受益者に権利の行使 を特別に認めたものと解す

るのが素直な解釈のように思われる。この受託者による信託財産の取得 を無効 といったと

ころで、信託財産の回復 はこれらと同じ方法 とな り、結果的に相違はないことになろう

(42)。このようにみて くると、実質的な利益状況か らみて、受益者は信託財産に損失がな

いと判断したときにはそのまま追認してしまうことも差 し支えないように思われる。

次に、受託者が信託財産 をいったん取得 してか ら第三者に処分 した場合 を考えてみ よ

う。 もし、信託行為でその信託財産の処分が禁止されていな くても、受託者の取得 を無効
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とするならば、受託者は無権利なものを処分 したことにな り、その第三者への処分行為 も

無効 とされ、取引の安全(処 分行為の相手方の利益)が 害 されることになる。それに対

し、受託者がいったん取得 しないで直接第三者へ信託財産 を処分すれば、たとえ、それが

信託の本旨に反す る処分であろうとなかろうと27条による損失の補填 もしくは信託財産の

復旧、または31条 による信託違反の処分行為の取消 しによる保護が図られるが、処分行為

その ものは有効であ り、両者の間に不合理な結果が生 じる。そこで、私見のように、受託

者による信託財産の取得に有効 ・無効の問題はないから受益者は無効 を第三者には主張 し

えないとすれば、信託財産 を直接第三者に処分 した場合 と同じになり、不合理な事態が生

じないことになる。すなわち、信託財産が受託者によって第三者に処分された場合、受託

者個人を経由す る、しないに関係なく、それが信託違反である場合には、受益者はその行

為を取消すことができ、取消されたときには じめて、無効の問題が生 じるのである。

このように考えた場合に、受託者によって取得 された財産について、受託者個人の債権

者が強制執行 してきた ときと、受託者個人について相続が発生 したときに、不合理なこと

が発生しないであろうか。まず、受託者によって取得された信託財産 を受託者個人の債権

者が強制執行 してきた ときに、受益者の権利はどのようにして救済されるであろうか。登

記 ・登録することができる財産であって、信託の登記がなされていれば(43)、受益者は信

託財産が受託者によって取得 されていたにしても第三者にたいしては信託財産であること

を主張できるから(信3)、 強制執行を排除することは可能であろう。信託設定の際に、所

有権だけの登記・登録で信託のそれがなされていないときが問題 となろう。この場合には、

受益者は信託財産であることが主張できないから強制執行 を排除することはできないこと

になる(44)。このこ とは信託財産が受託者に取得 されている、いないに関係ないことであ

るから、私見のように考 えることによって受益者の保護が弱 くなるというものでもない。

それでは、登記 ・登録することができない財産のときはどのようになるであろうか。一

般的にいえば、登記 ・登録 を行なうことができない財産については、公示がなくて も第三

者に対抗できるもの と解されている(45)。これによって信託財産が受託者の債権者から保

護される。 しかし、第三者に対抗できるのは信託財産であるときだから、信託財産が受託

者に取得されていなければ第三者に対抗できな くなる。信託財産に損失があれば受益者は

損害を受託者に填補 させ る方法が用意されてはいるが(信27)、 この点は22条違反 を無効

とする説に対 しては受益者(信 託財産)の 保護が弱 くなる。
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相続についていえば、信託財産はもともと独立の存在であり相続財産に属 さないもので

あるが(信15)、 この場合 も、受託者個人の債権者か ら強制執行 された場合 と同様 に信託

財産から離脱されて管理 されていた以上は相続財産に属するのもやむをえない。

このように債権説的立場に立って22条の規定 を問い直してみると、これを権利帰属に関

する規定と捉え、この規定に違反する行為 を無効 と解するのは妥当ではな く、受託者が信

託財産 を管理 していく場合のひとつの行為基準 を規定 したものであって、この規定 に違反

したことによる効果がこの規定か ら直接的に引き出されるのではなく、受託者の違反行為

による受益者の救済は他の規定に求めるべ きものと考えられる。すなわち、この規定は権

利レヴェルの問題 としてではなく管理レヴェルの問題 として規定 したものであると理解す

るのが妥当のように思われる。 しかしながら、このような考え方をすると、受託者の債権

者からの強制執行 と受託者の相続の場合には、受益者(信 託財産)の 保護に欠けるきらい

があるが、これは後述するように(あ とがき)や むを得ないものと考える。

22条の規定については、これが強行規定か任意規定かの議論がある。これは古 くから論

ぜ られて きたところであるが、最近実務上の問題 と関係 して議論が活発化 して きている

(46)。中でも米倉教授がたいへん詳細かつ精緻に議論を展開されておられ る。米倉教授は

22条 を強行規定説でも、任意規定説でもなく、また、信託行為決定説でもない第四の説を

主張しておられるが(47)、主張されるところは22条 の要件 を緩和して一部を有効 とす る趣

旨のように理解 されるが、それでも22条違反 を無効 とす ることを前提 としてお られ る

(48)。しか し、本稿では22条違反 を必ずしも無効でないとする議論を展開 して きているの

で、その議論の立場から、この問題について触れてみることとする。

法が禁止している規定 は全て強行法規である、 とい うことはな く(49)、信託行為の定め

や受益者の同意があれば、受託者は信託財産 を取得で きるという説もある(50)。これを敢

えて強行法規であるとするのは、それらによって22条 の規定を排除するのは信託の本質に

反するということであろうが、英米では任意法規 としているわけであるから、信託の本質

を根拠にす るのは説得力がない。受益者に厳しい義務 と責任 を負わせることが必ず しも強

行法規化す ることでもないし、受託者のよからぬ行為を防止するのに強行法規化すること

が有効 ということでもなかろう。強行法規性を主張しておられる四宮博士 も立法論 として

は受益者の同意があれば取得できるとすべきであるとするのであるが(51)、解釈論 として

は強行法規 と解するほかはない、 としているところをみると、本質論よりは形式論が決定
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的な根拠になっているように思える。その根拠 とするところは、22条1項 但書が裁判所の

許可を要求 し、業法が、信託行為 で定めた場合にもなお条件 をつけ(信 業1011)、 また業

法10条 違反行為を罰 していることである(52)。強行法規 とす る根拠が形式論だけの問題で

あるならば、この22条 の規定を次のように解釈することはできないであろうか。すなわ

ち、おおよそ信託は設定 されると財産は委託者の手か ら離れ、受益者が信託の利益 を享受

するとともに、受託者による信託財産の管理 を監視す る権限を取得する。ところで、受益

者がそれを監視す る能力についてはかならず しも一様ではない。そこでわが国の信託法は

信託の設定が原則 として契約 で行なわれる実態から、委託者にも権限が残されている。そ

のようなときにあって、受託者が信託 目的遂行上、信託財産 を取得する必要があるとき、

もしくはその方が適当であると判断したときに、受益者の承認を得て取得すれば問題はな

いが、受益者の行為能力に問題がある、受益者の所在が分からないなど、受益者の承認が

得 られない場合に、受益者の承認が得 られないか らといって受益者の承認なしで取得すれ

ば後に損害賠償の問題が生 じるおそれがある。そこでそれを回避する趣旨でこのような規

定が設けられたものであると考えられないであろうか。業法10条2項 との関係について

は、業法が信託会社について22条1項 但書の適用 を排除した立法趣旨を信託会社が信用で

きないとする点に求めるのは妥当でな く(53)、むしろ裁判所が営業信託の業務に対応する

のを難しいとしたことによるものと考えられる。そうであるとす ると、金銭信託以外の個

別性の強い信託については受益者 ・委託者の監督が行 き届 くか ら但書の適用を排除 して も

支障はないが、集団性の強い金銭信託については受益者 ・委託者の監督が十分行 き届 くと

はいい難いところから、全面的な排除は困難であるとし、金銭信託のみを規制の対象 とし

た趣 旨と解すことができるのではなかろうか。このように考 えることができるのであれ

ば、業法 との整合性 もとれることにな り、22条 を任意規定 と解す る文言上の制約は排除

できたことになるといえるであろう(54)。

VIお わ りに

22条1項 本文違反の効果を法主体性説にとらわれずに、債権説の立場から考えてきた

が、その結果はこれまでの通説に対して、いささか受益者(信 託財産)の 保護に欠けるこ

とになってしまった感がある。立法者は民法その他 日本の法体系 と調和させることから債
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権説に立ったものだ とされるが、それでは受益者の保護が不十分 と考 えられた四宮博士

が、所有 と管理のギャップを埋めようとす る法の努力の現われ(55)とする英米法の忠実義

務 をわが信託法の解釈に導入されて受益者保護 を図られたが、私見はそれをもとに戻すこ

とになりかねないし、受益者保護 を信託法解釈の再重要の指導原理 と考える学説の流れに

も竿さすことにな り、何をいまさらという懸念が正直のところ私 自身にもある。

しかしなが ら、確かに信託という性質上受益者の保護の必要か ら受託者に厳 しい義務 と

責任 を負わせ るのはよいに しても、そのために英米法の忠実義務の法理 を根拠に受託者に

厳 しい義務 と責任 を負わせ るのはいかがなものであろうか。それというのも、英米では契

約型の信託以外にも信託を擬制して救済の法理 として忠実義務が使われているし、損害賠

償にわが国では認められがたい懲罰的なものや利益の吐き出しが認められている。22条1

項本文の規定 を英米法の忠実義務 と結びつけておられる四宮博士でも、忠実義務 を22条1

項の忠実義務 とそれ以外の忠実義務 とに分けておられる。そうであるならば、英米法の忠

実義務か ら出発 しないでわが国の信託法に即 して考 えてみる必要があるのではなか ろう

か。

現在の信託 をみ ると、ほぼ100パ ーセン トが営業信託であるし、それ も財産管理のプロ

としての技能を期待 しての契約である。私は営業信託だから、受託者はよか らぬことをす

るはずがないというつもりはない。さりとて必ずよからぬことをするものだというつ もり

もないが、信託 というものは所有と管理のギャップがある以上、仕組みとして危険はいつ

もあるとみなければならない。だからこそ、滅多な者には信託は任せ られない ということ

になるのである。強行法規にすればよからぬことが予防できるかといえば、それはそうで

はなかろう。予防 ということでいえば、罰則の強化や監督官庁の監督のほうが効果的では

あろう(56)。よからぬことがあれば、すでに述べて きた救済の方法 も用意 されているし、

それ を把握できるような会計報告の制度 もあるし、受託者の更迭の制度、 さちには、受益

者が無能力の場合には信託管理人の制度 も用意 されている(信8)。 今、信託に要請され

るもの、そして将来要請されるものは、高度な技術 を駆使 した柔軟な財産管理にあると思

われる。 したがって、いたずらに厳 しい義務 を負わせ るのではな く、一方では弾力的な運

用ができるように し、他方では厳しい責任の追及ができるような法的処理 を図ることが求

め られているのではないか と思われる。

本稿はこのような新たな方向を目指すに当た り、債権説の考 え方 を再評価 しようとした
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ものであ るが必ず しも十分 に詰め切 らず、なお検討すべ き問題 を多々残 したことを遺憾 に

思 ってい る。今 回は問題提起 に留め させ ていただ き、残 された問題 は今後 の研究 に譲 らせ

て いただ くことでお許 し願 い たい。
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信託終了の場合の財産帰属の指定

中 田 裕 康



1は じめ に

信託の終了に際 して、 なお残存す る信託財産が ある場合 、 その帰属 はどうな るのか。 信

託法 はい くつ かの規定 をおいてい る。私益信託 においては、①信託行為に帰属権利者 の定

めが あれば、 同人に、② その定めが なければ、委託者又 はその相続 人に、③但 し、57条 又

は58条 の規定 に よ り信託が解 除された場合は、 いずれ にせ よ受益者 に、 それぞれ帰属 す る

(62条 、61条)。 公益信託 においては、④信託行為 に帰属権利者 の定 めが あれば同人に帰属

す るが、⑤その定 めがない場合、 いわゆ るシプ レ原則 に則 った信託 の継続があ りうる(73

条)。 この うち、③ は、受益 者が信託利益 の全部 を享受 す る場合 に関す るもので あって、

そのよ うな利益 享受 の態様 は、 もとよ り信託行為 によって定 まるものであるか ら、結局 、

信託法は、信託 終了に際 して残存す る財産の帰属先 を信託行為 に よって指定す ることが で

きるという立場 をとってい るといえる(1)。

そ うす る と、信 託財産 か ら利益 を受け る主体 としては、受益者 と帰属権 利者の2者 を、

信託行為 にお いて定め うるこ とになるが、両者 は どのよ うな関係 にあるのか。 これは、信

託 法公布 直後か ら論 じられて きた問題 であるが、 なお明確 ではない。本稿 は、 まず、 この

点 を検討す る。従 来の学 説 を整理 した後、原信託存続 中の帰属権利者 と連続受益者 との関

係 、及び、法定信託の段 階(63条)に お ける法律 関係 をそれ ぞれ検討 し、上 記の2者 の関

係 を論 じる。 これが本稿 の第1の テーマ であ る。 これは、信託法 のいわば内在 的な検討 で

あ る。

ところで、信託行為 に よって信託終 了の場合 の信託 財産 の帰属 を定め うる とい うこ と

は、委託者の意思 を尊重 す るとい うこ とだが、そのこ と自体 は当然視 されて きた ようで あ

る(2)。 しか し、財産 管理 に関す る法技術(3)と い う意味 では信 託 と共通す る法 人の、最 も

発達 した形態 である株式会社 においては、残余財産 は株主 に株式数 に応 じて分配 され(商

法425条)、 予め帰属先 を決 めてお くとい うこ とはない し、他方、公益信託においては、実

務 上、委託者 に残余財産 を帰属 させ るこ とは認め られ てい ない といわれ る(4)。 そ うす る

と、委託者の意思 の尊重 とい って も必ず しも自明の原則 ではな く、 それは他 の価値 に よっ

て制約 され るこ とのあ りうる、一 つの価値の表明だ とい うこ とになる。では、 それは どの

よ うな価値 なのか、信託 法におけ るその保護のあ りかた をどう評価 すべ きか、これが本稿
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で検討 したい第2の テーマであ る。つ ま り、 問題 を信託法 を超 えた視 点か らも眺めてみ よ

うとい うわけであ る。

II帰 属権利者 と受益者 との関係

1.学 説の整理

(1)2系 統 の学 説

帰属権利者 と受益 者 との関係 について、学説は多岐にわた るが、二つの系統 に大別す る

ことが できる。第1は 、両者 は別個独 立の存在で あ り、概 念的には明確 に区別 され うる と

い うものである。本稿 では、 これ を区分説 と呼ぼ う。第2は 、両 者は重 な り合 う概念 であ

るとい うもの である。 これを重畳説 と呼ぼ う。

(2)区 分説

大正末年の西本論文 ⑤が先駆的なものである。信託法62条 の 「帰属権利」 と受益権は

別のものであ り、それは信託の目的の範囲に関す る問題であると述べ る。次の例が示 され

る。まず、甲に卒業 までの学資を給与し、残余 を乙に与える、 ということを信託の目的と

することはできるが、この場合、甲乙とも受益者である。他方、甲に卒業までの学資を給

与することを信託の目的 とし、この目的を達す るか又はその達成不能 となった場合のため

乙を残余財産の帰属権利者 と定めることもできるが、この場合、甲のみが受益者であ り、

乙は帰属権利者である、 と。もっとも、西本教授は、63条 の規定があるので、法律上の取

り扱いにおいてはほ とん ど差異がない、 とも述べている。

区分説の立場を最 も詳しく論 じたのは、西本論文の2年 後に著された中根論文(6)で あ

る。同論文は、まず、帰属権利者を 「信託終了の場合に於ける残余財産に付 き受益権を取

得すべ き期待権を有する者」 と定義す る。帰属権利者は、原信託終了前には、期待権 とし

ての 「帰属権」 を有す るが、信託終了により、帰属権が変形 した、それとは性質の異な

る、債権 としての受益権 を取得するに至るという。同論文は、帰属権利者と受益者、帰属

権 と受益権 を明確に区別 し、帰属権が残余財産についての権利であることを強調す る。残

余財産というのは、受益 された残 りの信託財産であり、原信託存続中に支払われるべ きで

あったもの(受 益者が受益すべ きなのに遅滞等のため受益されなかった財産、信託報酬、
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諸費用等)を 完済 してなお残存すべ き信託財産である。残余財産であるか どうかは、信託

が終了するか否かによって区別される。停止条件付受益権者 と帰属権利者 とは似 ている

が、前者が原信託存続中の信託財産に関す る権利であるのに対 し、後者は原信託終了後に

おける残余財産に関す る権利である点で異なる。原信託が終了するかどうかは、信託目的

の範囲に関わる。信託財産 をある人に移転す ることが信託 目的の一部である場合 には、そ

の引渡しの完了までは信託 目的を達成したことにならないかち原信託は終了しないが、そ

うでない場合には、所定の信託 目的の到達によって原信託は終了する。但 し、明確でない

ときは、信託 目的ではないと一応推定するのが妥当である。信託 目的は信託設定の根本を

なす最重要事項であ り、当事者はそれを明らかに定めるのが常態であろうから、 という理

由による。このように、中根論文 は西本論文を発展させ、「帰属権」の概念を中心に据え

て、これを 「期待権」「残余財産」「信託の終了」「信託の目的の範囲」などの概念によっ

て明確にしようとしたものである。

この他、昭和初期の三淵氏の概説書にも、受益者 と帰属権利者との区別を前提 とした論

述が見られる(7)。

最近の著作では、田中教授の概説書が、明確な区分説 をとることが注目され る。「帰属

権利者の受ける権利は、信託終了による清算の結果 として生 じた利益であって、 これは信

託その ものの利益 とは異なるものだから」受益者 と帰属権利者 とを混同すべ きではない、

と述べる(8)。

(3)重 畳説

これに対 し、重畳説は、帰属権利者 も委託者の意思に基づいて信託の利益 を享受する者

であるか ら、受益者の概念 と重な り・合うという。

まず、信託法の公布直後に刊行 された細矢氏の概説書(9)において、かな り詳 しい論述

が見られる。即ち、受益者 とは、信託行為の結果受益権を有する者であると定義 し、信託

財産から生じる収益 を享受する収益受益者だけでな く、信託財産の帰属権利者 もまた受益

者であって、後者は元本受益者 と呼ぶことができるという。次いで、信託法63条 の検討を

する。同条は帰属権利者を受益者 とみなす ものにす ぎないから、ここか らは、帰属権利者

が当然に受益者であるということはできない。 しか し、信託行為に 「残余信託財産 ノ帰属

権利者」を定めた場合、その定めは信託行為の一約款 をなす ものであ り、これに従って残
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余信託財産 をその帰属権利者に引き渡すのは信託の実行 であって、原信託は未だ終了した

ものではない。この場合、帰属権利者が一種の受益者であるということは、直接の明文は

ないが、「法文全体 ノ精神 ヨリ考へ」当を得たものである。そう考えないと、ある信託基

本財産 とその収益 とを通 じ、一定割合で一定期間、ある人に与えるような場合には、受益

者の地位 を説明で きなくなって しまう。 このように、立法直後から 「法文全体 ノ精神」に

よる重畳説が唱えられ、後に影響を与えた(10)。

次に、森下論文(11)は、区分説(西 本論文)を 批判 し、①ある者に信託財産が交付 され

ることが信託 目的の範囲内にあるかどうかの判定が困難な場合がある、②受益者とは別に

指定された帰属権利者がありうると考えると、同人は原信託存続中は受益者 としての権利

を有 しないのに、信託が終了すると却って63条 により受益者とみなされ受益者 としての権

利を享受するとい う 「珍妙な結果に陥る」 という。そこで、森下氏は、帰属権利者は受益

者を含んでなおそれよりも広い概念であると主張する。即 ち、帰属権利者 とは、信託終了

により信託財産の帰属すべ き者であって、その帰属することが法律の規定によると信託行

為 に基づ くとを問わない者であるが、受益者 とは、信託行為により信託利益を享受すべ く

定め られた者、換言すれば、信託行為の定めるところにより信託財産が帰属すべ き者であ

る、 と定義する。こうして、帰属権利者のうち信託行為で定められた者はすべて受益者で

あるが、一旦信託が終了すると、受益者の資格がなくな りただの帰属権利者 となる、 と述

べ る。このように理解す ることによ り、①受益者 と帰属権利者 との判定の困難がな くな

る、②前述の 「珍妙な結果」が避けられる、③信託行為の法律関係が簡単ですむ、 という

実益があるという。最後の点については、受益者の外に受益者ではない帰属権利者を観念

す ると、後者は民法上の第三者のためにする契約における第三者 として受益の意思表示が

必要 となるし、また、受益者に認められた信託法上の諸権利(31条 、27条 、47条等)が 認

め られないことになるが、このような 「差別待遇」はすべ きでない、 ともいう。

四宮教授は、森下論文 を引用 しつつ、「信託行為 によって帰属者 とされ る者は、委託者

の意思に基づいて信託の利益 を享受する者 といいうるから63条 によって信託終了後は

じめて受益者 とみなされるのではな く 当初から受益者としての保護を受ける」 と述べ

る。同教授によれば、62条 の 「指定帰属権利者」とは 「信託終了事由発生の際に残存する

信託財産の帰属すべ きことが、信託行為で定められている者」であり、「まだ給付 を受け

ない元本受益者(61条 の受益者を含む)、給付を受ける権利がまだ残っている収益受益者、
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残余財産の帰属権利者としてとくに指定 された者」が含まれる。但 し、公益信託について

は、「帰属権利者」(73条)は 法定信託の段階に至 らないと受益者 とはならない との留保を

付 している(12)。

松本氏は、62条 は 「信託終了の:場合に残存す る信託財産の帰属主体はだれか という問題

に対する原則を規定 したものである」 と述べたうえ、争点を3つ に整理す る。第1は 、帰

属権利者と受益者 とはいずれが広い観念であるか、である。同氏は、両者は互いに一部分

が重なり合 う観念であるが、原信託の受益者であっても信託終了の際に帰属権利者となり

えない者があ り、帰属権利者には受益者の資格 を有 しない者(法 定帰属権利者)も いるの

で、それぞれ重ならない部分もあるという。第2は 、信託行為の中で受益者の外に帰属権

利者 を定めることに意味があるか、である。同氏は、信託終了時の残余財産帰属の問題 を

予め明確に してお くことは望ましいが、帰属権利者に該当す るかどうかは信託行為の解釈

上決 まることであ り、その名称で決まる問題ではないから、信託行為での帰属権利者の指

定はそれほど重大な意味をもつ ものでない、と述べ る。第3は 、帰属権利者の権利 と受益

権は本質を異にする権利か どうか、である。同氏は、両者は本質を異にする権利ではない

と述べ る。このような論点整理は有益であるが、同氏が 「信託財産ノ帰属権利者」につい

て、やや特色ある理解をしていることに留意す る必要がある。同氏によれば、帰属権利者

とは 「信託法が信託終了の局面において、信託終了後の残余財産を正当な権利者に帰属さ

せ るために設けた独特の法的資格」であり、「技術的法概念」である。この概念は63条に

規定される法定信託において機能を発揮す る(13)。このように、松本説には、帰属権利者

の概念を限定 し、それとは別に 「正当な権利者」 という概念を用いるという特徴があるわ

けである。

2.学 説の検討

(1)問 題点

学説では重畳説が多数 であるが、錯綜 してい る。 まず、用語の問題 を整理 し、次いで、

実質 的問題 を検討 しよう。

(2)用 語の問題

第1に 、残余財産 という用語について。区分説を最 も詳細に展開する中根論文では、こ
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れがキー タームの一つ となってい る。 この言葉は、各種の法人の解散 に関 して しば しば用

い られ る(民 法78条 、商法124条 、425条 、宗教 法人法50条 、私 立学校 法51条 等)。 この場

合 の残余財産 とは、解散 した法 人が清算手続 を終 了 した後になお残 る積極 財産 のこ とであ

り、 民法72条1項 に 「解 散 シ タル法人 ノ財産」 とあ るの も、 この意味 の残余 財産 であ っ

て、解散 当時存在す る法 人の全 ての財産 を指 すわけでは ない(14)。 中根 論文 も、同趣 旨の

定義 をしている。 ところで、信託法 は残余財産 とい う語 を用いず、単 に 「信託財産」 との

み規定 して いる(62条 、63条 、73条 参照)。 それは信託終 了時に信託財産 として現 に残 存

す る財産 とい うように も解 しうる。 そこで、近 時の重畳説では、 これ を 「信託終 了事 由発

生 の際 に残存す る信託財産」(四 宮)、 「信託終了の場合 に残存す る信託財産 」(松 本)と 説

明す るもの もある。その結果、 その ような財産 の帰属権利者 として は、 まだ給付 を受け る

権 利が残 って いる元本受益者 ・収益受益者 も含 まれ るとい う議論へ と繋 が ってい く。 しか

し、 それ と共に 「信託終 了」 の観念が不明確 になってい くこ とは否め ない。

信託法 の立法過程 を見 る と、大正8年8月16日 の法案 までは 「信託終 了 ノ場合二於ケル

残余財産」 という言葉が用 い られていたが、同年12月9日 の法案 か ちは 「信託財産」 とい

う言葉 に代 え られ ている(15)。 しか し、現行法 につ いての信託 法案 説 明書(16)で は、依 然

として残余財産 の帰属 の問題 として説明 されてお り、実質的変更が あったわけではな さそ

うであ る。従 って、信託法が残余財産 とい う言葉 を用 いていないか ら とい って、決め手に

はな らない。

議論 を整理す るためには、帰属すべ き財産 として論 じてい る対 象が、①信託終了事 由発

生 時に現 に残存す る未清算 の信託財産 なのか、② 原信託存続中に支 払われ るべ きもの を清

算 した残余 の財産 なのか をまず確定 し、その上 で、 それ を どう呼 ぶか を決定 すべ きであ

る。例 えば、 四宮説が、① を対象 とし 「残余財産」 とい う語 を慎 重に避 けてい るのは、一

貫 してい るし、中根 説が、② を対象 とし 「残余財 産」 とい う語 を用 い るの も、同様 であ

る。 また、 田中説は、残余財産 ではな く 「残存財産」 と呼ぶが、② を対 象 とす る と明示 し

て い るので、混乱 は生 じな い(17)。 他 方、松 本 説は、① を論 じてい るよ うで あ りなが ら

「残余 財産 」の語 を用い るの で、判 りに くくなってい る。用語 の整理 としては、② を 「残

余財産」 と呼ぶのが、一応 は便利 であろう。

この ように整理す るこ とによ り、次の問題 の存在 が明確 にな る。第1に 、用語は別 とし

て、論 じるべ き対象は、① なのか② なのかで ある。 区分 説は② を論 じるが、重畳説は① に
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重点 を置 いているようであ る。つ ま り、 区分説 は、清算後の財産 の帰属 とい う最後の局面

に着 目しているのに対 し、重畳説は信託終 了事 由発生 時に着 目し、 その後 の信託財産の帰

趨 を動 的に捉 える とい う、視 点の違 いが あ る。第2の 問題 は、② を残 余財産 と呼ぶ と し

て、それ は法人の解散 における残余財産 と同 じなのか どうか である。信託 法は、終了後の

清算手続 につ いては規定せず、 ただ65条 の最終計算の規定 をお くだけ であ るし、64条 は、

信託財産が信託終了に より受益者等に帰属 した後 も、 その財産 はなお信託財産 の債権 者や

受託者個人か らの追及 の対象 となるこ とを認め ている。つ ま り、信託法 自体、法人の解 散

におけるよ うな、清算後 の負担の ない 「残余財産」 を考 えて はいず、未清 算の状態で帰属

権利者 に信託財産 が移転す るこ とを前提 として いる。従 って、② を残余財産 と呼ぶ として

も、法人 の解散 におけ るそれ との相違 に留意す る必要 がある。

用語 の問題 の第2に 、「信託 の終了」 とい う概 念があ る。学説 には、信 託財産が帰属権

利者に引 き渡 されて初 めて信託 は終 了す る と解す る ものが ある(18)。 また、前述の通 り、

給付 を受 ける権 利が残 っている元本 ない し収益受益者 も帰属権利者に含 まれる とい うもの

もあ り(四 宮 ・松本)、 この立場 で も 「終 了」は後の方 にずれ るであろ う。 このような理解

は、信託法63条 の文言(「 信託ハ存続 スル モノ ト看倣 ス」)に 照 らす と、やや無理があ るよ

うに思 われる。 しか し、なおこの よ うな解釈 が唱 えられるこ との根底 には、法人の解散 と

信託 の終 了 とは違 うとい う意識が あるのか もしれない。法人 にお いて は、解散一清算一残

余財産 の分配 とい う一連 の手続が予定 されて いる。信託 にお いて も、①終 了事由の発生、

② 法定信 託(63条)、 ③信託財産 の帰属 権利者へ の移転、 とい う流れが あ るが、② におい

ては法定信託の意味について見解 が分 かれ る し、③につ いて も、移 転後の帰属権利者 の負

担(64条)と い う前述 の問題が あって、法人の ように明確に区分 で きない。 そ うする と、

①②③ は峻別 できるものではな く、む しろ同時並行 的に進行 して い く一連 の過程 だ とい う

理解 も成 り立 ち うる。 重畳説に は、 この よ うな認識が あるのか もしれ ない。

しか し、この よ うな認識 は、問題 を曖昧 な もの とす るし、信 託法63条 の文 言に も反す

る。議論 を明確 にす るため には、やは り、①②③ を一応は分 けて考察 す るのが有益 であろ

う。

(3)実 質的問題

より実質的な問題 として、区分説 と重畳説 との間には、帰属権利者 と受益者とを区別で
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きるのか、できるとして も、区別す る必要はあるのか、についての認識の相違があるよう

に思われる。

まず、区別の可否であるが、受益者 と区別された帰属権利者 という概念を設定すること

自体は、観念的にはもとより可能である。区分説のように、帰属権利者 を、信託が終了し

清算も済んだ後、なお残った積極財産(残 余財産)が ある場合にそれが帰属する主体、 と

規定すれば、それが原信託存続中の受益者とは別の存在であることは明らかである。松本

説のいう 「正当な権利者」 も、このような意味での帰属権利者 を指すと解される。そもそ

も、信託法自体、受益者 とは別に帰属権利者という法主体を認めている。区別が観念的に

は可能であることは問題ない。

では、実際上、区別は可能か。これは、信託行為の解釈の問題である。特に問題 となる

のは、第1の 受益者 とは別に信託利益を受ける者が指定されている場合、これを連続受益

者 と解す るのか、帰属権利者にすぎないと解するかである。その決め手は信託 目的である

が、微妙な場合 もありうる。中根説は、この解明のために解釈の基準 を定立 し、「明確で

ないときは信託 目的ではないと一応推定する」 と述べた。 しか し、より精緻に考えるとす

れば、連続受益者である場合 と帰属権利者である場合 とのありうべ き効果の相違 を検討

し、ある信託行為において指定 された者について、どちらの効果を付与するのが適当か と

いう観点からの考察 も加えることが求め られよう。この点は、す ぐ後で検討する。

次に、区別の要否であるが、 これも観念的には、必要 といってよいだろう。信託の前後

を通じての財産の帰属 を認識するためには、この概念は有益である。即ち、①原信託設定

前には、財産は委託者となろうとする者に完全権 として帰属 し、②信託設定により、その

財産は受託者に帰属 しつつ受益者が受益権 をもつことになるが、③信託終了により、受託

者 と、受益者 とみなされた帰属権利者 との間にいわゆる法定信託が開始 し、④信託財産の

帰属権利者への移転によって、同人に完全権 として帰属するに至 る(但 し64条の負担はあ

る)、 という権利関係の変動を捉えるには、受益者と区別 された帰属権利者の概念を設け

た方が明瞭になる。また、区別することにより、私益信託 と公益信託 を通 じて、帰属権利

者の意味 を統一的に考えることが可能になる(19)。

では、実際上の必要性はあるか。公益信託においては、その反射的効果 として利益を享

有する受益者 と、当初から具体的に指定された帰属権利者 とは、異質の存在であって、両

者を区別することは、実際上も必要である。私益信託においては、これほ ど明らかではな
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いが、受益者 と帰属権利者との権利義務に違いがあると考える以上、やはり必要性 もある

といって良さそうである。なお、重畳説は、原信託存続中に、受益者以外の帰属権利者に

「期待権」などの弱い権利しか与えないという 「差別待遇」は不当であると述べ るが、「差

別」すべ きでない者であればその者を受益者と解し、「差別」 して もよい者は帰属権利者

であると解するとすれば、結局は、後者のような主体 を観念す る必要があるか どうかの問

題に帰着する。

以上の通 り、受益者 とは区別された帰属権利者の概念 を設けることは、少なくとも、観

念的には可能であ り、必要である。区別の実際上の可能性 と必要性については、なお疑問

もあ りうる。そこで、この点を更に検討するため、原信託の存続する段階と、法定信託の

段階とに分けて考察す る。前者については、指定帰属権利者 と連続受益者との関係に焦点

を当て、次項で検討する。後者は、法定信託における当事者の関係 ということであるが、

これは次々項で検討する。

3.原 信託存続中の区別の意味一 帰属権利者と連続受益者

(1)効 果の面か らのアプローチ

原信託存続中、信託行為で指定された帰属権利者 との異同が最 も問題 となるのが、連続

受益者である。わが国の実定法上、受益者連続を認めることができるのか という問題は、

しばらく措いて、 まず、両者の区別が実際に可能かどうかを検討しよう。両者の区別は、

信託 目的の解釈によって定まるといって も、その判定は中々困難である。そこで、視点を

変え、まず、両者の効果の相違を考 え、ある信託行為で信託利益 を受ける者として指定さ

れた者に、どのような効果を付与するのが信託行為の解釈として適当か、という発想か ら

検討 してみる。帰属権利者を、信託の終了事由が発生し清算も済んだ後、なお残余財産が

ある場合にそれが帰属する者である、と規定す るとして、連続受益者 との効果の相違 とし

て考えられるものには、次の諸点がある。

(2)効 果の相違

a受 託者の義務

受託者は、その職務権限を執行するに際して、忠実義務、 自己執行義務、合手的行動の

義務、善管義務、公平義務などの義務 を受益者に対 して負 う(20)。連続受益者であっても
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同様 であろ う。 しか し、上記の よ うな帰属権利者 に対 しては、受託者 はこれ らの義務 を原

則 として は負わ ない とい えるので はないか。最 も問題 とな りそ うな、公 平義務 ・忠実義

務 ・善 管義務 につ いて検討 しよう。

公平 義務 につ いて。連続受益者 に対 しては、受託者 は公平義務 を負 う(21)。例 えば、投

資対象の選 択、財産の性質(消 耗性財産 、非収益 財産 等)に 応 じた処分義務 な どに具体化

される。 しか し、 この義務 は、上記 のよ うな帰属権利者には及 ばない。受託 者 としては、

受益者 の利益 のみ を図れ ばよ く、帰属権 利者 との間 の公 平 を図 る必要 は ない。逆 にい う

と、公平 を図 るべ き者 であれば、連続受益者 である と解すべ きである し、 そうでなければ

帰属権利者 と解 して よいこ とになる。

忠実義務 につ いて。受託者 は もっぱ ら信託財産(受 益者)の 利益の ため にのみ行 動すべ

きであ るといわれ るが、や は り、帰属権利者 に対 してはこの ような忠実義務 を負わない と

考 えられ る。従 って、帰属権利者の利益 と衝突 す る地位 に身 を置 くことも許 されるであろ

う(22)。

善管義務につ いて。信 託法20条 のこの義務 も、受 託者は帰属権 利者 に対 して負担す るわ

けではない と考 える(23)。受託者 の職務執行 が不適 当であ るため、帰属権利 者の利益が事

実上、害 され る場合 には、民法上 の救済が与 え られ ることがあるに留 まろう。

受託者が これ ちの義務 を負 うと解すべ き相手 であれば、それは連続受益 者であ り、 そ う

でなければ、 帰属権利者 である と判定す ればよい。

b受 託者 に対 す る監督的権能等

信託 法は、受益 者に対 し、信託財産 を擁護 し、受託者 を監督 す るための諸権能 を与えて

いる。受託 者の信託違反行為 の取消権(31条)、 受託者 に対す る損失填補 ・信託財産復 旧請

求権(27条)、 管理方法変更請求権(23条)、 書類閲覧 ・説明請求権(40条)、 受託者 に対す

る解任請求権(47条)、 新受託者選任請求権(49条)、 受託者更迭の場合 の事務 の引き継 ぎ

(55条)な どで ある。 これ らを帰属権 利者 に認 めな い とす る と、それは 「差 別待 遇」だ と

い う重畳説 の指摘が あ る。 しか し、 ここで も、前項 と同様 に、 これ らの権利 が認 め られ る

べ き者 が受益者 であ り、 そうでない者 は帰属権利者 であ るといえば よい。

もっとも、帰属権利者 であって も、 その 固有 の権利 として、 この ような権能 の一部 を有

す るとは考 えられ る。 まず、「利害関係人」 として、信託管理 人の選任(8条1項)、 書類

の 閲覧(40条1項)、 裁判所 の監督(41条2項)、 新受託者の選任(49条1項)を 請求 しう
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る と解 して よいだ ろう。 また、信託財産 を擁護 し、 もって、帰属権 利者が将来取得 す る こ

とのあ りうる利益 を保全 す るため、受益者に準 じてその権 能の一部の行使 を認め るべ き場

合 もあ りえ よ う(但 し、認め る として も、受益者 の意 思 に反す ることはで きな い と考 え

る)。

従 って、受託者に対す る監督的権能等 の有無 とい う点は、受益 者 と帰属権 利者 との区別

において決定的ではないが、 これ らの権能が当然 に認め られ るべ き者は受益 者であ る と判

定 しやすい とはい えよう。

c利 益 を受け る地位 の変更

受益者は、信 託の利益 を当然に享受 し、その地位 を一 方的に奪 うこ とはで きない(信 託

法7条)。 つ ま り、受益者 の変更 は、 その同意の ない限 りで きない。 しか し、帰属 権利 者

については、信 託が終 了す るまでは、 その同意が な くて も、変 更するこ とがで きると考 え

る。帰属権利者の受 け るこ とのあ る利益 は、一方的 で無償 の ものであ り、かつ、将来 の不

確 定な ものであって、信託終 了までは特 に保護す る必要 もないか らである(24)。

d全 益受益 者か どうか の判 定

最後 に、細かい点だが、連 続受益者で あれば、第1の 受益者 は、信 託法58条 にい う 「受

益 者力信託利益 ノ全部 ヲ享受 スル」、即 ち、全益受益者 であ るとはいえないこ とにな るが、

帰属権利者の場合 は、受益者 がこれにあたると解 しうるこ とが あ る。

(3)小 括

信託行為か ら利益 を受ける者の法的性質については、信託行為の解釈によって定 まる

が、その際、単に信託 目的か らだけ見るのではなく、以上の効果の違いに照 らし、受益者

として認めるべ きか、帰属権利者 と認めるべ きかを判断するとすれば、両者の区別は、実

際にも可能である。区別の実際上の必要性は、受託者 と受益者又は帰属権利者 との関係が

問題 となるときに、生 じるであろう。

なお、以上の議論の前提 として、わが国の実定法上、受益者連続が有効か否かが問題 と

なる。まず、受益者連続そのものは英米法では信託の利用方法 として一般的なものであ

り、わが国の信託法にも禁止規定のない以上、信託法上はこれを有効 と解してよいであろ

う。但 し、それを認める根拠 として、信託法62条 、63条 を援用すること(25)には、賛同で

きない。これらの条文は、受益者 とは区別されるべき帰属権利者に関する規定であると解
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した方 が混乱 を防げ るか らである。連続受益 者の概 念は、信託制度 の性質上 、当然 に認め

られ る(し いて大陸法的 にいえば、法律行為 自由の原則に よ り認 め られ る)も のであ り、

信託法外 の強行法規 に反 しない限 り、有効 と考 える。問題 なのは、 とりわけ相 続法秩序 と

の関係 である。 これは、信託法 と相 続法 との関係 とい う大 きな問題 の一環 として検討すべ

きテーマであって、 こ こでの検討 の範囲 を超 える。

4.法 定信託の段階での区別の意味一一信託法63条 の法律関係

(1)問 題の所在

信託終了後、信託財産が帰属権利者に移転す るまでの間、帰属権利者は受益者とみなさ

れるので、この段階では、両者を区別する実際上の必要性はないのではないか、という疑

問もありうる。しかし、63条 の文言が 「帰属権利者 ヲ受益者 ト看倣ス」であって、本来は

別のものだ という以上、本来の相違が実際上 も意味をもつか もしれない。そこで、この項

では、法定信託段階での当事者の法律関係を検討 したい。それに先立ち、同条の沿革 と同

条に関する学説を簡単に振 り返る。

(2)沿 革 と学説

現行信託法 は、大正11年4月21日 に公布 されたが、その直前 である2月14日 に、法制局

におけ る審査 を経 た。63条 は、 この審査 の際 に、法制局の意向で挿入 された ものである。

信託終 了時に帰属主体 に信託財産が移 るまでの間 を どうす るかにつ いて は、信託法立案の

中心的存在 であっ た池 田寅二郎 氏が法定信 託排 除論 をとっていた こ とか ら、草案段 階 で

は、 その聞の法律 関係 を 「法定信託」 として正面か ら明文化す ることが避け られ、不 明確

な規定 となっていた。 しか し、 この最終段階 で、法制局が池 田氏の反対 を押 し切 って、63

条 を新 設 した とい われて いる(26)。 同条の趣 旨につ いて、信託 法案説 明書は、「残余 財産

ヲ現実二帰属権利 者二移 転スルマテノ間二於 ケル帰属権利者 ノ権 利 ヲ保護 スル為 」 と述べ

てい る(第16章 乙(一))。

戦前 の概説書は、63条 につ いては、 ご く簡単 に触 れ、信託法案説明書 と大体同 じ内容 の

ものが多い。同条の趣 旨 として、帰属権 利者 の利益保護 に加 えて、信託財産の保護 を挙 げ

て いるものが あるこ と(27)、帰属権 利者 は当然に信 託財産 を取得 す るわけではな く、受託

者 との間に別 の移転 手続 ない し権利移転 の物権 契約 が 必要 であ る とい うものが ある こ と
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(28)が目につ く程 度 であ る。

戦 前の論文(29)の 中で注 意すべ きものは、玉 井論 文(30)で ある。 これは受益 権 の性質 を

論 じるもので、積 極信 託 については債権説、消極信託 につ いては物権 説 とい う見解 を述べ

るのだが、消極信 託 の例 として、57条 、58条 に よって信託 が解 除 された場合 の法 定信託

(61条 、63条)を 挙げ てい る。 そ こで、玉井論文 は、63条 の法定信託 を消極信 託 と理 解す

るものだ として、後に引用 されるこ とにな る。

戦後、 まず注 目され るの は、大 阪谷論文(31)で あ る。 わが国の信託 法上 、消極信 託が認

め られ るか を論 じる部分 で、玉井論文 を批判す る。結論 として、63条 の法定信託 を消極信

託 とは解 す ることはで きず、受託者は積極 的な義務 を負 う とい う。大阪谷教授 は、その後

の講義録(32)の 中で、更に敷桁 し、63条 の法定信託 は、復帰 のためのpassivetrustで はな

く、従前信託 の継続 である と述べ 、ア メ リカの判例 を参照 しつつ、その間に受託者 がなす

べ き行為 を紹介す る。即 ち、相当 な期 間内に帰属 を実現せ よという基本 ルールの下 に、 そ

れ までの間、保 存行為 をす ること、 更に、信託財産 をproductiveな らしむ るこ とな どで

あ る。

以上の学説 を踏 まえて、四宮教授 は、63条 の法定信 託には、大 阪谷論文 の考 えて いるよ

うな原信託の延 長の場合 と、玉井論文の考 えてい るような復帰信託の場合 の二つ が あると

述べ、 それ ぞれ を分 けて論 じる。原信託延長 の場合 は、元本処分 ないし清算 の段 階であっ

て、原信 託 と原理 的には異 な らない(受 託者 は限定 された職務権限 をもつ)の に対 し、復

帰信託の場合 には、一種 の受働信 託が発生す るとい う(33)。

この ように、63条 の法定信託 の理解 は様 々であ る(34)が 、受益 者 と帰属 権利者 とを区別

す ることは、問題 の解明 に資す るであろ うか。主 な問題 を検討 しよう。

(3)帰 属権利者への信託財産の移転の態様

63条 に関する古典的な問題 として、帰属権利者に信託財産が移転する態様が物権的であ

るか否か という問題がある。当然に物権的に移転するものではない、 というのが通説であ

る(35)が、その先が分かれる。帰属権利者に債権的に帰属す るという説(36)と、物権的要

素 も含む という説(37)がある。

ここでも、対象 として考えられている財産が、信託終了事由発生時の信託財産なのか、

清算後の残余財産なのかの混乱が あり、整理の必要がある。しか し、更に根本的な問題
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は、法定信託存続中の帰属権利者の地位に二面性があることから生 じていると考える。第

1は 、残余財産が最終的に帰属すべき法主体 としての地位である。 これは63条がなかった

としても認められるべき地位である。第2は 、63条 によって法定信託存続中、受益者 とみ

なされたことに伴 う地位である。この分析に基づいて、ここでの法律関係 を次のように二

面的に考えてみる。第1は 、信託の終了事由が発生 した後、帰属権利者に残余財産 を移転

して法定信託を終了させ るということを目的 とする過程の面である。この面では、帰属権

利者は、清算後の残余財産を取得する債権をもつ といってよい。但 し、既に、信託が終了

し、帰属権利者の受ける利益 も具体化 しているのだから、その清算が適切になされること

を求めることができよう。第2は 、上記の過程が継続する間の法定信託 という法律関係の

面である。この面では、帰属権利者は、みなし受益者 として受益権 をもつ といってよい。

ここで対象 となる財産は、信託終了事由発生から帰属権利者への移転 までの間、変化する

こともありうる信託財産である。

このように、法定信託存続中、帰属権利者は二面的な地位 を有すると解すると、その間

の帰属権利者の権能 も明確になる。例 えば、法定信託中、帰属権利者は受益権の放棄(36

条3項)が できるのか とい う問題がある(38)。みなし受益者が、ある程度受益 した後、受

益権 を放棄すると、その残 りだけが法定帰属権利者に行 くというのはおか しいとも思われ

る。この場合に、法定信託存続中の帰属権利者の地位の二面性に着 目し、みなし受益者 と

して受益権の放棄はできるが、既に 「受益」した分は、残余財産の帰属主体 として受ける

べき財産移転の一部実行であったと考え、それを信託財産に戻させるという解決が可能に

なろう。

(4)法 定信託 におけ る受託者 の職務 権限

法定信託におけ る受託 者は何 をなすべ きか。大阪谷教 授は、前述の通 り、受託者 の積極

的な権 限 ・義務 を認め る。実務 的に も、例 えば、金銭 の信託の場合 など、信託期 間の満 了

後 も運用が なされ、原信 託 の延長 が基本 であ るとの指摘 もあ る(39)。 これ に対 し、 四宮教

授 は、原信託延長型 と復 帰信託型の場 合 とを分 け、 前者 においては少 しは積極的 なこ とも

で きるが、後者 においては受働信託が発 生す る とい う。 この ような分類 は、ア メリカ信 託

法か らの示唆 を得 てい るようである。ス コッ トは、信託 終了の場合 の受託者の権 限 ・義務

として信託財 産 をreasonablyproductiveに してお くこ とな どをあげつつ、帰属すべ き者
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の明示又は黙示の定めがない場合には委託者に復帰信託で戻 ると述べ(40)、 リステイ トメ

ン トの注では復帰信託について受働信託 と同様だ と述べられる(41)。しか し、これを直ち

にわが信託法63条 の解釈に導入し、2類 型に応 じて受託者の権限 ・義務 を区別すべ きこと

の根拠は明確ではない。例 えば、委託者の相続人が数人いて信託財産 を分割 して引き渡す

べ きところ、その換価に時間を要す る場合や、委託者自身が指定帰属権利者である場合を

考 えると、委託者に復帰するからといって常に受働信託 と解すべ きものともいえまい。法

定信託における受託者の権限 ・義務の具体的内容は、上記2類 型よりむしろ信託財産の内

容や帰属権利者の人数などによって変わりうる。例えば、金銭信託の運用の可否も、帰属

権利者が誰であるかによって当然に決まるというものではなかろう。結局、受託者は、上

記2類 型のいずれにせよ、信託終了時の財産 を適切に整理 ・清算 して残余財産 とし、これ

を最終的な権利の帰属主体 としての帰属権利者に移転することが求め られるのであり、そ

れが完了す るまでの間、受益者 とみなされた帰属権利者に対 し、20条 によ り、信託の本旨

に従い、善良なる管理者の注意 をもって信託事務を処理するといえば足 りる。最終的な権

利帰属主体 としての帰属権利者 とみなし受益者 としての帰属権利者 との二面性 を考えるこ

とは、ここでも意味をもつ(42)。

5.結 論

結局、帰属権利者 と受益 者 とを区別す るこ とは、観念的に も実際的 にも、可能 であ り、

かつ、必要 なこ とである。 更に、私益信 託 ・公益信託 を通 じて、帰属権利者 を統一的に理

解 す るため に も、 それ を受益 者 と区別 してお く方が よい。従 って、両 者の関係 につ いて

は、区分説 を とるべ きであ る。 その際、残余財産 とい う概念 を用 いる とす る と、 それが信

託終 了時ではな く清算後の財産 であるこ と、 しか し、 それは法人の解 散におけ るもの とは

若 干の相違 があ ることに留 意すべ きである。

III委 託者 の意思 の評価

1.信 託法における委託者の意思

冒頭に述べた通 り、信託法は、信託終了に際 して残存す る信託財産につき、私益信託に

おいては、①信託行為により指定された者への帰属、②委託者又はその相続人への帰属、
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③全益受益者への帰属、公益信託 においては、④信託行為 に よ り指定 された者への帰属、

⑤ シプ レ原則に よる継続、 とい う帰結 を用意 している。 これ らについて、信託法案説明書

の説 明は次の通 りであ る。① は 「信託 ノ當然 ノ効果ナ リ」。② は 「英米法 ノ原則ナ リ」。③

は、57条 、58条 の 「場合二於 ケル信託 ノ性質及法律 力解除権 ヲ與 フル精神 二照 ラシ當然 ノ

事 ナ リ」。⑤ は 「公益信託 ノ特色 トシテ英米法上久 シク行 ハ ルル原則ナ リ 要 スルニ可成

公益義 損 ノ趣 旨 ヲ助成 セシム トスル ノ義 二外 ナ ラス」。④ につ いては、特段 の説明はない

が、 立法過程 で相当の争 いが あ った ようである。公益信託 では、寄附財産 をもって公的財

産 の性 質 をもつ もの と観念す るのが理想 だか ら、寄 附者が 「個 人的二局 限シタル細密 ノ条

件 ヲ附」す るこ とは許すべ きではな く、信託 目的の達成不能等の場合 も、 シプ レ原則に よ

るか国庫帰属 とすべ きであ って 「断 シテ之 ヲ寄附者若 クハ其相続人二返還 スヘキモ ノニア

ラス」 という江木委員の修正 意見があ った。 しか し、 これは退 け られ、委託者に よる指定

を許す現行規定 となった といわれ る(43)。 以上 の通 り、現行信託法 は委託者の意思 を尊重

す るこ ととしたのであるが、 その後、公益信託 について、次 の ような問題が生 じている。

第1に 、信託行為 による指 定の 自由 は、実 際には制限 されてい る。 まず、税法上 の優遇

措置 を受 けうる 「特定公益信 託」 として認め られる要件 として 「信託終 了の時におけ る信

託財産 が その信託財産に係 る信 託 の委 託者 に帰属 しない こと」(44)、よ り具 体 的には 「信

託終 了の場合において、 その信託財産が国若 し くは地方公共団体 に帰属 し、又 は当該公益

信託 が類似の 目的 のための公益信 託 として継 続す る ものであ る こ と」(45)が求め られ る。

これは、公益信託においては、法的 には委託者(財 産の出損者)の 権 利がな くなるわけで

な く、終 了時に委託者に残余財産が帰属す るこ とも考 え られ るので、税 制上 の優遇 を受 け

るのであれば、信託財産 が実質 的に委託者の手 を離れた ものであ るこ とが必要 だ という考

えに よると説明されてい る(46)。 更に、公益信 託の引受 けについ て必要 な主務 官庁 の許可

(68条)の 段 階で も、実務 上、私 的支 配に復 帰す るような 内容 の信託行為 は認め られてい

な い といわれ る(47)。

第2に 、帰属権利者の定 めが な く、 しか も、 シプ レ原則 による継続 もで きない場合の残

余財産について、信託法62条 を類推 して委託者へ の復帰 を認 め るべ きだ とす る見解(48)と

民法72条3項 に準 じて国庫 に帰属 す る とい う見解(49)の 対 立が あ る。信託法62条 に よる委

託者への復帰は当事者意思 の推定 と公平に よって説明 され る(50)の で、前者 の見解 は、委

託者 の意思 を尊重す る もので あるが、後者は公益 目的 をよ り重視す るもの である。
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こうして、公益信託 につ いては、委託者 の意思の尊重 は、実際上、貫徹 されていない。

それは租税の論理や公益 の理念に よって制 限されてい るよ うであるが、 そのこ とは妥当な

のか。 そ もそ も、信託 にお いて、委託者の意思 は、なぜ、 どこまで、尊重 され るべ きか。

その検討の準備作業 として、他の財産管理 にお いては どうなのか を簡単 に確認 しよう。

2.各 種の財産 管理制度の終 了時の財産の帰趨

(1)類 型化

ここでは、財産 管理 の諸制度の うち、契約 によるもの と法人 とを取 り上 げる。終 了時に

残 った財産 の帰趨 の主な態様 としては、次 の類型が ある。 出損者に復帰 す る 「復 帰型」、

出損 者の当初 の指 定に よる 「指定型」、 内部規約の事 前の指定 による 「規約型」、類似 目的

の ために利用す る 「シプ レ型」、国又 は地 方公共団体 に帰属 す る 「国庫 型」 であ る。信託

法においては、私益信託 では指定型 と復帰型が、公益信託 では指定型 とシプレ型が とられ

てい るといえる。では、他 の諸制度 では どうか。

まず、復帰型の ものが多い。民法上の組合 ・委任がそ うである(民 法688条2項 、646条

1項)。 各種 の会社 も基本的 には復帰 型で ある(定 款に よる別 段 の定 めの可能性が あ ると

いう意味 では規約 型の面 もあ る)(商 法131条 、68条(合 名会社)、147条(合 資会社)、425

条(株 式会社)、 有限会社法73条 、75条)。 これ に準 じる法人格 ある組合 もある(農 業協 同

組合 法72条 の2、 中小企 業協同組合 法69条)。 やや特殊 な ものだが、 区分 所有建物 の管理

組合 法人 も復 帰型 と規約型 の混合 である(建 物 区分所有法56条)。

これに対 し、当初 の出損者への復帰 を原則 としない もの も少 な くない。 まず、公益法人

については、第1段 階 として指定型、第2段 階 としてシプ レ型、第3段 階 として国庫型が

とられ る(民 法72条)。 これ に準 じる もの と して、法 人格 あ る労働 組 合(労 働 組合 法12

条)、 地縁 に よる団体(地 方 自治法260条 の2第15項)が ある。類似す る もの として、宗教

法人、医療 法人が ある(宗 教 法人法50条 、医療法56条)。 次 に、第1段 階 は指定 型 だが、

第2段 階で国庫型 を とるもの もある。学校法人、社会福祉法人で ある(私 立学校法51条 、

社会福祉事業法45条)。 なお、指定型 といって も、定款 ・寄 附行為 ・規則の変更の余地 もあ

るので、規約型 との併 用 とい うのが正確 であろ う。 この他、特 殊 な もの として、国庫型 を

とる相続財産法人が ある(民 法959条)。
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(2)終 了時の財産帰属 の態様 を基礎 づけ る諸価値

以上 の諸制度 の背後 には、次の ような価値 の存在が窺われ る。

まず、復 帰型には、 契約 による法律 関係、 営利法人 ・中間法人が含 まれている。 これ ら

は公益 を主 目的 とす るわけではな く(51)、終 了に際 して当事 者間の財産 関係 の清算 をすれ

ば足 りる もの である。 当初 の事業の 目的 を貫徹 す るため に類似 目的の事業 として継続させ

る必要は な く、 ま して、国庫 に帰属 させ る必要 もない。 では、指定 型 をとらないのはなぜ

か。契約 につ いては、当初 の合意 で定め うるこ とは当然 のことであ り、特 に規定 しなかっ

た と考 え られる。法人については、 多数人の財産 関係 を画一的に処理す るため、団体 とし

ての制度 を明確 に してお くとい う制度維持の要請が考 え られ る。いずれにせ よ、 当事 者間

の財産関係 の清算 と考 えると、残余財産 を出損者に戻 す とい うのは ご く自然である。

これ に対 し、復帰型以外 の ものは、公益 に関 わる法 人、又 は、非営利の法人が多い。公

益 に関わ るものにつ いて、 シプ レ型 ・国庫型が とられ るのは、公益 目的 とい うことで説明

で きよう。現 に、民法72条2項 、3項 について、立法者 はその ように説明 してい る(52)。

この他、 国庫 型には、権利者が明確 でない場合 もある(地 縁 による団体 、相 続財産法人)。

問題 は、指定 型である。 これは、復 帰型の ような当事 者間の財産 関係 の清算 とい うもの

で も、 シプ レ型 ・国庫型 のような公益 目的貫徹 とい うもので もない、 中途半端な制度 であ

る。公益 に関わ る場合 に も、 この ような処理が認め られ るのはなぜだ ろ うか。民法72条1

項 について、立法時の議論 を見 る と次 の通 りであ る。 まず、民法修正案理 由書に よると、

72条 は、法人創立者の意思 に基づ いて遺産帰属 の順位 を定め る主義 をとった とされ るが、

1項 で法人創立者の指定 による帰属 を認め るのは 「公益上敢 テ妨 ナキ ノ ミナ ラス此 ノ如 ク

公義心 ヲ有 スル者 ノ意思 ヲ保護 スルハ公益事業 ノ発達 ヲ奨励 スル ノ一途 タレハナ リ」 とい

う理 由であ る。起草者梅博士(53)、 富井博士(54)の 著書 で も同様 の説明が あ り(55)、それは

現在 も引 き継が れてい る(56)。結 局、民法72条1項 の立法趣 旨は、設立者 の意思 の尊重 と

い う価値 と公益事業の奨励 とい う政策 目的の2点 であ る。

3.委 託者の意思の評価

残余財産の帰属に関する以上の諸制度を見ると、出損者の意思をどれほど尊重す るのか

は、次の二つの座標軸で考えることができる。

第1は 、一方の極に意思自治の原則ないし法律行為自由の原則が、他方の極に制度 ・秩
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序の尊重 とい う理 念があ る軸 であ る。いわば 「意思 と制度 の軸」で ある。ある財産管理 が

当事 者間の契約 であるときは、 出損者の意思が尊重 され る。 しか し、 それが、法人制度 ・

物権法秩序 ・相続法秩 序な どに関 わる場合 には、 出損 者の意思 よ りも、画一 的な制度 ・秩

序の維持が重視 され ることが ある。

第2は 、公益 を国家 と私 人 とが どの よ うに担 うべ きかの判 断 を表す軸 であ る。 い わば

「公益の担い手の軸」 である。民 法72条 の起草者 は、私人 も公 益 の担い手 として重視 して

お り、 同条1項 の立法趣 旨の一つ には、公益事業 の奨励 が挙 げ られ ていた。 ところが 、現

在 の公益法人 ・公益信託 に関す る行政実務 は、 いずれ も、設立者 ・委託者への復帰 を認め

ていない(57)。 これは 「一 度公 益 目的に供 与 された財産 につ いて、私 的支配 を認め て よい

か どうか」(58)につ いて、否定 的 な態度 を示す もので あ り、 究極 的 には 「公益 国家 独 占主

義 」(59)に根 ざす もの といえよ う。

この座標軸に、信託法 の指定帰属権利者 を位 置づ ける とす るとどうな るか。第1の 座標

軸においては、意思 自治 ・法律 行為 自由を重視 す るところに位 置す る。信託法 自体 、制度

としての強行性 をもち、 その枠 内の ことではあるが、帰属権利者 の指定 については委 託者

の意思 を尊重す る(60)。 第2の 座標軸 においては、信託 法は、江木説 をとらず、公益 の担

い手 として私人の機能 を尊重 す る位 置 を選 んだ と考 え られ るが 、後 の行政実務 が国家の機

能 を重視す る方 向にず らした わけで あ る。 その当否の判 断は、本稿 の 目的 を超 えてい る

が、私人の公益活動 を促 進す る方向に も う少 し戻 して もよいのではないか とも思 う(61)。

IV結 論

本稿の結論は、次の通 りである。

信託法固有の問題については、次の3点 がある。第1に 、62条 の帰属権利者 と受益者 と

は、区別することが可能かつ必要である。第2に 、指定帰属権利者 と連続受益者 との区別

は、効果の面からも考えるべ きである。なお、受益者連続が認め られるかどうかは、62条

とは切 り離 して論 じるべ きである。第3に 、63条 の法定信託におけ る帰属権利者の地位

は、最終的な権利の帰属主体 としての地位 と、同条によって受益者 とみなされる地位 とい

う二面に分析 して検討すべ きである。受託者の権限 ・義務については、原信託延長型 ・復

帰信託型のいずれにおいても、信託目的の範囲内で職務を行い、20条 の善管義務 を負うと
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解すれば足 りる。

信託法 を超える視点か ら、信託行為による帰属権利者の指定の意味を考えると、「意思

と制度」「公益の担い手」 という二つの座標軸が見出され る。信託法は委託者の意思を尊

重 し公益の担い手 としての私人の機能を重視するという選択をしていた、 と考えられる。

〔注〕

(1)信 託 法58条 につ いて、 自益信 託 の場 合 も含 まれ るの か とい う議 論 が あ る(四 宮 和 夫 『信託 法 』

349頁(新 版、 有 斐 閣、平 成元年))が 、 いず れ にせ よ、57条 と58条 を通 じて、 受益 者 が信託 利益 の

全部 を享受 す る場 合 の規定 で あ るこ とは明 らか で あ る。厳 密 に い うと、帰 属権 利者 の定 め が あ る場

合 に も、 これ らの条文 が適 用 され うる と解 す る と、 その 限 りで、帰属 権利 者 の指定 よ り も、 これ ら

の条文 が優 先 す るか の よ うに見 え る。 しか し、 その場 合 に は、 そ もそ も残 余財 産 が ない こ とに な る

か ら、 帰属 権 利者 の 問題が 生 じな いにす ぎない。 もっ と も、 この説 明 は 「残余 財産 」 につ いて の後

述 の議 論 と も関係 す る。

(2)信 託 法案 説明書 第16章 乙(一)は 、 「信託 行為 二依 リ帰属 権 利者 ヲ指 定 シ タル トキハ 残余 財産 力之

二帰属 スヘ キハ信 託 ノ當然 ノ効 果ナ リ」 とい う。 信託 法案 説 明書 とは、大 正11年 に第45回 帝 国議 会

信 託 法案 の参 考書 として司法省 か ら特別 委員会 に提 出 され た もの であ る。 山 田昭 『信託 立 法過程 の

研 究 』260頁 な ど(信 山社 、昭和56年)を 参照 。 また、 中根 不 覇雄 「信託 帰属権 利 者の 性質 」 『法 学

協 会雑 誌 』46巻7号(昭 和3年)1183頁 も、 そ れは 「当然 の事 で あ る」 とい う。

(3)米 倉 明 『プ レ ップ 民法』208頁(第2版 、 弘文 堂、平 成5年)。

(4)田 中實 ・山 田昭 『信 託法 』121頁(学 腸持房 、 平成 元年)、 田 中實 『信託 法入 門』159頁(有 斐 閣、

平 成4年)。

(5)西 本 辰 之 助 「信 託 受益 権 の相 続 に就 いて」 『イ ンヴ ェ ス トメン ト』3巻6号(大 正15年)31頁 、

35頁 。

(6)中 根 、 前掲 注(2)。

(7)三 淵忠 彦 『信託 法 通釈』231頁(第4版 、大 岡山書 店、 昭和2年)。

(8)田 中、 前掲 注(4)60頁 。

(9)細 矢祐 治 『本邦 信 託論』263頁 以下(宝 文館 、大 正11年)。 なお、大 正14年 の 訂正 増補 再版 で もこ

の部分 の 記述 には変化 が な い。

(10)そ の後 、 入江信 太郎 『全 訂信 託 法原論 』202頁(巌 松 堂 書 店、 昭和8年)も 、 信 託 法 に い う受 益

者 とは収益 受 益者 の こ とで あ り、帰属 権 利者 とは元本 受益 者 であ ると述べ る。 細矢 氏 の見解 に対 し

て は、 中根 、前掲 注(2)1166頁 は、① 法律 の規定 に よ って定 め られ る帰属 権利 者 と受益 者 との 関係

の説 明が ない、② 原 信託存 続 中で あって も受益 者 と同様 の地位 を有 す る とい うの はお か しい、 と批

判す る。

(11)森 下利雄 「受益 者 と帰属 権利 者 との意 義」 『信託 研究 』3集(昭 和2年)29頁 。

(12)四 宮、 前掲 注(1)307頁 、351頁 。
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(13)松 本 崇 『特別 法 コ ン メン ター ル 信 託 法』278頁 以 下(第 一・法規 〔西 内彬 『信 託 業 法 兼 営 法』

との合 冊〕、昭和47年)。

(14)林 良平 ・前 田達 明編 『新 版注 釈 民法(2)』443頁(藤 原 弘道 執筆 、 有斐 閣、平 成3年)。

(15)各 種 の信 託法 案 の変遷 につ いて は、 山 田昭 「信 託法 制 の制定 過 程(3・ 完)」 『信 託 』115号(昭 和

53年)65頁 、 同、 前掲 注(2)。 本文 に指 摘 した文 言の 変化 につ いて は、後 者の108頁 を参 照。

(16)第16章 乙(一・)参照 。 山 田、前 掲 注(2)260頁 所収 。

(17)田 中、 前掲 注(4)60頁 、141頁 。但 し、公益 信託 に つ いて は、残 余 財産 の語 を用 い る。 同159頁 。

(18)細 矢 、 前掲 注(9)264頁 、遊 佐慶 夫 『信 託法 制評 論 』125頁(巌 松堂 書店 、大正13年)。

(19)公 益 信託 にお いて も、信 託行 為 にお いて帰 属権 利者 の指 定 が あ る ときは、残余 財産 は 同 人に 帰属

す る(73条)。 そ うす る と、信 託終 了後、や は り63条 の法 定 信 託 が発 生 す る こ とに な る。 原信 託 存

続 中 ・法定 信 託段 階の い ずれ にお いて も、受益 者 と区別 され た帰 属権 利者 を観念 す る こ とに よ り、

私益信 託 ・公益 信託 を通 じて、 統一 的 に考 え るこ とが で きる よ うに な るが 、重畳 説 だ と、両 者 を不

統一 に解 す る こ とに な り(四 宮、 前掲 注(1)307頁)、 複雑 にな る。

(20)四 宮、 前掲 注(1)249頁 、植 田淳 「わが国 にお け る連 続受 益 者 型信 託」 『信 託』180号(平 成6年)

5頁 、13頁 。

(21)四 宮、 前掲 注(1)230頁 。 イ ギ リス法 の詳細 に つ き、植 田淳 「イ ギ リス法 にお け る受 益 者連 続 と

受託 者 の行 動 基準 」 関西 信 託研 究 会 『財産 管理 にお け る受 託 者 及 び それ に類 す る者 の行 動 基 準』

121頁(ト ラス ト60、 平成7年)。

(22)研 究会 に おけ る神 作 裕 之助 教 授 の ご指 摘 であ る。

(23)も っ とも、 ス コッ トは信 託終 了前 であ って も、 終 了時期 の近 づ き具 合 を考 慮す べ きだ とい う。 例

えば、信 託期 間 を越 え る信 託財 産 の賃貸 借 な どはすべ きで ない こ とに なる。 しか し、 これが 帰属 権

利者 に対 す る義務 で あ るか ど うか は明確 ではな い。AustinWakemanScott&WilliamFranklin

Fratcher,冤 εL鋼(ゾ7㎞s£s,vol.IV(Boston,Uttle,BrownandCompany,1989),§344,p.545.

(24)中 根 、前 掲 注(2)1190頁 は 、結果 同 旨。但 し、 中根 説 は、 民法538条 か らこれ を導 く(同 条 は、

条件 成就 以 前 には 当事 者 は変 更消 滅 させ うる とい う趣 旨 も含 む とい う)が 、他方 で 、帰属 権 利者 の

権利 の発 生 に はその 意思 表示 は不 要 であ る と述べ るので、 その主 張す る 「期 待権 」 は既 に発 生 して

いる こ とにな るか ら、 一 貫性 にや や疑 問が あ る(民 法128条 参 照)。 端 的 に、帰属権 利 者 の受 け うる

利益 の 性質 か ら結論 を導 け ば よいの では ないか。

(25)四 宮 、前掲 注(1)128頁 、植 田、 前掲 注(20)10頁 。

(26)山 田、前 掲注(2)26頁 、 同注(15)89頁 。従 来 の規定 につ いて は、 同注(15)108頁 を参 照 。

(27)三 淵 、前 掲注(7)233頁 。

(28)遊 佐 、前 掲注(18)125頁 、青 木徹 二 『信託 法論』349頁(第3版 、財 政経 済時報社 、昭和3年)。

(29)他 に 、 中根 、 前掲 注(2)1194頁 が、受 託 者か ら帰属 権利 者へ の移転 が必 要 であ る と述べ てい るほ

か 、宮 本英雄 「信託行 為 に関 す る二 三 の疑 問(二)」 『信 託 協会 会 報 』8巻4号(昭 和9年)8頁 が

あ る。 信託 法63条 につ いて、信 託 終 了に よって信 託財 産 で あっ た財産 権 は当然 に帰属 権 利者 に帰 属

し、法 定信 託 の受託 者 は 占有権 のみ を有す る、 と解す る特 徴 あ るもの だが 、支持 を得 て い ない。
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(30)玉 井茂 「信 託 の特 異性(二)」 『法学 新報(中 央大学)』48巻3号(昭 和13年)47頁 。

(31)大 阪谷公 雄 「日本 に お け る信託 学 説 の展望(三)・(完)」 『信託 』26号(昭 和31年)20頁(特 に23

頁)。

(32)大 阪 谷公雄 『信託 法 セ ミナー』(信 託研 究会 、平成2年)448頁 以下 。本文 記載 の 問題 の他 、分 配

方 法 につい て も、相 当期 間経 過 時 での一部 の部分 的分 配 の 可能性 、受 益者 が数 人 いる場合 にお け る

分 配方 法(現 物 で分 割 す るか、 換価 して分 割す るか 、一 部 の部分 的分 配 の可否)な ど、 ア メ リカの

問題 を紹介 し、 実践 的 な意義 が大 きい。

(33)四 宮 、前掲 注(1)353頁 。 松本 、前 掲注(13)287頁 もこの 区分 を支持 す る。

(34)な お、信託 法 改正 試案 では、 第3次 試案 で は63条 の改 正 は なか ったが、 第4次 試案 で 、改正 案 が

提 示 され た もの の、 後 に撤 回 され た。 『信 託法研 究』10号(昭 和61年)111頁 。

(35)四 宮 、前掲 注(1)352頁 参 照。 反対 、 宮本、 前掲 注(29)。

(36)中 根 、前掲 注(2)1194頁 、 田中、 前掲 注(4)142頁 。

(37)四 宮、前 掲注(1)352頁 、松本 、 前掲注(13)286頁 。

(38)研 究 会 にお いて米 倉 明教 授 の提示 された問題 で あ る。

(39)新 堀 富雄 発言 『信 託 法研 究』10号(昭 和61年)104頁 。

(40)Scott&]Fratcher,s吋)質zカo孟 ¢23,§344,P.545,§345,P.555.

(41)RESTATEMENT(SECOND)OFTRUSTS,Ch.12,Topic1,IntroductoryNote,p.325.

(42)実 際的 な 問題 として、帰 属権 利者 が受 領 しな い場 合 、誰 に 引 き渡 すべ きか疑 義が あ る場合、 複数

帰属権 利者 間で意 見 の対立 が あ る場 合 な ど、受 託 者が免 責 され るべ き要件(例 えば、 供 託)も 考 え

る必要 が あ るが、 そ の際 に も、帰属 権 利者 の二面 性 を考 え るこ とは解決 に資す るであ ろ う。

(43)竹 下史 郎 「終 了段 階 におけ る実務 上 な らびに法律 上 の諸 問題 」 『信 託』126号(昭 和56年)65頁 。

(44)所 得 税 法78条3項 、 法 人税 法37条5項 、租 税 特 別措 置法70条3項 。 「特 定公 益 信託 」 の うち、 一

定 の要件 を満 たす ものが 「認 定特定 公益 信託 」 として更 に優遇 され る。

(45)所 得 税 法施行 令217条 の2第1項1号 、 法 人税法 施 行令77条 の2第1項1号 、租税 特 別 措置 法 施

行令40条 の4第1項1号 。

(46)田 中實 編 『公益 信 託 の理 論 と実務 』129頁(雨 宮孝子 執筆 、 有斐 閣、平 成3年)。

(47)田 中 ・山 田、前 掲 注(4)121頁 、 田中 ・前掲 注(4)159頁 。

(48)四 宮、 前掲 注(1)355頁 、松 本 、前掲 注(13)316頁 、 信託 協会 公益 信託 専 門部 会 「公益 信託 法 コン

メ ンター ル 」 『信 託』101号(昭 和50年)102頁 、竹 下、 前 掲注(43)72頁 。

(49)田 中實 「公 益信 託 の法 的構 成 につ いて」 『民商 法雑誌 』78巻 臨 時増刊 号(1)(昭 和53年)155頁 、

田中 ・山 田、前掲 注(4)122頁 、 田 中 ・前掲 注(4)162頁 、 雨 宮孝 子 「公 益信託 の引受許 可 ・指 導 監

督 をめ ぐる諸問題 」 『信 託法研 究 』17号(平 成5年)79頁 。

(50)四 宮、前 掲注(1)352頁 、松 本 、前掲 注(13)284頁 。

(51)厳 密 に い う と、 民法上 の組 合 につ いて は、公益 目的の もの もあ りうる(例 えば、建築 技 能者養 成

の学校 経営 を 目的 とす る組 合契約 につ き、最 判 昭和33年7月22日 民集12巻12号1805頁)。

(52)民 法修 正 案理 由書 に よる と、 帰属権 利者 の指定 のな い場 合 に シプ レ原則 をとった理 由 は、営利 法
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人なら出資者に復帰させてもよいが、公益目的である以上、そうすると私利のために公益事業を廃

止する弊害があり、また、シプレは創立者の意思に合致するからである。国庫帰属の理由も公益目

的という性質上、創立者の意思に適合するからと説明される。起草者の一人である梅博士の表現に

よると、国は 「国内ノ公益事業ノ代表者 トモ稽スヘキ」ものだからである(梅 謙次郎 『民法要義

巻之一』132頁(和 佛法律学校、明治29年))。

(53)梅 、前掲注(52)130頁 。その財産は元来設立者の私財であったのであり、これを公益の用に供す

るか否かは全 く同人の随意であるから、公益の用に供する間は法人のものだが、法人の解散に至 り

公益目的が消滅するに際しては、財産の旧所有者即ち設立者の意思によって処分することができる

ようにするのは 「法理二於テモ毫モ不可ナル所ナク殊二法人ノ設立ヲ奨励スル鮎二於テ最モ得策」
ア

で あ るか ら、 本 条 では主 として 「法 人設 立者 ノ意 思 ヲ重 ス ル ノ主 義」 をとった とい う。

(54)富 井政 章 『訂 正 増補 民 法原 論 第一 巻総 論 』(合 冊版 、有 斐 閣、大 正11年)。 「是 蓋 設 立者 ノ意 思

ヲ貫徹 セ シムル ト同時 二公益事 業 ヲ奨励 ス ルニ最 モ適 当ナ ル方法 ナ レハ ナ リ」 とい う。

(55)法 典調 査 会 では、 現72条 につ い て、主査 会(『 日本近 代 立 法 資料叢 書13巻 法 典 調査 会 民法主査

会議 事速 記録 』562～566頁(商 事法務 研 究会 、 昭和63年))と 総会(『 同12巻 法 典 調査 会 民法総 会

議事 速記 録』400～409頁(前 回))で 検討 して い るが、 国庫 帰属 とシプ レにつ いて の論 議 が 中心 で、

指定 に よる帰属 につ い ては前 者 にお いて民法 修正 案理 由書 の説 明が記録 されて い るだ け であ る。 な

お、後 者 で、 尾 崎三 良委 員が 、寺 な どに寄 附 した財 産 は その寺 が潰れ て しま った ときは、 残 って い

る田地 な どは寄 附 者に返 す とい うのが 日本 の習慣 法 で あ る と述べ たが、 取 り入 れ られ なか っ た。 も

っ とも尾崎委 員 も、帰属 権利 者 の指定 を否定 して い ない。

(56)林 ・前 田、前 掲 注(14)444頁(藤 原 弘道執筆)。

(57)田 中、 前掲 注(4)159頁 、大 場 民男監 修 『法 人 格 な き団 体 の実務 』438頁 、445頁(新H本 法規 出

版 、 昭和63年)。

(58)田 中、 前掲 注(4)159頁 。

(59)星 野英一 『民法 』73頁(放 送大 学教育 振興 会 、平 成6年)。

(60)受 益 者連 続 を信 託法62条 を根 拠に認 め よ う とい う見解 は、連 続受益 者 と帰属権 利 者 を同視す るこ

とに よって、 後者 の有 す る この位 置 を連 続受 益 者 に も与 え よ うとい う立場 で あ る。 本稿 は、両 者 を

同視 す るこ とは で きず、連 続受益 者 が認め られ るか どうか は、 同条 とは切 り離 して、実 定 法秩序 全

体 の 中 で検 討 すべ きで ある と考 えて い る。

(61)公 益 法 人 ・公益 信託 におい て、残余財 産 の 出損 者へ の復 帰 を認め ると、 税 の優 遇 を受 けつつ 、財

産 を確 保 させ る こ とにな るとの批 判が あ る(雨 宮、前 掲 注(49)79頁 参 照)。 しか し、 必 要 な ら復 帰

の段 階 で課税 す れ ば足 りる。 また、 当初 の出指 分 と後 の増 加分 とを分 け、 前者 の復 帰 の み認 め るこ

と も考 え られ る。 更 に、有 限責任 しか負 わな い 出損者 に、 増加 した財 産 とい う無 限定 の 利益 の帰属

を認 め るの は、優 遇 しす ぎだ との批判 も考 え られ る。 しか し、 財産 の減少 の危 険 もあ る以上、 リス

クの均衡 は とれ て い る。 ボ ラン ティア団体 な ど市 民公益 活動 の再評価 が考 え られ る今 日、私財 を一

定期 間 だけ で も公 益 の ために提 供す るとい う民法 典起 草者 の 認めて い た態様 を、信 託 に おい て も再

考す る余 地 が あ る よ うに思 う。 田中實 ・松 本崇 「公益 信 託 につ い て」 『信 託 法研 究 』1号(昭 和52
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年)56頁 、 竹 下 、 前 掲 注(43)71頁 。
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わが国信託法における帰属権利者 に

関する諸規定をめ ぐる議論 と受益者

連続の是非

寺 尾 美 子



1は じめ に

本報告は、わが国信託法における、信託が終了した際の、残余の信託財産の帰属権利者

に関す る諸規定をめ ぐる議論のあり方 と、わが国信託法が受益者の連続 を認めているか と

いう問題の交錯を整理することを目的 とする。

そして、この作業を通 じて、わが国において受益者連続が認め られるかという、法的に

より大 きな課題への解答が存在することが、帰属権利者の法的意義 を明らかにする際に必

要であることを明らかにしたい。すなわち、果 してわが国の信託法のもとで受益者連続が

認められるか、認められるとすればそこにはどのような限界があるのかといった問題の分

析が、必要不可欠な作業であるにもかかわ らず、それが十分 に行 われてこなかったこと

に、帰属権利者をめ ぐって存在す る議論の混乱の主たる原因が存在するのではないか、 と

いう視点を提示することが本稿の目的である。

IIではまず、研究会 で講読の対象 とした四宮和夫 『信託法』および松本崇 『信託法』

で、帰属権利者がどのように位置づけられ整理されているか を考察する。IIIでは、信託法

が制定された直後に帰属権利者の問題 を論 じた論文、中根不轟雄 「信託帰属権利者の性

質」(1)と森下利雄 「受益者と帰属権利者 との意義」(2)を紹介することにしたい。特 に中根

論文は、信託財産の帰属権利者の法的意義 を精密に分析 しているだけではな く、連続受益

権 と帰属権利者の権利 との異同を分析する過程で、連続受益権の分析 をも扱っているた

め、わが国における受益者連続の問題 を考える上でも示唆に富んだ論稿であるので、やや

詳 しく紹介す る。そして最後にIVで は、IIIで紹介 した論文での理論の展開が現在の信託法

についての議論に反映されていない姿 を確認す ることによって、わが国における信託法の

現状を再認識することを試みてみたい。

IIわ が国信託法 の信託財産の帰属権利者 について

の理解の現状

1.は じめに

信託財産が全て消費されることな く信託が終了した場合において、残余の信託財産の帰属
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について、わが国信託法は、私益信託については61条、62条、63条 の諸規定を、公益信託

については73条 の規定 を設けている。すなわち、信託法62条 は、「信託終了ノ場合二於テ

信託行為二定 メタル信託財産 ノ帰属権利者ナキ トキハ其ノ信託財産ハ委託者又ハ其 ノ相続

人二帰属ス」 と定め、信託行為によって、信託終了の場合に残された信託財産を帰属させ

るべ き者 を指定す ることを認めるとともに、こうした定めがなされることなくして信託が

終了し、残余の信託財産が存在する場合には、 これが委託者 またはその相続人に帰属する

ことを定めている。講学上前者は指定帰属権利者、後者は法定帰属権利者 と呼ばれてい

る。そして、信託法は、残余の信託財産の移転受託者からこれらの帰属権利者に滞 りなく

行われることを担保するために、次の63条 で 「信託終了ノ場合二於テ信託財産力其ノ帰属

権利者二移転 スル迄ハ仮信託ハ存続スルモノト看倣ス此ノ場合二於テハ帰属権利者ヲ受益

者 ト看倣ス」 と定め、いわゆる法定信託が設定されると定めるとともに、信託財産の帰属

権利者はこの法定信託の受益者 として扱われると定めている。 また公益信託についての73

条は 「公益信託終了ノ場合二於テ信託財産ノ帰属権利者ナキトキハ主務官庁ハ其ノ信託 ノ

本旨二従 ヒ類似 ノ目的ノ為二信託ヲ継続セシムルコトヲ得」と定めている。

これらの規定で定める信託財産の帰属権利者は、果 して信託の受益者なのであろうか、

法人の解散の際の残余財産の帰属主体のように、いわば信託が終了した後の残務処理の段

階で登場 して くる権利主体に過 ぎないのであろうか。

2.四 宮和夫 「信託法』の立場

現行の信託法の構造は以上のようなものであるが、現在の最 も代表的な信託法の教科書

である四宮和夫 『信託法』第4編 「信託の終了」の第2章 「信託終了の効果」では、帰属

権利者は以下のように扱われている。「『信託行為二定メタル信託財産ノ帰属権利者』

この指定帰属権利者の観念はかならずしも明白ではないが(学 説の対立について、中根不

覇雄 「信託帰属権利者の性質」法協446巻7号 参照)、 信託終了事由発生の際に残存する信

託財産の帰属すべ きことが、信託行為で定められている者、 という意味に理解すべ きだか

ら、まだ給付を受けない元本受益者(61条 の受益者を含む)、給付 を受ける権利がまだ残

っている収益受益者、残余財産の帰属権利者としてとくに指定 された者を含むことになろ

う」② と整理 している。そして第3編 「信託行為の効果」第3章 「受益者 ・信託管理人の

地位」第1節 「受益者の意義 と権利義務」の冒頭で、次のように述べ、帰属権利者もまた
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原信託の受益者であるとする。「受益者 とは、委託者が信託の利益 を与えようと意図 した

人たち、または、かれらの権利 を承継した人たちをいう。だが、法は、受益者の観念のほ

かに、信託終了の際に信託財産の帰属すべ き者すなわち 『帰属権利者』の観念を認めてい

るので(62条 ・63条)、これをも受益者に含ませるべきかが、問題 となる。学者の説明は概

して不明確だが、信託行為によって帰属権利者 とされるものは、委託者の意思に基づいて

信託の利益を享受する者 といいうるか ら一 一63条によって信託終了後は じめて受益者 と見

なされるのではな く、 当初か ら受益者 としての保護 を受けるものとすべ きである」(4)。

以上のように、四宮 『信託法』は、信託行為によって信託終了の際の信託財産の帰属権

利者 として定められた者は信託の受益者であり、信託が終了する以前から受益者 として扱

われるべきであるという解釈 をとる。このように指定帰属権利者 を理解 した場合、次のよ

うな疑問が生 じて くる。たとえば、土地家屋 を信託財産 として、委託者の妻Wが 生 きて

いる限りはその妻にその賃貸料収入を与え、妻が死亡 した場合には、その時点で生きてい

る夫妻の子供連に信託財産を均分に分け与えることを内容 とす る信託が設定されたとしよ

う。この信託において信託財産が最終的に帰属す る対象 として定め られた、委託者夫妻の

子 ども達は信託の受益者なのであろうか、62条 の定める指定帰属権利者なのであろうか。

帰属権利者について定める62条 は、信託が終了した場合に関する規定であるが、信託の

終了原因には様々なものがありうる。56条 で定める 「信託行為 ヲ以テ定メタル事由発生シ

タル トキ」、「信託ノ目的ヲ達成シ」たとき、信託の目的を 「達 スルコ ト能ハサルニ至 リタ

ル トキ」、57条 に定める委託者が全益者である場合の委託者による解除があった場合、58

条の定める 「已ム コトヲ得サル事 由」ある時に行 われる裁判所による解除がなされた と

き、などである。58条 の定める例外的な終了を除けば、上述の信託の場合、信託の終了は

56条が列挙する場合に発生するということになろう。信託の終了事由について特に定めが

おかれてお らず、あるいは特別の終了事由が発生 しないまま、第一順位の受益者の妻W

が死亡 したとしよう。この時点で、「信託ノ目的 ヲ達成シ」たと判断すべ きか どうかは、

何が信託の目的であるか、 という信託 目的の範囲の確定が必要 となろう。この信託の目的

が、妻に賃貸科収入を得させ ることにのみあるのであるとすれば、妻の死亡によって信託

は終了するということになろう。 しか し、信託の目的が、妻の死亡時点で生存している委

託者夫妻の子供連に信託財産 を帰属させることをも含むとすれば、妻の死亡によっては信

託は終了せず、夫妻の子供連に信託財産を譲渡 してはじめて信託が終了すると解すべ きこ
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とになろう。この場合、委託者夫妻の子供連は原信託の受益者であり、信託財産をこの子

ども達に帰属 させて信託は終了するのであるか ら、信託が終了した後の帰属権利者の問題

は発生 しない。

四宮教科書の立場は、上記の事例において、信託の目的を妻への給付に限る場合 と、信

託の目的を子供連への信託財産譲渡まで含む場合の法的効果を区別 しない立場である。す

なわち、信託の目的をいずれに設定 しようと、両者につ き同じ様な効果がもたらされる。

しかし、指定帰属権利者を原信託の受益権利者ではないという解釈をとることも可能であ

る。この解釈によれば、指定帰属権利者は、信託が終了してはじめて、63条 によって擬制

される信託=法 定信託の受益者たる地位を獲得す るに過 ぎないことになる。

信託の受益者は、単に信託財産の給付 を受ける受動的な権利に留まらず、この権利を保

全するために、様々な権利を与えられている。たとえば、信託財産への不法な強制執行等

に対する異議権(16条2項)、 受託者破産の際の取戻権、受託者の信託違反処分に対する

取消権(31条)、 受託者の信託違反による損失の填補 または信託財産の復旧を請求しうる

権利(27条 ・29条)な どのほか、受託者による信託財産管理の適性を確保す るために、信

託事務の処理 に関する書類の閲覧 を請求 し、信託事務の処理につ き受託者の説明を求める

権利(40条2項)、 裁判所に信託財産管理方法の変更を請求する権利(23条)、 受託者の解

任 を請求す る権利(47条 ・72条)な どの、様々な監督的権能が認め られている。指定帰属

権利者が受益者ではないとすれば、こうした受益者 としての権能 を、原信託が存続してい

る間は行使 し得 ない ということになる。四宮教科書の立場は、このような存在 としての信

託財産の帰属権利者を信託行為によって定めることを否定することになる。

3.62条 ・63条と英米の復帰信託(resultingtrust)

「信託終了ノ場合二於テ信託行為二定メタル信託財産 ノ帰属権利者ナキ トキハ其ノ信託

財産ハ委託者又ハ其 ノ相続人二帰属ス」 と定め る62条の主たる趣旨は、信託財産 を残して

信託が終了するようなことがあった場合に、信託財産の帰属権利者となる者が特に信託行

為で定められていない場合は、委託者またはその相続人が信託財産 を最終的に取得する権

利者であることを明 らかにすることにある。そして、それに続 く63条は、残余の信託財産

が受託者か ら帰属権利者に移転す るまで、これを目的とする信託が存在す ることを法定す

る条文である。この2つ の条文は、わが国信託法の母法である英米の信託法の復帰信託
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(resultingtrust)を 採 り入れ よ うとした もので ある と推察 され る。

英米 の物権 法(propertyIaw)の 下 では、不動産 権(estate)の 譲 与者が財産 に対 す る

権 利 を他人 に与 える際に、 当該財産 に対す る権 利 を条件 や期 限に係 らしめ、時系列 におい

て連続す る当該財産 に対す る権 利 を、複数の者に対 して設定す ることが認め られてい る。

そして、譲与者が 自分 が有 していた不動産権 よ り少 ない権 利 しか譲与 しなか った場合 、与

えなか った部分=残 余 は譲 与者の もとに残 ってい ると理解 され る。 したが って、 た とえば

譲与者の設定 した条件 をみたす権 利者が存在 しな くな って しまった場合には、 当該財産 に

対す る権利は譲与 者の もとへ戻 って くるこ とにな る。 この よ うなかたちで譲 与者の もとに

残 るこ とに なる権利 はreversionaryinterest(復 帰権 的権 利)と 呼ばれて いる。

た とえば、2で 挙 げ た事例 を例に とれば(こ れ を信託 を利用 としたエ クイテ ィ上 の権 利

の譲与 であ るが、信託 を利用 しな いで同様 の権 利設定 が なされた とす る)、 この例 で は、

譲与者 は、譲 与者 の妻が死 ぬ までの権利、すな わち生涯権(lifeestate)を 与 え、妻 が死

ねば、妻が死亡 した時点 で生 きている夫妻の子供連 に均分 に権 利が与 えられ る、 とい う内

容 の権利設定 を行 ったこ とにな る。 ここで重要 なこ とは、夫 妻の子供連 が権利 を取得 す る

には、彼 らの母 よ り長生 き しなけれ ばな らない とい うこ とで ある。 もし、妻Wが 死亡 し

た時点において、生存す る夫妻 の子供 が存在 しない場合 は、 この財産は行 き場 を失 い、譲

与者の下にかえって くるこ とになる。そ して、 その時点 で譲与者 も死亡 していれば、 その

相続人、た とえば もし譲与者 にWと の婚姻 前の婚姻 の妻 との間に子供が あればその子供

が当該財産 に対す る権 利 を得 るこ とになる。

信託 の受益権 につ いて も、信 託 を媒体 とす るため に、エ クイティ上 の権 利(equitable

interest)と いうこ とにな る ものの、 コモン ・ロー上 の不動産権 と同 じよ うなか た ちで権

利設定 を行 うことが認め られて いる。 すなわち、上 述 したよ うな物権法が基盤に あるため

に、英米の信託 では受益 者連続が広 く見 られ るのであ る。 そ して、 コモン ・ロー上譲 与者

に残 るreversionaryinterestに 対応す るのが復帰信託(resultingtrust)な ので ある。財

産 を信託す る場合、財 産が どう費消 されるべ きか を、一方で はいろいろな条件 を付 しなが

らも、 どの ような事態が生 じうるかで きる限 りの可 能性 を考 えて、財産の帰属 につ いて不

明な点が生 じないよ うに処分 が行 われ るのが普通 であ る。 しか し信託が終了 した後 も信託

財産が残 っている とい う事 態は生 じうる。た とえば、信託 目的 を達成す るために信託財産

が十二分 に存在 したため、信託 目的 を達成 した後 も信託財産 が余 る場 合。 あ るいは信 託設
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定 に暇疵 が存在 したために信託が信託 目的 を達成 で きず に終 了 して しまう場合 など。

いずれにせ よ、信託終 了時に残余 の信 託財産 が存在す る とい うこ とは、信託 を利用 しな

いで受益 者達 をコモン ・ロー上 の権利者 として定 めた場合 に、定め られた権利者達の権 利

が消滅 した後 に残余 の部分 が生ず る場合、す なわち上述 のreversionaryinterestの 現れ

として、 当該財産 に対す る権 利が譲 与者 に戻 って くる:場合 に相 当す る。 そこで、信託 とい

う媒体 を通 して財産 権の享受 をコン トロールす る処分 が行 われた場合、 コモ ン ・ロー上 同

じような処分 が なされ た とした ら譲与者 に財産が戻 って くるであ ろう事態に至 った場合、

信託の設定者 は、受託者 にその残余の部分の財産的利益 を享受 させ る意思 であった とは考

え られない とい う、信託設定者の意思 を推測 し、 この場合 には、残余 の信託財産 につ き、

信託設定者 を受益者 とす る信託が設定 された もの とみ なす、 とい うのが復帰信 託制 度の趣

旨である⑤。

このように、復帰信託 の制度 は、信託設定者 の推定意思 に立脚 した制度 であるか ら、あ

らか じめ これ を否定 してお くことは可能であ る。 したが って、信託設定 の際に、信託終了

の後 に残余の財産 が残 れば、 これ を受託者に与え る、 あ るいは別 の信託 を設定す る、 とい

った意思 を明かに してお くこ とに よって、復 帰信託 の発生 を予 防 してお くことは可能で あ

る(6)。

4.四 宮教科書の分析

3で 述べたような、英米の信託法のあり方を視野にいれて四宮教科書での議論を検討 し

てみよう。1、2で 考察 したように、四宮教科書のわが国の信託法の解釈は、信託の受益

者 としてではな く、 これ とは別に信託の終了の際の信託財産の帰属者を定めてお くことを

認めている英米の信託のあ り方とは異なるものである。 もちろん、英米の信託法とは異な

る解釈を展開することは、そのことだけを持 って批判 されるべ きではない。問題は、自ら

の解釈が否定することになるもう一つの解釈の法律構成がもたらす法律効果 と自らのそれ

を比較 し、なぜ当該解釈 を採用すべ きか という点を論 じていないところにある。 しか も、

このもう一つの法律構成が、信託法の母国の法のあり方により近いものであるばか りでな

く、 自らも言及 しているInで紹介する中根論文で、帰属権利者を受益者 と区別する法律構

成が提示されているにもかかわらず、これに対する議論を展開していないのである。

四宮教科書が、指定帰属権利者は受益者であるとの解釈を展開した背景には、わが国の

一162一



信託法が、そもそも受益者連続 を認めているか否かについて、いまだに明かな答 えが出さ

れていないという状況の中で、 これをわが国の信託法のもとで も認め る方向で実体法解釈

を展開したいという、四宮の意図が強 く作用 していたのではないかと推察される。 なぜな

ら、四宮教科書で展開されている、わが国の信託法のもとでも受益者連続が認められると

いう解釈の基礎 として、62条 が引かれているか らである。

四宮 『信託法』は、「受益者連続」と題する項で、わが国法制度の下 において、英米法

系のもとではポピュラーな受益者連続が認め られるのかを論 じる際に検討すべ き問題点と

して、第一にわが国の信託法がこれを認めているか、第二に基本法であるところの民法体

系全体 と整合す るか(特 に物権法 との法技術的整合性 および相続制度 との法政策的整合

性)、 第三に信託の内容が、遺産分割の方法の指定(民 法908条)や 相続分の指定(民 法

902条)に 当たるようなものである場合、民法がこれを遺言 という要式行為によってなさ

れることを要求 していることに反しないか、の3つ が挙げられている。そして四宮は、わ

が国の信託法が受益者連続を認めているという解釈の根拠として、「信託法62条 が信託期

間中の受益者のほかに 『信託終了ノ場合二於テ信託行為二定 メタル信託財産 ノ帰属権利

者』のあ りうることを前提 としていること」(7)を挙げている。

ここで興味深いことは、指定帰属権利者 を、「信託期 間中の受益者」 とは別に定め られ

た者、すなわち原信託の受益者ではない者、 と把握 しなが ら、2で 紹介 したように、法律

効果の点では、受益者 として扱 うべしとしていることである(8)。ここで留意すべ きこと

は、62条 を根拠 として受益者連続を肯定する議論は、そもそも、原信託の範囲内で受益者

の連続が認め られ るか、すなわち、3で 挙げたような受益者連続を、すなわち、Wを 初

めの受益者にし、その死亡後は信託財産をWと 委託者の子供連に譲渡することまでを信

託の目的 とするような信託の設定が、わが信託法の下で認められているかに答を与えるも

のではない ということである。 なぜならば、この例にみ られるような受益者連続が認め ら

れるということになれば、受益者連続の次数が2回 より多い場合、すなわち上記の例を借

りれば、Wの 死亡後はXが 大学教育を終了す るまでXに 、そしてXの 大学教育が終了

すればWと 委託者の子供連に信託財産が帰属するといった信託処分 も認め られ るとい う

ことになろう。62条 が認めているのは、信託の受益者 とは別の者が残余の信託財産の帰属

権利者 となることにとどまっているのであり、こうした二次を越えた受益者の連続を認め

ているわけではない。62条 の解釈 としては、わが国の信託法は受益者連続を認めておら
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ず、第一次の受益者への給付のみ を目的 とす る信託 しか設定できず、62条、63条 の規定

は、いわば信託事務の残務処理のための規定である、 との議論も可能なのである。こうし

た意味で、62条 は、本来の信託、原信託の範囲内で受益者連続が可能であるとの根拠には

な り得ないのではないだろうか。そしてまた、信託財産を第二次の受益者に帰属させ ると

いう信託処分 と、信託終了後の信託財産の帰属について定めをお くことの間に、その法律

効果において差異を与えない四宮 『信託法』の法律構成は、この意味において、委託者の

自由を制限するものであるともいえる。

たしかに四宮 『信託法』の法律構成は、わが国の信託法の下では受益者連続は認め られ

ないという議論に対 して、わが国の信託法の下でも、信託の受益者とは別の者に信託終了

の際の残余財産を帰属 させ うることを確認し、解釈によりこの指定帰属権利者を受益者 と

して扱 うことによって、この者を第二次受益者 とする信託が設定 されたのと同じ法律関係

を創出することを承認させることを可能にす る。 しかしそれに とどまるのであって、これ

よ りも次数の多い複雑 な受益者連続を認めさせ ることはで きない議論なのである。その

上、受益者連続が認め られることの根拠を62条に求めることは、逆に、わが国の信託法の

下で認め られる受益者連続は、こうしたタイプの受益者連続にのみ限られるのである、 と

いう議論に結びつきやすいという面をもっているのではないだろうか。

5.松 本コンメンタールの立場

受益者の連続が認められるのかという問題に関連 した、帰属権利者をめ ぐる議論の混乱

は、松本 コンメンタールでは、一層増幅されているように思われる。松本は、帰属権利者

と受益者の関係について、一方で 「前者は信託終了の局面で問題 となる資格であるのに対

し、後者は信託存続の過程で問題 となる地位であるから、法的観念 としては相互に独立の

ものであ り、広狭 ・上下の位置付けを行 うべ き性質のものではない」⑨ とする。しかし他

方で、四宮と同じく指定帰属権利者を原信託当初から受益者 としての保護を受けるもの と

解すべきであるとし、「このように受益者の観念を広 く理解すると、受益者 と帰属権利者

とはその範囲が一致するかのようであるが、受益者の中には信託終了の際に帰属権利者た

りえない者も存在す るので、原信託の受益者だか ら当然に帰属権利者となるというわけで

はない。そこで、受益者のうち一部の者が帰属権利者たる資格 を取得す るという意味で

は、受益者の方が帰属権利者よ り範囲が広い ということができる」(10)、と述べている。
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受益者と帰属権利者の法的観念の広狭 を論 じることを否定 しつつ、どちらが どちらを兼ね

うるか という議論を通 して、結局自らが否定 している分析 を行って しまっているのであ

る。

さらに、信託行為の中で受益者のほかに帰属権利者を定めることに意味があるか、とい

う問題に対して、松本は次にように述べ る。「信託終了時の残余財産帰属 の問題 をあらか

じめ明確にしてお くという点では、望 ましいことに違いない。 しか し … 単に受益者 と

して記されていて も、その者に信託終了時の残余財産を給付すべ きことが信託行為に定め

られていれば、右にいう帰属権利者に該当す るといわなければならない。 さらに、信託終

了時の残余財産を受益者に帰属せ しむべ きことが信託行為の中で明確に定められていない

場合でも、残余財産を受益者に帰属させ ることが、信託終了の事由お よび信託の本旨か ら
ヒマの

妥当でないと考えられる特別の事情のない限 り、受益者を 『信託財産二定 メタル信託財産

ノ帰属者』 と推定すべきである」(11)。

この松本の議論で、まず疑問となるのが、信託終了としてどのようなものが念頭に置か

れているのか、 という点である。「受益者 として記されていて も、その者に信託終了時の

残余財産 を給付すべ きことが信託行為に定められてい」る場合の信託終了 とは、どのよう

な場合が考えられるのであろうか。この場合信託の終了原因としては、信託行為で定めた

事由が発生した、信託の目的が達成された、信託 目的の達成が不可能 となった、 といった

原因が考 えられる。信託行為で定めた終了事由の発生が原因である場合においては、信託

終了に際 して残余の財産があればこれを受益者Bに 与えることが信託行為 で定められて

いたとしたならば、Bへ の信託財産の譲渡が行われてはじめて信託が終了することを設定

者が意図 したと解釈することが自然ではあるまいか。また、こうした定めがあるのである

ならば、Bへ の譲渡が完了して初めて信託 目的は達成されたことになるので、これが可能

な限 り、信託 目的の達成は不可能 とはな り得 ないのではないか。 この ように考 えて くる

と、結局、松本は、こうした議論 を展開する際、英米では普通に見ちれる、信託財産 を最

終次の受益者に帰属させ るタイプの受益者連続を内容 とす る信託設定を念頭には置いてい

なかったのではないか と推察せ ざるを得 ない。

「信託終了時の残余財産を受益者に帰属せ しむべ きことが信託行為の中で明確に定め ら

れていない場合でも、残余財産 を受益者に帰属させることが信託終了の事由および信託の

本旨から妥当でないと考えられる特別の事情のない限り」受益者 を指定帰属権利者 と推定
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すべ きである とい う後段の議論 もまた、 こうした推察 を裏付 け るように思 われる。

6.ま とめ

以上考察 してきたように、わが国における信託財産の指定帰属権利者 をめ ぐる議論の混

乱は、わが国信託法が受益者連続を認めるかという、より大 きな問題が未解決のままであ

ることに、その主たる原因が存在するもの と思われる。

III信 託法制定 当初 の帰属権利者 につ いての議論

1.中 根不覇雄 「信託帰属権利者の性質」(12)

中根は、「信託帰属権利者の性質」 と題する論文の第1節 で、まず信託帰属権利者の定

義を明確にした後、第2節 で帰属権利者 と信託受益者 との差異について整理 し、最後に第

3節 で、帰属権利者に関する法的問題 を論 じている。本稿 では第1節 、第2節 を紹介す

る。

(1)帰 属権利者の意義

中根はまず 「帰属権利者の意義」 と題する第1節 では、「帰属権利者 とは信託終了の場

合に於ける残余財産に付き受益権 を取得すべ き期待権 を有す る者を謂ふ」(13)との帰属権

利者の定義を掲げている。

a.残 余財産

次に、上記定義の中で用いられている 「残余財産」について次のような整理が行われて

いる。残余財産の語は信託法において用いられていないが、民法では公益法人の解散の場

合につ き78条で、商法では会社の解散についての諸規定の中で残余財産の語が用いられて

お り、信託法につ き 「残余財産」の観念を認めることは、「帰属権利者の意義 を鮮明にす

る為めに甚だ必要である」(14)と述べつつ、信託における残余財産の意義 を明 らかにしよ

うとす る。

中根はまず、信託における残余財産 とは、「原信託存続中に受益 さるべ き分や信託報酬

や諸々の費用等総て支出を済ました残 り[で あり、実際には]遅 滞其他の事由で信託期間
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にママコ

満了迄に受益されなかった財産、或は信託報酬や諸費用の如 く信託財産中より支弁せ らべ

きものであるにも拘 らず信託終了迄は払はれ無かったもの等は残余財産中には含まれ無

い」(15)とした後、残余財産 とは、信託が終了した際に残った財産の意であるであること

が強調される。そして次のような例が挙げ られる。受益者が死亡 した場合において、 もし

受益権が受益者の一身専属的な権利 として設定されていた場合には、信託行為に特別の定

めがなければ受益者の死亡によって信託は終了するから、この場合に信託財産が残余 して

いれば、帰属権利者はこれにつ き権利 を取得する。しかし 「反之通常の場合には」、受益

権は他の財産 と同じように相続されることになるから、信託は其相続人を受益者 として存

続することになり、信託は終了しないか ら、帰属権利者は信託財産の帰属 を求めることは

できない。この場合に相続人に受益権が移 るのは受益権の相続であって、信託財産の帰属

ではない。

b.帰 属権の性格(16)

次に中根は、帰属権利者の権利 を帰属権 と呼び、その権利の性格 を以下のように分析す

る。帰属権利者の権利は、信託終了時において残余財産についての権利を取得す ることを

その内容 とするが、この権利の本質は、信託の設定当初において、信託財産が残 ることが

予定されていると否 とにかかわらず、期待権である。信託利益の全部が享受せられるべ く

設定された信託につ き、信託の途中で信託が解除され残余財産が発生するような場合はも

ちろん、信託利益の一部のみが享受せられるべ く信託が設定されている場合においても、

予測できないような事故等によって信託財産の全部が滅失 し、その代位物 も得られないと

いった事態が発生 しうる以上、信託が終了してみな くては信託財産に残余が生 じるか否か

は不明である。したがって帰属権は現在の権利であり得ず一種の期待権に過 ぎない。

こうした議論の展開の中で、中根は次のような例 を挙げている。甲を受益者 として金一

万円を信託 し、その生存中は毎月金一百円を給付することを目的 とし、 もし甲が死亡 した

時に残余財産があったならば乙にこれを与えると定めたとす る。 この場合、何時甲が死亡

するかは不明であるから、乙が死亡 したとき残余財産が存在するかは予測できないので、

乙は甲が死亡 したときに残余財産が存在するという将来の不確実な事実 を条件 として、権

利を取得する希望 または期待 を有 している。すなわち乙の権利は、条件付権利であるとい

うことになる。また、家屋を信託 してこれから生 じる賃貸料 を甲に給付することを目的 と
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する信託を設定 し、甲が死亡 した時には家屋を乙に与えると定めたとする。この場合は、

甲が何時死亡するかは確定 されないが、甲が何時かは死亡することは確実であるか ら、乙

は不確定期限の付せられた権利、すなわち期 限付権利を有することになる。

中根は、上記の例のように、帰属権は条件付権利と期限付権利に分類 されうるが、いず

れも将来ある権利を取得すべ き期待を内容 とする点においては同様であ り、 したがってい

ずれの場合 も一種の期待権であるといえるとする。そして、期限付権利に分類 される帰属

権 を期待権であると性格づけることについて、次のように付言している。すなわち、期限

付権利にはそ もそも、権利の履行を停止するに過 ぎないもの と権利の効力の発生そのもの

を停止するもの と2種 が存在する。前者については権利は既に発生しているがその履行が

停止させ られているに過 ぎないのに対 して、後者の場合は期限到来まで権利は存在せず、

それまでは期待権が存在す るに過 ぎない。「期限付権利が期待権であるのは此の後者の場

合だけである。帰属権が期限付権利である場合は、其の期限付権利が此の後者である場合

に限るのである。帰属権が条件付権利である時にも期限付権利である時にも常に期待権で

あると言 うのは此の意味である」(17)。

中根 は、以上のように、帰属権利者の権利が期限付権利であると分類される場合、なぜ

前者すなわち権利の履行が停止されているに過 ぎない期限付権利ではあ り得ず、常に後

者、すなわち権利の発生自体が期限の到来まで停止されている期限的権利でしかありえな

いかについては、以上紹介 ・引用 した以上には説明していない。これは、中根が、帰属権

利者の権利は信託が終了して初めて残余財産につき権利 を取得するに過 ぎないと捉えてい

ることか ら、当然のこととして導 き出されている、と推察される(18)。

以上のようにして、帰属権利者の権利が期待権であることを明らかにした中根は、帰属

権利者は 「帰属権利者は … 信託終了前に於ては信託財産に関して直接には何等の権利

を有するものではない」(19)が、その期待権は128条 ・129条によって保護 されるので、帰属

権 もまた一種の権利であると締め くくっている。

C.帰 属権 は信託終了に よ り受益権 となる(20)

以上 のよ うな整理 によ り、 帰属権利者の権 利は、それが条件付権利 であろ うと期限付権

利 であろ うと、期待権であ るとした中根 は、次に、信託 の終了に よって、信託法63条 の効

果 として、 この期待権が、残 された信託財産 に対す る権利 としての受益権 に変化す るメカ
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ニズムを明らかにしている。すなわち、63条 は、信託が終了した場合、信託財産が帰属権

利者に移転するまで 「信託ハ存続スルモノト看倣」 し、「帰属権利者 ヲ受益者 ト看倣ス」

と定めている。この条文の効果 として、信託終了時において信託財産が残存す る場合 に

は、法定信託が設定 され、帰属権利者はこの信託の受益者 となる。この法定信託の目的

は、残余財産が無事帰属権利者に移転されることを目的 としたものであり、この意味で帰

属権利者がこの信託の受益者 とされることは当然である。

このようにして、帰属権利者の権利は信託終了後、法定信託の受益権になるわけである

が、中根はこれを次のように分析す る。すなわち、信託終了前の帰属権利者の権利=帰 属

権は、「信託が終了す る迄は残余財産が存在することを条件 とす る権利であるけれども、

一旦信託が終了して残余財産が存在することに確定 したならば帰属権は其条件付又は期限

付権利たる性質 を棄て完全なる権利になるのである。信託が終了して残余財産が存在 した

といふことは条件が成就 し或は期限付権利の期限が到来 したのである。故に帰属権は もは

や帰属権ではなくなって、その取得すべ く期待 した権利そのものに変形 しているのであ

る。帰属権が受益権 に変形す るのは、全 く期待権 たる性質 よ り来 る当然の結果である」

(21)。

帰属権利者の権利が、信託の終了によって期待権か ち現実の権利、すなわち 「信託財産

に付 き信託の利益 を享受すべ き債権」へ とその性質 を変化 させ ることに関連して、民法が

定める公益法人の解散の場合の異同について言及している。すなわち民法はその73条 で、

解散 した法人は清算の目的の範囲内においてなお存続す るものと見なし、72条 で解散 した

法人の残余財産は帰属権利者に帰属す ると定めている。そして、通説によれば法人解散後

の帰属権利者の権利は一種の債権であるが、法人解散前の帰属権利者の権利は期待権であ

る。この点において、法人解散の場合の残余財産の帰属権利者 と信託終了の場合の残余財

産の帰属権利者の権利の間には類似性 が認められる。 しか し前者は受益権ではない点にお

いて後者 との差異が認められ る。「この点が信託の帰属権利者 と他の帰属権利者 とを区別

すべ き重要な標準である」(22)。こう述べた後、相続人の権利 との類似性については、一

言 「相続開始前に於ける相続人の権利 も亦帰属権利者の権利に類似 した所が多い様 であ

る」(23)と触れているのみである。

(2)帰 属権 利者 と受益者 の比較(24)
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中根は、信託の受益権の法的性格については既に様々な議論がなされたが、帰属権利者

の権利については検討が十分ではなく、いろいろな説が併存し混乱 している状況が存在す

ることをまず指摘す る。すなわち、①帰属権利者は受益者の一種であるとする説、②受益

者は帰属権利者の一種であるとする説、③元本の受益者が帰属権利者であるとする説、な

どである。中根は、帰属権利者は信託財産 を受ける者であるから受益者であるとする①説

(細矢祐治 『金融及信託(下)』564頁)は 、受益者の一種である帰属権利者を信託行為に

より定め られた者に限定 した議論である点が問題であるとする。また②説 として、信託財

産の帰属す る者は総て帰属権利者であ り、信託行為の定めるところによって信託財産が帰

属するのが受益者であるとす る、後述の森下論文 を引いている。この説によると、信託行

為によって指定された者は総て受益者ということになってしまうので、信託行為である者

を受益者ではな く帰属権利者 として指定 した場合に、この者は原信託継続中、受益者 とし

ての資格 と帰属権利者としての資格の両方を有することになるが、これは信託法の明文に

反する、 と批判す る。そして③の信託財産の収益 を享受す るものを受益者 と解 し、元本を

享受するのが帰属権利者であるとする説は、受益者が元本 を受益する場合 もあるし、帰属

権利者が収益 を享受する場合 もあるので、こうした分析は誤 りである、 とす る。

以上のような議論を展開してい く中で中根が強調する点は、帰属権利者の帰属権 と受益

権は本質的に異なるのであり、権利帰属権利者の権利は原信託継続中は期待権に過 ぎず、

信託財産につ き利益を享受することを請求できない、 という点である。帰属権利者は、信

託終了により、法定信託の受益者に変化するが、原信託の受益者 と信託終了前の帰属権利

者 とは 「全然異なるのである」(25)。

(3)受 益者連続の場合の受益者の権利 と帰属権利者の権利

以上のように、受益者 と帰属権利者はそれぞれ別の重な り合 うことの無い法的観念であ

ることを論 じた後に、中根 は受益者連続の場合の連続受益者の権利の性質 を分析 し、帰属

権利者のそれ との比較を行 っている。中根は、この分析に当たって、帰属権利者の分析に

ついて用いたのと同じように、民法の枠組みである条件 と期限と用いている。

a.条 件に係 っている受益権(26)

ア)停 止条件付受益権
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停止条件付受益権の例 として中根は次のような例 を挙げている。たとえば家屋 を信託

し、その賃貸料 を甲男に受益せ しめることとし、信託の時より5年 以内に乙女が男子を出

産したならば家屋 を乙女に与えるが、もし乙女が5年 以内に男子を出産 しなかった場合に

は、家屋 を丙男に与えるということを目的とす る信託契約が締結された。 この場合、乙女

は5年 以内に男子 を出産す ることによって家屋 を受益する期待 を有 し、丙男は乙女が5年

以内に男子を出産 しないことによって家屋を受益する期待 を有 している。乙女が5年 以内

に男子を出産するか しないかは将来の不確実なことであるので、乙女および丙男は停止条

件付受益権を有 していることになる。

中根は、この場合の乙女や丙男は受益者 というべ きではないと論ずる。すなわち、乙女

か丙男のいずれかが家屋を取得することになるのは確実であるが、しかしそれは将来のこ

とで、現在において乙女や丙男が有 しているのは 「単に将来受益者になれるか も知れない

と云ふ一種の権利であって法律の保護 を受け るのであるが然 し期待権は物権でもない債権

でもない一種特別の権利である。乙女及び丙男の停止条件付受益権は期待権であつて将来

受益権を取得すると云ふ事を期待の内容 としているが、受益権其ものとは全然異った別の

権利である。 … 乙女及び丙男 … を受益者 と称する事は厳格な意味に於ては不可で

ある。然 し乍 ら用語 としては此 くの如 き者 も亦受益権 と称 し受益者と称することも有るの

であらう。恰 も相続開始前に於ける相続人の地位 と相続開始後に於ける相続人の地位 とは

全然性質の異なったものであるが、用語 としては両者 ともに相続権 と称 し相続人 と称する

のと同じである」(27)。

以上のように、停止条件付受益権 を受益権ではないが受益権 を取得すべき期待権である

と性格づけた中根 は、停止条件付受益権 と帰属権の差異は、原信託における信託財産に関

する権利であるか残余財産に関する権利であるかにあるとする。

イ)解 除条件付受益権

解除条件付受益権の例として中根は、委託者が甲を受益者 として指定し、将来において

受益者を乙に変更すべ き権利を留保 している信託 を挙げ、 この乙の権利を 「将来委託者が

受益者変更権 を行使 して現在の受益者たる甲の受益権 を消滅せ しめた場合に新たに受益者

となる事 を期待 し得 る権利である」(28)ので、条除権付受益権であるとす る。そ して、こ

の解除権付受益権の性質も ア)の停止条件付受益権 と同様であるとしている。
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b.期 限に係っている受益権

ア)始 期付受益権(29)

中根は、始期付受益権 を次のように説明する。金一万円を信託 し、昭和5年 より毎月百

円ずつを甲に支給するという信託を設定 したとする。始期には、その到来まで履行 を制限

するものと、法律行為の効力発生をも制限するものとがある。従 って、この事例が前者で

あるとすれば、受益権は当初か ら効力を生 じている事になるが、後者の場合は期限の到来

まで受益権は停止されるので、 この場合は期限の到来によって受益権 を取得するという期

待権を有しているということになる。この後者のような受益権が、始期付受益権である。

そして、金一万円を信託 し甲に生活費を支給し昭和10年1月1日 になお残金があったなら

ばこれを乙に与える、 という信託契約が締結された場合、 この乙が始期付受益権利者であ

るか帰属権利者であるかは、乙に残金 を与えることが信託の目的に含まれるか否かによる

とする。

イ)終 期付受益権

金1万 円を信託 して、甲が中学を卒業する日まで学費を支給することを目的とする信託

を例 として挙げ、この例のように、終期付受益権者は終期の付せ られていない受益権者 と

同じ完全な受益権 を有 している、 と整理している。

2.森 下利雄 「受益者 と帰属権利者 との意義」(30)

森下は、中根 とは対照的に、受益者 と帰属権利者 を区別 しない立場 をとっている。すな

わち、「受益者 とは信託行為に依 り信託の利益 を享受すべ く定められた者、換言すれば信

託行為の定むる庭に依 り信託財産が帰属すべ き者を謂 う」(31)ので、「受益者も亦帰属権利

者の一種であり、信託行為に定めた帰属権利者は一切受益者なのである」(32)とする。そ

して、「信託法第五十七条及五十八条の場合以外の信託の解除に於て、民法の規定に従 ひ

信託財産が委託者に帰属す る場合には、その委託者は帰属権利者ではあるが受益者ではな

いし、又信託法第六十二条の委託者又は其相続人は受益者でないのにも拘 らず帰属権利者

であるから」(33)、帰属権利者は常に受益者であるとい うわけではないので、帰属権利者

は受益者を含む、これより広い概念であるとする。

また、条件付受益権についての理解 も、中根のそれ とは次にように異なる。「信託行為

に於て如何 なる理由、如何 なる条件に基づ くにせ よ荷 も信託財産が帰属す ると定められた
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者は一切受益 者 と見 るべ きであって、信託法上 当然の受益者の権利 を有 す るのであ

る。 … 甲に卒業までの学資を給与する目的を達するか、又は其達成不能 となった場合

の為乙を残余財産の帰属権利者と定め』た場合に於て も、さらに一歩を進めて其乙をも受

益者だとしても一向差支へがないと思う。尤 もか ・る場合の受益者は条件付の権利であっ
ヒマむ

て、一種の期待権に過 ぎないかもしれぬがか ・る権利を享受する者とても最切か ら受益者

として其の利益 を保護しなければならぬ。単 に信託の終了に依 り信託財産の帰属が確定 し

て始めて受益者 と看散すべき根拠は見い出し難い。恰 も受益者の変更権 を委託者が留保せ

る場合には受益者の受益権は条件付であ り不確定であるにも拘 らず尚信託法上受益権 とし

て保護 を受 くると全然同理である」(34)。条件付受益権は期待権に過 ぎず、完全 な受益権

ではないとする中根の分析とは対照的である。

森下がこのような立場をとることの実質的理由は次のようなものである。すなわち、中

根論文で示された法律構成のように、信託行為によって信託財産を最終的に取得する者と

定められた者が、受益者であるのか帰属権利者であるのかは、この者に信託財産を交付す

ることが信託の目的の範囲内か否かによって決定されるするということにした場合、これ

は理論的にはすっきりするが、しか し、これを実際に適用することには困難が予想される

(35)。森下は、上述の森下の解釈は、こうした実務上の困難を解消す る上で実益があると

している(36)。

IVま とめ

IIで考察 したように、指定帰属権利者をめぐるわが国の議論は、わが国の信託法が受益

者連続を認めているか という問題 と、複雑に絡み合 っている。そして、興味深いことは、

IIIで紹介 したように、信託法制定直後に発表された中根論文は、信託法が受益者連続を認

めていることを当然の前提 としつつ、この連続受益者の権利 をわが国民法体系の中に統一

的に位置づけようとする試み と平行 して、帰属権利者の権利の分析 を試みていることであ

る。条件付受益権や、中根の分類するところの始期付受益権者を期待権 と分類 し、条件付

受益権者等を完全 な受益権者 と区別する中根の解釈か らは、論文では明言されていない

が、これらの受益権者がその受益権を保護するために信託法の定める様々な受益権者の権

利を行使す ることを否定する解釈が導かれることになろう。こうした解釈は、英米の信託
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法 とは大きく異なるものであるが、逆にこうした解釈を展開することによってはじめて、

わが国の物権法 とは異質の、英米の物権法から生 まれた受益者連続の制度を受容すること

が可能であったと理解す ることもできよう。

信託法制定直後に書かれた中根論文で、受益者連続信託の例が色々 と挙げられ、帰属権

利者の意義や連続受益権 の法的性格の分析が試み られたにも拘 らず、受益者連続の問題

は、その後まるで忘れ去 られたかのように、手つかずの状態に放置されてきたように見受

けられる。 もちろん、このことの背景には、「今 日に於て も吾国民は信託 と言ふ制度に少

しも慣れていない。之が利用方法も一向に知 らないといふ状態であって、従て信託らしい

信託は、民間一般には全 く無いと言ふても差支ない。唯信託会社は信託の引受 を営業 とし

にママコ

ているので、毎 日の如 く信託の問題が起 る、即ち現在に於いては吾国の信託の実際問題 を

取扱っているのは信託会社 のみであると言っても宜 しい位である」(37)といった状況が、

今 日まで続いてきたことがあろう。また、英米で受益者連続が最 も多 く用いられる場合

は、遺言信託 またはこれに代替するような生前信託であるが、遺言制度 も余 り用いられな

いわが国では、受益者連続 を必要 としない、あるいはそもそもこうした財産処分の仕方を

思い浮かばないという、信託法の外の事情も原因であろう。

現在の代表的信託法の教科書や コンメンタールが、受益者連続が英米の信託の少な くと

も一つの典型であるということをその念頭に浮かべることなく、帰属権利者の問題 を論 じ

ているように読めるというIIで見てきたような現状は、信託が実際にもそのようなものと

しては利用されてこなかったことと関係 しているのであろう。 しか し、IIIでみたように、

信託法制定当時には、わが国における受益者連続の問題に正面か ら取 り組むための足がか

りとなるような研究が行われていたことを思 うと、こうした努力が継続されなかったこと

が残念であるばか りか、そこで整理された問題すらも時の経過の中で忘れ去られてしまっ

ている現状に戸惑いを覚えるのである。

IIの3で 見たように、62条 の 「信託行為二定メタル信託財産 ノ帰属権利者」 とは、英米

では、復帰信託の法理の適用が問題 となった際に登場するに過 ぎない存在なのであって、

信託財産を最終的に受益者の誰かに帰属させて終了する、典型的な受益者連続の信託のた

めに必要 とされるプレイヤーではないのである。こうしたプレイヤーの登場が必要 となる

のは、信託設定の際の企画に暇疵があって、信託処分に意図したような法的効果が発生せ

ず、復帰信託が生 じるかという場合に限られるのである。このプレイヤーはごく端役にす
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ぎないのである。

四宮教科書や松本 コンメンタールにおいて、英米法では端役 を演ずるにす ぎない役者

が、大 きな役割を演 じさせ られ るはめになってしまったのには、もちろん信託法の条文

で、「帰属権利者」 という、いかに も重要な法概念であるかのような用語が用いられてい

ることにも原因があるであろう。しか し、受益者連続の問題が未解決のまま残 されている

ことが、やはりその主たる原因であるように思われる。

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

〔注 〕

(1)法 協46巻7号1149頁 。

(2)青 木 徹 二(編)『 信 託 研 究 』29頁(1927)。

(3)四 宮 和 夫 『信 託 法(新 版)』351-52頁(1989)。

(4)同307頁 。

(5)GBogert&GBogert,HandbookoftheLawofTrusts§ §75-76(5the(11973);、 βLScott,5

LawofTrusts§411(4the乱1989).

Bogert&Bogert,supranote5,at286;Scott,supranote5,§412.

四 宮 前 掲 注3、128頁 。

同 、130頁 注 。(2)も 参 照 。

松 本 崇 『信 託 法 』280頁 。

同261頁 。

同282頁 。

法 協46巻7号1149頁 。

同1155頁 。

同1154頁 。

同1153-54頁 。

同1157-60頁 。

同1159頁 。

同1160頁 参 照 。

同1160頁 。

同1160-64頁 。

同1163頁 。

同1164頁 。

同上 。

同1164-69頁 。

同1169頁 。
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(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

同1169-76頁 。

同1171-72頁 。

同1177頁 。

同1179-81頁 。

青 木 徹 二(編)『 信 託 研 究 』29頁(1927)。

同35頁 。

同 上 。

同 上 。

同36頁 。

同30頁 参 照 。

同37頁 。

中根 、 前 掲 注12、1151頁 。
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公 益 信 託 法 管 見

樋 口 範 雄



1は じめ に

現行 の信託法74箇 条の うち、66条 以下 は、 いわゆる公益信託 に関す る規定 であ る。 ア メ

リカの信託法第二次 リステイ トメン トが公益信託 に1章 を割 き、348条 か ら403条 までの56

箇条 をあて てお り(1)、イギ リスの公益団体法が49箇 条 あ るの と比べ る と(2)、わず か9箇

条 とい うのはあま りに簡 略にみ える(3)。

ただ し、信託 法1条 か ら65条 までは 「本法 に於 て信託 と称 す る」(信 託法1条)も の の

一般原則 と解 され てお り
、特 に 「公益 を目的 とす る」(信 託法66条)場 合 の特則 を66条 以

下が定 めるの であって、公益 信託について66条 以下 のみが適用 され るわけ では ない点 に注

意 を要す る(4)。後 に述べ る ように、65条 までの各項 の 中に は、明 らかに公益 信託 には適

用がない と解 され るものがあ るが、 それ を除けば、信託法全体 が、公益信託法だ と考 える

こ とも可能で ある。

しか しなが ら、65条 までの部分 がいわば信託一般法 だ とす ると、一般法 と特別法 の原則

論 か らして も、公益信 託 につ いて は66条 以下の条文 が まず重要 とされ るこ とは当然 であ

る。 この部分 の逐 条解 説 として は、松本崇 氏の 『コンメ ンタール信託法』(5)(以下、松本

『コンメンタール信託法』 と して 引用 す る)の 該 当部分 が あ るほ か、信託 誌上 に おい て

「公益信託法 コンメンター ル」(以 下、専門部会 コンメンタール として引用 する)と 題す る

論稿が発表 されてい る㈲ 。

そこで、本稿 は、これ らを初め とす る先 人の業績 に依 りつつ、 まず これ ら66条 以下の条

文 の構成 と内容(と りわけ66条)に 着 目し、 その 中か ら、わが国の公益信託法 におけ る基

本 的な問題 点 を析 出す るこ とを第一の課題 とす る。 よ り具体 的 には、便宜、66条 か ら68条

までの3箇 条(と りわけ66条)を 取 り上 げ、上記2つ の コンメンター ルで取 り上 げ られて

いる問題 の うち重要 と思 われ る点 を抽出す るこ とに よって、 公益信託 につ いては何 が問題

なのか を簡単 に整理す る。

次に第2の 作業 として、英米、 ことにアメ リカの公益信託 に関す る基本的な法理 を検 討

す ることによ り、 わが国で問題 とされている点が どの ように処理 され てい るか を簡単 に見

る とともに、 アメ リカでの問題 のあ り方、その法 的処理 の仕方 の うち、わが国の公益信託

について も新 たな見方 を可能にす るような点がないか を探求す る。
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以下、節 を改めて、早速、問題 点の析 出を行 う。

IIわ が 国の公益信託法一 一問題 点の発見

1.信 託法66条

(1)信 託法66条 とそれ以前 の条文 との関係

信託法66条 は次の ように規 定す る。

「祭祀、宗教 、慈善 、学術、技芸其 の他公益 を 目的 とす る信託 は、之 を公益信託 とし、

其の監督 に付 ては後6条 の規定 を適用す」

卒然 とそれ を読 む と、公益信託に関す る規定 は66条 以下の定め るところに限 られ るよう

に も解 され るが、先 に述べ た ように、そ うではない。本条の趣 旨は、1条 か ら65条 までの

条項が公益信託 に適用 されない とす るものではない。 これ らは信託 の一般法 として公益信

託 に も適用 され る。

ただ し、専 門部会 コンメンター ルでは、65条 までの条文 の中で、明 らかに公益信託に適

用 されないものが ある とす る。具体的 には、以下 の条文 である(7)。

043条 別段 の定め もし くは同意あ る場合 の受託者の辞任

057条 自益信託 におけ る信託の解 除

058条 受益 者がその債務 を履行 す るため の信託 の解 除

059条 別段 の定めに よる解 除権の行使

062条 帰属権 利者 なき場合 の信託財産 の帰属(た だ し、73条 に よ り公益信託 を継続 し

ない場合は本条が適用 され るとす る)

この うち、後 に検討す るように、公益信託 が他益信 託であ り、受益 者が社会公共一般で

あることか らす る と、57条 および58条 が適用 され ないのは当然 である。 また、43条 につ い

ては71条 、62条 につ いては73条 が まさにそれ ぞれの特則 と考 えられるので、その結果、43

条 および62条 の適用 のない場合が あることは明確 であろ う。

しか しなが ら、残 る59条 につ いては、専 門部会 コンメンタールの指摘 と異な り、当然公

益信託 に適用 な しと解 され るか には疑 問の余地が あ る。同条は、「別段 の定 め」 に よって
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信託の解除を行 うことを認めるが、公益信託についてのみその道が当然に閉 ざされるかに

ついては、簡単に自明のこととはいえない。

たとえば、委託者に解除権を留保するという形で、公益信託運用の監視機能を果たさせ

ることも考えられる。少 なくとも、条項の性質から当然に公益信託に適用の余地なしとす

るわけにはいかないように思われる。

(2)公 益信託の定義

66条 に関 し、両方 の コン メン タール で、 まず重 要 な問題 として取 り上 げ られて い るの

は、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其の他 の公益 を 目的 とす る」 とい う公益信 託 の定義

に関わる部分 であ る。 ここには3つ の問題 が摘示 されてい る。

第1に 、 民法34条 の公益 法人の規定につ いて、 「祭祀 、宗教、慈善、学術、技 芸其他 公

益 に関す る社 団又は財 団に して営利 を目的 とせ ざ るもの」 とされてい ることとの比較検討

である。列挙 されてい る事項 につ いては まった く同一 の文 言が用 いられてお り、松本 『コ

ンメンタール信託法』 は、公益法 人 と公益信託の 間で区別 がある としていない(8)。

しか し、公益 法人 につ いては、公益 に 「関す る」 とあって、公益信託 の よ うに公益 を

「目的 とす る」 とされ てい ない こ と、その代 わ り公益法 人 では 「営利 を目的 とせ ざる」 と

い う限定が あるこ とを、 いか に評価す るか とい う問題が あ る。 た とえば、 田中實教授 は、

従来、公益 法人の設立 に際 しての公益性判定が 「やや ルー ズにな り、か な り公益性 のあい

まいな もの」(9)まで認め られて きたこ とを踏 まえて、公益信 託につ いては、「公益 法人 の

場合 よ りも、む しろ厳 し くすべ き もの」(10)だとす る。 同業 者団体 的 な ものが 公益 法人 と

して認め られてお り、他方 で公益信託 にその ようなもの は存在 しないこ とを考 えれば、公

益信託 の場合 の公益性 の方が現在 の ところ厳 し く解 されて い ると見 るこ ともで き る。 だ

が、いずれにせ よ制定法 の文言だけでな く、公益 法人 または公益信託 とされ るこ との(法

的)効 果 を踏 まえての検討が必要 とされ る。その上 での選 択肢 として、

①公益 性は同一。 その内容は、現状 で公益 法人 として認め られてい るような もの。

②公益性 は異 なる。現状の公益法 人のあ り方は肯定 し、公益信託について厳 しい要件 と

す る。

③公益性 は同一。現状の公益 法人のあ り方 を見 直 して、公益性 を厳 し く統一 的 に理解す

る(11)。
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の 内か ら、比較検 討すべ きものであ ろう。

第2に 、公益法人の場合 との異 同は別 として、 そもそ も公益 とは何か が問題 とな る。 こ

れ につ いて、松本 『コンメ ンター ル信託法』は、 「公益 とは、社会 全般の利益、換 言すれ

ば不特定多数 の者 の利益」(12)だとす る。専 門部会 コン メン ター ル もそれを踏襲す る(13)。

しか しなが ら、 なぜ不特定 多数の者の利益が公益 なのかについての説明はない。不特定

だけではダメなのか、 多数 だけで もダメなのか、不特定かつ 多数 だ として、 多数 とは どの

くらいか?疑 問は尽 きない。

そこで専門部会 コン メン ター ルは、率直に、「厳密 な定義 を下す こ とは困難」だ と認 め、

「事 実上行政 当局の設立許可 の際の判 断に委 ね ざ るをえない」 とい う(14)。主務 官庁 の許

可 をめ ぐる問題 点は、後 に68条 を論ず る部分 でふれ るが、主務官庁が公益 だ とす るものが

ただちに公益 だ とい うのは、支持 で きない。

さらに、公益 を問題 とす る場合、本来、「不 特定 多数 の者 の利益 」 とい う利益 の対 象者

(受益 者)の 数や性質 か ら迫 るのではな く、当該利益 自体 の性質 をまず問題 にすべ きでは

なか ろうか。66条 が例示 として掲 げ る学術、技芸 その他 は、 それ らの発展に資す るこ と自

体 が、すでに公益 であ ると伝 統的 に考 え られて きたこ とを示す。 まず、「不特定 多数 の者

の利益」 とい う要件 を前 面 に出す こ と自体 が、 あえて強 くい えば、公益性 に対す る無理

解、 あるいは 日本 的 な公益性観 念 を示 す ように感ぜ られ る。

第3点 として、公益 を目的 とす るため には、「間接的 にあるいは結 果 として公共の利益

となる」のでは不十分 だ とされ る(15)。特定 の困窮者へ の援 助や、受益 者が給付 を公益 目

的 で利用 した場合が、 その例 として あげ られ、 その限 りでは妥当の ように もみえ るが、直

接 か間接かがそれほ ど明確 に区分 できるか、結果 としての公共 の利益 を予め 目的に掲 げて

おけば、それで議論の余地が な くなるものか、 など疑問 を提起 す るこ とが できる。

(3)公 益信託利用 の歴史 と現況

公益信託 は1922年 の信託法制定以来、実際 には1977年 まで設立 され るこ とがなか った。

そ こでこの点に関連 して少 な くとも2つ の問題が ある。1つ は、半世紀 にわたって公益信

託制度が利用 されなか った理 由は何か と尋 ね るこ とであ る。

この点 では以下 のよ うな説明が なされてい る(16)。

①行政官庁 の冷淡 さ。許可 の具体 的手続 を定め るこ ともせ ず、公益信託 の申請 を予定
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していなかった。

②すでに民法上の公益法人制度があり、 しかも信託はなじみのない制度で普及しに く

かった。

③わが国の信託は、 もっぱら商事信託ないし営業信託 として発展 し、一般の民事信託

が育たなかったことも普及を妨げる要因となった。

④ しか も信託会社による公益信託の受託 はできないとの学説があり、信託会社 も公益

信託に関心を払わなかった。

ところが昭和40年代に入 り、公益法人制度の濫用が社会問題化 し、その関連で公益信託

制度の見直 しが行われて、1977年(昭 和52年)の2件 の公益信託発足に到った。

もう1つ の問題 は、1977年 以来、20年 近 くをへた公益信託の現状 を知 ることである

(17)。

雨宮教授の信託法学会でのご報告によれば、公益信託の件数は400件 を超え(18)、1992

年時点の受託者別の分類では、信託銀行391件 、共同募金会8件 、個人1件 となった。

内容は、奨学金給付 ・学術研究助成 ・国際交流振興 ・文化芸術援助 ・環境保全 を目的と

す るものであ り、初期には多くの事例が奨学金給付や研究助成だったが、国際交流や環境

保全を目的とした信託が増加するなど多様化の兆 しもみえる。

ただし、雨宮論文によれば、これまでのところ、わが国の公益信託は財産給付型ばかり

であり、公益事業 を受託者が執行する事業型は存在 しないとされる。その理由 としては、

事業 を執行 して収入をあげた場合の税制上の取扱いが不明確であること、わが国において

圧倒的多数の場合に受託者 となっている信託銀行の業務範囲に入るものか否かが問題 とな

るからだとされる(19)。

また、信託財産についても、信託銀行が受託者になる場合に、信託業法の規制(信 託業

法4条 による信託会社への受託財産の制限)を 受け ることは当然 として、さらに法人税

法 ・所得税法上の免税資格の関係で、実際には金銭に限られているという(20)。

最後に、信託財産の運用方法 としては、安全第一であり、株や不動産に対する投資はで

きないとされる(21)。

以上を現状の正 しい認識であるとす ると、そこか らいくつか問題点を指摘す ることも容

易である。簡単に列挙する。

①受託者が信託銀行に偏っていること。受託者 も多様化することが、広 く公益信託の
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普及につながるか否か。

②事業の執行 を行 うような公益信託の是非。

③信託財産についても、多様化 を認めるような税制、法制度が必要か。

④信託財産の運用として、一概に株や不動産は認められないとす ることの是非。

(4)公 益信託の受益者

公益信託のいわゆる 「受益者」(ま たは受給者)に っいて議論がある。松本 『コンメン

タール信託法』では、私益信託における受益者は公益信託には存在 しないとし、給付を受

けることになった特定の者は 「公益信託の反射的効果 として利益 を享受するに過 ぎない」

という(22)。専門部会 コンメンタール も同じ立場に立つが、確定 した利益 を受けることに

なった場合には 「その受益者は包括的な受益権はもたないものの債権的権利(信 託財産交

付請求権)を もつ場合があろう」(23)と記 している。

しか し、後者の立場においても、信託法32条 によって信託違反の処分行為を取 り消 し、

それによって給付請求の権利 を保全することまで認める趣旨とは解 されないので、結局、

受給者は受益者ではない とする点は同様 と考えられる。

このような立場に対 しては新井教授による反対説がある(24)。新井教授は、受給者に受

益者たる地位 を認めるべきだ とする理由、あるいは意義につ き次の3点 を掲げる。

①受給者についても、通常の私益信託における受益者 と同様に、受益の意思表示がな

くとも権利を取得すると考 えるべ きである。

②受託者の信託違反に対 し、受益者とされないと、 まった く保護されない可能性があ

る。

③受益権のうち、監督的権能は信託管理人に移っていると考えるべ きだが、信託管理

人が監督権を行使 しない場合 には、その前提が崩れたのであるから、監督権能が受益者に

復帰し、 自ら監督権能を行使 できるようにすべ きである。

この見解は、公益信託 の監督機能 をよ り有効 に確保 す る見地 か ら、 注 目すべ きであ る。

後 に述べ るよ うに、アメ リカの公益信託において も、受 給者 に よる信託違 反の訴え を一律

に排除す る姿勢 をとっていない。 ただ し、一般 の信託におけ る受益者 は、受益権 が確定 し

てお り、 まさに自らのため に信託違反の監視 を行 うインセ ンチ ィヴ を有す るのに対 し、公
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益信託における受給者、たとえば奨学金の受給 をある年度に認め られた者は、当該年度限

りの受益者であり、その継続を望む場合に、受託者に対 し強い態度に出られるか否かに、

一般論 としてではあるが疑問が残 る。一定の場合、受給者に受益者 としての監督権能を行

使させる方向で考えることには賛成であるが、この問題は、公益信託に対す る監督のあ り

方を全体的に考察する中で、再検討することが必要 とされよう。

(5)信 託管理人

信託管理人については、2つ のコンメンタールでも、あまり多 くの記述がなされていな

い。松本 『コンメンタール信託法』についていえば、すでに8条 の部分 で取 り上げている

からである。

雨宮教授は、公益信託では信託管理人を必置 とすべきであ り、それは 自然人でなければ

ならず、さらに加えて運営委員会 も設置すべ きだとする(25)。

公益信託の現状では、主務官庁が信託管理人 をお くことを許可の要件 としているため

に、実際には信託管理人は必ずおかれてお り、自然人以外で信託管理人 となっている例 も

ない。かつ運営委員会 もすべておかれているようである。

その意味では、雨宮教授の主張はすべて現実に取 り入れられているといえるが、あえて

いくつかの疑問を提起することは可能である。以下、列挙する。

①信託管理人に、監督するインセンチィヴはあるのか?そ の実効性はあるか?信

託管理人の義務解怠にはいかなる救済があるのか?

②逆に、信託管理人が監督権能 と称 して受託者の運用に介入 してきた場合、それで問

題が生ず ることはないのか?信 託管理人の性質はそもそも何か?

③監督機関が自然人である必要はあるのか?

④運営委員会の設置は、信託運用権能の委任の問題を惹起する。受託者の責任の内容

と運営委員の責任の内容の吟味が必要なほか、信託管理費用(さ らには信託報酬)の 問題

も生ずる。

(6)公 益信託の受託 者

受託者 となる者については、かつて営利法人 たる信託銀行 が受託者 た りうるかで議論が

あった。松本 『コンメンタール信託法』は、 これにつ いて 「争 いが あるが、通説はこれ を
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肯定 して いる」 とあっさ りまとめ る(26)。 専 門部会 コンメンター ルの方 は、やや詳 し くこ

れ を論 じ、「戦前の一部学者 によって唱 え られた受託不可 能説 は完 全 に払拭 されてい る」

(27)と語 調 を強め た。

雨宮教授 は、受託者につ いて、個人や任意団体 を受託者 とす るのは問題であ るとす るが

(28)、それ以上の説明はな く、十分 に その理 由 を理解 し難い。

なお、税制上 の優 遇措置を受け る特定公益 信託 ・認定公益信託 の受託 者は信託銀行 に限

られ る とされて お り(29)、その こ との方がむ しろ問題 であるように思 われ る。

(7)公 益信託の委託者

公益信託の委託者については、地方公共団体 その他が委託者になれるかという問題があ

る。一方では、憲法89条 との関連 で、憲法問題 として議論される可能性があ り、他方で

は、たとえ憲法に反しないとして も、行政活動を公益信託の形で行 うことのメリットとデ

メリットを考慮する必要がある。

2.信 託法67条

(1)主 務官庁 の監督

信託法67条 は次のように規定する。

「公益信託は主務官庁の監督に属す」。

通常の信託は裁判所の監督に服するわけであるが、公益信託については、なぜ裁判所で

なく主務官庁の監督に属すことにしたのかが、まず問題 となる。

松本 『コンメンタール信託法』は、その理由を3点 掲げる(30)。

①受益者不特定で、受益者からの監督は期待できない。

②信託 目的が公益であるか ら、私益信託以上に厳格な規制が要請 される。

③公益 目的は、行政の目的 と理念および範囲において近似す る点が多い。

これ らの理由 で、裁判所 よ りも主務 官庁 の方が適切 な監督 をな しうると期待 できるとい

うのである(31)。

やや揚 げ足 とりの感 もあるが、 これ らはいずれ も次 のような理 由で説得 的でない。
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①については、そのためにこそ信託管理人がおかれているとすれば、行政の監督 を必要

とす る理由に足 りない。

②についても、 どのみち元来は委託者の私的な財産だったものである。それが公益に使

われようと私益に使われようと、それだけで厳格な規制が要請 されることにはならない。

むしろ、公益信託には、私益信託に認められない特権が付与される。いわば公的な利益を

付与しているからこそ、それに見合ったものか否かが重要になると考 えるべ きである。そ

う考えると、特権の内容のうち最 も重要なものが税制上の配慮だとすると、課税庁の監督

がむしろ前面に出るべ きだとも考えられる。あるいは、そのような見地からの一元的監督

体制 を構想することも可能である。 この点は次項で再説する。

この点に関連するのが③である。行政の機能 とは別に、わざわざ公益信託制度をお くゆ

えんを、逆に、行政の目的と理念に近似 しない点に求めることも可能である。すなわち、

行政によって公益 と判断され、その時々の政策によって重視 される部分の目的とは必ず し

も一致 しない、委託者の重視す る公益 目的に財産を出損することを奨励するものだとする

と、むしろ最 も関連の深い行政庁には直接関与させない という政策 も十分にあ りうる。

したがって、主務官庁の強い監督が前面に出た公益信託法制は、率直にいえば、行政主

導のわが国の法制度を追認す るものである。それにはメリットもあるが、反面で、問題 も

あることを意識すべきである。

(2)主 務官庁の意義

主務官庁が重要な役割を果 たすわが国の公益信託法制の問題点の1つ として、主務官庁

は何か という点がある。イギリスのように公益委員会 という官庁で一元化していないため

に、またわが国のいわゆる縦割行政のために、関連の行政官庁が複数関与せざるをえない

場合がある。監督 も過 ぎれば害であり、公益信託が広まるための障害 となる恐れもないと

はいえない。

3.信 託法68条

(1)主 務官庁の許可

信託法68条 は以下のように規定する。

「公益信託の引受に付いては受託者は主務官庁の許可を受 くることを要す」。
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68条 においては、 まず主務官庁の許可 の法 的効果が 問題 とされ る。通説 は、 これ を設立

要件 とす る(32)。 ただ し、新井教授 は、 ここで も反対説 を唱え、 自主的公益信託 の名 の下

に、信託 自体 は成 立 し、免税等 の特典 が与 えられないだけだ とす る(33)。公益法 人 との横

並び的発 想か ら出て きた と思 われる通説には、大 いに疑 問を提起 すべ きであ り、注 目に値

す るが、成立 した信託に、他益信託 としての法理 が適用 され る とす る点は、他益信託 と公

益信託 の概 念に混清がみ られ、 なお検討の要 があ るように思 われ る。

許可 の性質 につ いて、専 門部会 コンメン ター ルは、 主務 官庁 の 自由裁量 に属す るとい

う。裁量権の濫用 にあた らない限 り、裁判 で争 う道 はない とす る(34)。 この面 では、行政

法分野 におけ るいわゆる轟束(法 規)裁 量、便宜裁量(目 的裁量)の 区分 論の現状 を踏 ま

えた再検討が必要 であろ う。

受託者 か ら許可 の申請 をさせ ることにつ いて は、手続の煩雑 さの故に委託 者に二 の足を

踏 ませ ない とい う配慮、委託者 多数 の場合 の便宜が挙 げ られて正 当化 されてい る(35)。

IIIア メ リカ法 か らの示 唆

1.ア メ リカ法 を検討 す る意義

前節において、 わが国の公益信託法に関す る基本 的な問題点 を列挙 した。 だが、 この よ

うに疑問点 を列 挙す るこ とは安易 な作 業であ る。本稿 が 「管見」 と題 され ているゆ えんで

もあ るが、 ここで視点 を変 えて、公益信託 につ いて のア メ リカ法 を一 瞥す るこ とに した

い。す ぐに見 るよ うに、ア メ リカの公益信託法制 は、い くつかの点で 日本法 と比べて顕著

な相違 を示す。 それが どの ような点 であるか、 それは何 に よって説明 されるか を考察す る

ことは、迂遠 な ようであるが、わが国の信託法について掲 げたさまざまな問題 点 を検討す

る上 で も、有益 な示唆 を与 えて くれるの ではないか とい うのが筆者の期待 であ る。

そ こで 日本 の法制 の比較のために、公益信託法理のあ り方 につ いて、 まず次 の2つ の視

点 を設定す るのが便宜 であろ う。

1つ は、公益信託 の監督 システム(モ ニタ リング ・システム)が どの ように構築 されて

いるか、 その実 際的有効性 は どうか を問題 とす る視点 である。

一般 に、信託 におけ るモニタ リングは、信託財産 を 自己名義 で預 か る受託者が、付託 さ

れ た信託 ・信頼 に応 えない場合に備 えて、 その防止 をはか るための ものである。 そのため
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に受益者に監視権能を与え、さらに裁判所が後見的に監視す る体制がとられる。

だが、公益信託においては、若干事情が異なる。まず、受益者が不特定のケースでは、

第一義的に監視権能をもつ者が存在せず、したがってそれを補完する体制を整える必要が

出てくる。

次に、モニタ リングの対象であるが、これは受託者だけに限られないように思われ る。

私益信託においては、委託者の意思が貫徹 されているか否かが問題であり、信託行為 に則

った管理運用がなされているかを監視する必要があった。だが、公益信託が、私益信託に

はない一定の特権 を付与す るものだとすると、委託者が公益に名 を借 りて特権 を利用 しよ

うとすることを防 ぐ必要が生ずる。監督官庁 とされる主務官庁についても、主務官庁 自体

の公益観を押 しつけて、本来正当な委託者の意思 をないが しろにする危険もある。 そこ

で、モニタリング ・システムは、受託者はもちろんだが、委託者や主務官庁 をも対象に含

むような制度が考えられるべ きである。

2つ めの視点は、公益活動の奨励である。精緻で厳密なモニタリングは、それ自体が 目

的ではない。第1の 視点 とは、場合 によって対立す るこ とにもなるが、最 も重要 なこと

は、私人による自発的な公益への寄与を促進することである。そのために、どのようなシ

ステムを構築するかが問題 となる。

そこで、以上のような視点 を意識 しながら、 まずアメ リカ法の基本的法理 をみる。

2.公 益信託 に関す る基本 的法理

(1)公 益信託 と私益信託 を分 け る意義

ハスケル教 授に よれば(36)、 公益信託 と私益信託 を分 け る実益 は次の2点 であ る。 第1

に、私益信託では受益者 が特定 されない場合 に信託 が無効 とされ るのに対 し、公益信託 で

は受益者が不特 定で も有効 とされ るこ と。第2に 、公益信託 は永久 の存続が許容 され るこ

と。

ただ し、公益 信託 は、受益 者が必ず不特定 でなければな らないわけではない。 また存続

期 間 も必ず永久でなければな らぬ とい うもので もない。要す るに、不特定で もよい し、永

久で もか まわ ない、mustで はな く、mayだ とい う意味 であ る。

そ こで、何 よ り肝心 なのは、公益 目的 でなければな らぬ とい うところにな る。 それは、

伝 統的に、以下の ような 目的だ とされてきた。簡単 に列挙す れば、貧窮者へ の援助、教育
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の振興、宗教の振興、健康の増進、政府の目的の促進、その他社会の利益 となる目的であ

る。最後の 「その他社会の利益 となる目的」は、補充的にどんなものでも入 るようにみえ

るが、現実には限定的に解 されている。

そこで、実際に公益信託 として認められるものの例は次のようなものであるとされる

(37)。

①ある町で病院を設立 し、それを運営するための信託(健 康の増進)。

②人文科学研究のための大学を設立し、運営するための信託(教 育の振興)。

③ある教会の経費を支払 う信託(宗 教の振興)。

④ある町のホームレスに食料を与え、住 まい を提供す るための信託(貧 窮者への援

助)。

⑤ある町に公園を作 り、それを維持するための信託(政 府の 目的)。

⑥飼い主のいない動物 を保護するための信託(そ の他社会の利益 となる目的)。

もちろん病 院や大 学 を作 る場合、法人形式 を利用 す るこ ともで きるし、今 日では、実 際

に財 団形式の方が一 般的だ とされ る(38)。 もっ ともそれ は信託形式が もはや過去 の ものだ

とい う意味ではな い。

なお法人形式に よる非営利法人は、公益信託で い うところの公益 目的にはあてはま らな

いが、 なお一定の公益性 を もつ場合や、 カン トリー ・クラブの ようなまった く公益性の な

い場合 に も用 い られ る(39)。

(2)公 益信託の受益者 ・公益の意義

公益信託におけ る受益者の特定性につ き、さらに一言すると、受益者は特定 される場合

もある(40)。たとえば、ある教会の牧師の給与を支払 うための信託は公益信託 として認め

られるが、ある時点で給与を受ける牧師は特定の人であり、また当該教会の牧師という形

で特定されたグループが存在す る。また、毎年、ある高校の3年 生で、古典のクラスで最

優秀の成績をえた者へ奨学金 を給付するという信託 も、特定されているといえばそうもい

える。ある特定の労働組合に関し、その組合員の子弟に大学進学の奨学金 を与える信託も

やは り公益信託 として有効である(41)。ハーバー ド大学へ収益を給付す る信託 も同様であ

る。
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では、 自分 の直系卑属 で将来困窮 した者が 出た場合 に、 その人に生 活費 を支 給す る信託

は どうか。 これは社会 の利益のため とい うには私 的に過 ぎるとして公益信託 であ るこ とが

否定 され たが(42)、 親 族だけ を排他 的に給付 の対 象 とす るのではな く、 それ以外 の まった

くの他人 も対象 とし、選定 の際に親族 を優遇す る とい うのであれば、公益性 が認 め られ る

とした先例 もある(43)。

したが って、以上の記述 をみ る限 り、ア メ リカでは、 まず公益 目的 とされて きた類 型に

入 るか否かが まず問題 であ り、受益者が不特定 であるか、 あるいは多数 であるか は、 二次

的な重要性 をもつ に過 ぎない。 その背景には、不特定 とか 多数 とかいって も、 明確 な線の

引ける基準 ではない ということが ある。それな らば、実体的な基準、何が公益 に資す る と

判 断され るか を中心に議論 しようとす る姿勢が うかがわれ る。

(3)わ が国 との相違

以上の ような見 方の違 いの結果 として、ハ スケル教授 が掲げた例で考 えて も、 わが 国で

公益信 託 とは認め られない と思 われ るものが、ア メ リカでは認め られ る傾 向にあ る。

た とえば、 わが 国においては、堺市内の母 子家庭 の子弟 で、堺市内の公私 立高校 へ通 う

生徒 に奨 学金 を給付 しよ うとす る信託 が公益 信 託 と認め られ るかが議 論 され た とい う

(44)。現在 は特定高校在学生への奨学金 も公益信託 として認 め られてい るが、特 定労働組

合の組合員 子弟へ とい うのでは認め られない可能性が高 いのではあ るまいか。 いわんや、

自らの親族 を含め て貧窮者への援助 をす る とい う信託が公益信託 と認め られ るこ とはあ り

えない ように思 われ る。

さらに、 わが 国 との相違 という点でいえば、 アメ リカ法 では、公益性 の判断 を最終 的に

行 うのは、裁判所 であ るとい う点が重要 である。予め、行政庁が公益性 を判断 して許可 を

与 えるとい う発想 はない。

た とえば統一州法の1つ に、「公益 目的の信 託受託者 の監督に関す る統一州法」 があ り、

1954年 に採択 され ているが(45)、 その眼 目は、公 益信託 の存在 を州 の法務 長官 に報告 す る

よ う義務づ け るところにあ り、その上 で、定期 的 な運用の報告 を法務 長官に行 うよ う定め

てい る(46)。別の条項 では、課税 当局 に対 し、公益信託 に免税 を認め た場合 には、 その フ

ァイル を法務長官 に も回付 す るよう義務づ けて いる。

いずれにせ よ、 そこでは、行 政庁 の許 可 を公益 信託 の設 立要件 とす るとい う発 想 はな
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く、すでに作 られた公益 信託 につ いて、州 の法務長官が監督す るために、後 にその存在 を

「報告」す るよう義務 づ け るだ けであ る。 そ して、問題 が あれば、法務長 官が訴 えて、裁

判所 で公益信託 として有効か否か を判断す ることになる。

良 しあ しは ともか くとして、 わが 国に比べ 、公益信 託 を設立 しやす いこ とは間違 いな

い 。

(4)モ ニタ リングの制 度

公益信託 につ いては、私 益信託 に比べ て、 モニ タ リングの問題 がいっそ う複雑かつ重要

だ と前に述べ た。受 託者が信託違反 をした場合、一般の信託 では受益者が訴 えて救済 を求

め る。ア メ リカでは、公益信託 につ いて、原告 として訴 えるのは、原則 として、州 の法務

長官(ま たはカウンテ ィの検察 官)だ とされ る(47)。それ によって、委託者 の公益信託制

度 の濫用 にも目を光 らせ ることがで きる。

しか しなが ら、実 際に法務 長官がこれ らの任務 に熱心か といえば、 そうではない。法務

長 官は、 それ以外 に、 よ り重要な職務 を多数抱 えてい るか ら、 それ には無理 もない ところ

が ある。

そこで、他のモニ タ リング担 当者 として、次の ような人た ちが認 め られ る。

① 共同受託者(48)。

②実際に給付 を受 け る受給者。

③委託者に例外 として訴 え る権利 を認めた例が ある。

いずれにせ よ、 これ らの人た ちに よって裁判所 に事件 を もちこみ、裁判所 で最 終的なモ

ニ タ リングを行 う とい うのがア メ リカ法 の立場であ る。

しか し、実際 には、それが十分 に機能 して きた とは言い難 い。 また、 これ らの公益団体

(財団を含 む)の 抱 える資金 量が大 きな もの とな り、経済 に も重 要 な影響 を及ぼす こ とに

なる と、連邦政府 による規制 が拡大 す るこ とにな った(49)。 行政 庁に よる監視 が強化 され

たわけであ るが、 その中心 となるのは内国歳入庁で あ り、免 税 を認め るか否かの観点か ら

の監視が行われ る。

したが って、ア メ リカにおいて も、行政庁 に よる監督が重要性 を増 したこ とを見逃すべ

きではない。 しか しなが ら、なおそれは事前許可 の形 を とるわけではないこ と、内国歳 入
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庁 の判断には、 当然 、訴訟 を もって対抗 で きるこ となどに留意す る必要が ある。

IV結 び にか えて

本稿 は、公益信託法制 とい う大 きな課題 について、 まずその入 り口の ところで、何 を考

えるべ きか、 いか に考 えるべ きか を提示 した もので ある。

きわめて素朴 な手 法ではあるが、信託法66条 か ら68条 までの条文 に即 して、 わが国にお

いて何 が問題 とされて きたか を尋 ね、基本 的な課題 を抽 出 した。 さらに、 この分野につ い

て、ア メ リカ法 を検討す るこ とが、迂遠 な ようで も意義が あるのではないか と考 えて、 そ

の一端 を提示 した。

その内容 を豊 富に し、 わが国におけ るこの分 野での議論 に資す るもの とす るこ とが、今

後 の課題 であ る。
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信 託 法 と年 金 制 度

新 井 誠



1は じめ に

高齢社会 におけ る年金制度 の重要性 については多言 を要 しないであろ う。 また年金制度

が信託 とリンクして機能 しうることも周知の ところであ ろう。 しか しなが ら、年金制度が

何故に信託 と リンクしなければな らないのであ ろうか。我国 にお いては、 この問 いは いわ

ゆ る業際問題に埋 没 して、正 面か ら論 じられ るこ とは従 来殆 どなか った ように思 われ る。

この問いに否応 な く解 答 を迫 ったのが、 イギ リスにお いて生 じたいわゆるロバー ト ・マ

クスウェル(RobertMaxwel1)事 件 であ る。 この事件 を契機 に して イギ リスで は年 金信

託制度の安全性が根本か ら論 じられ ることになった。本稿 は イギ リスにおける当該論争 を

フォローす るこ とによって、今 一度改めて年金信託制度 の存在理 由を究明 しようとす るも

のである。我 国の議論 に とって も神益す るところ大 ではなか ろうか。

尚、本稿 は筆 者が1995年7月 に ロン ドン大学 の キングス ・カレッジのヘ イ トン(David

Hayton)教 授 の下 に短期滞在 して同教授 の指導 を得 て、 同教 授 の論稿(DavidHayton,

TrustLawandOccupationalPensionSchemes,TheConveyancerandProperty

Lawyer,July-August1993)に 全 面的に依 拠 して まとめた ものであ る。

IIイ ギ リス にお け る問題 の背景

大企業が社員のために個々の所得額や勤続年数等に応 じて年金額 を直接定めるいわゆる

「年金額建て方式」による勤労者退職年金制度(occupationalpensionschemes)を 導入

し始めたのは19世紀末か らであるが、当時これ らの年金制度は自然発生的な既存の法律制

度である信託制度を利用 して発足した。その後、信託を利用 して設定された退職年金制度

に対 して認められる税法上の免税扱いの範囲に限定を加えることを目的とした 「1921年財

政法(FinanceAct1921)」 なる法律が1921年 に制定され、 この時に、信託 を利用した退

職年金制度が制定法上で制度 としてようや く追認された形 となった。ロバー ト・マクスウ

ェルがその生前にその支配下に属す るイギリス国内所在の多数の会社に積立てられていた

多額の準備金 と、金額的にはこれより多少下回るものの、これらの会社の従業員のために

設定されていた退職年金信託に積立てられていた多額の信託基金の両方を横領 していたこ
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とが発覚 したい わゆ る 「マ クスウェル事件」 を契機 として、英国議会 の下院社会保 障制度

委員会 は、勤労 者退職年金 制度 を社 会保 障制 度 の一 環 として捉 え、1992年3月 に報告書

(以下 この報告 書 を 「フィール ド・レポー ト(FieldReport)」 とい う)を ま とめ て、発表

した(1)。 この フィール ド・レポー トが発端 となって、1992年6月 に政府部内(2)に ロイ ・グ

ッ ド教授 を委員長 とす る審議会 が設置され、退職 年金制度の設定運用 に利用 されてい る法

律制度の見直 しを行 って、12ケ 月以内にその見直 しの結果 を報告書 にま とめて政府 に答 申

す るこ とにな った。 この グ ッ ド審議会 は、1992年9月 に調査 書類 を発表 し、その中で 「信

託の利用 を止め るべ きか ど うか。止め るべ きだ とす る と、信託 に取 って替れ るような包括

的な メカニ ズムが あるのか ど うか、 ある とすれば それは どの ような もので、それは退職年

金制度の加入者保 護の改善 に どの よ うに形で資す る こ とがで きるのか。」 とい うような質

問 を始め とす る81項 目に わたる質 問 を提起 してお り、既に最終答 申(ReportofthePen-

sionLawReviewCommittee)も 行 われたが、本稿 では言及せ ず、 その検討 は別稿 に委

ねたい。

IIIフ ィ ー ル ド ・ レ ポ ー ト

フィール ド・レポー トを読んで先 ず得 られ るのは、「裏切 られた」 という感想 である。信

託 さえ も信頼 す るこ とが できない とす れば、ほかに何 を信頼 で きるか、 とい う疑問が湧 い

て くる。怒 りと絶望 感か らであろうが、下院社会保 障制度委員会 は、信託法 を悪者 に して

槍玉 に上 げ、「前近代 的な信 託法」 とい うような レ ッテル を勝 手に貼 りつけて、退職 年金

制度の設定運営上 の法律的 な基盤 となっていた信 託法 に罪の殆 どをなす りつ ける とい う御

都合主義的 な結論 に飛びつ いて しまった ようにみ える。同委員会(3)は 、 「今 回の報告 書 で

取 り上 げた年金基金の横領事件 の主犯 のロバ ー ト・マ クスウェルのように、始めか ら年金

基金 を横領 してや ろ うと考 えてい るよ うな不逞 の輩の手にか かっては、取締 り当局者がへ

ば りつ いて四六時 中監視 で もしていない限 り、 どんなに強力 な取締法令 を作 って も、 この

種の被害 を未然 に防 ぐこ とはで きなか ったであ ろ う。」 とい うこ とを正直 に認 めなが らも

(4)、退職年金 基金 の ような基金 は信託法に よらないで、 「会社法 に似 た ような別 の法律 に

よって」規律 す る道 を探 るべ きであ る、 と断 じてい る。

しか しなが ら、 フィール ド・レポー トの中で退職年金制度 を設定運営 してい くための制
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度 としては信託法 は適切 ではない、 と主張 して、 その説明 として、勤労者退職 年金制度審

議会が1982年 に発 表 した報告書の一部(5)を 引用 してお きなが ら、退 職年金 制 度 の設定運

営 を規 律す る法律 としては信託法が相応 しい、 との積極 的 な立場 に立 って同審 議会 自身が

1989年 に発表 した年金 白書(6)の 「退職 年金制度 の保 護:変 動 す る環 境下 にお け る受給権

の保全」の項の記載 内容 を一緒 に引用 していない同委 員会 のや り方は一面的 との誹 りを免

れない。更に、フ ィー ル ド・レポー トの中で、勤 労者退職年金制度 を巡 る種 々の 問題 点は

「勤労者退職年金制度 のための適切 な法律制度 が新 たに制 定 されない限 り満足す る ような

解決 は得 られ ない」 とす るゴウワー(Gower)教 授著 の 「ReviewofInvestorProtec-

tion」(7)の一部 を引用 してお きなが ら、同書の 中で同教 授 が続 けて書 いてい る 「これは、

信託法 に依拠 して いる現行 の制 度 を全面的に廃止 しろ とい うのではな く、信託法 を退職年

金制度 に適用す るに際 して は、 多少 の手直 しが 必要 であ る、 とい う意味 であ る。」 とい う

一文(8)を 引用せず に割 愛 して い る下院社会 保障制 度委員会 のや り方 も一面 的 との誹 りを

免れない。フィー ル ド ・レポー トの具体的 な内容 につ いて ここでは これ以上詳 し くは触れ

ないが、下院社会保障制度委員会 は、フィール ド ・レポー トの中で 「退職年金制 度におい

て しば しば被傭者 も事業主 と一緒 に退職年金制度 に対 して掛金 を拠出 しているのに、信託

法上 では、 この事実 を看過 して……、退職年金 信託 に資金 を拠 出 してい る事 業 主だ け を

『信託 の設定者』 と捉 えて いる……。信託法 は、両者(信 託 の設定者 とその受益 者)の 利

害 関係 は一致 してい る、 との前提 に立 ってい るようであ るが、退職年金制度 の場合 は、事

業主 の利害 と……制度の加 入者 た る被傭者 の利 害が衝 突す る潜在 的な可能性が あ る。」 と

述べ ている(9)点 において、根本的 な過 ち を犯 してい るのであ る。

被傭 者が信 託の共 同設定 者 とな って事業 主 と一 緒 に退職年金 基金 に掛金 を拠 出 してい

る、 とい う事実 を 「信 託法」 で看過 したこ とが ない こ と(10)や、信託 法が、設定者 と受益

者の間の利害関係の衝 突が生ず る可能性がない平和 な世 界 しか想定 していない、 とい うよ

うな間のぬけ た存在の もの でない こと(11)は、信託法 を知 っている者 には明 らか で ある。

確かに信託法 は中世 に誕生 した ものであるが、会社 と比べ ると、信 託の方がその所在地

を移転す るの も遙 かに簡単 であ り、国際 的な信託 として設定 して、 中世 的 な役 割 では な

く、近代 的な役割 を担 った承継的不動産処分保護 者 を置 くようにすれば、簡単に その設置

場所 を移せ ることか らこそ、 中世 を超 えて現代 に到 るまで脈々 と発展 を遂げて生 き続 けて

こ られ たのであ る。ユ ニ ッ ト信託、社債信託、ユー ロ ・ボン ド信託、従業員持株 信託、マ
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ンションや油 田の掘 削装 置の保 守資金等 の積立に利用 され る減債 基金信託等の例 にみ られ

るように、信託 は理想 的かつ近代 的な事業運営形態であ るもの と考 えられ ている。 フラン

スで も、信認上 の所有権 の概 念 を取 り入れ た信託に似 た法律概 念 であ る 「Fiducie」 とい

う法律制度 を導入 しようとして いるし、 台湾 で も 「信託法」 の制 定 を目的 とした法案が 間

もな く議会に上程 され る予定 であ り、 ジャー ジー諸 島、 ガ ンジー諸 島、バー ミュー ダ諸

島、ベ リー ズ諸島、 クック諸 島、ケイマン諸 島お よび ター クス ・ア ン ド ・ケイカス諸 島で

も最近新 たに信託 法が立法化 されてい る。 この ように、信託 は、決 して往生間際の中世的

な制度 ではな く、寧 ろ、 「貴方ので きるこ とな ら何 で も私 の方が上手 くで きるわ」 とい う

歌の文句 に乗 って元気 に踊 りま くる踊 り子の よ うに、 あ ちこちで もてはや されている近代

的 な制度であ る。 これが、 「不公平」 と 「公正 中立」 とい う両極 の 中間 に沿 って舵取 りを

してゆ くために はどうしたらよいか とい う問題 とい うことにな るのであれ ば、信託 とい う

概念の長所 と欠点 を改めて見直 してみ る必要が ある。

IV信 託の概念

信託の概念を契約の概念 と比較 してみれば、信託には柔軟性 という長所があることがす

ぐに分かる筈である。契約の概念では、契約の当事者で、その契約につ き約因を提供 した

者だけしか契約の履行 を強制できないとされてお り、従 って甲乙が、乙の扶養家族である

丙の利益のために何 らかの契約を取 り交わしたとしても、この契約の履行を強制できるの

は甲または乙だけということになってしまう。これに反して、甲が、丙を受益者とする信

託上の信託財産 としてその所有不動産 を贈与 または信託設定契約の形で乙に譲渡したとす

れば、丙にもこの信託上の義務の履行 を強制する権利が生ずることになる。契約法の原則

に従えば、乙が甲との間の契約に違反したとしても(契 約が非常にユニー クな財産に関す

るものであるために特定履行 の請求が認められるような種類の ものであ り、そのために特

殊な擬制信託(12)の成立が認め られるようなものでない限 り)、甲に対 して認められる救

済は当該契約違反によって甲が被った損害についての損害賠償請求権だけであり、当該契

約違反行為によって乙側に何 らかの利益が生 じていたとして も、その利益の引き渡 しを要

求することはできないことになる(13)。これに反 して、信託法の原則によれば、乙が丙に

対 して負担している信託上の義務に違反した場合は、丙は自ら乙を相手どって信託に対 し
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て与えた損害の賠償 を請求することができる(14)とともに、この違反行為 によって乙が利

益を得ている場合は、その利益の内容 を明らかにして、これを引き渡すよう乙に請求でき

ることになる(15)。信託法上のこの原状 回復責任 と不当利得の返還責任は、契約法上の損

害賠償責任 より厳しいもの(16)であ り、信託義務に違反した受託者が負わなければならな

い責任 として捉えられている。

更に、契約関係の場合は(特 定履行 を請求できるような特殊な契約の場合 を除き)、契

約の両当事者間には対人的債権債務関係が生ずるだけであるのに反 し、信託関係の場合

は、受益者の側にエクイティー上の所有権が生ずることになり、その結果信託の受託者は

信託に属する財産 を自己の固有財産 とは区別 して、別個に保有管理 しなければならない義

務を負うことになる。信託の受託者が破産 しても、同人が信託財産 として保有 している財

産に関するエクイティー上の権利は常に信託の受益者に帰属 しているので、信託の受託者

に対して債権 を有する一般の債権者は信託財産から弁済を受けることはできない。信託の

受託者の手によって信託財産が不当に処分 された場合は、信託の受益者はこの信託財産の

行方をどこまでも追及できるというエクイティー上の権利が認められてお り、その結果信

託の受益者は、信託財産が転々と譲渡されてその姿 を変えた場合でも、最後までこれを追

及 して取 り戻せ ることになっているのである。具体的にいえば、信託財産 となっていた絵

画を信託の受託者が勝手に処分 して現金化 してしまい、この現金で株 を買い、その株 をま

た売ってマンションを買ってしまった ような場合 には、信託の受益者は、信託財産が現

金、株、マンションと次々 と姿 を変えたとしても、次々 とこれを追及 して取 り戻せ るので

ある。この追及権は、信託財産が転々と姿 を変えて最初の価値 よりもはるかに高価なもの

に姿を変えてしまっている場合や、信託の受託者が破産 してしまって、信託の受託者に対

して請求権を行使 しても実効が得 られないような場合には、特に威力 を発揮する。但 し、

この追及権には、信託財産が追跡不能な形のものに変わってしまっている場合にはこれを

追及することができないという本質的な弱点がある。即ち、信託財産 を勝手に受託者が処

分 して しまった場合でも、受託者がその処分代金 を浪費してしまってお り、信託財産を買

い取った者が信託財産 と知 らずに買い取 った善意の第三者である場合は、い くら信託財産

の売却先が分かっていても、これを追及 して取 り戻すことはできないことになる。
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V会 社法 との比較

会社には別個独立の法人格が認められているので、会社は、会社財産については、 コモ

ン ・ロー上実質的な所有権者となることができる反面、会社が負担した債務については会

社 自らがこれを弁済 しなければならない責任 を負うが、有限責任制度 を採用 している会社

の場合 は、その責任は資本金の範囲内に限定 されている。これに反して、信託には独立し

た法人格が認められておらず、従って信託自身が財産の所有権者 となった り、契約を締結

した り、訴訟の当事者となったりすることはできない。信託財産についての所有権者 とな

った り、契約の当事者となったり、原告事件 ・被告事件の別 を問わず訴訟の当事者 となっ

た り、第三者に対する損害賠償責任 を負担するのは、信託その ものではなく、信託の受託

者である。信託財産 と第三者に対す る損害賠償責任 との関係についていえば、第三者 との

間で契約 して、その契約の中にその時点における信託財産価額 を損害賠償責任の限定 とす

る旨の具体的な責任限定 を入れておかない限り、信託の受託者は(そ の地位を辞任 した後

も)、 自らの固有の財産の限度内において、個人的な賠償責任 を負わなければならないこ

とになる。但 し信託の受託者は、信託の受託者 としての地位によって第三者 との間で行っ

た法律行為 との関連で何 らかの損害を被 った場合は、当該法律行為そのものが信託義務に

違反するものでもな く、信託の受託者がそれ以外の何らかの理由によって信託基金に対 し

て何 らかの責任 を負担している場合を除 き、信託基金を引当て としてその損害 を補償 して

貰 うことができる。

この信託の受益者の保護を目的 とした原則の効力は、信託の受託者がその資格において

債務 を発生させた場合におけるその相手方たる債権者にも及ぶ。 というのは、信託の受託

者側に信託基金か ら損害補償 を受ける権利がない場合は、当然信託の受託者の債権者 も、

信託の受託者の損害補償請求権 を代位行使 し信託基金か ら弁済 をうけることはできない、

と考 えられるからである(17)。これに反 して会社の場合は、会社 との間の取引を奨励する

観点か ら、「ロイヤル ・ブ リティッシュ ・バンク対タークアン ド事件(R⑲ α1β碗励 五α嬬

肌 五 邪卿㈱∂(18))」によって確立 された法理 と会社の役員について広 く認められている

表見代理の法理 とにより、会社の行った行為 につ き本来であればこれを無効たらしめた

り、取 り消 し得べ きものとするような内部的な手続上の毅疵があった場合でも、むしろこ
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れを有効なもの として認め、会社 と取引 した取引の相手方である債権者を保護 しよとする

立場が昔か ら採 られているので、この意味においては、会社の株主に対する法律上の保護

は、信託の受益者に対して認め られている保護 と比べると、遙かに薄い ということがいえ

る。尚、会社 と取引した取引の相手方 たる債権者の地位は、1985年 会社 法35条、同35条

Aお よび同35条Bの 規定(特 に定款に定め られている業務 目的の範囲を超 えて行った会

社の行為を無効 とする従来の 「能力外の原則」を実質上無効にした規定)に より、従来よ

り一層厚 く保護されるようになっている。

その他の面においても、会社の株主 と比べ ると、信託の受益者の方が厚 く保護されてい

るものといえる。信託の受託者が信託財産を不当に処分 した場合 は、信託の受益者であれ

ば誰でも、受益者全員を代表 して、単独 で当該財産の行方を追及 して、 これを取 り戻すこ

とができる。信託の受託者が信託上 の業務に違反するような行為 を行った場合で、信託の

受益者の過半数がこの違反行為を追認 しようとしている場合でも、この追認に反対する受

益者は誰でも単独でこの違反行為の禁止を命ずる差止命令を求め る申立てを行 うことがで

きる。信託の個々の受益者に対 してはこのほかに もいろいろ幅広い権利が認められてお

り、信託に関するいろいろな問題が起 きた場合はこれを解決するために、最高法院規則85

号に定め られている規定上、高等法院の大法官部にパターナ リスティックな考え方に基づ

く助言や協力の発動 を求める申立てを単独で行ったり、信託の事務 を整理す るための公的

受託者の任命を裁判所に申し立てたり、信託の財務や経理に関する事項 を厳密に調査 して

費用の支出に関 して細かな裏付資料の備 え付 けを命 じてもらう等、信託の事務 に関する包

括的な管理の徹底を求め る申立てを裁判所に行 うことも単独 でで きる。

会社の個々の株主の場合はこれと異な り、会社の役員が個人的な責任を負わなければな

らないような不正行為 を行ったり、会社財産を横領 したような場合 でも、株主は個人単位

では何 もできず、当該役員の責任 を追及する権利や、横領 された財産を追求するエクイテ

ィー上の所有権は法人としての会社 にしか認め られないことになる。「フォス対八一ボッ

トル事件(冗OSSV.」吻γboオ∫1e(19))」によって確立された原則により、会社 に対して行われ

た不正行為に対して訴えを提起できるのは会社だけであり、従 って会社 に対 して行われた

不正行為が株主の単純多数決によって追認しうるような性質の法律行為 である場合は、株

主の過半数の賛成でこの行為が追認 されてしまえば、それで問題はお しまいであり、逆に

株主の過半数がこの不正行為を究明することに決 した場合は、この不正行為 を追求する訴

一205一



えを提起できるのは会社だけであ り、いずれにせ よ一株主が個人の資格で訴えを提起する

ことはできない。ただ例外的に、多数派の株主が小数派株主の利益 を害す るような詐欺的

な法律行為 を行 った場合は、個々の株主は、株主代表訴訟の形で、会社 を代表 して訴えを

提起す ることが認め られているだけである。この株主代表訴訟に関す る株主側の権利は

1985年会社法459条 の規定によって補充されてお り、同条の規定により、「公正且つ妥当な

理由」がある場合は、会社の解散命令や裁判所が適切 と認めるその他の救済を求め る権利

が一応個々の株主に認められてはいるが、実は、ゴウワー教授がその著書である 「近代会

社法(ModernCompanyLaw)」 の第22章 および同第28章 で明らかにしているように、

この株主代表訴訟権や同法459条 に基づ く権利は非常に複雑なもので、これを行使 しよう

とする株主は幾多の困難なハー ドルを超えなければならないようになっている。

信託の受託者が信託の受益者に対 して負担 している義務は取締役が会社に対 して負担 し

ている義務 よりも重い。会社の場合は、コモン ・ローそのものが積極的な介入を控えてい

る領域である投機的な色彩を伴う商事の領域で事業 を営んでいるので、個々の取締役の有

する主観的な知識 と経験 を信頼して、取締役の専門知識 ・技術や職務忠実については軽度

の責任しか課 しておらず、特にすべての取締役会に出席 しなければならない義務さえも課

されていないし、取締役はその職務を他の取締役や、代表取締役 ともいうべ きマネージン

グ ・ディレクターに委任す ることさえも認められているのである(20)。これに反 して信託

の場合は、エクイティーにより信託の受託者に対しては厳格な義務が課されているため、

信託の受託者は客観的な水準の注意義務 を果たさなければならないほか、すべての意思決

定に金貝が積極的に関与しなければならないものとされてお り、この意思決定 も、信託の

設定に関する書面中に別段の定めのある場合 を除き、受託者の全員一致によって決定しな

ければな らないもの とされているのである(21)。更に、信託法は、会社法上認められてい

るマネージング ・ディレクターに該当するような 「代表受託者」や 「マネージング ・トラ

スティー」のような者の存在をそもそも認めていない。

過失責任についてみると、会社法の世界では、1985年 会社法310条 の導入に伴って会社

が定款の規定により予め取締役の過失責任を免除するのが禁止されるようになるまで、会

社の取締役は、定款の規定により、原則 として過失責任 を免除されていた。但しこの過失

責任の免除が禁止されるようになった現在 も、会社がその取締役の過失責任を補償するた

めの損害賠償責任保険を会社の費用で掛けるのは依然 として認め られてお らず、多くの会
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社がその取締役のためにこの種の保険 を掛けているのが実状である。信託の実務上は、信

託法上信託の受託者に課されている責任が極めて広範なものであるために、信託の設定に

関する証書に特別な規定を盛 り込んで信託の受託者の過失責任 を問わないようにしている

のが普通である。制定法(22)上もユニ ット信託や社債信託に関してだけに限ってこの種の

過失責任の免除を禁止 しているだけであるので、この点では、信託の受益者より会社の株

主の方が手厚 く保護されているものといえる。ユニッ ト信託や社債信託だけでな く、退職

年金基金信託についても、過失責任の免除を禁止する制定法の規定が必要であろう。

以上のような会社法と信託法の対比からも分かるように、過失責任の免除の点 と信託の

設定に関する証書中に定められた規定において信託法上の一般原則が希釈化されている点

を一応度外視して考 えれば、退職年金制度上の加入者の権利保護 という観点か らみれば、

年金を支給 してい くための担保 とでもいうべき財産は、信託制度を利用 して、別個独立の

信託基金の形で信託の受託者に保有管理させるようにし、信託の受託者に対して重い信認

上の義務を課して、個々の受益者にこの信認上の義務の履行強制権 を認めるようにすべ き

ではなかろうか。他の制度にいろいろ手直 しを加えるよりは、信託制度に制定法により若

干の補充や手直しを加えれば、退職年金制度を運用 してい くための制度 としては、信託が

最適なものとなれる筈である。

VI信 託法 の補充

1.情 報の開示

先ず始めにはっきりとしているのは、個々の退職年金制度上の必要最低給付水準につい

ては信託法その ものには何の定めもないという点である。早期退職者の保護に関して定め

られたのと同じように、個々の退職年金制度が満たさなければならない必要最低給付水準

や、ある退職年金制度か ら他の退職年金制度に移行する場合の移転価額を定めておかなけ

ればならない、 という要件や、支給される年金額については一定限度の指数化方式 を採用

しなければならない、 というような要件を盛 り込むようにするためには、どうしても社会

保障関連法の立法化 を待たなければならない。これは退職年金制度の運営制度 としてどの

ような制度を利用す るかに拘わらず生 じて くる問題である。信託法の改訂は既に行われて

いて、退職年金制度の加入者が受託者の事務処理を監視 してゆくための必要且っ十分 な精
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報と加入者の置かれている立場を加入者自身に理解させ るための必要且つ十分な情報を速

やかに受託者か ら加入者に開示 しなければならないようになっている。この情報開示が退

職年金制度の運営方式 としてどのような制度 を利用するかに拘わらず必要なものであるこ

とはいうまでもないことである。そのために、行政命令(23)にも退職年金制度の内容につ

いて記載した案内書を交付 しなければならない旨の規定が設けられて、いろいろな情報資

料 を迅速に提供 しなければな らないことになったわけであり、信託の受託者を忙しくして

いるわけである。保険計数士の専門知識 と、インベス トメン ト・マネジャーの持っている

専門知識 と、信託の受託者の持っている専門知識 とを合わせて活用すれば退職年金受給者

の権利を守れ る筈である。 これらの専門職従事者 さえ気付かないような潜在的な問題は、

労働組合の特別顧問が運良 く気がついて信託の受託者にア ドバイスする可能 性も皆無では

ないかもしれないが、専門知識を持っていない一般の退職年金制度加入者がこれに気付 く

ということはまずありえない。行政命令によって改訂された後の現行の信託法の下では、

信託基金の投資運用方針に異議を申立てたり(24)、十分に考慮せずに行われた意思決定や

誤った考え方に基づいて行われた意思決定につ き異議 を申立てること(25)がで きるのであ

る。

費用 を掛ければ、退職年金制度運営状況 を監視 した り退職年金制度の加入者を代表して

信託の受託者や事業主を相手どって訴訟を提起す るために必要な専門知識 ・専門サービス

を国側か ら提供させることも方法 としては考 えられるが、 このような費用の国費による負

担を正当化するような十分 な論拠があるようには思えない。

2.信 託の受託者の信認上の義務

契約を作成する場合にもいえることであるが、信託 を設定する場合 も、その設定文書中

に一方の当事者の費用負担で他方の当事者に利益 を与えるような取決め をすることは勿論

可能である。退職年金制度に関する規約の作成に関しては通常事業主が支配権を握ってお

り、社会保障関係法上の制約や税法上の制約があった り、労働組合や従業貝団体がある程

度の要望 を出して くる場合はあるとはい うものの、この事実が事業主にとって有利に働 く

ことは否めない。 しか しなが ら、信託の受託者には信認上の義務が課されてお り、受益者

のために全面的に忠誠 を尽 くさなければならない義務や、信託財産の保全のために最善 を

尽さなければならない義務や、信認上の権限を臨機応変に行使 しなければならない義務が
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あるために、結果的には事業主の立場が極端に有利にならないようにバランスが とられて

いる。

ある会社がその社員のために退職年金制度を設置 していて、これを信託基金化 し、規約

上信託基金の5%ま でを自社株や関連会社の株式に投資す ることを信託の受託者に認めて

お り(26)、投資についての意思決定はその会社に勤務 している役員や従業員の中か ら選ば

れた者が信託の受託者としての資格や制度運営委員会 の資格で行 うことになってお り、信

託設定証書中には受託者や制度運営委員会の委員 となるべ き役員や従業員の任命権 を認め

る明文の規定があるケースを想定 して考えてみよう。 もしこのような任命権を認め る規定

が設けられていないのに会社の役員や従業員をそのような受託者的な地位の者に任命する

と、任命を受けた者は、広い目でみれば、会社で出世 しようとすれば、 どうしても退職年

金制度の利害を重視するよりは、事業主の利害を優先的に考えるようにな りがちであ り、

このような者が退職年金基金 を使 って自社株に投資す るような意思決定をした とす ると、

事業主 自身が受託者となって信託基金 を自社株の取得に使 うことを禁 じた自己取引禁止ル

ールに違反することになるから、そもそも役員や従業員をこの種の立場の者に任命す るべ

きではない、 という議論 も出てこよう(27)。しかしなが ら、役員や従業員 をそのよ うな利

益相反関係に立つ可能性がある地位につけて良いとす る明文の規定や黙示の規定が存在す

る場合で も、そのような地位についた役員や従業員が、信託義務違反の責任 を問われず

に、退職年金制度の加入者全員の利益に反するような意思決定 をしたり、加入者の権利を

保全するために必要な慎重な注意義務を尽 さずに何 らかの行動 をするようなことは事実上

不可能であろう(28)。この点に関 して、米国には次のような判例がある口9)。

「受託者的な立場にある者で二君に忠誠を尽さなければならないような状況に置かれ

ている者が、同人にとって潜在的な利益相反性を有す るような投資意思決定を行おう

とする場合における当該意思決定の根拠とすべ き事項について行 うべ き独 自の調査は

広範囲なものでなければならないとともに、良心的なものでなければならないだけで

なく、この場合における調査義務は、本件制度に加入 している理性的な受給資格者や

その他の理性的な加入者があらゆる状況下において期待す る最高度の注意義務 を尽 し

てこれを行わなければならないものである。」

筆者のみたところでは、状況はイギリスにおいて も何ら変わるところはないが、ただイ

ギリスでは、訴えられた被告側 は過失責任の免除規定があればその規定の適用を受けられ
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る筈である旨を主張す るであろうし、訴えた原告側は被告側の行為には無謀な点や信義則

に反する点があり、信託の有す る投資オプションに関して広範且つ良心的な調査の実施 を

被告側が怠ったことが明らかであるので、過失責任免除規定の適用は受けられない筈であ

る旨を主張して くるであろう。しかしながら、信託基金の5%相 当額までを事業主の自社

株式やその関連会社の株式に投資す る場合においては、信託の受託者は退職年金制度の

(他の)加 入者の利益等 を一切考えずに、専 ら事業主の利益だけを考 えるべ きである旨を

信託設定証書の中に始めか ら明記しておこうとすれば明記できる筈である(30)。この点に

こそ、退職年金制度の基金を使って行 う投資は、同制度の加入者に対す る金銭的な給付 を

行 うことだけを目的として、同加入者全体の利益のためだけになされるべ きであることを

保障するためには、制定法による介入が必要である、 という主張の根拠があるのである。

確かに、退職年金制度の基金 を使って事業主の自社株やその関連会社の株式に投資する

ことを一切禁 じて しまう方が良いと考える向きもあろう。勤務先の会社が倒産 してしまえ

ば従業員にとって失業の危険があるだけでなく、退職年金制度そのものも破綻 してしまう

危険があるの も事実であるが、会社にとって有利 となるような時期に合わせて自社株 をま
1
とめて買ったり、売った りす ることもできるし、退職年金制度の基金 を使って購入して、

信託財産 として保有 している自社株についての議決権は、会社が乗っ取りに遭った り、会

社が他社 との合併 を進めているような場合には、会社にとって信託財産 となっている株式

についての議決権 を乗っ取 り防止のためや合併推進のために使えるというような利点もあ

る。但 しこのような場合に会社の株式につきプレミアム付で公開買い付けが行われていれ

ば、退職年金制度の加入者全体の立場か らみれば、プレミアム付の値段で持株 を売るのが

一番良いであろうが、会社側か らすれば、企業の利益のためには、持株をそのまま信託に

保有していて貰わなければならないことになろう。年金建て方式による退職年金制度を採

用 している企業か らは、投資 リスクを負うのは退職年金制度の加入者ではなく、企業の方

だという声が出るか もしれないが、そのような事がいえるのは企業が健全な経営状態にあ

る場合だけであるから、退職年金制度の加入者側には信託基金の投資運用に関する義務の

遵守 ・履行を強制することにつき重大且つ当然の関心があることになる。

退職年金制度の受託者が企業側に協力 して他の会社 との間の合併等を成功させたような

場合で、この合併によって企業側が利益 をあげているというような特別な場合には、確か

に信託法上は、その利益の分け前を請求する機会が退職年金制度の受益者に認められるか
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もしれない。このような場合、退職年金制度の加入者は、事業主があげた利益 と信託財産

の利用 との間に因果関係があると主張できるであろうし、特に勤務先の企業の取締役が退

職年金制度の受託者を兼任 しているような場合は、信託財産を利用できたからこそ取締役

達は会社のために利益 をあげることができたのである、 と主張できるであろう。但 し会社

側があげた利益が信託財産の利用 とは関係な く、専 ら会社の財産 と会社側の努力に起因す

るものであり、信託の受託者を兼任 している取締役は単に合併 を実現する上においての障

害につき責任 を有 してお り、 これを解決する責任 を有 していただけのような場合 はこの限

りではない(31)。

尚、信託法上は、信託設定証書中に脅迫的な条項を入れた場合はこれを無効にできる、

という受益者にとって有利となるような原則があ り、この原則を適用すれば、企業側が別

法人を作って責任 を逃れようとしても、法人格の壁を突き崩せる場合がある。これはアメ

リカの例であるが、退職年金制度を設置して経営者側がその退職年金制度の受託者を選任

している企業があ り、その企業が別の企業に支配されてお り、当該別の企業がさらに個人

によって支配されているような事案では、米国の連邦控訴裁判所(32)は、関係企業ならび

に関係個人との間に存する企業支配関係 を考慮すれば、信託上の受託者としての義務は最

後の企業支配権者である個人にも及ぶと考えるべ きものだとして、当該個人が得ていた利

益を吐き出すよう命ずる判決 を言い渡してきている。 このような信認上の責任の論理 を総

合すれば、退職年金信託の財産の横領や悪用 を阻止す る上での有効な力となる筈である。

信託の受託者の地位に伴 う信認上の権限については、信託の受託者は、信託の目的を純

粋に追求してい く上において、当該権限を行使すべ きかどうかや、行使す るとした場合に

如何 にこれを行使す るかを常に、慎重且つ臨機応変に考えなければならないことになって

いるので、この権限が個人的利益の為に悪用され るとは考えに くい。信託の受託者が気紛

れな行為やいい加減な行為を行った り、聞違ったことをしたり、慎重なビジネスマンとし

て行動しなければならない義務に違反したり、考慮 しなければならない重要な事情を考慮

しなかった り、考慮の対象 としてはならないような事柄を考慮に入れてしまったような場

合は、信託の受託者 を訴えることができる(33)。このように、信託の受益者にはいろいろ

な保護措置が設けられているのである。

事業主としての立場にある者に対してある権限が、信認上の権限ではなくて、個人的な

利益のために行使できるような権限として付与されているような場合は、この権限の付与
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を受けた者が、与えられた権限の範囲内において行動 している限り、同人が如何に誤った

行為 をしたり、気まぐれで勝手に行為 をしたり、自分の個人的な利益 を求めて行動 したと

しても、裁判所は同人によるこの権限の行使 をコントロールできないので、このような状

況下にある信託の受益者は保護されていないことになる。更に、信託の存在に必要不可欠

な核 となるべ き最低限の信託上の義務 さえ残されている限 り、信託の受託者に対 して与え

られる権限はこれを信認上の権限 としてではなくて、明文の規定 を以て個人的な権限とし

て与えることもできるのである。だからこそ、退職年金信託の場合は、受託者に対 して与

える権限の重要な部分が信認上の権限以外のものとして与えられることがないようにすべ

く、法律の強行規定による介入が必要 となるのである。以下 に述べ るように、この点に関

しては判例は一応既にできる限 りのことをしている。

3.明 白な個人的権限 および誠実義務

裁判所は、退職年金制度の加入者の利益を守るために、事業主に対して認め られている

ある種の権限についてはこれを事業主の個人的利益のために行使できる個人的な権限とし

てではな く、信認上の権 限として捉えてきている。たとえば、「メットイ・ペンション ・ト

ラスティーズ ・リミテッド対エバンズ事件(批 オ鋤 ・P召嬬0勿 丁卵 磁∫Lオ4.V.・E微ηS)」(34)

において、ワーナー判事 は、退職年金制度 を清算した際に最終的に生 じた剰余金 を事業主

が受け取れるようになっているような場合でも、同退職年金制度上の年金支給額 を増額す

る目的のために 「事業主の独 自の裁量により」剰余金を充当することができる事業主の権

限は 「あらゆる意味においても信認上の権限の一種である」 と判示 している。これは、事

業主は、形の上では自己に帰属す ることになっている退職年金制度の清算剰余金に関する

この権限を行使すべ きかどうかを考慮するに際しては、 自己の利益だけを考慮 しては駄目

で、自分 自身ならびに退職年金制度の他の受給資格者の双方のためになるように誠意を以

って行動 しなければならないことを意味している。 この場合の事業主は清算手続に入って

しまってお り、清算人がいて も清算人には事業主がその債権者に対 して負担している債務

の後始末 という大 きな仕事があったので、退職年金制度の清算剰余金の処分に関する権限

の行使は裁量信託の執行だけでな く裁量的な信認上の権限の行使 もできる幅広い最終的な

管轄権を有 している裁判所の手に委ね られることになったのである。 この種の権限を信認

上の権限として捉える立場は極めてりベラルな立場であるとみ られるかもしれないが、実
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際にはこれはできるだけ退職年金制度の加入者 を助けようとする司法府側の考 え方を反映

しているものにほかならない。

その後判決の言い渡しのあった 「インペ リアル ・グループ ・ペンション ・トラス ト対イ

ンペ リアル ・タバ コ ・リミテッド事件(励 醐 α1G70ゆ 長 給わη7㌦sτ 肌1魎 ε酩1

7bbα6ωL砿)」(35)の 判決に照 らして考えてみると、前掲のメットイ ・ペンション・トラス

ティーズ ・リミテッ ド対エバンズ事件の事業主に対 して認め られていた権限は、物価上昇

率が一定の度合いを超えた場合に退職年金の支給額を増額することにつ き承諾 を与えるか

否かについてインペ リアル ・グループ ・ペンション ・トラス ト対インペ リアル ・タバコ ・

リミテッ ド事件の事業主に認め られていた権限の場合 と同様に、信認上の権利 としてでは

な く、個人的な権限として捉えた方がむしろより正確ではなかったか と思われる。但し、

事業主 と被傭者との間の雇用関係契約上被傭者が取得 した信託上の権利が関係 した事件に

おいて、副大法官は、個人的権限の場合は原則 として裁判所の支配には服 さないが、個人

的権利についても契約法か ら信託に取 り入れ られた誠実義務が権利者側に存在するものと

推定されるので、個人的な権限を行使する場合で もこの誠実義 務に従わなければならない

旨を判示 している。この誠実義務は、事業主は、相当な理由がない限 り、事業主と被傭者

との間に存する信頼関係を破壊 したり、これに重大な悪影響 を及ぼすことを目的とした

り、この種の結果 を招来する恐れがあるような行為 を行ってはならないことを内容 とする

義務である。従って、事業主は、 自らの金銭的な利害関係 を考慮す るのは差 し支えない

が、これはあ くまでも被傭者に対 して負担している誠実義務に違反 しない範囲内に限ると

いう限定がつ くことになる。この事件において、副大法官は、事業主が 「退職年金制度の

効率的な運営のためではなく、既存の退職年金制度上既に発生 している過去勤務債権を制

度の加入者に確実に放棄させ るための手段 として」自らの有する承諾保留権 を行使 し、以

って事業主自身の設定に関わる別の新たな退職年金制度への移行 を容易にせんとしたこと

は明らかであ り、 この点において事業主側に誠実義務違反があったもの と断定 している

(36)。この判例は、「実務的且つ合 目的取 り組みが特に大切である」(37)と判決の中で述べ

られていることか らも分かるように、一見 して広範囲に亘る権限とみえるような権限の場

合 も、その背景的な事情、特に問題 となる信託(ま たは契約)の 基本的な目的に照 らし

て、その範囲を限定す ることができるものとす るもう一つの別の信託法(ま たは契約法)

上の原則を反映したものでもある。
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この判例 を受けて、その後に判決の言い渡 しがあった 「カ リッジ ・グループ退職年金制

度事件(COμ ㎎ieG豹0蛤 ㌔・Pセ魎0ηSε伽羅)」(38)で、 ミレット判事は、企業買収に成功 し

た会社が、退職年金制度上の剰余金を会社のために利用できるようにするための第一歩 と

して、同会社の作成に関わる退職年金制度を規律するための規約である信託証書中に用い

られている 「当会社」なる文言を勝手に被合併会社を意味す るものに置 き換えようとした

事業主側の一方的な信託証書の変更行為 を 「権限喩越行為」 と断じている。同様に、ニュ

ー ジー ランドやカナダのオンタリオ州やアルバータ州の高等法院(39)でも
、退職年金制度

に関す る信託設定証書上制度の加入者だけのための財産 として信託財産の形で積み立てら

れている財産 を事業主のために使ってはならない旨が明記されている場合においては、信

託証書の内容に変更を加える権限は、当該信託の受託者に対 して与えられているものであ

ると事業主 自身に与えられているものであるとを問わず、事業主を信託財産の受益者の一・

員に加えることになるような形でこれを行使することはできない、即 ち甲だけを受益者 と

して設定されている信託を甲と乙の両方を受益者とす るような信託に変更することはでき

ない、 という内容の判決が出されている。

イギ リスでは、退職年金制度に生 じている剰余金 を同制度上の受給資格者だけでなく事

業主にも利用させ るために取 り崩すことについては、退職年金制度の受給資格者の立場か

らすれば剰余金を取 り崩 して事業主にこれを使わせ るのを認めるとすれば当然その見返 り

として退職年金の受給額の増額を希望する筈であるとして、勤労者退職年金制度審議会に

対 して特別に制定法上の許可権限(40)を与えて、受託者が受給資格者 と相談 した上で、事

業主か ら申し入れのあった 目的のために信託の剰余金を取 り崩す ことが実際に退職年金制

度上の受給資格者の利益につながると判断した場合に限 り事業主の利益のために剰余金を

取 り崩すことを 「認めることができる」ように退職年金制度の規約に変更を加えることを

許可できるようになっているので、イギ リスではこの種の問題は起 きないで済んでいるよ

うにみえる。 このような制定法の裏付けがあるので、勤労者退職年金制度審議会は従来甲

だけのために積み立て られていた信託財産を将来甲乙両方のために使用することを 「認め

ることになる」 ような命令 を発することができるのである。この命令が発せ られた場合、

信託の受託者は事業主その者 を退職年金制度上の従来の受益者の列に新 たに加わった受益

者の一員 として取 り扱って、事業主の利益 となるような形で裁量権を行使することができ

ることになるもの と思われる。
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4.制 定法による介入の潜在的必要性

信託法の領域に属する退職年金制度 との関係においては、今迄の ところ裁判所は加入者

の利益を保護するために上手に介入 して きたといえるが、過失責任を勝手に免除 したり、

事業主や信託の受託者に対 していろいろな権限を信認上の権限としてではな く個人的な権

限として明示的に付与する等の方法によって、信託法の弾力性が悪用 される可能性がない

訳ではない。

そのため、信託法の悪用 と考えられるような行為 を防止す るための制定法による介入が

どうしても必要 となる。 ともか く、信託法は、信託設定者が三世代か ら四世代にわたって

その家族に対 して行うエクイティー上の贈与を規律する法律 として発達 してきたものであ

るため、信託上の受益者を信託の設定者からの恵みを受ける者 として捉えて、「贈 り物な

のだから、あるが ままの姿で黙って受け取 り、贈 り物にいちいち文句 をつけるな」 という

考えが昔から支配的となっているのである。 しかしなが ら、加入者がその勤続年数等に応

じて信託基金化 された基金か らの年金を受給できるような形になっている企業退職年金制

度はいわば私的な資金で賄われている社会保障制度ともいうべ きものであるから、事業主

が、信託証書を作成す る際にあれこれ口を挾むことができる立場 を利用して、直接的 ・間

接的に退職年金制度を勝手に牛耳ってしまうことがないように、当然国が介入すべ きであ

る。勿論退職年金制度がどのような法律上の組織構成を採ろうとも、事業主は、その気に

なれば、何時でも退職年金制度 を牛耳れる訳ではあるが、既に述べ たとお り、信託制度そ

のものには受益者の権利を擁護するための数 多くのルールがあるのだから、制定法によっ

て信託設定証書を作成する際にこれらのルールを免脱するような規定の盛 り込みを禁止 し

ておけば、既存のこれらの規則の一部を退職年金信託にも十分活用できる筈である。

信託法は制定法によって消極的な方法によっても積極的な方法によっても補充す ること

が可能である。信託基金を使って信託の受託者の過失責任を填補するための賠償責任保険

を掛けるのはよい としても、過失責任そのものを免除するような規定 を信託証書に盛 り込

むのは制定法によって禁ずるべ きである。信託設定当初における受託者の任命権程度は事

業主に認めてもよいかもしれないが、恐 らくその後の信託の受託者の任命権を引き続き事

業主に与えた り、信託基金 を事業主の発行に関わる株式に投資 した り、事業主の発行に関

わる株式を担保にして信託基金 を事業主に貸 し付けるようなことも制定法によって禁ずる

必要があろう。更に、ある種の権利については、信認上の権利 として設定す る場合にのみ

一215一



その設定を認め、それ以外の権利 としての設定 を認めないようにしたり、利益相反関係が

発生する場合等に備えて必ず公正中立な受託者1名 以上の設置を義務づけたり、税法上の

優遇扱いを受けようとする退職年金制度にっいては、退職年金に関する信託の設定証書に

定める規定のうち一定の規定を中核的な規定 として、これについては一切変更を加えるこ

とができないようにすること等を考慮 してお く必要がある。

退職年金制度が どのような法律上の組織形態を採るかに関係なく、退職年金制度を巡る

詐欺行為防止のためには、制定法を以って 「塀を廻らす」ためには、制定法 を以って独立

のカス トディアン兼受託者の設置を義務づけ、信託基金 を使って購入した投資物件はすべ

てこのカス トディアン兼受託者に保管させ、これらの投資物件が果たして信託証書上認め

られている性質の ものであるか どうかをこのカス トディアン兼受託者にチェックさせ るよ

うにする必要があるが、そのような形をとったとしても、カストディアン兼受託者の立場

か らすると、預かっている投資物件を売却 して得 た売却代金については、その引き渡しを

受託者から要求された場合は、売却代金が本当に信託の目的を達成するために必要なもの

であるかどうかを最善の努力を尽してチェックしなければならない、 という特別な義務が

取 り消し不能な形でカス トディアン兼受託者に課されていない限 り、要請に従って売却代

金を受託者に引き渡さなければならないことにな り、仮にそのような特別な義務がカス ト

ディアン兼受託者に課されていたとして も、それはそれで余分な経費が掛か るという弊害

が出て くるので、いろいろ問題が残る。

VII結 論

結論としていえることは、事業主がその社員に対 して退職年金を支給することを目的と

して設定する制度については、それがどのような法律上の組織形態を採るものであれ、事

業主の権利濫用を予防するためには、どうしても制定法による手助けを必要 としていると

い う点である。既に述べたところからも明らかなとおり、信託制度は何世紀 もかけて発展

してきた制度であ り、受託者による地位や権利の濫用を防止す るためのいろいろ細かい規

則 も備わっているので、制定法による補充が必要だとしても、その必要 とする度合は他の

制度 と比べれば遙かに少ない筈である。退職年金制度加入者の権利保護を最大限に図るた

めには、勤労者退職年金制度が依 って立つべ き堅固な土台構造 として、是非 とも信託 を活
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用す るべ きである。

Vlll我 国 へ の示 唆

　これまでに検討 してきた近時イギ リスにおける年金信託制度 を巡る議論は我国にも有益

な示唆を与えるように思われる。

　先ず、年金制度に信託 をリンクさせ ることの意義は受益者保護 にあり、多数の受益者の

権利 を擁護するための財産管理制度としての信託の原点を我々に改めて教えている点に注

目したい。

　次に、受益者保護のための信託 とはいっても、年金制度にとって既存の信託制度が万全

である訳ではな く、補充が必要である点にも注目したい。受託者の事務執行 を監視するに

必要且つ十分な情報開示等については我国でも早急な対応が必要ではなかろうか。

　本稿が我国における今後の年金信託制度の議論に役立つ点があれば幸いである。
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あ と が き

本研究会は、米倉委員長(当 時東大教授)を 煩わ し、民法、商法、英米法の中堅 ・若手

法律学者10名 を集めていただき、平成3年1月 にスター トいたしました。

初 回の研究会は、わが国における信託法研究の泰斗であらせ られる大阪谷先生(大 阪大

名誉教授)を お招 きして 「信託法の 『壁』いろいろ」というテーマでお話を伺いました。

当初、委員の先生方のほとんどは信託法を本格的に研究されているわけでもあ りません

で したので、研究の進行過程で大変ご苦労 をおかけしたようです。研究会では毎回、広い

角度から非常に活発な議論が展開され、平成7年4月 の最終回まで4年 の年月がそれほど

長 く感 じられないような状態でした。

その間、委員の先生方は、それぞれに信託法への理解を深められ、問題意識 をお持ちに

なったことと存 じます。研究会の成果の一部は、 ここに 「実定信託法研究ノー ト」 として

まとまりましたが、さらに今後は、研究会での成果 をベースに、研究を拡げ、かつ発展さ

せていって下さることを期待いたします。

最後に、発足来研究をとりまとめ リー ドしていただきました米倉先生をは じめ、委員及

びオブザーバーの先生方に深 く感謝申し上げます

平成8年3月

財 団法人 トラス ト60
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